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環境白書の刊行にあたって

　富山県は、立山連峰や黒部峡谷などの世界的な山岳景観や蜃気楼

がみられる不思議の海富山湾、さらには本州一を誇る植生自然度な

ど、豊かな水と緑に恵まれています。これらの素晴らしい環境を守

り育て、次の世代に引き継いでいくことは、現代に生きる私たちの

責務であり、県民すべての願いです。

　しかしながら、今日の環境問題は、都市・生活型公害や廃棄物による環境負荷の増大に

加え、地球温暖化や酸性雨等の地球環境問題、ダイオキシン類をはじめとする有害化学物

質による環境汚染など、複雑・多様化しています。

　これらの諸問題は、私たちの日常生活、産業活動に密接な関係があり、大量生産、大量

消費、大量廃棄といった社会経済システムやライフスタイルのあり方を見直し、持続的発

展が可能な循環型社会を築いていくことが極めて重要です。

　このため、本県では「富山県民新世紀計画」に「環境立県」を掲げ、県民、企業、行政

が協力しながら、豊かな環境の保全と創造に全力を尽くしているところです。

　この白書は、平成１４年度の本県の環境の状況と施策を中心に取りまとめたものです。本

書を通じて、多くの県民の皆様に今日の環境問題についての関心を高めていただき、２１世

紀を「環境の世紀」とするため、環境保全への深いご理解と積極的なご協力をいただきま

すようお願い申し上げます。

富山県知事　　中　沖　　　豊　　　　
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　本県は、早くから工業県として発展して

きた結果、昭和３０年代後半からの高度経済

成長の過程で、生活水準は著しく向上した

ものの、大気汚染や水質汚濁などの産業公

害により生活環境が悪化するとともに各種

開発による自然環境の改変が進んだ。

　このようなことから、昭和４０年代には環

境保全のための各種法体系の整備が進めら

れ、本県においても公害防止条例の整備を

はじめ、独自のブルースカイ計画の策定等

の公害防止対策を講じるとともに、県立自

然公園条例や自然環境保全条例の整備など

の自然保護施策を展開した。その結果、環

境は全般的に改善され、清らかな水、さわ

やかな空気、変化に富んだ美しく豊かな自

然などすぐれた環境の保全に大きな成果を

あげてきた。

　しかしながら、都市化の進展やライフス

タイルの変化などを背景に、自動車による

大気汚染や騒音、身近な自然の減少など、

都市・生活型の環境問題が課題となってい

る。

　さらに、廃棄物の抑制や循環利用が確保

される循環型社会の形成や、地球温暖化を

はじめとする地球的規模の環境問題は、緊

急の課題となっており、ダイオキシン類な

どの有害な化学物質に対する対策も必要と

なってきている。

　こうした課題の多くは、私たちの日常生

活や通常の事業活動に起因することから、

従来の規制的あるいは個別的な手法だけで

は十分には対応できない状況にある。

　一方で、生態系の価値や多様な自然環境

の重要性に対する認識が高まるとともに、

うるおいのある水辺や豊かな緑、美しい景

観など、より質の高い環境の形成に対する

ニーズが高まってきている。

　本県では、このような状況に対処するた

め、７年１２月に、「環境の恵沢の享受と継

承」、「持続的発展が可能な社会＊　の構築及

び環境保全上の支障の未然防止」並びに「地

球環境保全の推進」を基本理念とする「富

山県環境基本条例」を制定し、１０年３月に

は、この基本条例に基づき、快適で恵み豊

かな環境の保全と創造に関する施策の基本

的な考え方、長期的な目標、必要な推進事

項を盛り込んだ「富山県環境基本計画」を

策定し、環境基本条例の基本理念の実現に

向け、各種の環境保全施策を実施してきて

いる。

　さらに、１３年度からスタートした「富山

県民新世紀計画」において、政策の柱とし

て「環境」を「人材」、「生活」、「産業」、

「国際」とともに５つの立県構想の一つに

掲げ、総合的かつ計画的に環境の保全及び

創造に関する各種の施策を推進していくこ

とにしている。

＊持続的発展が可能な社会…国連環境計画（UNEP）のもとで発足した「環境と開発に関する委員会」が１９８７年に
「我らが共有の未来」をとりまとめ公表した報告書において使用された「持続可能な開発」（Sustainable 
Development）という考え方を踏まえたもの。この報告書では、持続可能な開発を「将来の世代のニーズを満た
す能力を損なうことがないような形で、現在のニーズも満足させるような開発」と定義している。



２

　１４年度において、環境の保全及び創造に

関して講じた主な施策は以下のとおりであ

る。

　「基本的施策の推進」については、１０年

３月に策定した現行の環境基本計画につい

て、学識経験者等からなる研究会を設置し、

施策の進捗状況や新たな課題等を調査した。

　「安全で健康な生活環境の確保」につい

ては、大気環境の保全のため、１１年度に改

定したブルースカイ計画を推進するととも

に、大気汚染常時監視局適正配置計画を策

定したほか、大気汚染緊急時対策要綱を改

正し、オキシダント等の緊急時対策の措置

適用地域を県内全域に拡大した。

　水環境の保全について、１３年度に改定し

たクリーンウオーター計画を推進したほか、

富山湾の水質改善を図るため、窒素、りん

の削減対策技術マニュアルを作成し、工場・

事業場に対し普及啓発を行った。

　地下水の保全について、庄川右岸の高岡

市中田地区に新たに観測井を設置するとと

もに、富山地域の冬期間の安全水位につい

て検討を行った。

　騒音・振動の対策については、北陸新幹

線沿線市町等で構成する連絡会議において、

新幹線の騒音環境基準の類型当てはめの検

討を行った。

　化学物質による環境汚染の防止について、

ダイオキシン類の大気、水質等の環境調査

や主な発生源の調査を実施したほか、「化学

物質排出把握管理促進法」に基づき、排出

量等について集計、公表を行った。また、小

矢部川水系のダイオキシン類汚染について、

国等と連携して原因を究明するとともに原

因事業者に対して改善対策等を指導した。

　「環境への負荷が少ない循環型社会の構

築」については、廃棄物の減量化・リサイ

クルを総合的、計画的に推進し、循環型社

会を形成するため、「とやま廃棄物プラン」

を策定した。また、リサイクル製品やリサ

イクルに取り組む事業所等の認定制度を創

設し、認定を行い、普及啓発に努めた。さ

らには、循環資源活用懇談会を設置し、廃

棄物の減量化やリサイクル手法等に関する

共同研究や情報交換を行った。

　「自然と共生したうるおいのある環境の

実現」については、各種事業実施に際して

の自然環境保全上のガイドラインである

「自然環境指針」の見直しを進めたほか、

山岳自然環境の保全と適正な利用を図るた

め、有識者からなる「立山懇談会」を設置

し、本県の山岳に関する諸問題について幅

広く意見を求めた。また、剣沢野営場等で

自然環境に配慮した公衆トイレの整備に着

手したほか、剣沢（南股）や太郎平等で登

山歩道の整備を行った。さらに、全国山岳

トイレシンポジウムやライチョウ会議等の

国際山岳年記念事業を実施したほか、自然

博物園「ねいの里」において、多様な動植

物が生息・生育する森林空間をモデル的に

整備した。

　「快適な環境づくり」については、地域

の特性をいかした優れた景観の保全及び創

造を図るため、１４年９月に「富山県景観条

例」を制定し、うるおいのある景観づくり

を総合的、計画的に推進することとした。

また、とやまの名水について、衛生管理マ
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ニュアルを作成するなど、安心して利用で

きるよう衛生管理を徹底した。さらに、緑

豊かな散居景観を保全・育成するため、屋敷

林の維持・管理など住民の活動を支援した。

　「地球環境の保全への行動と積極的貢

献」については、温室効果ガス排出削減計

画の策定に向け、基礎調査を実施するとと

もに、「富山県地球温暖化防止活動推進セン

ター」に指定した�とやま環境財団と連携

して、地球温暖化防止活動推進員の養成や

活動マニュアルの作成を行ったほか、ひろ

く県民に対し、地球温暖化防止を普及啓発

した。

　環日本海地域との国際環境協力について、

�環日本海環境協力センター（ＮＰＥＣ）

と連携して、「北東アジア地域自治体連合環

境分科委員会」や環日本海地域「山の生物

多様性」国際シンポジウムを開催し、環日

本海地域の環境保全についての情報交換や

環境協力事業についての検討を行った。ま

た、日本、中国、韓国、ロシアの自治体や

ＮＧＯの参加を得て、日本海や黄海の海辺

における漂着物調査を実施したほか、韓国

忠清南道において、「北東アジア地域国際環

境シンポジウム」を開催し、北東アジア地

域の自治体間で、環境保全対策等について

の情報交換を行った。

　北西太平洋地域海行動計画（ＮＯＷＰＡ

Ｐ）の推進について、ＮＯＷＰＡＰの特殊

モニタリング・沿岸環境評価地域活動セン

ター（ＣＥＡＲＡＣ）に指定されたＮＰＥ

Ｃと連携して、「北西太平洋地域における海

洋環境のバイオアッセイに関する国際ワー

クショップ」を開催したほか、学識者によ

る助言委員会を開催し、赤潮を含む有害藻

類の異常繁殖（ＨＡＢ）に関する検討を進

めた。さらには、「環日本海海洋環境ウオッ

チシステム」により、衛星から受信した海

洋環境データを解析し、国内外に発信した。

　また、県は、日本海及び環日本海地域の

過去・現在・未来にわたる人間と自然のか

かわり、地域間の人間と人間とのかかわり

について、循環と共生と日本海の視点から

総合的かつ学際的に研究する「日本海学」

を提唱しており、その確立、推進のため、

日本海学推進機構を設立するとともに、普

及啓発事業や調査研究を行った。

　「環境の保全及び創造に向けたみんなの

行動」については、�とやま環境財団と連

携し、ふるさと環境学習クラブの登録を行

い、その活動を支援したほか、学校、地域

団体の希望に応じ、環境に関する講師を派

遣する「出前講座」を実施した。また、環

境フェアを共同で開催したほか、清掃美化

大会やマイバッグキャンペ－ン等の各種事

業に積極的に取り組んだ。

　県自らの環境への配慮の率先実行につい

て、県庁本庁舎において、環境マネジメン

トシステムを構築し、１４年９月にＩＳＯ

１４００１の認証を取得するとともに、エコイベ

ント実施方針を策定した。

　また、「新県庁エコプラン（地球温暖化防

止のための富山県庁行動計画）」を推進し進

行管理を行ったほか、「富山県グリーン購入

調達方針」に基づき、環境物品等の調達に

努めるとともに、重点的に調達を推進する

品目を拡大した。さらに、県職員を対象に

ノーマイカーデーを実施するとともに、低

公害車導入方針に基づき、県有車に低公害

車を導入した。 
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　「総合的な視点で取り組む環境の保全と

創造」については、複雑化した今日の環境

問題に総合的な視点で取り組むため、１１年

度に改定した「富山・高岡地域公害防止計

画」を推進した。

　なお、環境保全活動に熱心に取り組む企

業や地方公共団体を表彰する第１２回地球環

境大賞において、環日本海地域における環

境保全や国際環境協力、日本海学の提唱や

立山を中心とした山岳地における環境保全

など、本県の取組みが評価され、「優秀環境

自治体賞」を受賞した。

　１５年度においては、これらの状況を踏ま

え、環境基本計画に基づき環境の保全及び

創造に関する各種の施策を総合的、計画的

に実施することにしている。

　「基本的施策の推進」については、１０年

３月に策定した現行の環境基本計画につい

て、その後の環境を取り巻く状況の変化を

踏まえ、計画を改定する。

　「安全で健康な生活環境の確保」につい

ては、環境基準の達成維持に向け、ブルー

スカイ計画やクリーンウオーター計画を推

進するほか、迅速かつ的確に大気汚染状況

を把握するため、大気汚染テレメータシス

テムを更新整備する。また、事業者、行政

等からなる「富山湾水質改善対策推進協議

会（仮称）」を設置し、工場・事業場におけ

る窒素、りんの削減対策を推進する。

　土壌環境の保全について、１５年２月に施

行された土壌汚染対策法の円滑な運用のた

め、法の普及啓発を図るとともに、「土壌汚

染リスク情報管理システム（仮称）」を整備

する。

　地下水の保全について、高岡・砺波地域

を対象に冬期間の安全水位に関する調査研

究を進める。

　化学物質による環境汚染の防止について、

ダイオキシン類の環境調査等を実施するほ

か、「化学物質排出把握管理促進法」に基づ

く届出や管理の改善等について事業者等に

普及啓発を行うとともに、排出量等につい

ての集計、公表を行う。

　「環境への負荷が少ない循環型社会の構

築」については、とやま廃棄物プランに基

づき、廃棄物の減量化やリサイクルを県民

総ぐるみの「ごみゼロ推進大運動」として

展開するため、県民会議の設置等による推

進体制の整備、市町村、地域住民やＮＰＯ

等の取組みへの支援などを進めるほか、ご

みゼロ推進全国大会を開催する。

　「自然と共生したうるおいのある環境の

実現」については、「山岳携帯トイレネット

ワーク」システムの構築に対し支援を行う

ほか、立山を訪れる利用者のマナー向上を

図る啓発ビデオを制作する。また、別山乗

越と太郎兵衛平に自然環境に配慮した公衆

トイレを整備するほか、剱岳地域や薬師岳

地域で登山歩道の整備や植生の復元を行う。

さらに、生物多様性の保全に関する意識啓

発のため、セミナーを開催するほか、県内

の動植物の実情などを解説した冊子を作成

する。また、人とニホンザルとの共存を図

るため、ニホンザル保護管理計画を策定す

る。 
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　「快適な環境づくり」については、地域

の住民等が主体となった「アダプト・プロ

グラム事業」の実施等により、引き続き県

土美化推進運動を展開する。また、とやま

の名水について、「とやまの名水ネットワー

ク協議会」を開催し、管理者、市町村等に

おける衛生管理の技術向上を図る。さらに、

「富山県景観条例」に基づき、景観づくり

の基本方針の策定や、県民や市町村の景観

づくりの取組みに対する支援等を行う。

　「地球環境の保全への行動と積極的貢

献」については、温室効果ガスの削減目標

や県民、事業者、行政が取り組むべき具体

的な行動を明らかにする温室効果ガス排出

削減計画を策定するほか、黄砂の実態解明

調査を実施するとともに黄砂に関するシン

ポジウムを開催する。

　環日本海地域との国際環境協力について、

「北東アジア地域自治体連合環境分科委員

会」を開催するとともに、インターネット

を利用した情報交流システムの構築等の個

別プロジェクトを推進する。また、ＮＯＷ

ＰＡＰのＣＥＡＲＡＣに指定されたＮＰＥ

Ｃが実施する富山湾をモデルとした、衛星

データを活用し水質測定を行う手法の開発

や流動解析プログラムの構築、ＮＯＷＰＡ

Ｐ地域の赤潮発生に関する情報交換やモニ

タリング手法開発のための国際ワークショ

ップの開催等の事業を国等と連携を図りな

がら支援する。さらに、北東アジア地域の

環境専門家が、同地域の環境問題や環境協

力について情報交換する「環日本海環境協

力会議」を国等と共同で開催する。

　環日本海地域の様々な危機を回避し、持

続的な発展に向けた環境との共生をめざす

日本海学については、日本海学推進機構と

連携して、普及啓発や調査研究を推進する。

　「環境の保全及び創造に向けたみんなの

行動」については、「ノーマイカ－デー県民

運動」の推進を図るため、公共交通事業者

に対し、利用者利便向上策を要請する。ま

た、自然に対する関心を深め、自然を愛す

る気持ちを身につけることを目的とした自

然保護講座（ジュニアナチュラリスト養成

コースⅠ）を小・中学生を対象に開催する。

　県自らの環境への配慮の率先実行につい

て、県庁本庁舎において、ＩＳＯ１４００１によ

る環境マネジメントシステムに基づき、環

境にやさしいオフィス活動やエコイベント

実施方針による取組みを推進するとともに、

「公共事業環境配慮方針（仮称）」を策定す

る。

　また、「新県庁エコプラン（地球温暖化防

止のための富山県庁行動計画）」を推進し適

切な進行管理を行うほか、「富山県グリーン

購入調達方針」に基づき、環境物品等の調

達に努めるとともに、低公害車導入方針に

基づき、低公害車を導入する。

　「総合的な視点で取り組む環境の保全及

び創造」については、「富山・高岡地域公害

防止計画」に基づいて、総合的な環境対策

を推進するほか、環境影響評価条例に基づ

き、適切かつ円滑な環境影響評価の実施を

指導する。

　今後とも、複雑で多様化する環境問題を

解決し、快適で恵み豊かな環境を保全し創

造していくためには、県民一人ひとりが人

間活動と環境との関係について理解を深め
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るとともに、県民、事業者、行政が一体と

なって取り組んでいくことが必要である。

　このため、環境の恵沢の享受と継承、持

続的発展が可能な社会の構築及び環境保全

上の支障の未然防止、地球環境保全の推進

という環境基本条例の基本理念の実現に向

け、�とやま環境財団等と連携しながら、

地域に根ざした環境保全活動を展開するな

ど、環境基本計画に基づいて各種施策を積

極的に推進していく。



環境月間ポスター 富山県知事賞（最優秀賞）

柳
原　

光
里
さ
ん
（
滑
川
市
立
寺
家
小　

６
年
）

水
上　
　

郁
さ
ん
（
福
野
町
立
福
野
中　

３
年
）

愛鳥に関するポスター 富山県知事賞

脇
坂　
　

遥
さ
ん
（
滑
川
市
立
東
加
積
小　

６
年
）

木
村　

仁
美
さ
ん
（
滑
川
市
立
滑
川
中　

２
年
）

杉
田
絵
梨
子
さ
ん
（
富
山
第
一
高　

３
年
）



ごみ減量化・リサイクル推進ポスター 最優秀賞（富山県知事賞）

入
江　

志
帆
さ
ん
（
富
山
市
立
新
庄
小　

６
年
）

西
淵　

千
賀
さ
ん
（
高
岡
市
立
伏
木
中　

１
年
）

富山県リサイクル認定マーク公募 最優秀作品

東　　幸恵さん
（高岡短期大学専攻科　　　　

産業デザイン専攻）

地球温暖化防止月間ポスター 最優秀賞（富山県知事賞）

藤
城　

洋
佑
さ
ん
（
富
山
市
立
呉
羽
小　

６
年
）

多
田　

美
咲
さ
ん
（
富
山
市
立
岩
瀬
中　

２
年
）



うるおい環境とやま賞

桂樹舎和紙文庫（八尾町） 中川放水路「のぞみ川」（滑川市）

夢の平「展望台」周辺（砺波市） 割山森林公園「天湖森」（細入村）

八尾町ゆめの森交流施設（八尾町）



グッドトイレコンテスト「さわやか賞」受章トイレ

立山一ノ越公衆トイレ 二上山鉢伏園地公衆トイレ

Ａ・Ｏ・Ｚ・Ｏ・Ｒ・Ａ（あおぞら） 東海北陸自動車道城端サービスエリア
（グッドメンテナンス部門）

砺波市立出町小学校

福光駅前公衆トイレ
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第１１章

環境の状況並びに環境の保全
及び創造に関して講じた施策

　１４年度における県内の環境の状況は、こ
れまで実施してきた各種の施策により全般
に良好な水準を維持しているが、富山湾の
水質汚濁や富岩運河のダイオキシン類汚染
など、一部に課題となっているものがある。
　大気環境については、ブルースカイ計画
などを推進してきたことにより、主な汚染
物質である二酸化硫黄や二酸化窒素は環境
基準を達成しており、浮遊粒子状物質は、
黄砂の影響のあった日を除けば環境基準を
達成している。光化学オキシダントは、全
国的な傾向と同じく環境基準を達成してい
ない。なお、大気汚染緊急時の措置が必要
とされる注意報を１回発令した。また、有
害大気汚染物質のうち、環境基準が設定さ
れているベンゼン、トリクロロエチレン、
テトラクロロエチレン及びジクロロメタン
は、すべて環境基準を達成している。
　水環境については、小矢部川や神通川な
どの河川や湖沼では、環境基準を達成して
いる。海域ではＣＯＤ（化学的酸素要求量）
が低くなり、環境基準の達成状況は、ここ
数年に比べて改善の状況にある。
　土壌環境については、神通川流域の土壌
汚染対策地域の第１次及び第２次地区では、
復元事業を完了し、第３次地区では、土壌

汚染対策計画に基づき復元事業を実施して
いる。また、黒部地域では、９年度に復元
事業を完了している。
　地下水については、道路などの消雪用揚
水設備は増加しているが、地下水条例によ
る採取量の規制や水利用の合理化が進み、
地下水位はおおむね横ばいの傾向にある。
　騒音については、航空機騒音で環境基準
を達成しているものの、道路に面する地域
では達成状況は低くなっている。
　公害の苦情については、その内容は多様
化してきているが、近年、大気汚染に関す
る苦情が多くなっている。
　ダイオキシン類については、住居地域や
工業地域等における大気、主要な河川の水
質や底質、海域の水質、地下水及び土壌の
環境調査を実施したところ、富岩運河のほ
かは環境基準を達成していた。
　廃棄物については、減量化・リサイクル
が進められており、一部で不法投棄がみら
れるものの、全体としては適正に処理が行
われている。
　自然環境については、多様な自然環境の
保全や生物の多様性の確保が図られるとと
もに、自然とのふれあいの場や機会の確保
など自然との共生が図られている。
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　都市・生活型公害から地球環境問題まで
広範多岐にわたる今日の環境問題に適切に
対応するため、７年１２月に環境基本条例を
制定した。この条例は、快適で恵み豊かな
環境を保全し、及び創造することを目標に、
「環境の恵沢の享受と継承」、「持続的発展

が可能な社会の構築及び環境保全上の支障
の未然防止」並びに「地球環境保全の推進」
の３つを基本理念として、環境の保全と創
造に向けた行政、事業者、県民の責務を明
示している。環境基本条例の体系図は図１
‐１のとおりである。

第 １ 節 基本的施策の推進

　図１‐１　環境基本条例の体系図

１　環境基本条例
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２　環境基本計画

　環境基本計画は、環境基本条例の基本理
念の実現に向けて、快適で恵み豊かな環境
の保全と創造＊　に関する施策の総合的かつ
計画的な推進を図るために、環境基本条例
第１１条の規定に基づき施策の大綱や推進事
項を盛り込んで策定したものであり、県に
おける環境の保全と創造に関する基本とな
る計画である。
　さらに、今日の環境に関する課題は、県
や市町村のみならず、県民、事業者等の各
主体が連携、協力しながら、それぞれの立
場で自主的かつ積極的に取り組まなければ
解決ができないものとなっている。この計

画は、環境の保全と創造に向けて各主体に
求められる取組みの指針となるものである。
　また、１３年４月に富山県民新世紀計画を
策定し、政策の柱である五つの立県構想の
一つとして環境立県を掲げるなど、環境の
保全と創造に関する各種の施策を推進して
いる。
　本県の環境行政における環境基本計画の
位置づけ及び計画に定めた施策の概要は図
１‐２及び図１‐３のとおりである。
　なお、１４年度には、学識経験者で構成す
る富山県環境基本計画研究会を設置し、施
策の進捗状況や新たな課題等を調査した。

　図１‐２　環境基本計画の位置づけ

＊環境の保全と創造 … 「環境の保全」とは、公害の防止や自然保護など環境を人にとって良好な状態に保持すること
をいうが、富山県環境基本条例では、「環境の保全」に加え、良好な生活空間の形成、地域の個性をいかした快適
な環境の創造など、環境をより程度の高いものとして「創造」することまで含めて「環境の保全と創造」という。
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　図１‐３　環境基本計画の施策の概要

１　安全で健康な生活環境の確保

　　�　健康で快適な大気環境の確保
　　　　　・ブルースカイ計画
　　　　　・発生源に対する指導
　　�　豊かで清らかな水環境の確保
　　　　　・クリーンウオーター計画
　　　　　・地域に適した効率的な生活排水処理の整備促進
　　�　健やかで豊かな生活を支える土壌環境と地下水の確保
　　　　　・農用地土壌汚染対策地域の復元工事、調査等
　　　　　・地下水指針
　　�　騒音、振動のないやすらかな環境の実現
　　　　　・適正な土地利用、自動車騒音対策
　　　　　・すぐれた音環境を将来に残すための活動
　　�　化学物質による環境汚染の防止
　　　　　・自主的な管理を基本とした化学物質の適正な管理・処理
　　　　　・化学物質の多様性等に配慮した総合的な環境リスクの低減
　　�　公害被害等の防止と解決
　　　　　・イタイイタイ病患者の早期発見と住民の健康管理を目的とした住民健康調査
　　　　　・各種施策の推進による公害紛争や苦情の未然防止、速やかで適切な解決

２　環境への負荷が少ない循環型社会の構築

　　�　廃棄物の減量化・リサイクルの推進
　　　　　・ごみゼロ・プラン
　　　　　・産業廃棄物処理計画
　　�　廃棄物の適正な処理
　　　　　・ごみの分別収集の推進、ごみ処理広域化計画
　　　　　・産業廃棄物に関するマニフェストの使用の徹底
　　�　省資源・省エネルギーの推進
　　　　　・環境にやさしい生活の実践
　　　　　・省エネルギー機器等の普及促進

３　自然と共生したうるおいのある環境の実現

　　�　すぐれた自然環境の保全
　　　　　・自然環境指針
　　　　　・自然公園等におけるごみ持ち帰り運動等の推進
　　�　自然とのふれあいの確保
　　　　　・自然とふれあうイベント等の開催
　　　　　・ナチュラリスト、バードマスター等の育成
　　�　生物多様性の確保
　　　　　・生態系や種、遺伝子の多様性の保全
　　　　　・ふるさと生き物環境づくりマニュアルの活用 
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４　快適な環境づくり

　　�　心地よい水辺環境の創造
　　　　　・水や緑、魚などの自然とふれあい散策できる憩いの場の確保
　　　　　・水辺等における清掃や美化活動の実施
　　�　里や街における豊かな緑の保全及び創造
　　　　　・新グリーンプラン、全県域公園化推進プラン
　　　　　・公園、道路等の緑化の推進
　　�　ゆとりある空間と美しい景観の創造
　　　　　・景観について適切な配慮が払われるような誘導や指導
　　　　　・ふるさと環境総合整備ガイドライン
　　�　歴史や文化をいかした街づくり
　　　　　・歴史的・文化的遺産の周辺の自然環境と一体となった保存
　　　　　・歴史的・文化的背景をいかした街並みの形成

５　地球環境の保全への行動と積極的貢献

　　�　地球環境の保全のための対策の推進
　　　　　・二酸化炭素排出抑制のための省エネルギー等の対策
　　　　　・回収システムの確立等による過去に生産されたフロン等の大気放出の防止
　　�　県民、事業者、行政における地球環境保全行動計画
　　　　　・地球環境保全行動計画
　　　　　・環境にやさしい県庁行動計画
　　�　国際環境協力と環日本海地域の環境保全
　　　　　・環日本海環境協力センターを中核拠点とした環境協力体制の整備
　　　　　・渡り鳥の共同調査等各種の環境協力施策

６　環境の保全及び創造に向けたみんなの行動

　　�　環境保全へのみんなの参加
　　　　　・とやま環境財団を中核拠点とした県民の環境保全活動への参加の促進
　　　　　・企業、県民、民間団体の環境保全活動の支援
　　�　環境問題の理解と対応のための教育・学習
　　　　　・とやま環境財団を中核拠点とした環境教育・学習
　　　　　・こどもエコクラブの活動の支援、環境倫理及び環境教育・学習の充実

７　総合的視点で取り組む環境の保全と創造

　　�　環境問題の解決に向けた公害防止計画
　　　　　・農用地土壌汚染対策計画に基づく復元工事
　　　　　・自動車騒音対策
　　�　事業実施に当たっての環境への影響評価の推進
　　　　　・環境影響評価条例に基づく環境影響評価の推進
　　　　　・公害防止条例や土地対策要綱による事前審査
　　�　環境の保全及び創造を支える調査研究等の推進
　　　　　・監視、調査研究の推進
　　　　　・県内外の研究機関との共同研究の推進
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１　健康で快適な大気環境の確保

　私たちの健康や生活環境に対して被害が
生じないよう、大気、水、土壌その他の環
境の自然的構成要素が良好な状態に保持さ
れることは、私たちが健やかに暮らしてい
くために最も基本的なことである。環境基
準＊１の達成状況等からみると県内の環境は

おおむね良好であるが、道路周辺の騒音や
海域の汚濁など十分に改善されたとはいえ
ない項目がある。また、富岩運河のダイオ
キシン類汚染など有害化学物質による環境
汚染にも適切に対応していく必要がある。

�　大気環境の状況
　　大気を汚染する物質として二酸化硫
黄＊２や二酸化窒素＊３等について環境基準
が定められ、環境の監視及び排出の抑制
が行われている。
　　１４年度における二酸化硫黄及び二酸化
窒素については、県内２５の一般環境観測
局すべてで環境基準を達成している。
　　浮遊粒子状物質＊４については、黄砂＊５

の影響により、全観測局で環境基準を達
成しなかったが、全国的に黄砂が確認さ
れた数日を除いて評価すると、すべての
観測局において環境基準を達成している。
　　光化学オキシダント＊６については、高
温無風の晴天時に環境基準値を超過する
ことが多く、最近５年間の観測時間に対
する環境基準を超過した時間の割合は、
２．５～７．４％であった。
　　また、大気汚染防止法で定められてい
る緊急時については、７年度以来その事

態に至っていなかったが、１４年６月に滑
川市で注意報を発令した。
　　これらの物質については、大気環境計
画（４７年度策定、１２年３月改定。以下
「ブルースカイ計画＊７」という。）を推進
し、引き続き環境基準の達成・維持を図
ることにしている。
　　主な大気汚染物質の環境基準達成率の
推移は、表１‐１のとおりである。また、そ
の年平均値の推移は、図１‐４のとおり、
ここ数年間は、概ね横ばいで推移してい
る。
　　自動車排出ガスの環境濃度については、
一酸化炭素＊８及び二酸化窒素は県内６の
観測局すべてで環境基準を達成している。
浮遊粒子状物質は、一般観測局と同様、
全国的に黄砂が観測された数日を除いて
評価すると、すべての観測局において環
境基準を達成している。また、主な大気
汚染物質の年平均値の推移は図１‐５の

＊１環境基準 … 環境基本法等において政府が定めることとされている人の健康を保護し、生活環境を保全する上で
維持されることが望ましい環境の質の基準。

＊２二酸化硫黄 … ぜん息などの原因物質として知られる。化学式SO２。硫黄酸化物（SOx）とは、二酸化硫黄のほ
か、三酸化硫黄等を含む総称であり、硫黄分を含む燃料等を燃焼させることにより生じる。大気中では、ほとん
どが二酸化硫黄として存在する。

＊３二酸化窒素 … 高濃度になるとぜん息に似た症状の発症に関連があると言われている。化学式NO２。窒素酸化
物（NOx）とは、二酸化窒素のほか、一酸化窒素（NO）等を含む総称であり、窒素分を含む燃料等の燃焼のほ
か、燃焼時に空気中の窒素が酸化されることにより生ずる。生成時点ではNOである場合が多い。一般的に濃度
が高い地区では、自動車からの負荷が大きい。

＊４浮遊粒子状物質 … 大気中に浮遊する粒子状の物質のうち粒径が１０μｍ以下のもの（１μｍ〔マイクロメートル〕
＝１０－６ｍ）。ＳＰＭ又はＰＭと略称する。浮遊粒子状物質には、発生源からばいじんとして排出されるもの、排
出されたガス状物質が大気中で粒子状物質に変化するもの、土壌の巻き上げなどの自然的由来のものがあり、発
生源、性状とも多様である。肺や気管などに沈着して呼吸器に影響を及ぼすが、ディーゼル車から排出される粒
子状物質が、特に健康に悪影響があるとの観点等から対策が求められている。

＊５黄砂 … 中国大陸の黄土地帯の細かい砂が強風で吹き上げられ、偏西風にのって飛来する現象をいう。
＊６光化学オキシダント … 窒素酸化物及び炭化水素類が太陽光線の照射を受けて光化学反応を起こすことにより生

成する酸化性の強い物質の総称であり、光化学スモッグの原因物質からなる。Oxで略称することが多く、主成
分はオゾン（化学式O３）である。高濃度では人の粘膜や呼吸器に影響を及ぼすほか、植物等への影響も報告さ
れている。このようにオゾンは人の健康等に悪影響を与えるが、成層圏で太陽からの紫外線を吸収することによ
り、地上の生物を保護している。

＊７ブルースカイ計画 … 工場などから排出される硫黄酸化物や窒素酸化物等の量を削減し、環境基準を達成、維持
していくため、県が４７年度から進めている計画をいう。

＊８一酸化炭素 … 血液中のヘモグロビンと結合して血液が酸素を運搬する機能を阻害する。化学式CO。燃料等の
不完全燃焼によって生じる。
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　表１‐１　主な大気汚染物質の環境基準達成率の推移（長期的評価＊）

注　環境基準達成率（％）＝〔環境基準達成観測局数／全観測局数〕×１００
　　＊　富山地方気象台により黄砂が確認された数日を除いて評価した値
　　＊＊黄砂が確認された数日を含めて評価した値

１４年度１３年度１２年度１１年度１０年度４８年度物 質 名

１００１００１００１００１００５０二 酸 化 硫 黄

１００１００１００１００１００１００二 酸 化 窒 素

１００＊（０＊＊）９６９６１００１００４５浮遊粒子状物質

　図１‐４　主な大気汚染物質の年平均値の推移（一般環境観測局）

　図１‐５　主な大気汚染物質の年平均値の推移（自動車排出ガス観測局）

＊長期的評価 … 二酸化硫黄については、年間の１日平均値の高い方から２％を除外した値が０．０４ppmを超えず、か
つ１日平均値が０．０４ppmを超える日が２日以上連続しない場合に、二酸化窒素については、年間の１日平均値の低
い方から数えて９８％目に当たる値が０．０４ppmから０．０６ppmのゾーン内又はそれ以下の場合にそれぞれ環境基準に
適合するものとしている。
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とおりで、ここ数年間は概ね横ばいで推
移している。
　　なお、県は、大気汚染の状況を常時監
視しており、緊急時に迅速に対応するた
め、高度情報通信ネットワークの衛星回
線を利用した大気環境ネットワークを整
備している。
　　大気環境ネットワークの状況は図１‐
６のとおりである。
　　悪臭については、実態把握等のため工

場・事業場の敷地境界とその周辺環境に
おいて悪臭物質の測定調査を行っており、
必要に応じて施設の改善や維持管理の徹
底等について指導を行っている。
　　また、近年、悪臭の発生源は多様化し
てきているが、そのうち苦情が寄せられ
やすい畜産業や飼料 ･有機質肥料製造業
については、防止対策を指導しているも
のの依然として苦情がみられる。 

　図１‐６　大気環境ネットワークの状況

�　大気環境の保全対策
　ア　法令等に基づく規制の概要
　　�ア 　大気汚染防止法による規制
　　　　大気汚染防止法は４３年６月に制定

され、工場及び事業場における事業
活動並びに建築物の解体等に伴うば
い煙及び粉じんの排出等を規制する
こと、有害大気汚染物質対策を推進
すること、自動車排出ガスに係る許
容限度を定めること等によって大気
汚染の防止を図っている。

　　　　１４年度末のばい煙発生施設の届出
状況は、総施設数が３，１０１施設（１，２９０
工場・事業場）であり、種類別では、ボ
イラーが２，０３１施設（構成比６５％）で

最も多く、次いでディーゼル機関２６７
施設（構成比９％）、金属加熱炉１７２
施設（構成比６％）の順となってい
る。

　　　　また、一般粉じん発生施設の届出
状況は、総施設数が１，０２２施設（２２２
工場・事業場）であり、種類別では、ベ
ルトコンベアが３６３施設（構成比
３６％）で最も多く、次いで堆積場３１２
施設（構成比３１％）、破砕機・摩砕機
２８２施設（構成比２８％）の順となって
いる。

　　�イ 　大気汚染緊急時対策要綱による措置
　　　　大気の汚染が著しくなり、人の健

康又は生活環境に被害が生ずるおそ
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れのある場合は、大気汚染防止法及
び大気汚染緊急時対策要綱に基づき、
協力工場へのばい煙排出量削減の要
請や学校、一般住民などへの周知の
措置を行っている。

　　　　また、１４年度には要綱の適用地域
外であるが、一般環境観測局設置市
町を対象に暫定的に行った措置によ
り、滑川市で注意報を１回発令した。

　　　　また、近年、沿岸部や山間部でも
光化学オキシダントが高くなる傾向
にあることから、要綱を改正し、緊
急時の措置の適用地域を県内全域に
拡大した。

　　　　大気汚染緊急時対策要綱の概要は、
次のとおりである

　　　ａ　適用地域
　　　　　富山地域（富山市、滑川市、中

新川郡、上新川郡及び婦負郡の
区域）

　　　　　高岡・射水地域（高岡市、新湊

市、氷見市及び射水郡の区域）
　　　　　新川地域（魚津市、黒部市及び

下新川郡の区域）
　　　　　砺波・小矢部地域（砺波市、小

矢部市、東砺波郡及び西砺波郡
の区域）

　　　ｂ　対象物質
　　　　　硫黄酸化物、光化学オキシダン

ト、浮遊粒子状物質、二酸化窒
素

　　　ｃ　緊急時の種類
　　　　　情報、注意報、警報、重大警報
　　　ｄ　緊急時の発令基準
　　　　　緊急時の発令基準は表１‐２の

とおりであり、発令は対象地域
ごとに１局以上の常時観測局に
おいて、対象物質の濃度が発令
基準のいずれかに該当し、かつ、
気象条件からみて汚染の状況が
継続すると認められる場合に行
う。 

発　　　　　令　　　　　基　　　　　準
対 象 物 質

重 大 警 報警 報注 意 報情 報

０．５ppm　３時間

０．７ppm　２時間
０．５ppm　２時間

０．２ppm　３時間
０．３ppm　２時間
０．５ppm
４８時間平均値が
０．１５ppm以上

０．２ppm　２時間

０．３ppm
硫 黄 酸 化 物

０．４ppm０．２４ppm０．１２ppm０．１ppm光化学オキシダント

３．０mg�m３ ３時間―――２．０mg�m３ ２時間２．０mg�m３ 浮 遊 粒 子 状 物 質

１．０ppm―――０．５ppm０．４ppm二 酸 化 窒 素

注　表中の時間は、当該濃度が継続した時間を表す。

　表１‐２　緊急時の発令基準

　　�ウ 　悪臭防止法等による規制
　　　ａ　悪臭防止法による規制
　　　　　規制地域は、富山市、高岡市、

新湊市、魚津市、氷見市、滑川市、黒
部市、砺波市、小矢部市、大沢野
町、大山町、上市町、立山町、入
善町、朝日町、八尾町、婦中町、
小杉町、大門町、大島町、城端町、庄
川町、井波町、福野町、福光町及

び福岡町の９市１７町のうち、都市
計画法に基づく用途地域の定めら
れている地域を規制している。

　　　　　規制基準は、工業専用地域とそ
の他の用途地域に区分し、事業場
の敷地境界、気体排出口及び排水
口において規制基準が設定されて
いる。

　　　　　規制の対象は、アンモニア、メ
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チルメルカプタン等２２物質である。
　　　ｂ　条例に基づく規制
　　　　　公害防止条例では、悪臭に係る

特定施設の届出を義務づけている。
条例による届出状況は、７４７工場・
事業場で、ほとんどが養豚等の家
畜飼養施設である。

　イ　大気環境計画（ブルースカイ計画）の推進
　　　県では、大気汚染に係る環境基準を
達成・維持するため、二酸化硫黄につ
いては４７年度から、二酸化窒素につい
ては４９年度から逐次計画を改定し、推
進してきた。

　　　１２年３月の改定では、これまでの工
場・事業場対策や自動車排出ガス対策
に加え、近年問題になっているベンゼ

ン、トリクロロエチレン、テトラクロ
ロエチレン、ダイオキシン類等の有害
大気汚染物質や地球環境問題などの対
策を新たに盛り込み、大気保全に関す
る総合的な計画とした。

　　　計画の概要は、次のとおりである。
　　�ア 　計画目標
　　　　計画の目標は、「健康で快適な生活

ができるきれいな空の確保」とし、
具体的な目標は、表１‐３のとおり
である。

　　　　なお、目標が達成されている場合
は、その維持に努めるものとする。

　　�イ 　計画期間
　　　　おおむね１２年度から１６年度までの

５か年間とする。 

環　境　上　の　条　件物　　　　質

１時間値の１日平均値が０．０４ppm以下であり、かつ、１時間
値が０．１ppm以下であること

二酸化硫黄

１時間値の１日平均値が１０ppm以下であり、かつ、１時間値
の８時間平均値が２０ppm以下であること

一酸化炭素

１時間値の１日平均値が０．１０mg�m３以下であり、かつ、１時
間値が０．２０mg�m３以下であること

浮遊粒子状物質

１時間値が０．０６ppm以下であること光化学オキシダント

１時間値の１日平均値が０．０４ppmから０．０６ppmまでのゾー
ン内又はそれ以下であること

二酸化窒素

１年平均値が０．００３mg�m３以下であることベンゼン

１年平均値が０．２mg�m３以下であることトリクロロエチレン

１年平均値が０．２mg�m３以下であることテトラクロロエチレン

１年平均値が０．６pg-TEQ�m３以下であることダイオキシン類

　表１‐３　具体的な目標

　　�ウ 　対象地域
　　　　富山県全域とする。
　　�エ 　計画の推進施策
　　　　計画目標の実現を図るため、次の

施策を総合的、計画的に推進する。
　　　①　大気環境の監視及び調査
　　　②　工場・事業場対策
　　　③　自動車排出ガス対策
　　　④　有害大気汚染物質対策
　　　⑤　地球環境保全対策
　　　⑥　その他関連対策

　　�オ 　計画の推進体制
　　　　県民、事業者、行政の役割分担を

明確にし、一体となって計画目標の
実現を図る。

　　　　また、計画に掲げた各種施策を着
実に実施するため、県民、関係団体
及び行政で構成する「富山県大気環
境計画推進協議会」を設置し、各種
施策の調整や進行状況等について協
議し、計画の推進を図っている。 
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　ウ　監視測定体制の整備
　　�ア 　大気汚染常時観測局等の整備状況
　　　ａ　大気汚染常時観測局の概要
　　　　・一般環境観測局
　　　　　　一般環境の大気汚染を常時測

定するため、県や市町により一
般環境観測局２５局が設置されて
いる。

　　　　・自動車排出ガス観測局
　　　　　　自動車排出ガスを常時測定す

るため、県と富山市により主要
幹線道路近傍等に自動車排出ガ
ス観測局６局が設置されている。

　　　ｂ　大気環境ネットワークの整備状況
　　　　　大気汚染の状況を的確に把握し、

光化学オキシダント等の大気汚染
緊急時に迅速に対応するため、高
度情報通信ネットワークの衛星回
線を利用し、一般環境観測局２５局、
自動車排出ガス観測局６局、中継
局１３局、市町村環境情報提供シス
テム及び緊急時一斉指令システム
等からなる大気環境ネットワーク
を整備している。

　　　　　また、県内の大気汚染状況を、
県民に広く知ってもらうため、県
のホームページや携帯電話で大気
汚染の状況を見ることができるシ
ステムとなっている。

　　�イ 　大気補助測定点の整備状況
　　　　自動車排出ガス観測局の補助測定

網として、県内の幹線道路沿い１０地
点において、窒素酸化物の簡易測定
法による調査を行っている。

　　�ウ 　環境放射能測定機器の整備状況
　　　　県内における環境放射能＊の実態

を把握するため、文部科学省のモニ
タリング調査の一環として、サーベ
イメータ、モニタリングポスト、Ｇ
Ｍ式ベータ線測定装置、ゲルマニウ
ム半導体核種分析装置を整備し、一

般環境中の放射能について測定を行
っている。

　エ　大気汚染常時観測局適正配置計画の
策定

　　　県では、１４年３月の富山県環境審議
会の答申を踏まえ、１４年８月に観測局
の効率的、計画的な配置を盛り込んだ
「大気汚染常時観測局適正配置計画」
を策定した。その概要は、以下のとお
りである。

　　�ア 　一般環境観測局
　　　　・浮遊粒子状物質及び光化学オキ

シダントは２５局を存続
　　　　・二酸化硫黄は２５局を１６局に集約
　　　　・二酸化窒素は２５局を１７局に集約
　　�イ 　自動車排出ガス観測局
　　　　・自動車交通量の増大から観測局

を１局増設するとともに既存の
観測局をより交通量の多い沿線
に移設

　　　また、計画に基づく観測局の整備は
表１‐４のとおりである。

　オ　監視指導
　　�ア 　大気汚染防止法等に基づく監視指導
　　　　大気汚染防止法及び公害防止条例

に基づく対象工場・事業場（中核市
である富山市を除く。）延べ１５９工場・
事業場を対象に立入検査を実施し、
排出基準等の適合状況及び対象施設
の維持・管理状況や届出状況につい
て調査し、１６工場・事業場に対して
改善指導を行った。

　　　　なお、ブルースカイ計画に基づく
対象工場・事業場について、燃料中
の硫黄分や窒素酸化物の排出状況を
調査した。

　　�イ 　悪臭防止法等に基づく監視指導
　　　　悪臭の実態を把握するため、飼料・

有機質肥料製造業、化学工業、パル

＊環境放射能　…　環境中に存在する放射能には、人工のものと天然のものがある。人工の放射能は、大気圏内核実験
や原子力施設からの排出物として環境中に存在する可能性があり、代表的なものには、ウラン、プルトニウム等の
核分裂により生成するストロンチウム－９８、セシウム－１３７等がある。天然の放射能には、カリウム－４０等がある。
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１４　　年　　度
１３　　　年　　　度

単　位区　　分
対策後（最大値）対策前（最大値）

０．１９０．９４５．５mg�m３排 出 ガ ス

２未満～４２未満６．９μg�m３周 辺 大 気

注　ほう素（ガス状）の分析は、過酸化水素水吸収・ICP-MS法による。

ほう素濃度（μg�g）
樹木の種類

１４　年　度１３　年　度

２８０～４１０２３０～５５０ヤ マ ボ ウ シ

２２０～５４０１８０～４００カ キ

９０～２６０６８～３５０ア オ キ

注　ほう素の分析は、マイクロウエーブ分解・ICP-MS法による。

観　　　　測　　　　局　　　　名項　　　目観測局の区分

富山岩瀬、富山芝園、富山蜷川、婦中速星、高岡伏木、
高岡本丸、新湊三日曽根、新湊海老江、小杉太閤山、魚
津、黒部植木、滑川大崎野、入善、氷見、小矢部、福野

存続

二酸化硫黄

一 般 環 境 観 測 局

富山水橋、富山神明、高岡能町、高岡戸出、高岡波
岡、新湊今井、滑川上島、砺波、福岡

廃止

富山岩瀬、富山芝園 ､婦中速星、高岡伏木、高岡本
丸、高岡戸出、高岡波岡 ､新湊三日曽根、新湊海老
江、小杉太閤山、魚津、黒部植木、滑川大崎野、入
善、氷見、小矢部、福野

存続

二酸化窒素

富山水橋、富山神明、富山蜷川、高岡能町、新湊今
井、滑川上島、砺波、福岡

廃止

富山城址、富山豊田、黒部前沢、婦中田島、小杉鷲塚観 測 局 の 存 続

自動車排出ガス観測局 高岡広小路から高岡江尻に移設観 測 局 の 移 設

小杉下条観 測 局 の 新 設

注　観測局の整備は１５～２４年度に実施

　表１‐４　大気汚染常時観測局適正配置計画に基づく観測局の整備

　表１‐５　排出ガス及び工場周辺大気のほう素（ガス状）の濃度

　表１‐６　樹木の葉中のほう素濃度

プ・紙・紙加工品製造業の４工場・
事業場で、敷地境界と周辺環境等の
調査を実施した。

　　　　その結果、悪臭防止法対象の工場・
事業場においては規制基準を下回っ
ていた。

　　�ウ 　その他の監視指導
　　　　県内の鉄鋼製造工場における排出

ガスのほう素濃度調査等を前年度に

引き続いて行ったところ、表１‐５
のとおり、排出ガス及び工場周辺大
気のほう素濃度は低減したものの、
樹木の葉中のほう素濃度は表１‐６
のとおり大きな変化はみられなかっ
た。なお、工場に対して、引き続き
排出ガス中のほう素濃度の低減に努
めるよう指導した。 
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　カ　大気環境の各種調査
　　�ア 　自動車排出ガス環境調査
　　　　自動車排出ガス観測局の補助測定

網として、県内の幹線道路沿い１０地
点において、窒素酸化物（トリエタ
ノールアミン法）の調査を実施した。

　　　　その結果、各調査地点の年平均値
は、０．０１２～０．０２５NO２ppmであっ
た。

　　�イ 　環境放射能調査
　　　　文部科学省の委託を受けて、環境

放射能の実態を把握するため、日常
生活に関係のある各種環境試料中の
放射能を調査した。調査項目等は、
表１‐７のとおりである。その結果、
県内における環境放射能は、全国と
同程度であった。

　キ　畜産環境保全対策
　　　畜産農家の実態調査、巡回指導、ふ
ん尿の適正処理技術研修会を開催する
とともに、畜産環境保全に係る施設導
入に対し、補助や融資を行った。

　　�ア 　指導及び技術研修会の開催
　　　　県、市町村及び農業団体の連携に

よる総合的な指導体制のもとに、畜

産農家の実態調査、巡回指導、水質
検査、悪臭調査等を実施した。この
うち、実態調査については、毎年７
月に実施しており、２２７戸の畜産農家
を調査した。その結果、ふん尿処理
施設の設置及び利用状況は、各畜種
とも発酵処理施設による利用が多か
った。また、畜産農家付近住民から
寄せられる苦情を未然に防ぐため、
４０４戸に対して巡回指導を行うとと
もに、水質検査を３８戸、悪臭調査を
４戸で実施した。

　　�イ 　健全な畜産経営の育成
　　　　家畜の飼養に伴って生ずる衛生環

境阻害要因の除去、施設の改善及び
畜舎周辺の美化運動等を推進すると
ともに、地域社会と調和した清潔で
快適な畜産環境の維持を推進した。
また、家畜ふん尿を適正に処理した
堆肥づくり、堆肥利用の組織づくり
及び各種補助制度を活用した処理施
設の設置等について、積極的に指導
した。各種補助制度の実績は、補助
事業については６件（１９２，７２３千円）、
補助付きリース事業については１件
（１６，６００千円）となっている。

測　定　方　法
調査回数
（回 /年）

調査地点試　　料　　名調査項目

サーベイメータ１２小杉町空 気空 間 放 射
線 量 率 モニタリングポスト連　続〃〃

ＧＭ式ベータ線
測定装置

降雨毎〃降 水全ベータ線

ゲルマニウム半導体
核種分析装置

４〃大 気 浮 遊 じ ん

核種
ガンマー線

１２〃降 下 物

２〃水 道 水

１〃米

１富山市野菜（ほうれんそう）

１小杉町 〃 （大　　　　根）

２砺波市牛 乳

４小杉町日 常 食

１〃土　壌（上層、下層）

　表１‐７　環境放射能調査の概要
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２　豊かで清らかな水環境の確保

�　水環境の状況
　　県では、水環境の状況を監視するため、
図１‐７のとおり、２７河川で５１水域９０地
点、３湖沼で３水域６地点、２海域で７
水域２８地点の合計６１水域１２４地点で定期
的に水質測定を行っている。河川、湖沼、
海域の公共用水域における環境基準の達
成状況は、カドミウムや水銀などの人の
健康に関連して定められた項目（有害物
質又は健康項目）については、調査を開
始した４６年度以降すべての水域で達成し
ている。
　　また、生物化学的酸素要求量（ＢＯ
Ｄ）＊１などの生活環境の保全に関連して
水域の利用目的に応じて定められた項目
（生活環境項目）の環境基準の達成状況
については、表１‐８のとおり、河川及
び湖沼では１００％の達成率であったが、海
域では８４％で、全体では９５％となってい
る。
　　水質の推移をみると、図１‐８のとお
り、過去に著しい汚濁がみられた小矢部
川や神通川などは、大幅に改善され、近
年は清浄になっている。また、庄川や常
願寺川、黒部川などは現在もその清流を

保っている。
　　また、中小の河川のうち、生活排水の
影響がみられた都市河川は、徐々に改善
されている。それぞれの河川の水質の状
況は、図１‐９のとおり ､ほとんどが環
境基準のＡＡ～Ａ類型＊２に相当する清浄
な水質を維持している。
　　湖沼は、清浄な水質を維持しており、
すべて環境基準を達成している。
　　また、海域は、９年度以降、環境基準
達成率は低い状況で推移していたが、１４
年度は８４％と向上した。しかしながら、
汚濁メカニズムなど未解明な部分もあり、
今後とも調査研究を継続していくことに
している。
　　さらに地下水については、２年度から
計画的にカドミウムや水銀などの人の健
康に関する項目の水質測定を実施してき
ており、現在、平野部の７６地点で測定し
ている。その結果、ほとんどの地域にお
いて良好な水質が維持されている。
　　なお、過去に汚染がみられた地域にお
いても、汚染範囲の拡大はみられない。
　　これらの公共用水域及び地下水の水質
を保全するため、「クリーンウオーター計

１４年度１３年度１２年度１１年度１０年度５１年度区　　分

１００１００１００１００９８８１河 川

１００１００１００１００１００―湖 沼

８４４４６０３２３６８５海 域

９５８３８８８０７９８３全 体

注１　有機汚濁の代表的な水質指標であるBOD（河川）、COD（湖沼及び海域）による。
　２　環境基準達成率は、環境基準点数に対する環境基準達成点数の割合である。

　表１‐８　河川、湖沼、海域における環境基準達成率の推移 （単位：％）

＊１生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） … 水中の汚濁物質（有機物）が微生物によって分解されるときに必要な酸素の
量で河川の汚濁を示す代表的な指標。湖沼及び海域では、化学的酸素要求量（ＣＯＤ）が汚濁の代表的指標とな
っているが、この指標は水中の汚濁物質が化学物質によって分解されるときに必要な酸素の量である。

＊２水質の環境基準の類型 … 公共用水域の水質の環境基準は、水の利用目的に応じて、河川の場合はＡＡ～Ｅ類型
の６つに、湖沼の場合は、ＡＡ～Ｃ類型の４つに、海域の場合はＡ～Ｃ類型の３つに分類されている。河川や湖
沼のＡＡ類型、海域のＡ類型は最も清浄な水質を目標とする水域である。
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画＊」（水質環境計画、６１年度策定、１４年
３月改定）に基づき、公共下水道、農村
下水道の整備や合併処理浄化槽の設置な
どの事業を積極的に行っていくとともに、
有害化学物質等汚染防止対策、国際協力
の推進などの施策を推進していくことに
している。
　　また、富山湾の水質汚濁については、
学識者で構成する「富山湾水質保全研究
会」で汚濁メカニズムの解明と改善対策
について検討した結果、汚濁の原因は窒
素、りんに起因する内部生産であるとさ
れた。このため、クリーンウオーター計
画の改定において、表１‐９のとおり富
山湾に窒素、りんの水質環境目標を設定
し、海域の水質保全対策を推進している。

�　水環境の保全対策
　ア　法令等に基づく規制の概要
　　　水質汚濁防止法では、公共用水域の
水質汚濁の防止を図るため、工場・事
業場から排出される水に全国一律の排
水基準を設定し、規制している。

　　　また、この一律基準では水質汚濁の
防止が不十分と認められる水域につい
て、条例でより厳しい排水基準（上乗
せ排水基準）を設定できることになっ
ており、本県では、主要な公共用水域
について設定している。

　　　規制の対象は、特定施設を設置して
いる工場・事業場であり、現在、政令
で１００の業種等の施設が指定されてい
るが、本県では、公害防止条例により、
特定施設を追加指定するとともに、排

水基準を設定し、水質汚濁の未然防止
を図っている。

　　　さらに、地下水汚染を防止するため、
水質汚濁防止法及び公害防止条例によ
り、有害物質を含む水の地下浸透を禁
止している。

　　　水質汚濁防止法に基づく県内全体の
届出事業場数は、１４年度末現在で３，３８１
工場・事業場であり、地域別にみると
富山市が１８％、高岡市が１２％を占めて
いる。また、業種別では旅館業が１９％、
食料品製造業が１６％などとなっている。

　イ　クリーンウオーター計画（水質環境
計画）の推進

　　　水質環境計画は、環境基本条例に定
める水質汚濁の防止に関する個別計画
であり、河川、湖沼、海域及び地下水
の水質環境を保全するための基本とな
る方向を示すとともに、県及び市町村
の事業、事業者の活動など水環境を利
用する際の指針となるものである。

　　　県では１３年度に改定したこの計画に
基づき、富山湾の水質改善対策として、
海域へ流入する窒素、りんの削減対策
を総合的、計画的に推進するとともに、
有害化学物質対策として有害化学物質
の環境への排出状況の把握や適正な管
理を推進している。

　　　また、水質環境計画を総合的、計画
的に推進するため、県、市町村、関係
団体等からなる水質環境計画推進協議
会を開催し、生活排水対策等の具体的
な推進について検討している。さらに、

り　　　　　ん窒　　　　　素水　　域　　名

０．０１６mg��以下０．１７mg��以下小矢部川河口海域（乙）

０．０１７mg��以下０．２３mg��以下神通川河口海域（乙）

０．０１０mg��以下０．１４mg��以下その他の富山湾海域

　表１‐９　富山湾海域における窒素・りんの水質環境目標

＊クリーンウオーター計画 … “魚がすみ、水遊びが楽しめる川、湖、海及び清らかな地下水”を実現することを目標
とし、望ましい水質環境を将来にわたって維持していくために策定している計画をいう。
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　図１‐７　水質の監視測定地点
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　図１‐８　河川、湖沼及び富山湾の水質の推移
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　図１‐９　河川の水質状況（１４年度）
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水環境保全活動を地域ぐるみで推進す
るため、市町村が実施する名水等の環
境保全整備計画作成事業及び生活排水
対策推進事業に対して助成してきた。

　　　水質環境計画の概要は次のとおりで
ある。

　　�ア 　計画目標
　　　　計画の目標は、「きれいな水」と

「うるおいのある水辺」の確保とし、
具体的な目標は表１‐１０のとおりと
する。 

　表１‐１０　具体的な目標

環境基準有害物質

公共用水域
き れ い な 水

環境基準のＢ類型相当以上※河川の水質

環境基準のＡ類型相当以上湖沼の水質

環境基準のＢ類型相当以上※海域の水質

環境基準有害物質地 下 水 域

周辺の景観と調和が図られ、水や緑、魚などの自然と触れ
あうことができ、散策など憩いの場が確保されていること

水 辺 空 間うるおいのある水辺

※　環境基準がＡＡ類型やＡ類型に指定されている水域については、その環境基準の達成維持を目標と
する。

　　�イ 　計画期間
　　　　計画の期間は、特に定めないもの

とする。なお、おおむね５年を目途
に、施策等の見直しを図るものとす
る。

　　�ウ 　対象水域
　　　　県下全域の公共用水域及び地下水

域とする。
　　�エ 　計画の推進施策
　　　　計画目標の実現を図るため、次の

施策を総合的、計画的に推進する。
　　　①　水質調査
　　　　　公共用水域等の水質監視及び調

査並びに有害化学物質等の調査
　　　②　排水対策
　　　　　生活系排水対策、産業系排水対

策、面源系排水対策及び有害化学
物質等汚染防止対策

　　　③　水域の保全
　　　　　水域浄化対策、水辺の保全対策、

海域の水質保全対策及び国際環境
協力の推進

　　　④　環境保全活動等
　　　　　水辺の美化、富山湾の汚濁メカ

ニズムの解明等の調査研究の推進
及びその他関連対策

　　�オ 　計画の推進体制
　　　　行政、事業者、県民が、一体とな

って計画目標の実現を図る。
　　　　また、国、県、市町村、関係団体

からなる水質環境計画推進協議会に
おいて、計画を効果的に推進する。

　ウ　監視測定体制の整備
　　　水質汚濁防止法に基づき、公共用水
域及び地下水の水質測定計画を作成し、
公共用水域は２７河川、３湖沼、２海域
の１２４地点、地下水は定期モニタリング
の１１５地点で水質を監視している。

　　　また、小矢部川、庄川、神通川、常
願寺川及び黒部川の５河川６監視所に
おいて、自動測定機による水質の常時
監視を行っている。

　エ　監視指導
　　　水質汚濁防止法及び公害防止条例に
基づく規制工場・事業場等延べ３４６工
場・事業場を対象に、排水基準の適合
状況及び汚水処理施設の管理状況等に
ついて、立入検査を実施し、１０工場・
事業場に対して、汚水処理等の改善を
指導した。 
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　オ　富山湾水質改善対策
　　　富山湾の水質改善を図るため、工場・
事業場対策として、主要な１００工場・事
業場において、排水中の窒素、りん含
有量を調査し、窒素、りん削減の技術
指導を行った。

　　　また、排出量が５０m３／日以上の工
場・事業場を対象に窒素、りんの排出
実態調査を実施したところ、窒素、り
んの１４年度の年間排出量については、
１１年度に比べ、窒素では約２割減少し
ており、りんでは横ばいであった。

　　　さらに、工場・事業場の窒素、りん
排出負荷量削減のための基本的考え方
や生産プロセス、排水処理における改
善事例等を紹介した「窒素・りん削減
対策技術マニュアル」を作成、配布す
るとともに、工場・事業場を対象に講
習会を開催した。

　カ　水質環境の各種調査
　　�ア 　窒素・りん環境調査
　　　　河川や海域における全窒素及び全

りんの実態を把握するため、河川５７
地点、海域２５地点で調査を実施した。

　　　　その結果、河川の全窒素及び全り
んの濃度は一般的に人為的汚濁源の
多い河川で高く、有機汚濁の状況と
ほぼ類似した傾向を示していた。

　　　　また、富山湾は、全窒素、全りん
ともに環境基準のⅠ類型（全窒素
０．２mg��以下、全りん０．０２mg��
以下）に相当する水質であったが、
クリーンウオーター計画で設定した
水質環境目標と比べると、全窒素で
は数地点、全りんでは大半の地点が
この目標を達成していなかった。

　　�イ 　要監視項目環境調査
　　　　公共用水域における要監視項目の

実態を把握するため、河川５２地点で
１３項目について調査を実施した。

　　　　その結果、フェニトロチオン、ニ
ッケル、モリブデン及びアンチモン
が検出された。

 

　　�ウ 　湖沼水質調査
　　　　主要な湖沼の水質の現況を把握し、

水質汚濁の未然防止に資するため、
小牧ダム貯水池、熊野川ダム貯水池、
藤ヶ池の３湖沼で水質調査を実施し
た。

　　　　その結果、有機汚濁の指標である
ＣＯＤについては、小牧ダム貯水池
及び熊野川ダム貯水池が環境基準の
Ａ類型（３㎎��以下）、藤ヶ池が環
境基準のＢ類型（５㎎��以下）に
相当する水質であった。

　　�エ 　海水浴場水質調査
　　　　海水浴シーズンを迎えるにあたり、

事前に海水浴場の水質実態を把握す
るため、主要８海水浴場について調
査を実施した。

　　　　その結果、すべての海水浴場が水
浴に適した良好な水質であった。

　　�オ 　神通川第一発電所ダム水質調査
　　　　神岡鉱業㈱との「環境保全等に関

する基本協定」に基づき、カドミウ
ムについて神通川第一発電所ダムで
毎月、１日５回の調査を実施した。

　　　　その結果、全て不検出（０．０００１㎎
��未満）であり、環境基準（０．０１㎎
��）の１／１００未満の極めて低い値
であった。

　　�カ 　底質調査
　　　ａ　重金属底質調査
　　　　　公共用水域における底質の重金

属の状況を把握し、水質汚濁の未
然防止に資するため、河川（運河
を含む）２７地点で調査を実施した
ところ、総水銀については暫定除
去基準の２５ppmを超える地点は
みられなかった。

　　　ｂ　ＰＣＢ底質調査
　　　　　ＰＣＢによる環境汚染の状況を

把握するため、河川３地点及び古
紙再生工場４工場の排水口周辺の
底質について調査を実施したとこ
ろ、暫定除去基準の１０ppmを超え
る地点はみられなかった。
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　　�キ 　工場周辺地下水調査
　　　　局所的な地下水汚染に対応するた

め、有害物質であるトリクロロエチ
レンを使用している５工場の下流側
それぞれ３地点で水質調査を実施し
たところ、いずれの地点においても
トリクロロエチレンは検出されなか
った。

　　�ク 　立山環境調査
　　　　立山地区の水質環境の保全を図る

ため、常願寺川上流部の河川等の環
境１３地点及び発生源１０事業場の水質
調査を実施した。

　　　　その結果、発生源においてはいず
れも排水基準に適合しており、河川
環境においてもＢＯＤについてはい
ずれも環境基準ＡＡ類型に相当する
良好な水質であった。

　　�ケ 　水生生物調査
　　　　広く水質保全意識の普及啓発を図

るため、中学校や高等学校の科学部
等の各種団体の協力を得て、河川の
水生生物調査を実施しており、１４年
度は、８団体１３２名の参加により、９
河川の１６地点で調査した。

　キ　各種の水環境保全対策
　　�ア 　下水道の整備
　　　　１２年度に策定した全県域下水道化

新世紀構想に基づき、流域下水道、
公共下水道、特定環境保全公共下水
道の整備を計画的に進めている。１４
年度までに、３１市町村１事務組合で
整備が進められており、このうち３０
市町村１事務組合において供用を開
始している。

　　　　流域下水道のうち、高岡市等４市
７町１村を対象とした小矢部川流域
下水道事業については、７年度から
関係１２市町村すべてにおいて供用を
開始しており、新湊市等３市５町１
村を対象とした神通川左岸流域下水
道事業については、９年度から富山
市、新湊市、小杉町及び大島町、１０
年度から高岡市、１１年度から大門町、

１２年度から婦中町、１３年度から八尾
町が供用を開始している。

　　　　また、公共下水道については、富
山市、高岡市等９市１５町１事務組合
で、特定環境保全公共下水道につい
ては、富山市、高岡市等９市１６町５
村１事務組合で事業を実施している。

　　　　なお、１３年度末の下水道普及率は
６３％（全国第１１位、全国平均普及率
６４％）となっている。

　　�イ 　農村下水道の整備
　　　　農村下水道の整備は、農業集落排

水事業や農村総合整備モデル事業等
において、農村下水道整備事業によ
り実施している。

　　　　１３年度末現在では、３１市町村１４６地
区において事業を実施しており、計
画 処 理 人 口１２６，１００人 の う ち 約
８０，８００人について整備を終了してい
る。

　　�ウ 　コミニティ・プラントの整備
　　　　コミニティ・プラント（地域し尿

処理施設）は、郊外型ミニ下水道と
もいうべき生活雑排水とし尿を合わ
せて処理する施設で、廃棄物処理施
設整備事業により普及促進が図られ
ている。１３年度末現在で、５市町村、
１０施設（計画処理人口１３，６７６人）が
供用されている。

　　�エ 　合併処理浄化槽の整備
　　　　し尿と生活雑排水を合わせて処理

する合併処理浄化槽は、国において、
６２年度から設置に対する市町村への
補助を行っている。

　　　　なお、１３年４月以降の浄化槽の新
設は、原則として、合併処理浄化槽
での設置が義務付けられている。

　　　　県においても、６３年度から補助を
行っており、１１年度からは、国庫補
助基準額の減額に伴い、市町村が実
施する上乗せ補助に対しても助成を
行っている。

　　　　１４年度は、１８市町において本事業
が進められた結果、４４６基の合併処理
浄化槽が設置され、１４年度末現在で
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の設置数は、２０市町村において５，６９６
基となっている。

　　�オ 　漁場環境保全対策
　　　　漁場環境の保全を図るため、監視

を行うとともに漁場公害に関する情
報の収集、定置網漁場の水質調査を
実施している。宮崎から氷見に至る
定置網漁場を中心とする３５地点にお

いて、各調査地点ごとに年３～１２回、
水温、pH、塩分、濁度、ＣＯＤを測
定するとともに、海況及び漁獲量も
併せて調査し、その結果をとりまと
め関係者に報告した。主な調査結果
を年間の最小値・最大値でみると、
pHは７．４～８．９、ＣＯＤは０．１～３．３
㎎��となっている。
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３　健やかで豊かな生活を支える土壌環境と地下水の確保

�　土壌環境と地下水の状況
　ア　土壌環境の状況
　　　土壌は、一旦汚染されるとその影響
が長期にわたり持続するという特徴が
あり、土壌の機能を保全する観点から、
重金属や有機塩素化合物等について環
境基準が定められている。また、農用
地については、「農用地の土壌の汚染防
止等に関する法律」に基づき、カドミ
ウム、銅及び 砒 素が特定有害物質とし

ひ

て定められている。
　　　県では、カドミウムによって汚染さ
れた農用地として、表１‐１１、図１‐
１０に 示 す よ う に 神 通 川 流 域 で
１，５００．６ha、黒部地域で１２９．５haを農
用地土壌汚染対策地域に指定している。

このうち神通川流域では、上流部の第
１次地区から順に第２次地区および第
３次地区の一部において、汚染を除去
するための工事（土壌復元工事）が完
了し、表１‐１１の通り６２年度以降５回
にわたり、計８５０．２haについてその指
定を解除した。さらに、第３次地区の
残りについても、３年度に策定した表
１‐１２の対策計画に基づいて対策工事
を実施している。一方、黒部地域につ
いては、３年度に策定した表１‐１２の
対策計画に基づき土壌復元工事を実施
し、９年度に工事を完了した。１２年度
には対策工事の完了した一部地域を中
心に、６１．０haについてその指定を解
除した。

黒部地域
神　　　　通　　　　川　　　　流　　　　域地区

計画の内容 計第３次地区第２次地区第１次地区

３年１１月１９日４年２月３日５９年１月２０日　
３年９月４日変更

５５年２月６日告 示 年 月 日

１２９．５（１３２．１）１５００．６（１６４４．４）９５３．７（１，０５５．３）４５０．５（４８１．１）９６．４（１０８．０）計画面積 ha

注　実数は台帳面積、（　）内は実測面積である。

注　面積は台帳面積である。

（単位：ha）　表１‐１１　農用地土壌汚染対策地域の指定及び解除の状況

指定及び解除の年月日
汚　染
物　質

残る指
定面積
①－②

指　定　解　除　し　た　面　積対策地域
の指定面
積　　①

地　　　域　　　名
計　②第５回第４回第３回第２回第１回

指定
４９年８月２７日
５０年１０月１７日

区域変更
５２年１月２８日
５２年１１月３０日

指定解除
第１回６２年６月９日
第２回３年６月１８日
第３回６年４月２５日
第４回９年８月１１日
第５回１２年８月１１日

カドミウム

２１．１― ― ― ― ― ― ２１．１富 山 市

左岸
地域

神通川
流 域

４１０．２５０１．８１９２．２１２３．８１３０．９４２．４１２．５９１２．０婦 中 町

０．４８４．９― ― ８０．７４．２― ８５．３八 尾 町

４３１．７５８６．７１９２．２１２３．８２１１．６４６．６１２．５１，０１８．４小 計

２１７．６２２０．０１２．０２３．６１．０１２９．２５４．２４３７．６富 山 市
右岸
地域

１．１４３．５―　０．４０．５１４．１２８．５４４．６大沢野町

２１８．７２６３．５１２．０２４．０１．５１４３．３８２．７４８２．２小 計

６５０．４８５０．２２０４．２１４７．８２１３．１１８９．９９５．２１，５００．６計

指定　　４８年８月９日
区域変更４９年１１月２８日
指定解除
第１回１２年８月１１日

カドミウム６８．５６１．０― ― ― ― ６１．０１２９．５黒 部 市
黒 部
地 域

　表１‐１２　神通川流域及び黒部地域における農用地土壌汚染対策計画策定状況
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　図１‐１０　農用地土壌汚染対策地域
　　　�　神通川流域 　　　�　黒 部 地 域

　イ　地下水の状況
　　　地下水については、地下水の採取に
関する条例（５１年制定。以下「地下水
条例」という。）に基づき、地盤沈下や
塩水化等の地下水障害を防止するため、
地域を指定して地下水の採取を規制し
ている。また、地下水の状況を把握す
るため、地下水位及び塩水化の監視測
定を実施するとともに揚水量等を調査
している。

　　　地下水位は、近年、全体的に見て大
幅な変動はなく、おおむね横ばいで推
移しているが、市街地等の一部地域で
は、道路や建築物用の消雪設備の増加
による冬期間の地下水位の低下が懸念
されているため、消雪設備の設置者に
対し、１３年１２月に作成した「消雪設備
維持管理マニュアル」に基づいて交互

散水方式等の節水型消雪方式の採用や
降雪感知器の適正な維持管理等を指導
するとともに、節水意識の啓発に努め
ている。また、学識経験者等で構成す
る「富山県冬期間地下水位低下対策推
進委員会」において「冬期間の安全水
位」に関する調査研究を行っている。

　　　地下水の塩水化は、富山新港を中心
とした海岸部と小矢部川の河口付近に
見られ、その範囲に大きな変化はみら
れないが、比較的濃度が高い範囲は縮
小の傾向にある。地下水位の観測地点
は図１‐１１、地下水位の推移は図１‐
１２のとおりである。

　　　一方、地盤沈下については、６３年度
に高岡、射水及び富山地域において水
準測量＊調査を実施したが、沈下は認め
られておらず、高岡・砺波地域の２か

＊水準測量 … 土地の高さを精密に測量する調査であり、この経年変化によって、地盤変動状況を把握し、地盤沈下
対策に利用している。
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　図１‐１１　地下水位の観測地点

所の観測井に設置している地盤沈下計
による常時観測でも、年間変動量が１
mm程度と、地盤沈下の目安とされる
年間１０mmを超える沈下は認められ
ていない。

�　土壌環境と地下水の保全対策
　ア　農用地の土壌環境保全対策
　　�ア 　神通川流域
　　　　神通川流域では、４６年に「農用地

の土壌の汚染防止等に関する法律」
が施行されたことに伴い、同年農用
地におけるカドミウム汚染調査を開
始した。

　　　　４６～５１年度の６年間にわたって、
両岸の農用地約３，１３０haを対象に、
玄米２，５７０点、土壌１，６６７点について
調査したところ、その結果は、表１
‐１３のとおりであった。

　表１‐１３　玄米及び土壌中カドミウム濃度（神通川流域）

比　率
（％）

点　数
土壌中カドミウ
ム濃度（ppm）

比　率
（％）

点　数
玄米中カドミウ
ム濃度（ppm）

１１１８５０．５０未満６２１．５８９０．４０未満

４４７２５０．５０～０．９９２９７５１０．４０～０．９９

３０５００１．００～１．９９８１９８１．００～１．９９

１５２５７２．００以上１３２２．００以上

１００１，６６７計１００２．５７０計

（４６～５１年度調査）
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　図１‐１２　地下水位の推移
　　　�　高岡・砺波地域

　　　�　富　山　地　域
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　　　　このうち、玄米中のカドミウム濃
度が１．０ppm以上の汚染米が検出さ
れた地点は２３０地点で、汚染米発生地
域の面積は約５００haであり、これら
の地域では水稲の作付が停止されて
いる。

　　　　また、この調査結果に基づき、汚
染米発生地域とその近傍地域のうち
汚染米が発生する恐れがある地域を
合わせた１，５００．６haを農用地土壌
汚染対策地域（以下、「対策地域」と
いう。）として指定した。対策地域内
の汚染状況は、表１‐１４のとおりで、
玄米中カドミウム濃度の平均は
０．９９ppm、土壌中カドミウム濃度の
平均は、作土で１．１２ppm、次層土で
０．７０ppmであった。

　　　　神通川流域の対策地域面積は
１，５００．６haで、富山市、婦中町、大
沢野町及び八尾町の１市３町の広大
な地域に及ぶことから、対策計画を
上流部から順次分割して策定し、「農
用地の土壌の汚染防止等に関する法
律」に基づき、第１次地区の９６．４ha
については５５年２月、第２次地区の
４５０．５haについては５９年１月（３年
９月に変更）、残る第３次地区の
９５３．７haについては４年２月に、そ
れぞれ対策計画を策定した。対策計
画に係る事業費は、第１次地区が

１，７８３，０００千 円、第 ２ 次 地 区 が
１０，９４０，０００千円（変更後は９，０５４，８６５
千円）、３次地区が１９，２９１，９００千円で
あり、第１～３次地区に係る公害防
止事業費事業者負担法に基づく費用
負担計画により負担がなされている。
対策計画が策定されると、土地改良
法等に基づき公害防除特別土地改良
事業（以下、「公特事業」という。）
が実施されることになり、第１次地
区については、５５年１０月に公特事業
として事業計画が確定し、５８年度に
面工事が完成、第２次地区について
は、５９年６月に事業計画が確定し、
４年度に面工事が完成、第３次地区
については、４年９月に事業計画が
確定し、１０月から工事に着手してい
る。

　　　　また、土壌復元工事が実施された
結果、第１次地区及び第２次地区で
は、全面積において作付が可能とな
り、第３次地区についても、１５年度
に作付可能な客土水田面積は２９０ha
となっている。

　　　　なお、１４年度に作付した第３次地
区の客土水田（７８．９ha）においてカ
ドミウム濃度調査を実施したところ、
玄米中カドミウム濃度は０．１８
～０．０３ppm、土壌中カドミウム濃度
は０．１６～０．０６ppmであった。 

　表１‐１４　対策地域内玄米及び土壌中カドミウム濃度（神通川流域）

土　　　壌　　　中（ppm）
玄　米　中（ppm）

区　　分
次　　層　　土作　　　　　土

平　　均点　　数平　　均点　　数平　　均点　　数

０．７０３０４１．１２５４４０．９９５４４

　　�イ 　黒部地域
　　　　黒部地域では、４５年に黒部市の旧

日本鉱業㈱三日市製錬所周辺地域の
農用地が、カドミウム環境汚染要観
察地域に指定された。このため、４６
～４８年度の３年間にわたって同工場
周辺の農用地約２５０haを対象に、玄

米３１６点、土壌（作土）２２５点につい
てカドミウム濃度を調査した。その
結果の概要は、表１‐１５のとおりで
あった。

　　　　玄米中カドミウム濃度が１．０ppm
以上の汚染米が検出された地点は７
地点で、汚染米発生地域の面積は約
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８ haとなっている。
　　　　この調査結果に基づき汚染米発生

地域と近傍地域をあわせた１２９．５ha

を対策地域として指定した。対策地
域内の玄米及び土壌の汚染状況は表
１‐１６のとおりであった。

　表１‐１５　玄米及び土壌中カドミウム濃度（黒部地域）

比　率
（％）

点　数
土壌中カドミウ
ム濃度（ppm）

比　率
（％）

点　数
玄米中カドミウ
ム濃度（ppm）

１３２９２．００未満２６８００．４０未満

５８１３０２．００～５．９９７２２２９０．４０～０．９９

２０４５６．００～９．９９２７１．００～１．９９

９２１１０．００以上００２．００以上

１００２２５計１００３１６計

土　　　壌　　　中（ppm）
玄　米　中（ppm）

区　　分
次　　層　　土作　　　　　土

平　　均点　　数平　　均点　　数平　　均点　　数
０．８５１９７．５７４４０．７９４４

（４６～４８年度調査）

　表１‐１６　対策地域内玄米及び土壌中カドミウム濃度（黒部地域）

　　　　黒部地域の対策地域面積は
１２９．５haで、当該地域については、
「農用地の土壌の汚染防止等に関す
る法律」に基づき、３年１１月（８年
９月に変更）に対策計画を策定した。
対策計画に係る事業費は、２，９３６，０００
千円（変更後は４，００５，７００千円）であ
り、対策地域に係る公害防止事業費
事業者負担法に基づく費用負担計画
によって費用負担がなされている。

　　　　また、公特事業については、４年
１月に県営公特事業として事業計画
が確定したため、２月から工事に着
手し、９年度には全面積において作
付が可能となっている。

　　�ウ 　産米流通対策地域
　　　　農用地土壌汚染対策地域周辺に位

置する地域で、玄米中カドミウム濃
度が０．４ppm以上１．０ppm未満の米
を産出する地域を産米流通対策地域
とし、神通川流域では９年２月に、
黒部地域では９年１１月に対策計画を
策定し、復元事業に着手している。

　 

　イ　市街地等の土壌汚染対策
　　　近年、有害物質による土壌汚染の判
明件数が全国的に著しく増加してきて
おり、土壌汚染による人の健康影響の
懸念や対策の確立への社会的要請が強
まったことから、１４年５月に「土壌汚
染対策法」が公布され、１５年２月から
施行されている。

　　　県では、事業者及び行政機関を対象
に延べ８回の説明会を開催したほか、
各種団体の講習会や機関誌等を通じて
普及啓発を実施した。

　ウ　射撃場における鉛汚染対策
　　　１３年度に福光射撃場（福光町）内の
土壌から環境基準を超える鉛が検出さ
れたため、射撃場を一時閉鎖するとと
もに、学識経験者や関係者で構成する
プロジェクトチームを設置して環境保
全対策を検討している。１４年度に行っ
た環境調査から、射撃場内の鉛散弾分
布面積は約７７，０００㎡、汚染土量は約
６，９００m３と推定された。また、ボーリ
ング調査の結果、汚染土壌が直接地下
水と接しているところはなかった。こ
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れらの結果を踏まえ、射撃場内の上流
部に位置するライフル射撃場の汚染土
壌の除去に着手している。

　エ　地下水の保全対策
　　�ア 　地下水条例による規制
　　　ａ　指定地域

　　　　　地下水採取に伴う障害が生じ、
又は生ずるおそれのある地域を規
制地域に、また水理地質上、規制
地域と関連を有する周辺の地域を
観察地域として表１‐１７及び図１‐
１３のとおり指定している。

　表１‐１７　地下水条例指定地域

高　岡　地　域富　山　地　域区　　　分

高岡市及び大門町の一部、
新湊市及び大島町の全部

富山市の一部規 制 地 域

高岡市、砺波市、小杉町、大門
町及び福岡町の一部、下村の全
部

富山市、大沢野町、大山町、上
市町、立山町、八尾町及び婦中
町の一部、舟橋村の全部

観 察 地 域

　図１‐１３　条例に基づく取水基準適用区域

　　　ｂ　規制対象揚水設備
　　　　　動力を用いて地下水を採取する

ための設備で、揚水機の吐出口の
断面積が２１cm２を超えるもの（た
だし、温泉や可燃性ガスの採掘に
伴う揚水設備及び河川区域内の揚
水設備は除く。）を規制対象として
いる。

　　　ｃ　取水基準
　　　　　規制地域内の工業用や建築物用

の対象揚水設備の取水基準は、５２

年３月１日から表１‐１８のとおり
適用されている。

　　　ｄ　揚水設備の届出状況
　　　　　条例に基づく届出状況は、事業

場数が２，８７７、揚水設備数が３，６７５
となっている。

　　　　　用途別では、建築物用が最も多
く１，１５９事業場１，３６３設備であり、
次いで道路等消雪用が１，１５７事業
場１，３３１設備、工業用が４５０事業場
８３３設備の順となっており、近年、
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道路等消雪用の設備が増加してい
る。地下水条例指定地域の揚水設
備の推移は、図１‐１４のとおりで
ある。

　　　ｅ　地下水採取状況
　　　　　条例に基づき報告された１４年度

の年間地下水採取量は１２７．５百万

m３�年となっている。用途別では、
図１‐１５のとおり、工業用が７４．５
百万m３�年と最も多く、全体の約
６割を占めており、次いで水道用
の１７．２百万m３�年、建築物用の
１６．３百万m３�年の順となっている。

採取する地下水
の量（�／日）

揚水機の吐出口
の断面積（�）

項　　　　目
区　　　　分

１，０００　以　下２００　以　下５２年３月１日までに設置された揚水設備既
設

　８００　以　下１５０　以　下５２年３月２日以降に設置された揚水設備新
設

　表１‐１８　取水基準

　図１‐１４　地下水条例指定地域の用水設備の推移

　図１‐１５　地下水条例指定地域の採取量（１４年度）
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　　�イ 　地下水指針の推進
　　　　近年、大規模開発に伴う地下水涵

養量の減少や消雪設備の増加による
冬期間の地下水位の低下など、地下
水環境を取り巻く状況が変化してい
る。これらに適切に対処して県民共
有の財産である地下水を保全し、適
正に利用していくために、地下水指
針（４年度策定、１１年３月改定）を
推進している。

　　　ａ　計画目標
　　　　　計画の目標は、「豊かで清らかな

地下水の確保」を目指し、「地下水
の採取に伴う地下水障害地域の拡
大を防ぐ。」とする。また、計画目
標を達成するため、図１‐１６のと
おり、各地下水区ごとに適正揚水
量を設定する。

　　　ｂ　計画期間
　　　　　計画の期間は特に定めないが、

おおむね５年を目途に施策等の見
直しを図る。

　　　ｃ　対象地域
　　　　　地下水の賦存する平野部の地域

とする。
　　　ｄ　計画の推進施策
　　　　　地下水の計画目標を達成するた

め、次の施策を総合的に推進する。
　　　　①　地下水条例による規制
　　　　②　開発行為に対する事前指導
　　　　③　地下水利用の合理化等
　　　　④　冬期間の地下水位低下対策
　　　　⑤　観測体制の整備・拡充
　　　　⑥　地下水の涵養
　　　　⑦　調査・研究の推進
　　　　⑧　地下水保全関係団体の育成
　　　　⑨　地下水保全意識の啓発
　　　ｅ　計画の推進体制
　　　　　行政、事業者及び関係団体から

なる「地下水保全・適正利用推進
会議」を設置し、指針を効果的に
推進する。

　　�ウ 　観測体制の整備
　　　　本県における地下水位の観測体制

は、３４年度に高岡市二塚及び富山市
山室に観測井を設置して以来、逐次
増設され、現在、氷見地域２井、高岡・
砺波地域１０井、富山地域７井、魚津・
滑川地域４井、黒部地域９井の合計
３２観測井となっている。

　　　　なお、１４年度には、１２年秋に井戸
涸れの問題があった庄川右岸の高岡
市中田地区に新たに観測井を設置し、
観測体制の充実を図った。

　　�エ 　監視指導
　　　　地下水条例の対象となる３０工場・

事業場を立入検査し、取水基準の遵
守状況及び揚水記録等設備の維持管
理状況を調査するとともに、技術指
導を行った。

　　�オ 　冬期間における地下水位低下対策
　　　　冬期間の地下水位低下対策を推進

するため、「富山県冬期間地下水位低
下対策推進委員会」において、１３年
度に引き続き、富山地域を対象に「冬
期間の安全水位に関する調査研究」
を実施し、シミュレーションモデル
の検証を行った。その結果、富山地
域における安全水位（地下水障害を
発生させない地下水位）は、既存観
測井における水位として次のとおり
試算された。

　　　市街地部における安全水位；
　　　　　奥田北観測井　地表面下９．９８m
　　　海岸部における安全水位；
　　　　　　蓮町観測井　地表面下１２．１５m
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　図１‐１６　地下水区における適正揚水量
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４　騒音、振動のないやすらかな環境の実現

�　騒音、振動の状況
　　県及び各市町が調査した騒音の環境基
準の達成状況は、道路に面する地域以外
の地域（一般地域）の環境騒音について
は８５％であったが、道路に面する地域に
おける自動車交通騒音については５８％と
なっており、騒音規制法に基づく公安委
員会への要請限度＊を超過している地域
もみられた。
　　一方、航空機騒音については、環境基
準を達成している。
　　また、道路に面する地域の振動は、公
安委員会への要請限度と比較して極めて
低い値となっている。

�　騒音、振動の防止
　ア　騒音の防止対策
　　�ア 　法令等に基づく規制の概要
　　　　騒音規制法では、富山市、高岡市、

新湊市、魚津市、氷見市、滑川市、
黒部市、砺波市、小矢部市、大沢野
町、大山町、上市町、立山町、入善
町、朝日町、八尾町、婦中町、小杉
町、大門町、大島町、城端町、庄川
町、井波町、福野町、福光町及び福
岡町の９市１７町のうち、都市計画法
に基づく用途地域の定められている
地域において、工場騒音、特定建設
作業騒音及び自動車騒音を規制して
いる。

　　　　工場騒音については、金属加工機
械、織機等３１種類の施設、特定建設
作業騒音については、くい打機を使
用する作業等８種類の作業について
区域及び時間帯ごとに規制基準が定
められている。

　　　　自動車騒音については、定常走行

時及び加速走行時について許容限度
を定め規制されている。また、自動
車騒音については、公安委員会等へ
の要請限度が定められている。なお、
法による特定施設の届出状況は、
１，５５２工場・事業場、１９，８６７施設とな
っている。

　　　　公害防止条例では、法の指定地域
以外の地域及び規制対象外の施設を
対象として、県下全域にわたって規
制を行っている。規制基準は、法に
準じて、区域及び時間帯ごとに定め
られており、条例に基づく届出状況
は、２，１５５工場・事業場となっている。

　　�イ 　監 視 指 導
　　　　騒音規制法及び公害防止条例の対

象工場・事業場等について、１１市町
が５２工場・事業場の立入検査を実施
し、規制基準の適合状況及び対象施
設の維持管理状況を調査するととも
に技術指導を行った。

　　�ウ 　騒音の各種調査
　　　　一般地域の環境騒音は、道路に面

する地域以外の地域において１３市町
が実態を調査した。このうち、昼間
及び夜間とも測定が実施された６７地
点における環境基準の達成状況は、
表１‐１９のとおり、昼間及び夜間と
も達成している地点は５７地点（８５％）
であり、昼間、夜間のいずれかにお
いて達成している地点は８地点
（１２％）であった。

　　　　また、自動車交通騒音は、道路に
面する地域において県及び１５市町が
１４７地点で実態を調査した。このうち、
昼間及び夜間とも測定を実施し、か
つ、個別の住居等のうち、環境基準

＊要請限度 … 騒音規制法及び振動規制法により自動車騒音及び振動が要請限度を超過し、道路の周辺の生活環境が
著しく損なわれると認めるときは、市町村長は公安委員会に対し、道路交通法の規定による自動車の通行禁止、最
高速度の制限等の交通規制等の措置を執るべきことを要請するものとされている。また、このほか、必要があると
認めるときは、舗装の改良、その他道路構造の改善等自動車騒音の減少に資する事項に関し、道路管理者又は関係
行政機関の長に意見を述べることができるものとされている。
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を超過する戸数及び超過する割合に
ついて評価（面的評価）を行ってい
る地点の環境基準の達成状況は、表
１‐２０のとおり、達成している地点
は７地点（５８％）であり、達成率が
５０％～１００％未満は４地点（３３％）で
あった。

　　　　また、県において、航空機騒音に
係る環境基準の達成状況を把握する
ために、四季ごとに１回（７日間）
４地点で調査を実施したところ、１３

年度に比べ若干高くなったものの、
すべての地点において環境基準を達
成していた。航空機騒音の年度別推
移は表１‐２１のとおりである

　　　　このほか、県では、高速道路にお
ける自動車交通騒音の実態を把握す
るため、北陸自動車道の２地点及び
東海北陸自動車道１地点の計３地点
の敷地境界線において調査を実施し
た。

一部達成（％）全部達成（％）測定地点数区　　　　　　　　分

８（１２）５７（８５）６７道路に面する地域以外の地域

１４年度１３年度１２年度１１年度１０年度調査地点名

７１６９６９７０７０富 山 市 萩 原

７０６８６８６８６８富 山 市 塚 原

６７６２６１６５６５富 山 市 新 保

７３７１７０７１７０婦 中 町 萩 島

７５以下（類型Ⅱ）環 境 基 準

　表１‐１９　一般地域の環境騒音の環境基準達成率（１４年度）

　表１‐２０　自動車交通騒音の環境基準達成率（１４年度）

環　　境　　基　　準　　達　　成　　率測　定
地点数

区　　　分
１００％５０％～１００％未満０％～５０％未満

７（５８）４（３３）１（　８）１２道路に面する地域

３（４３）３（４３）１（１４）７国 道内
訳 ４（８０）１（２０）０ 　　５県 道

注１　環境基準達成率は、当該地域内の全ての住居等のうち環境基準に適合している戸数
の割合を把握して面的評価したものである。

　２　（　）内の数値は、観測地点数に対する達成地点数の割合で、単位は％である。

　表１‐２１　航空機騒音の年度別推移 （単位：WECPNL）

　イ　振動の防止対策
　　�ア 　法令等に基づく規制の概要
　　　　振動規制法では、富山市、高岡市、

新湊市、魚津市、氷見市、滑川市、
黒部市、砺波市、小矢部市、大沢野
町、大山町、上市町、立山町、入善
町、朝日町、八尾町、婦中町、小杉
町、大門町、大島町、城端町、庄川

町、井波町、福野町、福光町及び福
岡町の９市１７町のうち、都市計画法
に基づく用途地域の定められている
地域において、工場振動、特定建設
作業振動及び道路交通振動を規制し
ている。

　　　　工場振動については、金属加工機
械、織機等２０種類の施設、特定建設
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作業振動については、くい打機を使
用する作業等６種類の作業について
区域及び時間帯ごとに規制基準が定
められている。また、道路交通振動
については、公安委員会への要請限
度が定められている。

　　　　なお、法による特定施設の届出状
況は、８３４工場・事業場、１０，１３７施設
となっている。

　　�イ 　監 視 指 導
　　　　振動規制法の対象工場・事業場等

について、６市町が３５工場・事業場
の立入検査を実施し、規制基準の適
合状況及び対象施設の維持管理状況
を調査するとともに技術指導を行っ
た。

　　　　また、道路交通振動については、
１２市町が９５地点において調査を実施
したところ、いずれの地域において

も、道路交通振動に係る公安委員会
への要請限度と比較して極めて低い
値であった。

　ウ　北陸新幹線の騒音環境基準の類型あ
てはめの検討

　　　北陸新幹線鉄道として認可された朝
日町から富山市までの沿線について、
これまでに実施した土地利用状況調査
をもとに、環境省との協議や沿線７市
町を含む関係機関で構成する北陸新幹
線環境基準連絡会議での検討結果を踏
まえ、環境基準の類型あてはめについ
て検討を行った。

　エ　その他対策
　　　高度道路交通システムの整備・促進、
道路構造の改善等により、交通流の円
滑化、交通渋滞の解消等を図っている。
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５　化学物質による環境汚染の防止

�　化学物質による環境汚染の状況
　　有害性が指摘されている化学物質につ
いては、近年、法令による規制が進み、
環境リスク（環境の保全上の支障を生じ
させる可能性）の低減が図られているが、
使用や排出の実態、環境濃度等の知見が
不足しており、今後、実態の把握に努め
ることが必要となっている。このため、
国において、１１年７月に、多数の化学物
質に係る環境リスクを適切に管理するた
め、「特定化学物質の環境への排出量の把
握等及び管理の改善の促進に関する法
律」（以下「化学物質排出把握管理促進法」
という。）が制定され、排出量等の届出が
１４年４月から開始されるなどPRTR制
度＊１が運用されている。

　　化学物質による大気汚染については、
大気汚染防止法やダイオキシン類対策特
別措置法により、その対策が推進されて
いるところであり、特に、ベンゼンやダ
イオキシン類＊２などについては、環境基
準が設定されたことから、環境濃度や排
出状況等の把握に努めている。
　　また、一部の地域で、地下水から環境
基準を超過する有機塩素系化合物が検出
されていることから、汚染の拡大を防止
するとともに、工場・事業場における化
学物質の適正管理の徹底に努めている。
　　さらに、人や野生生物の内分泌作用を
かく乱し、生殖機能障害等を引き起こす
可能性が指摘されている内分泌かく乱化
学物質（いわゆる環境ホルモン）につい
ては、国の調査に協力するとともに、県
においても主要河川で実態調査を行い、
汚染状況の把握に努めている。
　　一方、県が２年４月に定めた「ゴルフ

場農薬安全使用指導要綱」の遵守状況に
ついては、県内のすべてのゴルフ場で魚
類を用いた水質の常時監視が行われてお
り、排水の自主測定の結果も環境省暫定
指導指針値及び前記要綱に基づく指導値
を満たしている。
　　また、農業分野においては、１３年３月
に「環境にやさしい農業の展開（９年２
月策定）」を改定し、新たな目標である
「環境にやさしいとやま農業元気指標」
を設け、化学肥料や化学農薬の削減、有
機物資源の有効活用等、環境への負荷の
少ない農業の重要性を啓発する運動を展
開している。
　　さらに、「富山県持続性の高い農業生産
方式の導入に関する指針（１２年２月策
定）」に基づき、たい肥等を活用した土づ
くりと化学肥料・農薬の使用の低減を一
体的に行う持続性の高い農業生産方式を
周知徹底するとともに、実践する生産者
（エコファーマー）の育成に向けて、啓
発活動を展開している。

�　化学物質による環境汚染防止対策
　ア　PRTR制度の運用
　　�ア 　PRTR制度の普及啓発
　　　　化学物質排出把握管理促進法に基

づくPRTR制度の環境中への排出
量等の届出が１４年４月から開始され
たことに伴い、県内３会場で届出方
法の説明会を開催するとともに、各
種講習会やインターネット等を通じ
て普及・啓発を行った。

　　�イ 　PRTRデータの公表
　　　　化学物質排出把握管理促進法に基

づく対象化学物質の排出量等の届出

＊１PRTR制度 … PRTRとは Pollutant Release and Transfer Register の略称。有害性のある多種多様な化
学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に
運びだされたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みをいう。

＊２ダイオキシン類 … ポリ塩化ジベンゾ‐パラ‐ジオキシン（PCDD、７５種類）、ポリ塩化ジベンゾフラン（PCDF、
１３５種類）及びコプラナ‐PCBの総称。ダイオキシン類のなかで最も毒性が強い２,３,７,８‐四塩化ジベンゾ‐パラ
‐ジオキシン（２,３,７,８‐TCDD) については、人に対する発がん性が確認されている。
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が１４年４月から開始され、１３年度の
結果が国から１５年３月２０日に公表さ
れ、県もあわせて公表を行った。

　　　　本県の届出数は５８０件であり、その
内訳は表１‐２２のとおりであり、電
子媒体での届出が１２．４％を占め、全
国平均の７．２％を上回っていた。

　　　　１４年度に届出のあった本県の化学
物質の排出・移動量の合計は、８，０９３
ｔであり、全国順位は２３位であった。
その内訳は表１‐２３のとおり、大気、
水域への排出量が３，１０９ｔ（３８．４％）
であり、その大部分が大気への排出
量であった。また、廃棄物への移動
量が４，９８４ｔ（６１．６％）であった。

　　　　なお、届出排出量と届出外排出量
（小規模事業所、田、家庭、自動車
等からの排出量を国が推計）を合計
した総排出量は、表１‐２４のとおり、
９，４７７ｔであり、全国の１．１％を占め、
全国順位は３０位であった。

　　　　届出排出量の内訳を物質別にみる
と、表１‐２５のとおり、合成原料や
溶剤として幅広く使用されているト
ルエン（１，１９０ｔ）、キシレン（５１４
ｔ）、金属洗浄などに使用されるジク
ロロメタン（塩化メチレン）（４６７ｔ）
の順となっており、全国と同様の傾
向であった。 

　表１‐２２　届出状況

届　　出　　数届　　出　　媒　　体

５０８（８７．６）紙　　　　面

　４１（　７．１）磁 気 デ ィ ス ク
電 子 媒 体

　３１（　５．３）電子情報処理組織

５８０（　１００）計

注　（　）内は届出排出量の中で占める割合（％）である。

注１　（　）内は届出排出・移動量の中で占める割合（％）である。
　２　四捨五入により、合計が一致しない場合がある。

排　出　・　移　動　量（ｔ）
区　　　　分

全　　　国富　山　県

２８０，６１１（５２．３）２，８６６（３５．４）大 気
排　

出　

量

　１２，５８０（　２．３）　２４３（　３．０）水 域

　　２８１（　０．１）―　　　―土 壌

　２０，３０１（　３．８）　　０（　　０）埋 立

３１３，７７３（５８．４）３，１０９（３８．４）小 計

２１９，３０８（４０．８）４，９８４（６１．６）廃棄物への移動
移
動
量

　３，９７３（　０．７）―　　　―下水道への移動

２２３，２８０（４１．６）４，９８４（６１．６）小 計

５３７，０５３（１００　）８，０９３（１００　）排出・移動量合計（ｔ）

　表１‐２３　届出排出・移動量集計結果
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排 出 量
合 計

届　　出　　外　　排　　出　　量（ｔ／年）届 出
排 出 量
（ｔ／年） 合 計家 庭移 動 体

非 対 象
業 種

対象業種

９，４７７　
（１．１）

６，３６８　
（１．１）

５９９　
（０．９）

７５１　
（０．９）

９５８　
（０．９）

４，０６１　
（１．３）

３，１０９　
（１．０）

富 山 県

８９８，３０７　５８４，５３５　６８，７３６　８８，２６２　１０５，１８７　３２２，３５０　３１３，７７３　全 国

注１　（　）内は全国での富山県の占める割合（％）である。
　２　四捨五入により、合計が一致しない場合がある。

排　　　出　　　量（ｔ／年）
物　　　　　　　質

全　　　国富　山　県

１３１，７９６（　４２．０）１，１９０（　３８．３）ト　ル　エ　ン

５２，４２７（　１６．７）５１４（　１６．５）キ　シ　レ　ン

２７，１３６（　８．６）４６７（　１５．０）ジロクロロメタン（別名塩化メチレン）

１０２，３８３（　３２．６）９３８（　３０．２）そ　　の　　他

３１３，７７３（１００．０）３，１０９（１００．０）合　　　　　　計

注１　（　）内は届出排出量の中で占める割合（％）である。
　２　四捨五入により、合計が一致しない場合がある。

　表１‐２４　届出排出量及び届出外排出量

　表１‐２５　物質別届出排出量

　　�ウ 　リスクコミュニケーションの推進
　　　　PRTR制度を円滑に運用するた

めには、県民、事業者、行政間で化
学物質に関する正確な情報を互いに
共有し、化学物質問題への取組みに
積極的に参加し、理解を深めること
（いわゆるリスクコミュニケーショ
ン）が重要となってきている。

　　　　１４年度には環境省から「PRTRデ
ータ自治体活用方策検討調査」事業
を受託し、事業者や県民等へのアン
ケートや説明会を行うなどPRTR
データの自主的な活用方法や地域住
民への分かりやすい情報提供に関す
る検討を行った。

　　　　さらに、「PRTRのリスク評価等
への活用検討会」に国等とともにワ
ーキンググループとして参画し、集
計・公表システム等について検討を
行った。

 

　イ　ダイオキシン類
　　�ア 　ダイオキシン類対策特別措置法に

基づく規制の概要
　　　　ダイオキシン類が、発がん性をは

じめ内分泌かく乱作用など人の生命
及び健康に重大な影響を与えるおそ
れがある物質であることから、ダイ
オキシン類による環境の汚染の防止
及びその除去等を図るため、１１年７
月に「ダイオキシン類対策特別措置
法」が公布され、１２年１月から施行
されている。

　　　　この法律では、工場・事業場から
排出される排出ガスや排出水につい
て、排出基準を設定し、規制を行っ
ている。

　　　　また、規制の対象となる特定施設
を設置する工場・事業場に対しては、
毎年１回以上のダイオキシン類の測
定及びその結果の知事（富山市の事
業所にあっては、市長）への報告を
義務付けており、特定施設は現在、



４５

第
２
節

第
２
節

安
全
で
健
康
な
生
活
環
境
の
確
保

政令で廃棄物焼却炉等１９の施設が指
定されている。

　　　　１４年度末の特定施設の届出状況に
ついては、総施設数２６６施設（１５２工
場・事業場）であり、種類別にみる
と、大気基準適用施設（２００施設）で
は、廃棄物焼却炉が１４８施設（構成比
７４％）と最も多く、次いでアルミニ
ウム合金製造用溶解炉が４９施設（構
成比２５％）となっており、水質基準
対象施設（６６施設）では、廃棄物焼
却炉に係る廃ガス洗浄施設等が４４施
設（構成比６７％）、アルミニウム及び
その合金製造の用に供する廃ガス洗
浄施設が１３施設（構成比２０％）の順
となっている。

　　�イ 　ダイオキシン類環境調査
　　　　県は、ダイオキシン類対策特別措

置法に基づき、国、地方公共団体と
連携して、ダイオキシン類の汚染の
状況を調査しており、１４年度は、大
気、河川水質、河川底質、海域水質、地

下水質、土壌について合計１４１地点で
調査を実施した。

　　　　調査結果は、表１‐２６のとおりで
あり、河川水質の１地点（富山市の
富岩運河）で環境基準を超えていた
が、その他の地点では環境基準を達
成していた。

　　�ウ 　ダイオキシン類発生源監視指導
　　　ａ　県の立入検査・測定
　　　　　法に基づく排出基準については、

大気基準適用施設にあっては１４年
１２月１日から、水質基準適用事業
場にあっては１５年１月１５日から、
それまで適用されていた暫定基準
から恒久基準へ強化された。

　　　　　このため、１４年度には、大気基
準適用施設を有する４９工場・事業
場及び水質基準対象施設を有する
１１工場・事業場を立入検査すると
ともに、排出ガス（７工場・事業
場）及び排出水（７工場・事業場）
のダイオキシン類濃度を測定した。

注１　調査結果は、国土交通省が実施したもの（河川水質５地点及び河川底質５地点）を除く。
　２　大気（各地点年４回測定）及び河川水質（各地点年１～２回測定）の調査結果については、年平均

値である。
　３　河川水質の（　）は、富岩運河を除いた値である。
　４　河川底質の環境基準については、１４年９月から適用されている。
　　　上段は基準が適用されない９月以前に実施した結果、下段は９月以降に実施した結果である。

　表１‐２６　ダイオキシン類の調査結果及び環境基準の達成状況（１４年度）

環境基準
超過地点数

環境基準調　査　結　果
調査地
点　数

区　　　　　分

０

０．６pg-TEQ/m３
　０．０２０　～０．１１　pg-TEQ/m３９住居地区

大　

気
０　０．０２７　～０．０５９pg-TEQ/m３３工業地域

０　０．０１３　～０．０３０pg-TEQ/m３３廃棄物焼却施設周辺

１
（０）

　１pg-TEQ/ �
　０．０２０　～１．７　pg-TEQ/ �
（０．０２０　～０．９８）

３１河川水質

――　０．２９　～６４０　pg-TEQ/ ｇ３
河川底質

０１５０pg-TEQ/ ｇ　０．０６４　～１３　　pg-TEQ/ ｇ８

０　　１pg-TEQ/ �　０．０１６　～０．０７２pg-TEQ/ �８海域水質

０　　１pg-TEQ/ �　０．０１６　～０．０９１pg-TEQ/ �２３地下水質

０
１，０００pg-TEQ/ ｇ

　０．００１３～３０　　pg-TEQ/ ｇ３９一般環境土
壌 ０　０．１４　～１５　　pg-TEQ/ ｇ４発生源周辺

１３１合　　　計
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注　（　）は工場・事業場数である。

注　（　）は水質基準対象施設数である。

事業者の測定結果報告事業場数
報 告 対 象
事 業 場 数

区　　分

０．０００１４～５．８pg-TEQ/ �１９（４２）２１（４６）排　出　水

事業者の測定結果報告施設数
報 告 対 象
施 設 数

区　　分

０．０００００７７～４１ng-TEQ/m３N１７９（１３１）２５８（２０１）排 出 ガ ス

　　　０～１７ng-TEQ/ ｇ１３３（１１２）２１２（１８３）ばいじん等

　　　　　その結果、排出ガスについては
０．００００１９ ～ １．９ng ＊ １‐TEQ ＊ ２ / m ３ N
であり、いずれの施設も測定時に
適用される排出基準（恒久基準で
ある１～５ng‐TEQ/m３

N又は暫
定基準である２０ng‐TEQ/m３

N）
を下回っていた。

　　　　　排出水については０．００４６～
　　　　１４pg ＊３‐TEQ/�であり、いずれ

の工場・事業場も測定時に適用さ
れていた暫定基準（２０～５０pg‐
TEQ/�）を下回っていたが、恒
久基準（１０pg‐TEQ/�）を上回
っていたものが１工場・事業場あ
り、施設の維持管理の徹底や改善
等を指導した。

　　　ｂ　事業者の自主測定結果に対する
指導

　　　　　法に基づく事業者の自主測定結
果の概要は、表１‐２７のとおりで
あり、自主測定結果が未報告の事
業者に対しては、文書や立入検査
による指導を行った。

　　　　　このうち、大気基準適用施設に

ついて、既設施設では排出基準を
超過した事業者はなかった。新設
施設では、廃棄物焼却炉を設置し
ている１事業所が排出基準（５
ng‐TEQ/m３

N）を超過しており、
施設の使用を停止し改善対策を実
施した。

　　　　　また、測定時に適用されていた
暫定基準を下回っていたが１４年１２
月１日から適用される排出ガス等
の恒久基準を上回っていたものが
１１事業所あり、速やかに対策を実
施するよう指導した。

　　�エ 　富岩運河等のダイオキシン類対策
　　　　水質や底質のダイオキシン類汚染

が明らかになっている富岩運河等の
対策については、学識経験者等で構
成する富山県富岩運河等ダイオキシ
ン類対策検討委員会を設置し、調査
や対策の検討を行ってきており、１４
年度は、しゅんせつ土の減容化実験
を行うなど、対策方法の検討を進め
た。

　　　　なお、底質のダイオキシン類環境

　表１‐２７　事業者のダイオキシン類自主測定結果の概要（１４年度）
　�　大気基準適用施設

　�　水質基準適用事業場

＊１ng … ナノグラムと読む。ナノは単位のひとつで１０億分の１（１０－９）を示す。
＊２TEQ … 毒性等量（Toxic Equivalents）：ダイオキシン類は多くの異性体を持ち、それぞれ毒性の強さが異な

る。異性体の中で最も毒性の強い２,３,７,８‐TCDDの毒性を１として、各異性体の毒性を毒性等価係数（TEF）に
より換算した量。

＊３ pg … ピコグラムと読む。ピコは単位のひとつで１兆分の１（１０－１２）を示す。
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基準が１５０pg‐TEQ/g に定められ、
１４年９月から適用されたほか、１５年
３月に、国土交通省が「港湾におけ
る底質ダイオキシン類対策技術指
針」をとりまとめており、県では、
これらを踏まえ、引き続き、対策の
検討を進めることにしている。

　　　　一方、管理型産業廃棄物処分場に
富岩運河のしゅんせつ土砂を搬出し
た富山新港東埋立地については、汚
染土を遮水シートと土砂で覆う対策
工事を進めるとともに、周辺環境の
監視を行った。

　　�オ 　小矢部川のダイオキシン類対策
　　　　高岡市が１３年度に実施した環境調

査において、小矢部川の国条橋及び
五位橋で水質環境基準（１ pg‐
TEQ/�）を超過するダイオキシン
類が検出された。

　　　　このため、１４年６月に国土交通省
富山工事事務所、高岡市と連携して
小矢部川の本川及び支川において原
因究明調査を実施したところ、聖人
橋 で１．４pg‐TEQ/�、五 位 橋 で
１．８pg‐TEQ/�、国条橋で１．２pg‐
TEQ/�、支流の横江宮川末端で
１３pg‐TEQ/�の水質環境基準を超
過するダイオキシン類が検出され、
汚染は横江宮川からのダイオキシン
類の流入によるものと考えられた。

　　　　この調査結果を踏まえ、１４年９
～１０月に横江宮川流域において原因
究明調査（発生源及び環境調査）を
実施したところ、ダイオキシン類対
策特別措置法の適用を受けない染色
工場の排水から高濃度のダイオキシ
ン類が検出され、水質環境基準超過
の主な原因は、この工場の木材チッ
プボイラーの洗煙排水であることが
判明した。工場は、応急措置として
ボイラーの使用を停止するとともに、
恒久対策として排水処理施設の改善
工事に着手した。

　　　　なお、応急措置後の１５年３月に横
江宮川末端における河川水及び工場
排水を対象に確認調査を実施したと
ころ、工場排水のダイオキシン類濃
度は低くなり、河川水は水質環境基
準に適合していた。

　　　　また、この工場と類似の施設を有
する２工場を対象にダイオキシン類
の排出実態を調査し、今後の対応に
ついて助言、指導を行った。

　ウ　有害大気汚染物質
　　　住居地域や工業地域等において、大
気中のベンゼンやトリクロロエチレン
などの有害大気汚染物質の環境調査を
実施した。

　　　ベンゼン等の環境基準設定物質の調

　表１‐２８　小矢部川・横江宮川ダイオキシン類調査結果

備　　考
基　準
超　過
地点数

環　境　基　準調　 査　 結　 果
調　査
地点数

区　　　分

４１pg‐TEQ��　０．３３～１３　pg‐TEQ��１０河 川 水小
矢
部
川
本
川
、

支
川　　
　
　
　

原
因
究
明
調
査

――　０．４６～１５　pg‐TEQ�ｇ１０河川底質

ウグイ、フナ――　　２．７～５．６pg‐TEQ�ｇ２水生生物

１１pg‐TEQ��　０．１１～５．４pg‐TEQ��７河 川 水横
江
宮
川
流
域

０１５０pg‐TEQ�ｇ　０．７４～２．７pg‐TEQ�ｇ７河川底質

――０．００２４～３６０pg‐TEQ��５工場排水

０１pg‐TEQ��　　　　０．２８pg‐TEQ��１河 川 水確　認
調　査 ――　　　　２．５pg‐TEQ��１工場排水
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査結果は、表１‐２９のとおりであり、ベ
ンゼンは０．８８～１．１μ  g ＊�m３（地点別
年平均値、以下同じ）、トリクロロエチ
レンは０．１μ g�m３未満～０．２３μ g�m３、
テトラクロロエチレンは０．１μg�m３

未満～０．１３μg�m３、ジクロロメタン
は０．６２～１．６μg�m３で、４物質ともす

べての地点で環境基準を達成していた。
　　　また、アクリロニトリル等のその他
優先取組物質の調査結果は、表１‐３０
のとおりであり、全国調査結果（１３年
度）と同程度又はそれを下回る値であ
った。 

　表１‐２９　環境基準設定物質の測定結果及び環境基準の達成状況（１４年度）

調査
機関

環境基準の適（○）、否（×）
 年平均値（� /�）項　目

環境基準

物　質

区　分　　　　　調査地点

１５０� /�以下
であること。

２００� /�以下
であること。

２００� /�以下
であること。

３� /�以下
であること。

ジクロロ
メ タ ン

テトラクロロ
エ チ レ ン

トリクロロ
エチレン

ベンゼン
ジクロロ
メ タ ン

テトラクロロ
エ チ レ ン

トリクロロ
エチレン

ベンゼン

市○○○○１．６　０．１３　０．２３０．９９富 山 芝 園

一 般 環 境

県

○○○○　０．６２＜０．１　＜０．１　１．０　魚 津

○○○○　０．７０＜０．１　＜０．１　１．０　小杉太閤山

○○○○　０．７７＜０．１　　０．２１０．９３高 岡 伏 木
固定発生源周辺

○○○○　０．９８＜０．１　　０．１５０．８８新湊海老江

―――○―――１．１　小 杉 鷲 塚幹線道路沿道

　表１‐３０　その他優先取組物質の測定結果（１４年度） （単位：�／�）

１３年度全国調査結果（環境省）
地点別平均値項　　　　　目

平　均最　大最　小

０．１４　１．６０．０００１５＜０．１アクリロニトリル

０．１１　７．００．００２５＜０．１　　　～１．３塩化ビニルモノマー

０．２９　３．１０．００６０＜０．１　　　～０．７０クロロホルム

０．１４　１．９０．００５５＜０．１　　　～０．１７１，２－ジクロロエタン

０．３３　３．３０．００５５＜０．１　　　～０．１７１，３－ブタジエン

０．００２３　０．００６００．０００２２　０．００１９　～０．００２２　水銀及びその化合物

０．００６２　０．０４４０．０００１５＜０．００４ニッケル化合物

０．００１８　０．０２００．０００１２＜０．００１　　～０．００１３ヒ素及びその化合物

０．００００５３　０．０００６６０．００００００３９＜０．０００４ベリリウム及びその化合物

０．０３４　０．２４０．０００９０　０．０１３　　～０．０７８マンガン及びその化合物

０．００７２　０．１００．００００８６＜０．００５　　～０．０１３クロム及びその化合物

３．６　１００．２６　１．６　　　～３．０ホルムアルデヒド

２．７　６．９０．１５　０．８３　　～２．１アセトアルデヒド

０．１１　０．６８０．０１４＜０．０５　　～０．１６酸化エチレン

０．０００４４　０．０２８０．００００１３　０．００００９８～０．０００２８ベンゾ（a）ピレン

＊μｇ … マイクログラムと読む。マイクロは単位のひとつで百万分の１（１０－６）を示す。
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　エ　環境ホルモン
　　　内分泌かく乱化学物質（いわゆる環
境ホルモン）による環境汚染の状況を
把握するため、県内の７河川において
実態調査を行った。

　　　調査結果は、表１‐３１のとおりであ

り、ビスフェノールＡ及びフタル酸エ
ステル類が１河川、アジピン酸ジ‐２
‐エチルヘキシルが３河川で検出され
たが、全国の調査と比較して低い濃度
であった。

　表１‐３１　県内における環境ホルモン実態調査結果（水質）

注１　NDとは、定量限界未満をいう。
　２　全国（環境省）の欄は、環境省の１０～１３年度の調査全体での最小値～最大値を示す。
　３　全国（国土交通省）の欄は、国土交通省の１０～１３年度の調査全体での最小値～最大値を示す。

１７β―エスト
ラジオール

ベンゾフェ
ノン

アジピン酸
ジ－２－エチ
ルヘキシル

２，４－ジクロ
ロフェノール

ベンゾ（a）
ピレン

ビスフェノ
ールA

フタル酸エ
ステル類

アルキルフ
ェノール類

項　目

河川名等

NDNDNDNDND０．０２ND～０．１ND中 川

富　
　

山　
　

県

NDNDNDNDNDNDND ND早 月 川

NDND０．０２NDNDNDND ND鴨 川

NDND０．０１NDNDNDND ND高 橋 川

NDNDNDNDNDNDND ND吉 田 川

NDNDNDNDNDNDND ND入 川

NDND０．０５NDNDNDND ND小 川

０．０００１０．０１０．０１０．０１０．０１０．０１０．１～０．３０．０１～０．１（定量限界）

 ND～０．２８ ND～０．１８ ND～０．１９ ND～０．２０ ND～０．０７ ND～０．９４ ND～１６ND～２１全国（環境省）

ND～０．０２７ND～０．８４ ND～０．１６ND～０．０７ND ND～１．７０ ND～９．４ ND～３．３全国（国土交通省）

　オ　農　薬　等
　　　ゴルフ場農薬については、「ゴルフ場
農薬安全使用指導要綱」に基づき、１６
箇所のゴルフ場において調整池に魚類
を飼育することによる水質の常時監視
が行われていたほか、排水の自主測定
も年２回以上実施されるなど、指導要
綱が遵守されていた。また、自主測定
の結果はいずれも環境省の暫定指導指
針値及び県の指導値以下であった。一
方、県が行ったゴルフ場水質調査の結
果もすべて環境省の暫定指針値及び県
の指導値以下であった。

　　　農業分野においては、農薬の適用農
作物・適用病害虫等の対象、使用目的
や効果、使用上の注意点に対する十分
な理解の徹底を図り、適正な使用につ
いて指導した。

 

　カ　食品等の汚染対策
　　　水銀、PCB等有害物質の汚染状況
を把握するため、魚介類の水銀及び食
品中のPCB及び残留農薬調査を実施
した。その結果、魚介類の水銀につい
ては、いずれも暫定規制値（総水銀
０．４ppm、メチル水銀０．３ppm）以下で
あった。また、食品中のPCBについ
ては、暫定規制値（０．１～３ ppm）以
下であり、残留農薬についても基準値
以下であった。

　キ　毒物劇物の監視指導
　　　毒物及び劇物取締法に基づく届出対
象である毒物劇物業務上取扱者延べ６９
工場・事業場を対象に、飛散、流出等
の防止措置の状況や保管管理の状況等
について立入検査を実施し、延べ８事
業場について表示不備及び保管管理の
徹底について改善を指導したほか、講

（単位：�／�）
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習会を開催し、適正な毒物劇物の保管
管理について啓発した。

　表１‐３２　要届出毒物劇物業務上取扱者監視状況

注１　（　）内は指導件数である。
　２　［　］内は、路上取締り件数である。

合　　　計運送業金属熱処理業電気めっき業

５５２３１３１工場・事業場

６９（８）
［５］

１０（１）
［５］

２（０）５７（７）立 入 件 数
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６　公害被害等の防止と解決

�　公害被害等の状況
　　カドミウム汚染に起因する公害病であ
るイタイイタイ病に認定された患者は、
１４年度末現在、１８７名、要観察者は３３５名
となっている。
　　一方、公害紛争処理法に基づき本県の
公害審査会に係属した公害紛争処理事件
は、１４年度までで５件となっている。
　　また、公害に関して県又は市町村が受
理した苦情は、最近、増加の傾向がみら
れる。

�　公害被害等の防止対策
　ア　公害健康被害対策
　　　公害健康被害者に対する補償は、公
害健康被害の補償等に関する法律に基
づいており、公害によって生じた健康
被害の損失を汚染物排出者負担により
補償するもので、医療費、療養手当等
の給付がなされている。本県では、４４
年１２月に神通川下流区域のイタイイタ
イ病が指定を受けている。県では、患
者等の救済を図るため、４２年にイタイ
イタイ病患者及び疑似患者等に関する
特別措置要綱を制定し、４３年１月から
公費による医療救済を実施している。
また、４４年１２月に「公害に係る健康被
害の救済に関する特別措置法」が公布
され、県では、この法律の施行以降、
法に基づく法定受託事務として、４７年
６月の環境庁公害保健課長通知などの
国の示す基準に従い、県公害健康被害
認定審査会に諮ったうえで、イタイイ
タイ病の認定を行っている。一方、黒
部市の旧日本鉱業㈱三日市製錬所周辺
地域は、４５年５月に国がカドミウム環
境汚染要観察地域として指定した地域
であり、県では、４５年から毎年住民の
健康調査を実施している。対策の概要
は次のとおりである。

 

　　�ア 　イタイイタイ病対策
　　　　患者及び要観察者の治療の促進と

発病の予防を図るため、保健師等に
よる家庭訪問指導を実施したほか、
要観察者に対して管理検診を実施し、
健康管理に努めている。また、神通
川流域で患者の発生のおそれのある
地域の住民に対し、検診を実施して
いる。

　　�イ 　カドミウム環境汚染要観察地域対策
　　　　黒部市の旧日本鉱業㈱三日市精錬

所周辺地域で住民の健康調査を実施
し、住民の健康管理に努めている。

　イ　公害紛争等の処理対策
　　�ア 　公害紛争処理対策
　　　　公害紛争処理制度は、公害に関す

る紛争の迅速かつ適正な解決を図る
ため設けられたものであり、県では
公害審査会や公害苦情相談員を設け
て、すみやかで適切な解決に努めて
いる。

　　　　４５年１１月の公害紛争処理制度の施
行から１４年１２月３１日までに、国の公
害等調整委員会及び都道府県の公害
審査会等に係属した事件数は１，７３０
件で、そのうち１，６６４件が終結してお
り、うち本県の公害審査会への係属
事件は５件で、いずれも終結してい
る。

　　　　本県の公害審査会においては、１３
年６月１１日に黒部川のダム排砂に伴
う水質汚濁と漁業被害に関する調停
が申請され、１０回の調停期日が開催
されたが、合意に達せず、１４年１１月
６日に調停は打ち切られた。

　　�イ 　苦情対策
　　　　県や市町村で受け付けた大気の汚

染や水質の汚濁など典型７公害＊に
ついての苦情件数は、図１‐１７のと
おり、４７年度の５４５件をピークに減少

＊典型７公害 … 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭をいう。
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していたが、ここ数年増加傾向にあ
り、１４年度は２７１件となっており、大
気汚染に関する苦情が多くなってい
る。これらの苦情の発生源は、図１
‐１８のとおり、生産工場、建築・土

木工事、家庭生活の順となっている。
　　　　なお、人口１００万人当たりの苦情件

数は、図１‐１９のとおり、本県は全
国に比べ２分の１以下で苦情の少な
い県となっている。

　図１‐１７　苦情件数の推移（典型７公害）
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　図１‐１８　苦情の発生源別の推移（典型７公害）

　図１‐１９　人口１００万人当たりの苦情件数の推移（典型７公害）
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　環境にやさしい循環型社会の構築に向け、
環境要素を良好な状態に保持しながら、廃
棄物の発生抑制と再生利用を図るとともに
資源やエネルギー等の循環的利用により環
境への負荷の低減を図ることが必要である。
　国においては、１２年６月に「循環型社会
形成推進基本法」を制定し、建設リサイク
ル法や自動車リサイクル法等各種リサイク

ル法を整備し、廃棄物のリサイクル対策を
総合的かつ計画的に推進し「ごみゼロ型社
会」の実現を目指しているところである。
　県においても、廃棄物の減量化・リサイ
クルに総合的に取り組むため、新たに「と
やま廃棄物プラン」を策定したほか、リサ
イクル認定制度を創設するなど、循環型社
会に向けた施策を重点的に推進している。

第 ３ 節 環境への負荷が少ない循環型社会の構築

１　廃棄物の減量・リサイクルの推進

�　廃棄物の減量・リサイクルの状況
　　生産や消費の拡大、生活様式の多様化
等により、廃棄物の排出が増大し、質的
にも多様化している一方で、廃棄物の最
終処分場のひっ迫や資源の枯渇が懸念さ
れている。
　　このため、廃棄物の発生を抑制し、再
使用し、再生利用を進め、最後に適正に
処分することにより、資源の消費を抑制
し、環境への負荷ができる限り低減され
る循環型社会を構築することが必要であ
る。
　ア　一般廃棄物
　　　日常生活や事務所等から排出される
ごみ、し尿等は一般廃棄物であり、市
町村が処理計画を策定し、収集、処理
することとなっている。

　　　指定袋制や有料化の導入、空き缶、
古新聞等の資源ごみの回収等により、
近年、ごみの収集量は、ほぼ横ばいの
状況にあり、１３年度の県民一人一日当
たりの排出量は９６９ｇ／人日（１２年度の
全国平均は１，１３２ｇ�人日）となってい
る。

　　　ごみの減量とリサイクルについては、
分別の徹底と資源ごみの回収を推進し、
焼却量、埋立量の削減を図るとともに、
ごみの再資源化の促進に努めた。

　　　１３年度において、市町村の分別収集、
中間処理により有効利用されたごみの
量は４３千トンであり、このほか集団回
収により３４千トンのごみが資源化され
た。県全体の総排出量に対するリサイ
クル率は、１３年度では１７．８％であり、
その推移は表１‐３３のとおりであった。

　　　特に再使用や再生が可能と考えられ
る缶、びん、ペットボトル＊、牛乳パッ
ク等の容器包装廃棄物については、県
内全市町村で「容器包装に係る分別収
集及び再商品化の促進等に関する法
律」（以下「容器包装リサイクル法」と
いう。）に基づく分別収集が行われてお
り、１３年度では２１千トンが収集されて
いる。

　　　エアコンやテレビなどの廃家電品に
ついては、「特定家庭用機器再商品化
法」（以下「家電リサイクル法」という。）
に基づいて小売業者等を通じて製造業

１３年度１２年度１１年度１０年度９年度区　　　　分

１７．８１６．４１５．６１４．０１３．７富 山 県

―１４．３１３．１１２．１１１．０全 国

（単位：％）　表１‐３３　リサイクル率

＊ペットボトル … ペット（PET）とはポリエチレンテレフタレートの略。透明で手軽に使えることから、清涼飲料
水等の容器への使用が急増している。
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者等が引取り再商品化を行なっており、
１４年度における県内４か所の指定引取
場所における回収量は、９８千台となっ
ている。

　　　なお、ごみの有料化などの経済的手
法も２１市町村（１５年４月現在）で導入
されているほか、多くの市町村では、
集団回収を奨励するための報奨金制度
の導入や家庭用コンポスト化容器など
に対する助成も行われている。

　　　ごみ処理状況の推移及びごみ計画処
理量と一人当たりのごみ排出量の推移

は、図１‐２０、図１‐２１のとおりであ
る。

　　　このほか、原材料等に利用（マテリ
アルリサイクル）できない廃棄物につ
いては、エネルギーとしての利用（サ
ーマルリサイクル）が図られており、
本県では、ごみ処理広域化計画に基づ
き、ごみの焼却余熱を利用した発電（富
山地区広域圏２０，０００kW、射水地区広
域圏１，４７０kW）や福祉施設への温水の
供給等が行われている。

　図１‐２０　ごみ処理状況の推移

　図１‐２１　ごみ計画処理量と一人当たりのごみ排出量の推移
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　イ　産業廃棄物
　　　事業活動に伴って生じる廃棄物の中
で燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アル
カリ、廃プラスチック類等法令で定め
られたものと国外で発生し輸入された
廃棄物は産業廃棄物であり、排出事業
者処理責任が義務づけられている。県
では、第５次産業廃棄物処理計画（１３
～１７年度）に基づき、発生抑制、減量
化、循環利用の促進や適正処理の推進
を図るとともに、産業廃棄物処理施設
の計画的な整備を指導している。

　　　また、本計画において、公共関与に
より産業廃棄物処理施設を整備する必
要性とその効果について検討するよう
位置付けられていることから、民間の
処理施設の整備状況や、将来の産業廃
棄物の処理の動向等について調査を行
っている。

　　　事業活動に伴って排出される汚泥や
がれき類などの産業廃棄物の発生量
（推計）は、図１‐２２のとおり、１３年
度では４６５万７千トンであり、１２年度に
比べ８万トンの減少となっている。こ
の発生状況を種類別にみると、紙・パ

ルプ工場、浄水場などから発生する汚
泥が全体の６３．２％と最も多く、次にが
れき類の１７．３％となっている。また、
処理状況については、図１‐２３のとお
り、全体の６１．７％が脱水や焼却などの
中間処理によって減量化され、最終的
には、３２．８％がセメント原料や路盤材
などに循環利用され、残りの５．５％が埋
立処分されている。なお、減量化・循
環利用率＊は第５次産業廃棄物処理計
画において定めた目標（１７年度末
９４．０％）等に対し、９４．５％となってい
る。

　　　また、産業廃棄物発生量等の推移は
図１‐２４のとおりである。

　　　公共工事に伴う建設系廃棄物につい
ては、北陸地方建設副産物対策連絡協
議会において「北陸地方建設リサイク
ル推進計画２００２」が策定され、その発
生抑制、再利用の促進等が図られてお
り、１２年度の再生利用率は、アスファ
ルト塊、コンクリート塊は９９％、建設
汚泥は４４％、建設混合廃棄物は１２％と
なっている。

＊減量化・循環利用率 … 産業廃棄物の総発生量に対する減量及び再使用・再生利用量の合計の割合をいう。

　図１‐２２　産業廃棄物の発生状況（１３年度）

種　類　別 業　種　別
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　図１‐２３　産業廃棄物の処理状況（１３年度）

　図１‐２４　産業廃棄物発生量等の推移
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�　廃棄物の減量・リサイクルの推進
　ア　とやま廃棄物プランの策定
　　　廃棄物の減量化・リサイクルを総合
的かつ計画的に推進し、循環型社会を
形成するため、「ごみゼロ・プラン」と
「産業廃棄物処理計画」を統合・強化
し、１５年３月に「とやま廃棄物プラン」
（富山県廃棄物処理計画）を策定した。
この計画は廃棄物処理法の規定に基づ
き国の基本方針を踏まえ策定したもの
であり、一般廃棄物と産業廃棄物の両
方を対象として廃棄物の減量化・リサ

イクルに関する具体的な数値目標を掲
げるとともに、目標達成に向けた施策
や県民・事業者・行政の役割分担を明
らかにしている。今後は、この計画に
基づき県民総ぐるみの「ごみゼロ推進
大運動」を展開し、廃棄物の減量化・
リサイクルを一層推進し、環境にやさ
しい循環型社会の形成を図っていくこ
ととしている。

　　　とやま産業廃棄物プランの概要は表
１‐３４のとおりである。 

　表１‐３４　とやま廃棄物プランの概要

排出抑制＞再使用＞再生利用＞熱回収＞適正処理　を基本原則として、県民、事業者、

行政それぞれの役割のもと循環型社会の形成に向けた施策を推進する。
趣　　旨

１５年度から２２年度まで計画期間

減量化・
リサイク
ルの目標

計画の推
進施策

県民、事
業者、行
政の役割
分担

計画の推
進

その他必要な事項産業廃棄物一般廃棄物
・不適正処理の防止
・関係行政機関との連携
・経済的手法の検討等

・発生抑制の推進
・減量化及び循環的利用の推進
・適正処理の推進
・有害物質対策の推進
・県外産業廃棄物の適正処理
・処理施設の確保
・処理施設整備のための配慮
・公共関与のあり方の検討

・排出抑制の推進
・減量化及び循環的
利用の推進
・適正処理の推進
・処理施設の確保
・市町村間の調整
・市町村への支援

○調査研究の推進
情報収集、研究機関との連携

○推進体制の整備
推進協議会の設置、NPO等の側面的支援

○計画の進行管理
定期的な調査、進捗状況の点検

○計画の普及啓発
取組み推進のためのガイドライン作成

①発生量の増加を１１％抑制
②再生利用量を３１％から３３％に増加
③最終処分量を５２％削減

産業廃棄物（２２年度）

①排出量を７％削減
②再生利用量を１６％から２７％に増加
③最終処分量を３９％削減

一般廃棄物（２２年度）

�

排出事業者：排出抑制等の推進等
生産事業者：製品製造時の配慮等
流通販売事業者：流通、販売時の配慮等
処理業者：適正処理の推進等

事業者�

排出抑制等の推進、施策への協力等

県　民

�

県：普及啓発の推進、市町村間の取
組み調整等
市町村：一般廃棄物の循環的利用、
適正処理等

行　政
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　イ　一般廃棄物
　　�ア 　ごみゼロ・プランの推進
　　　　ごみの減量とリサイクルを進め、

焼却、埋立量の削減を図るため、１０
年３月に策定した「ごみゼロ・プラ
ン」に基づき、県民、事業者、行政
がそれぞれの役割分担のもと、連携

してごみの減量・リサイクル運動を
展開した。また、施策の一層の推進
を図るため、中高生用と一般用の「ご
みゼロ・プラン推進ハンドブック」
を作成し、啓発に努めたほか、新聞
等による普及啓発、環境フェアの開
催、マイバッグキャンペ－ン等を実
施した。

　　�イ 　分別収集促進計画の推進
　　　　７年６月に制定された容器包装リ

サイクル法では、１２年４月からその
他紙製及びその他プラスチック製の
容器包装を含め、全ての容器包装廃
棄物が分別収集・再商品化の対象と
されたことなどを踏まえ、１４年７月
に第３期富山県分別収集促進計画を
策定した。その概要は、表１‐３５のと

　表１‐３５　第３期分別収集促進計画の概要

　容器包装リサイクル法第９条の規定により、本県における市町村別の
容器包装廃棄物の排出見込量等を示すとともに、県が行う分別収集の
意義に関する知識の普及等分別収集の促進に関する事項を明らかにす
る。

�計画策定の趣旨

平成１５年度から１９年度までの５年間�計画期間

�容器包装廃棄物の排
出見込量

�容器包装廃棄物の分
別収集見込量

①分別収集の促進の意義に関する知識の普及、環境教育・環境学習の
推進
②市町村相互間の分別収集に関する情報の交換の促進
③その他の分別収集の促進に関する事項
　・廃棄物処理施設の整備に対する指導及び支援
　・効果的な分別区分及び効率的な収集方法の指導
　・拠点回収及び集団回収の推進
　・容器包装廃棄物の排出抑制及び再商品化等への促進のための方策
　・調査研究等の推進

�分別収集促進のため
の施策

１９年度１８年度１７年度１６年度１５年度区　　　分

８０，４６９７９，０００７７，７５２７６，３８３７５，０３６容器包装廃棄物

１９年度１８年度１７年度１６年度１５年度区　　　分

３，８９７３，８０２３，６７６３，６５６３，５３７無色ガラスびん

３，５２１３，４４４３，３６５３，２９２３，１９７茶色ガラスびん

１，１２３１，１００１，０７６１，０４５１，０２１その他ガラスびん

３，６９８３，４２７３，２０３２，９７１２，７４９紙 製 容 器 包 装

２，２３７２，０５９１，９０３１，７４４１，５８６ペ ッ ト ボ ト ル

７，９８２７，４０４６，８４２６，３２８５，７０３プラスチック製容器包装

８９８５８０７５７２（うち白色トレイ）

２，６６２２，６０２２，５２３２，４５６２，４０８ス チ ー ル 缶

１，４９０１，４５８１，４７７１，４４１１，３９８ア ル ミ 缶

３７０３２６２８５２５０２０９紙 パ ッ ク

７，３８３７，０６２６，７５４６，４５１６，１５６段 ボ ー ル

〔単位：ｔ〕

ごみ減量化・リサイクル街頭キャンペーン
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おりである。県では、市町村等が実
施するストックヤードや中間処理施
設等の整備に加え、分別収集を導入
するためのモデル事業に対して助成
したほか、消費者（県民）、市町村、
事業者がそれぞれの役割を分担し、
資源の有効利用を進めるよう分別排
出についての普及啓発に努めた。

　ウ　産業廃棄物
　　�ア 　産業廃棄物処理計画の推進（減量

化・循環利用等対策）
　　　　産業廃棄物の発生抑制、減量化・

循環利用、適正処理等の推進を図る
ため、第５次産業廃棄物処理計画（１３
～１７年度）に基づき各種施策を推進
するとともに、減量化・循環利用率
の目標の達成に向けて、関係者への
周知徹底、普及、啓発を行ったほか、
中間処理施設の計画的な整備を指導
した。

　　�イ 　多量排出事業者の指導等
　　　　産業廃棄物の年間発生量が１，０００

トン以上（特別管理産業廃棄物＊１の
場合は５０トン以上）の多量排出事業
者＊２に対して、産業廃棄物（特別管
理産業廃棄物）処理計画書の作成や
実施状況報告書の提出を指導したほ
か、特に取組みが必要と考えられる
事業者等に対しては、有識者による
助言指導を行い、発生抑制、循環利
用対策の推進を指導した。

　　　　なお、計画書は、法に基づき、縦
覧公開し、事業者の自主的な取組み
の推進を図った。

　　�ウ 　建設系廃棄物対策の推進
　　　　「建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律」（以下「建設リサイ
クル法」という。）が、１４年５月から
全面施行されたことから、関係者に
対して、届出等の審査やパトロール
等を通じて、適正な分別解体、再資
源化の実施に関する指導や助言を行
った。

　エ　リサイクルの推進
　　�ア 　リサイクル認定制度の創設
　　　　リサイクル製品や廃棄物の減量

化・リサイクル等に積極的に取り組
む店舗・事業所を認定し、その取組
みの拡大を推進するため、富山県リ
サイクル認定制度を創設した。

　　　　この制度では、「リサイクル製品」、
「エコショップ」、「エコ事業所」の
３つの認定区分を設け、それぞれ事
業者から認定申請の公募を行い、認
定審査会で書類審査や現地調査等を
行い、表１‐３６のとおり認定すると
ともに、この制度や製品などを紹介
するためパンフレットやホームペー

＊１特別管理産業廃棄物 … 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係わる被害を
生じるおそれがある性状を有するものとして政令で定められている。特別管理産業廃棄物（感染性廃棄物、有害
物質を含む汚泥、鉱さい等）は、無害化しない限りは埋立てが禁止されている。

＊２多量排出事業者 … １２年の廃棄物処理法改正により、年間の産業廃棄物発生量１，０００トン以上又は年間の特別管理
産業廃棄物発生量５０トン以上の事業所と定義されている。

　表１‐３６　認定状況

エ コ 事 業 所エコショップリサイクル製品区　　分

８１７１６認 定 数

１４年９月３０日～１０月３１日公 募 期 間

富山県認定リサイクル製品の展示
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ジ等により普及を図った。
　　　　また、併せてリサイクル認定製品

やエコショップ・事業所の認定銘版
に表示するシンボルマークを定めた。

　　�イ 　循環資源活用懇談会の設置
　　　　事業者による廃棄物の減量化やリ

サイクルの取組みを推進するため、
「循環資源活用懇談会」を設置し、減
量化・リサイクルに関する技術的な
課題について、学識者と事業者によ
る共同研究や情報交換を進めている。

　　　　１４年度は、年間排出量５００トン以上
の事業者や産業廃棄物処理業者等を

対象にアンケート調査を行い、実態
の把握を行うとともに、具体的に下
水道汚泥の発生抑制対策や廃木材の
再利用用途の拡大について調査研究
を行った。

　　�ウ 　富山市エコタウン事業の推進
　　　　国から技術的、財政的支援を得て、

富山市と連携して推進した富山市エ
コタウン事業については、１４年５月
１７日に計画が承認され、施設の整備
が進み、１５年３月には３施設が竣工
している。

�　廃棄物処理の状況
　　廃棄物は、再利用ができないものにつ
いて、性状に応じた適切な中間処理（焼
却、中和等）等を経て循環資源として再
生利用することや埋立てによる最終処分
を行うことが定められている。
　ア　一般廃棄物
　　　一般廃棄物については、県は市町村
等に対して一般廃棄物処理基本計画の
策定や処理施設の計画的整備を指導す
るとともに、適正処理に必要な指導・
助言を行っている。

　　　また、ダイオキシン類の主な発生源
がごみ焼却施設であることから、ごみ
減量化による排出総量の削減を図ると
ともに、１０年３月に策定したごみ処理
広域化計画に基づきごみ処理の広域化、
焼却施設の整備を推進するとともに、
ごみ焼却施設からのダイオキシン類の
調査を行っている。

　　　さらに、最終処分場や焼却灰の一時
保管場所を有する焼却施設のうち、遮
水工や浸出液処理設備が設けられてい
ないものについては、周辺環境の汚染
がないよう最終処分場周辺の地下水調
査を行い、新たな管理型最終処分場の
確保など必要な措置を講じている。

　　　一方、みだりに廃棄物を捨てること
は、廃棄物処理法、軽犯罪法等により

２　廃棄物の適正な処理

禁止されているが、道路や海岸、観光
地等に散乱ごみが目立つことから、市
町村との連携のもとに、県民意識や公
徳心の高揚に努めるとともに、日本一
きれいな県土を目指して、啓発活動、
清掃活動等、県民総ぐるみの県土美化
推進運動を展開している。

　　　このほか、１３年４月からは、廃棄物
処理法の基準に従って焼却する場合等
を除き、何人も廃棄物を焼却してはな
らないこととされたことから、県では
市町村等と連携して県民等に対する普
及啓発を行うとともに、不適正処理の
未然防止を図るため、定期的な監視活
動を行っている。

　　　し尿については、水洗化人口が増加
しており、１３年１０月１日現在では、公
共下水道人口は５０．９％、浄化槽等人口
は３３．８％で、これに計画収集人口を加
えた衛生処理人口は総人口の９９．４％と
なっている。また、浄化槽については、
浄化槽法に基づく水質検査等が義務づ
けられているが、特に定期検査の受検
率が低いことから、その向上を図り、
適正な維持管理を推進する必要がある。
し尿の処理人口とし尿の処理状況の推
移は、図１‐２５及び図１‐２６のとおりで
ある。
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　図１‐２５　し尿の処理人口（１３年度）

　図１‐２６　し尿処理状況の推移
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　イ　産業廃棄物
　　　産業廃棄物の中には、毒性を有する
ものや有害なものもあるため、その処
理にあたっては特に適正な管理が必要
である。県では、排出事業所や処理業
者に対し、保管、収集・運搬、中間処
理及び最終処分までの各段階において
適正な処理が行われるよう監視指導を
行っている。

　　　産業廃棄物は、一般的には脱水、焼
却、破砕などの中間処理後、循環利用
や最終処分（埋立）が行われている。

　　　最終処分場は、埋め立てる産業廃棄
物の種類に応じて、遮断型最終処分
場＊１、管理型最終処分場＊２及び安定型
最終処分場＊３の３つに分類されている
が、本県では、管理型又は安定型最終
処分場で埋立処分が行われている。

　　　また、最終処分場や焼却施設等を設
置する場合や県外から産業廃棄物を搬
入する場合には、産業廃棄物適正処理
指導要綱に基づき、環境影響調査や事
前協議を行うよう事業者を指導してい
る。

　　　一方、不法投棄防止対策の一環とし
て、関係機関と連携を取りながら、排
出事業者が責任をもって適正処理を確
認するマニフェスト制度＊４の普及・啓
発に努めるとともに、産業廃棄物不法
投棄監視連絡員によるパトロールを実
施している。

　　　さらに、排出事業所や処理業者に対
して監視指導を行っており、特に産業
廃棄物焼却施設に対しては、「一斉点検
調査」を行い、ダイオキシン類の削減

について指導している。また、特別管
理産業廃棄物である高圧コンデンサ、
トランスなどの廃PCB等については、
１３年７月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄
物の適正な処理の推進に関する特別措
置法」（以下「PCB特別措置法」とい
う。）が施行され、保管または使用中の
事業所に届出が義務づけられ、法に定
める期間内に処分されるまでの間、適
正に保管するよう指導している。なお、
法に基づく届出事業所数は７４２事業所
で、保管中のPCB使用製品（高圧コ
ンデンサ、トランス等）の廃棄物は
７８，５２３台、使用中のPCB使用製品は
４３，６４５台となっている。

　　　なお、中小企業等の保管するPCB
廃棄物の処理費用を軽減するため、県
は、環境事業団に設けられたPCB廃
棄物処理基金に対して出えんしている。

�　廃棄物の適正処理対策
　ア　一般廃棄物
　　�ア 　適正処理対策
　　　　一般廃棄物の計画的かつ適正な処

理を行うため、一般廃棄物処理基本
計画の策定や処理施設の計画的整備
を市町村に対して指導するとともに、
処理施設の監視・指導を行った。ま
た、１４年度には、放置された廃棄物
の撤去などを進めるため、散乱個所
を調査する「ごみマップ事業」を県
内の全市町村で実施した。さらに、
県土美化運動の推進等を通じて、散
乱ごみのない日本一きれいな県土を
目指し普及啓発や清掃美化活動を展

＊１遮断型最終処分場 … 産業廃棄物のうち有害物質を含むものを処分対象とする最終処分場。底と側面をコンクリ
ート等で固め、雨水等が入り込まないよう屋根を設けるなど有害物の外部への浸出を遮断した構造を有する。

＊２管理型最終処分場 … 汚泥、鉱さい等、安定型産業廃棄物以外のものであって有害物質を含まないものを処分対
象とする最終処分場。地下水等の汚染を防止するため、底に二重シートを張る等の遮水工を行い、浸出水を集め、
排水基準を満たすよう処理して放流する構造を有する。

＊３安定型最終処分場 … がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず等、性質が安定しており生活環境上の支障を及ぼす
おそれが少ないとして政令で定められた安定型産業廃棄物のみを処分対象とする最終処分場。廃棄物の飛散及び
流出を防止する構造を有する。

＊４マニフェスト制度 … マニフェスト（産業廃棄物管理票）を利用して排出事業者自らが産業廃棄物の適正処理管
理を行うため、排出事業者（会社、工場など）から収集、運搬業者を経て処理処分されるまでの工程ごとに所定
の伝票により確認、記録、保管していく方式である。
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開した。
　　�イ 　ダイオキシン類対策
　　　　ごみ焼却施設から排出されるダイ

オキシン類を削減するため、１０年３
月に策定したごみ処理広域化計画に
基づく施策を推進し、１４年１２月から
適用された基準を満足できる全連続
式焼却炉の整備等を図るとともに、
県民の協力のもとに、ごみの分別収
集の推進を図った。ごみ処理広域化
計画の概要は表１‐３７のとおりであ
り、県では、１０年度からごみ処理広
域化等促進支援事業として表１‐３８
の事業に対して補助を行っており、

これまでにごみ処理広域化計画に基
づき、表１‐３９のとおり、ごみ焼却施
設が整備された。その結果、１４年度
に県内のごみ焼却施設（市町村設置
の新旧１０施設）から排出されたダイ
オキシン類の年間総排出量は、
５．４６g-TEQと、広域化計画の排出量
推計値２．０４g-TEQを上回ったが、広
域処理施設の整備が進んだことによ
り、現状では推計値を大きく下回っ
ていると推定される。

　　　　なお、県内８施設のごみ焼却施設
のダイオキシン類排出濃度を調査し
た と こ ろ、表 １‐４０の と お り、

　国の「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」に
基づき、「広域ブロックの設定」、「各ブロックの全連続炉等の施設整備
計画」、「ダイオキシン類の現状排出量・将来排出量の推計」等の基本
的な考え方を示す。

�計画策定の趣旨

１０年度～１９年度までの１０年間�計画期間

　市町村意向調査の結果を踏まえ、焼却能力が１００ｔ／日以上の全連続
炉が導入できるよう、次の５つの広域ブロックを設定
　①新川ブロック（２市３町）、②富山ブロック（２市６町３村）、③
射水ブロック（１市３町１村）、④高岡ブロック（３市１町）、⑤砺
波ブロック（１市５町４村）

�広域ブロック割り

�各広域ブロックの施
設整備計画

（�－TEQ/ 年）�ダイオキシン類の現
状排出量・将来排出
量の推計

①県の施策
　・市町村等に対する技術的及び財政的支援（広域化促進支援補助）
　・ごみ処理広域化計画の進行管理
　・ごみ減量化等の県民・事業者に対する環境教育・普及啓発の実施
②市町村の施策
　・既存施設の恒久対策及び新施設の早期整備の実施
　・広域ブロック構成市町村間の役割分担等の協議・調整
　・一般廃棄物処理計画の改定
　・ごみ減量化等の県民・事業者に対する環境教育・普及啓発の実施
　・積極的な情報公開の実施

�広域化のフォローア
ップの方法

今後整備が予定される主な施設ブロック名

ごみ焼却施設（１７４ｔ /日）、最終処分場（１６５千�）新川ブロック

ごみ焼却施設（８１０ｔ /日）、灰溶融固化施設（１４０ｔ /日）、発
電施設（２０，０００k W）

富山ブロック

ごみ焼却施設（１３８ｔ /日）、灰溶融固化施設（１２ｔ /日）、発電
施設（１，４７０k W）

射水ブロック

ごみ焼却施設（３５０ｔ /日、処理方法未定）、灰溶融固化施設（能
力未定）、発電施設（能力未定）

高岡ブロック

灰溶融固化施設（２．７２ｔ /日）、最終処分場（５７千�）砺波ブロック

２９年度１９年度１４年度８年度区　　　分

０．２００．２５２．０４１８．３９富山県合計

１．１ １．４ １１．１ １００．０ 割　合（％）

　表１‐３７　ごみ処理広域化計画の概要
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　表１‐３８　ごみ処理広域化等促進支援事業の概要

限　　度　　額　※補　助　率対　　　　象事　業　名

ごみ焼却施設；１億円
その他施設；５千万円

一般財源負担分
の１／４

一部事務組合が実施す
る広域的なごみ処理施
設の整備事業

広域ごみ処理
施設整備事業
費補助

一部事務組合；２，５００万円
市町村；２５０万円

一般財源負担分
の１／４

市町村・一部事務組合
が実施する既存ごみ焼
却施設のダイオキシン
対策改良事業

ダイオキシン
対策施設改良
事業費補助

※限度額は１事業当たりで、ごみ焼却施設が１億円、その他施設が５千万円である。

備考基準値（Ｈ１４．１２．１～）（ng-TEQ／� N）排出濃度（ng-TEQ ／ m３N）施　　　設　　　名　　　称

５０．００４３～０．９９高岡市環境クリーン工場

５０．０００４３氷見市西部清掃センター

廃止５５．４滑川市じん芥処理場

廃止１０４．１小矢部市環境センター

５０．０１８～０．０６４新川広域圏事務組合エコぽ～と

更新１２．９～１４
富山地区広域圏事務組合

クリーンセンター

更新５２．１～１０
射水地区広域圏事務組合

射水郷清掃センター

５０．００００２８～０．２０
砺波広域圏事務組合

クリ－ンセンターとなみ

備　　　　考発電能力処理能力焼却方式施　　　設　　　名　　　称

排ガス処理施設改良―２７０ｔ�２４時間全連続高岡市環境クリーン工場

排ガス処理施設改良―　５０ｔ�８時間バッチ氷見市西部清掃センター

２０，０００kW８１０ｔ�２４時間全連続
富山地区広域圏事務組合

クリーンセンター

　１，４７０kW１３８ｔ�２４時間全連続
射水地区広域圏事務組合

クリーンピア射水

―１７４ｔ�１６時間准連続新川広域圏事務組合エコぽ～と

排ガス処理施設改良―　７０ｔ�１６時間准連続
砺波広域圏事務組合

クリーンセンターとなみ

　表１‐３９　ごみ焼却施設の整備状況

　表１‐４０　ごみ焼却施設のダイオキシン類排出濃度調査結果（１４年度）

０．００００２８～１４ng‐TEQ�m３Nであり、
すべての施設が測定時に適用されて
いた暫定排出基準８０ng‐TEQ�m３N
を下回っていたが、１４年１２月１日か
ら適用されている恒久基準を上回っ
た施設が３施設あり、排出量の削減
を指導した。

　　�ウ 　ごみ処理施設等の整備
　　　　ごみ処理施設の整備状況及びごみ

最終処分場の整備状況（１５年３月現
在）は、図１‐２７及び図１‐２８のとお
りである。なお、県内１４施設の最終
処分場の埋立残余容量は１５年３月現
在で９８３千m３であり、１４年度の埋立
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量（５万８千m３）から推定すると
残余期間は約１７年間である。（全国で
は１２年度で１２．２年間）

　　�エ 　し尿処理施設の整備
　　　　し尿処理施設の整備状況（１５年３

月現在）は、図１‐２９のとおりであり、
県内全体での１日当たりの平均収集
量７４０k �に対して処理能力は９９４k �
となっている。

　　　　今後は、し尿の処理のみならず、
有機性廃棄物等を併せて処理し、汚
泥等の再生利用が可能となる汚泥再
生処理センターとしての整備を進め

ていく必要がある。
　　�オ 　浄化槽の適正な維持管理
　　　　浄化槽については、保守点検と定

期検査の一括契約の導入等により、
法定検査受検率の向上を図り、適正
な維持管理を推進するとともに、合
併処理浄化槽の一層の普及に努めた。

　イ　産業廃棄物
　　�ア 　法令等に基づく規制の概要
　　　　廃棄物処理法は４５年１２月に制定さ

れ、廃棄物の適正な処理等を定め、
廃棄物の排出者や処理業者等を規制

　図１‐２７　ごみ処理施設の整備状況

　図１‐２８　ごみ最終処分場の整備状況
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　図１‐２９　し尿処理施設の整備状況

することによって、生活環境の保全
などを図ることを目的としている。
しかしながら近年の排出量の増大や
最終処理処分場のひっ迫、不法投棄
問題などに適切に対応するため数次
の改正が行われ、１２年６月に多量排
出事業者の処理計画の策定や廃棄物
処理業の許可取消要件の追加等の規
制強化が行われている。

　　　　１４年度末の産業廃棄物処理業の許
可状況は、表１‐４１のとおりである。
また、産業廃棄物処理施設の許可は、
汚泥の脱水施設が１２０施設、木屑やが
れき類の破砕施設が１３６施設、最終処
分場の安定型が１８施設、管理型が１６
施設などとなっている。

　　�イ 　産業廃棄物適正処理指導要綱の運用
　　　　廃棄物処理法に定められている焼

却施設や最終処分場等の処理施設の
設置にあたっての生活環境影響調査
の実施や、設置・変更における計画

内容の告示・縦覧等を行うため、県
において次の事項を要綱に定め、運
用している。

　　　ａ　住民と事業者双方の理解と協力
を得て事業を円滑に進める観点か
ら、生活環境影響調査内容の事前
協議、住民説明会の開催、生活環
境の保全に関する協定の締結を定
めている。

　　　ｂ　処理施設の設置許可にあたって、
学識経験者で構成する「富山県産
業廃棄物処理施設審査会」を設置
し、意見を聴取している。

　　　　　また、要綱に基づく県外産業廃
棄物の県内搬入について、１４年度
は２１０件の事前協議を行った。

　　�ウ 　適正処理の啓発
　　　　すべての産業廃棄物にマニフェス

トを使用することが義務づけられて
いることから、（社）富山県産業廃棄
物協会と連携をとりながら、各種講

計

最　　　　終　　　　処　　　　分中　間　処　理収集及び

運 搬

許 可

区 分
最終処分
のみ

収集・運搬、中間
処理及び最終処分

中間処理及
び最終処分

収集・運搬及
び最終処分

収集・運搬及
び中間処理中間処理

１，１１１２６２８８１３８９７４
産業廃棄物

６７８１１００２７１４６３５

１２５００００４１１２０特別管理産
業 廃 棄 物 １００００００２０９８

（１５年３月３１日現在）

　注　上段は富山県の許可件数、下段は富山市の許可件数

　表１‐４１　産業廃棄物処理場の許可状況
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習会などを通じて啓発に努めている。
　　　　また、県、警察本部、海上保安部

等関係機関からなる不法処理防止連
絡協議会を開催し、情報交換を行う
とともに、市町村と密接な連携のも
と、産業廃棄物不法投棄監視連絡員
等によるパトロール活動や、各種講
習会の開催、ポスター、パンフレッ
トの作成配布により適正処理の啓発
を図っている。

　　�エ 　監 視 指 導
　　　　産業廃棄物の処理業者及び排出事

業所に対して、必要に応じて市町村

とも連携して延べ２５３事業所に対し
て監視を行い、そのうち、２２事業所
に対して改善を指導した。監視指導
状況は表１‐４２のとおりである。

　　　　また、産業廃棄物不法投棄監視連
絡員により、県内を４ブロックに分
けて延べ９０回のパトロールを実施し
た結果、１１件の不法投棄を発見した。

　　　　なお、１４年度に産業廃棄物の不適
正処理（野外焼却・不法投棄）事件
として富山県警察本部に摘発された
６件について、原状回復を指導した。 

注　一斉点検調査は、産業廃棄物焼却施設に対して立入調査したものである。

合 計
排 出
事業所

産業廃棄物処理業者
区　　分

最終処分中間処理収集及び運搬

２２２８５６０５３２４１３７立入調査数

２２１８２１１４指 導 件 数

３１１６―１５―１５一斉点検調査

２５３１０１６０６８２４１５２立入検査数計

　表１‐４２　産業廃棄物の監視・指導状況

　　�オ 　産業廃棄物焼却施設の指導
　　　　産業廃棄物焼却施設については、

ダイオキシン類の排出量の削減を図
るため、一斉点検調査を実施し、構
造及び維持管理基準の遵守やダイオ
キシン類の自主測定を指導するとと
もに、５施設について、ダイオキシ
ン類濃度を測定した。また、最終処
分場５施設について、排水中のダイ
オキシン類濃度を測定した。

　　　　その結果は表１‐４３のとおりであ
り、焼却施設の排ガスについては、
いずれも測定時に適用されていた暫
定排出基準（８０ng‐TEQ�m３N）を
下回っていたが、事業者の測定結果

において１４年１２月１日から適用され
ている恒久基準（処理能力により１
～１０ng-TEQ�m３N）を上回ったも
のが２事業所あり、排出量の削減を
指導した。ばいじんについては、１４
年１２月１日から適用されている基準
（３ ng-TEQ�g）を上回ったものが
１事業所あり、ダイオキシン類の排
出量の削減を指導した。燃え殻につ
いては、いずれも１４年１２月１日から
適用される基準（３ ng-TEQ�g）を
下回っていた。最終処分場の処理後
放流水については、いずれも維持管
理基準（１０pg-TEQ��）を下回って
いた。 
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　表１‐４３　ダイオキシン類測定結果
　�　焼却施設

県の測定結果事業者の測定結果区　分

０．０１９～０．１４０．０００１０～２．６測 定 結 果

１０pg‐TEQ��基 準

注１　事業者の測定結果は、ばいじん、燃え殻等を埋立した１２施設の結果である。
　２　県の測定結果は、５施設の結果である。

県　の　測　定　結　果事　業　者　の　測　定　結　果
区　分

燃え殻ばいじん排ガス燃え殻ばいじん排ガス

０～０．１０
ng-TEQ�ｇ

０．０００９３～０．４５
ng-TEQ�ｇ

０．３７～２．０
ng-TEQ�m３N

０～２．８
ng-TEQ�ｇ

０～３．４
ng-TEQ�ｇ

０．００００５３～１７
ng-TEQ�m３N

測定結果

３ng-TEQ�m３N
（１４年１２月１日～）

３ng-TEQ�m３N
（１４年１２月１日～）

８０ng-TEQ�m３N
（～１４年１１月３０日）

１～１０ng-TEQ�m３N
（１４年１２月１日～）

３ng-TEQ�m３N
（１４年１２月１日～）

３ng-TEQ�m３N
（１４年１２月１日～）

８０ng-TEQ�m３N
（～１４年１１月３０日）

１～１０ng-TEQ�m３N
（１４年１２月１日～）

基　　準

注１　事業者の測定結果は、稼働施設（３４施設）の結果である。
　２　県の測定結果は、焼却施設（５施設）の結果である。なお、燃え殻は溶融スラグ（１施設）を含み、

ばいじんは４施設のものである。

　�　最終処分場 （単位：pg-TEQ��）

　　�カ 　工場敷地における埋設PCB廃棄
物の対策

　　　　１４年２月２１日に砺波市の工場敷地
内にPCB廃棄物が埋設されている
ことが判ったため、会社は埋設ドラ
ム缶３３３本を撤去し、埋設場所の地下
５ｍまで土壌を撤去するとともに、
地下水汚染未然防止対策として掘削
底面及び地表にコンクリートを打設
した。

　　　　県が敷地境界及び周辺環境の地下
水調査を行ったところ、PCBは検
出されず環境への影響がないことが
確認された。

　　　　なお、会社は敷地境界及び周辺環
境の地下水を継続して調査しており、
県は定期的に監視することにしてい
る。

　　�キ 　農業系廃棄物対策の推進
　　　　農業用廃プラスチックや廃農薬な

どの農業生産資材廃棄物については、
処理実態調査を実施するとともに、
啓発活動や農業協同組合を窓口とし
た地域回収により、適正処理を推進
した。また、リサイクルや生分解性
資材の利用等による排出抑制策につ
いて検討した。



７０

�　省資源・省エネルギーの状況
　　１４年度に実施した温室効果ガス削減計
画策定基礎調査によると、本県における
エネルギー消費量は、２年度で１３６，０７３千
GJ（G（ギガ）は１０９を表す。）、１２年度
で１４９，５８５千GJとなっており、１０年間に
９．９％増加している。また、エネルギー消
費量（１２年度）の部門別構成比は、産業
部門が４９．６％、運輸部門が２０．７％、民生
（家庭）部門が１７．６％、民生（業務）部
門が１０．０％となっており、これらでほと
んどを占めている。１０年間の伸び率を部
門別にみると、民生（家庭）部門が３２．２％、
民生（業務）部門が３１．２％で大幅な増加
を示しており、これらの分野を中心に省
資源・省エネルギーの取組みを推進して
いくことが必要となっている。
　　このため、県では県民生活部門を中心
に、省資源・省エネルギー運動を推進し
ているほか、とやま環境財団と連携し、
地球温暖化防止、廃棄物の減量・リサイ
クルと併せて、県民に対する普及啓発を
図っている。
　　また、製造業等の事業者においては、
省エネルギー法に基づくエネルギー使用

３　省資源・省エネルギーの推進

の合理化の取組みや事業者団体の自主行
動計画による取組みが行われている。
　　また、太陽光発電などの新エネルギー
についても１１年度から庁内にプロジェク
トチームを設置し推進方策を検討してい
る。
　　なお、国では、「電気事業者による新エ
ネルギー等の利用に関する特別措置法」
を制定し、電気事業者に対して、１５年度
から販売電力量に応じた一定割合以上の
新エネルギーの利用を義務づけている。

�　省資源・省エネルギー対策
　　省資源・省エネルギー運動を推進する
ため、省資源・省エネルギー運動富山県
民大会を開催したほか、ポスター等の啓
発物品の配布や省資源・省エネルギー運
動リーダー研修会を開催した。
　　また、新エネルギーの導入については、
庁内プロジェクトチームで情報交換等を
行っており、１２～１３年度には、導入事例
等の調査や県有施設へ太陽光や風力発電
を導入した場合のケーススタディを行っ
た。さらに、１４年度には、新エネルギー
の導入に向けた指針を策定した。



７１

第
４
節

第
４
節

自
然
と
共
生
し
た
う
る
お
い
の
あ
る
環
境
の
実
現

第 ４ 節 自然と共生したうるおいのある環境の実現
　立山連峰や富山湾に代表される豊かな自
然環境は県民の誇りであり、この自然環境
を将来の世代に継承する必要がある。一方、
私たち人間の社会経済活動は、時として自
然の持つ復元力を超えるようなレベルにま

で至ることがある。
　このため、多様な自然環境の体系的な保
全や生物の多様性の確保を図るとともに、
様々な自然とのふれあいの場や機会を確保
するなど自然との共生を図る。

１　すぐれた自然環境の保全

�　自然環境の状況
　　本県は、東に日本を代表する立山連峰、
南に飛騨山地に続く山々、中央から西に
かけては丘陵地があり、北は富山湾に面
している。また、これら立山連峰などの
山々を源として流れ出す各河川によりつ
くり出された扇状地によって富山平野が
形づくられている。

　　地形のけわしさの目安となる起伏量＊

は、図１‐３０のとおり大きく、本県特有の
けわしさが見受けられる。特に県東部で
は大きくなっているが、これは東部に高
い山岳が多いことによるものである。
　　また、この地域では、これまでに人為
の一切加わっていない原生的な植生があ
り、優れた自然が多く残っている。

　図１‐３０　起伏量図

＊起伏量 … 定面積内の最高地点と最低地点の標高差のことで、起伏量が大きいほど平均傾斜も大きくなる。
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　　環境省が６～１０年度に行った「緑の国
勢調査（第５回自然環境保全基礎調査）」
によれば、植生自然度１０又は９（自然度
の高い天然林及び自然草原）の地域が県
土に占める割合は３０．０％で、全国平均
１８．９％を大きく上回り、北海道、沖縄に
次いで全国第３位、本州では第１位にラ
ンクされており、貴重な自然がよく保存
されていることがわかる。
　　特に県東部の山岳地帯では、自然度１０、
９のすぐれた自然が損なわれることなく
現在まで引き継がれてきている。その現
状は、図１‐３１のとおりである。
　　これらのすぐれた自然の風景地を保護
するとともに、その利用の増進を図るた
め、国においては、中部山岳国立公園、
白山国立公園及び能登半島国定公園の３
地域を指定し、県においては、朝日、有
峰、五箇山、 白  木  水  無 及び医王山の５地

しら き みず なし

域を県立自然公園に指定している。これ
ら自然公園の概要は表１‐４４のとおりで
あり、その面積は県土の２８．２％を占めて
いる。
　　さらに県では、自然環境の保全を図り、
将来に引き継いでいくため、富山県自然

環境保全条例に基づき、すぐれた天然林
や貴重な野生生物を保護することを目的
に自然環境保全地域として１１地域を指定
している。その概要は表１‐４５のとおりで
ある。
　　県では、恵まれた自然環境を将来の世
代に引き継いでいくことを目的とし、地
形・地質、植物、動物及び景観の保全の
ためのガイドラインとして策定した自然
環境指針（５年度策定）に基づき、各種
開発事業に際して、自然環境保全上の指
導、助言を行っている。この指針では、
県土を約１ km四方のメッシュに区切っ
て、地形・地質、植物、動物及び景観の
４つの項目について、学術性や自然性に
基づく評価を行っており、その評価に応
じた保全目標を明らかにしている。いず
れかの項目で、最も評価が高いVとされ
た地域は、県東部の山岳地帯を中心に広
く分布している。自然環境指針の概要は、
表１‐４６のとおりである。
　　今後、すぐれた自然環境の保全を図る
ためには、自然環境の現況を把握するこ
とが重要であり、そのための科学的な各
種調査の実施に努める。
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　図１‐３１　富山県の植生自然度図と都道府県別の植生自然比率図
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　表１‐４４　自然公園の概要

指定年月日（昭和）うち特別地域＊面積［ha］名　称区　　分

９年１２月４日７３，８３７＊７６，４３１中 部 山 岳

国立公園 ３７年１１月１２日２，７４２＊２，７４２白 山

７６，５７９＊７９，１７３小 計

４３年５月１日９６４＊１，００５能 登 半 島国定公園

４８年３月１３日９，３５５９，６２３朝 日

県立自然公園

〃１１，６００１１，６００有 峰

〃３，２７５３，８５６五 箇 山

４９年３月３０日６，４７３１１，５５４白 木 水 無

５０年２月２２日１，５４８２，９４３医 王 山

３２，２５１３９，５７６小 計

１０９，７９４＊１１９，７５４合　　計

主な保全対象指定年月日（昭和）面積［ha］名称（所在地）

黒部川末端扇状地の伏流水とサワス
ギ等の植生

４８年１０月２０日２．７ 
（２．７＊）

沢杉（入善町）

山地帯における池沼湿原のミズバシ
ョウ及びブナ、ミズナラの天然林

〃
３１５．７

縄ヶ池・若杉
（城端町）

黒部川扇頂部の地形とウラジロガシ
林

５１年６月１日１１．８ 
（ １．９＊）

愛本（宇奈月町）

河岸段丘等の地形と安山岩で形成さ
れた節理の露頭

〃
７１．５ 

東福寺（滑川市）

神通川のＶ字峡谷とウラジロガシ、
アカシデ林

〃１５２．７ 
（４５．０＊）

神通峡
（細入村・大野沢町）

オオミズゴケ、モウセンゴケ等の湿
性植物の群生地とハッチョウトンボ
の生息地

５３年７月１１日
８．５

（１．８＊＊２）
深谷（八尾町）

ブナ、ミズナラの天然林５４年８月７日１２．５ 
（１２．５＊）

山の神（利賀村）

県内最大のミズバショウの純群落と、
モリアオガエル、クロサンショウウ
オの繁殖地

５６年１月１７日
１．４ 
（１．４＊）

池の尻（魚津市）

安山岩質凝灰岩の特異な地形とすぐ
れた天然林

５６年１１月２６日３４．９ 
（３４．９＊）

日尾御前（八尾町）

低山丘陵地帯にあるウラジロガシの
天然林

６１年７月９日１１．０ 
（０．７＊）

常楽寺（婦中町）

山地帯におけるオオミズゴケを中心
とする湿性植物の群生地

〃１．１ 
（０．２＊２）

谷内谷（利賀村）

６２３．８ 
（１０１．１＊）
 （　２．０＊２）

計

（　）内の　＊付きの数値は特別地区、＊２付きの数値は野生動植物保護地区の面積（内数）

　＊　特別保護地区を含む。

　表１‐４５　自然環境保全地域の概要
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　表１‐４６　自然環境指針の概要

県内の自然環境の主要な構成要素について、県民、事業者、行政がそ
れぞれの立場において、適正に保全していくためのガイドラインを示
すものである。

１指針の役割

自然環境の主要な構成要素（地形・地質、植物、動物、景観）を対象
とし、県下全域を約１㎞メッシュで評価したものである。

２対象範囲等

自然環境の主要な構成要素（地形・地質、植物、動物、景観）ごとに、
自然環境の評価を５段階で行い、それぞれの評価段階に応じた適正な
保全を目指すものである。

３保全目標

＜地形・地質＞
・貴重な地形・地質等は、その形態を失わないよう保全する。
・典型的な地形要素は、県土の骨格をこわさず、その典型性を保持で
きるよう保全する。
＜植物＞
・貴重な植物群落の分布地や特に自然性の高い植生域は、厳正に保全
する。
・地域において相対的に自然性の高い植生域はその価値を保全する。
・広域にわたって自然性の低い植生が分布する地域にあってはグリー
ンプラン等の緑化計画に基づき、積極的に地域の特性に応じた植生
の復元、育成に努める。
＜動物＞
・貴重な動物の分布地では、その生息環境を総体として保全する。
・多様な動物が生息すると推定される地域は、一定の広がりをもった
生息域を分断することなく保全するとともに、生態的なバランスを
くずさない範囲で自然とのふれあいの場としての利用に努める。
・動物の生息環境として悪化がみられる地域では、現況以上の悪化を
防ぎ、積極的に環境特性に応じた動物生息環境の創造、復元に努め
る。
＜景観＞
・自然景観資源として評価の高いものは、周辺と一体として、また環
境の総体として保全する。
・眺望の対象として重要な景観資源は、眺望の特性を踏まえてそれを
阻害しないよう資源そのもの及び周辺環境を適正に保全する。
・比較的ありふれた景観資源であっても、地域の景観の構成上の役割
をふまえて適正に保全する。
・自然景観として混乱のみられる地域については、改善に努める。

４項目別
保全目標

�　自然環境の保全対策
　ア　法令等による規制
　　　国立公園、国定公園又は県立自然公
園においては、自然公園法又は県立自
然公園条例により公園の風致を維持す
るため、区域内に特別地域を指定し、
その地域内における工作物の新築等に
ついて許可制としている。

　　　また、自然環境保全地域については、
自然環境保全条例により、１４年度末現
在特別地区９地区を指定し、その地区
内において工作物を新築等する場合は、
許可が必要である。さらに、特別地区
内で野生動植物保護地区に指定された
地区内においては、動植物種又は卵を

捕獲したり採取することが禁止されて
いる。

　イ　自然環境指針に基づく指導・助言
　　　自然環境指針に示す地域ごとに地
形・地質、植物等に関する評価を踏ま
え、各種開発事業に際して指導・助言
を行った。特に自然公園、自然環境保
全地域、鳥獣保護区の特別地区等にお
いては、自然に負荷を与えないよう、
工作物の設置、立ち木の伐採等の開発
を最小限にとどめるよう指導・助言を
行った。

　　　なお、自然環境指針については、平
成５年の策定から約１０年を経過してい



７６

ることから、より適正な指導・助言を
行っていくため、データの見直しに着
手した。

　ウ　立山道路のマイカー規制等
　　　立山一帯の貴重な自然環境の保護を
目的として環境省の方針に基づき、県
道富山立山公園線（桂台～室堂）への
マイカー乗り入れ禁止を継続した。

　　　また、１５年度から立山黒部アルペン
ルート（大町～室堂間）の開業日を１０
日早めることについての自然環境保全
や利用者の安全対策の面からの問題点
を議論するため、関係者による意見交
換会を実施した。

　エ　自然環境の各種調査
　　�ア 　自然環境保全基礎調査
　　　　環境省が主体となって実施する日

本の自然に関する総合的な調査で、
一般的には緑の国勢調査と呼ばれ、
全国の植生や動植物の分布、海岸や
河川、湖沼の改変状況などを対象に
行っている。１４年度は、種の多様性
調査として、１２年度から１３年度まで
に実施した哺乳類分布調査で調査が
十分にできなかった「地域」、「種」
について補完調査を実施した。

　　�イ 　立山植生モニタリング調査
　　　　温暖化などの環境変化が植生にど

のような影響を与えているかを把握
するため、科学的なモニタリング調
査を実施している。１４年度は１０～１３
年度に美女平～浄土山・有峰におい
て設定した調査区に対して、植生や
土壌等についてモニタリング調査を
行った。

　　�ウ 　生態系多様性地域調査
　　　　大蓮華山地域のすぐれた自然環境

を保全していくため、主要な動植物
種の分布、生息、生育状況及び地形・
地質に関する調査を１３年度に引き続
き実施した。

　オ　土地の公有化
　　　自然環境の保全を積極的に推進する
ため、自然環境保全基金制度を昭和４７
年度に設置し、自然環境保全地域、自
然公園の集団施設地区等について、市
町村と共同して土地の公有化を進めて
きたところ、公有化した土地は１４年度
末現在で約１４２haとなっている。

　カ　立山懇談会の開催
　　　立山を代表する本県の山岳に関する
諸問題について幅広く議論し、山岳自
然環境の保全と適正な利用を図るため、
立山懇談会を設置し、登山道整備のあ
り方、し尿処理対策、利用マナー向上
策などについて検討した。

�　自然とのふれあいの状況
　　地域の特性に応じた自然を保全しなが
ら、多様な自然とのふれあいの場を確保
していくためには、自然保護に関する施
策を積極的に展開する必要がある。
　　昭和４９年度に全国に先駆けて発足させ
たナチュラリスト＊１（自然解説員、１５年３
月末現在５４０人）による自然解説のほか、

２　自然とのふれあいの確保

自然公園指導員、自然保護指導員、鳥獣
保護員、バードマスター＊２（野鳥観察指導
員、１５年３月末現在１０９人）の活動により、
自然保護思想の普及・啓発を積極的に図
っている。
　　また、自然への理解を深め、自然保護
思想の普及啓発を図るため、みどりの日、
愛鳥週間、自然に親しむ運動月間、全国

＊１ナチュラリスト … 自然公園等を訪れる利用者に自然への理解を深め、自然保護の重要性について普及啓発する
ために設けている富山県自然解説員をいう。

＊２バードマスター … 野鳥観察を正しく指導するために設けている富山県野鳥観察指導員をいう。
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自然歩道を歩こう月間などにおいて、広
く県民が参加できる自然観察会や探鳥会、
講演会を毎年開催している。
　　さらに、青少年期から自然保護に関す
る意識の向上を図るとともに、将来のす
ぐれたナチュラリスト育成を目指して、
１２年度からジュニアナチュラリストの養
成を進めており、ナチュラリストとあわ
せた計画的な養成を進めている。
　　一方、国立公園、国定公園などの自然
公園においては、すぐれた自然の風景地
を保護しながら、その地区の特性や利用
状況に応じ、歩道や公衆トイレ等の整備
を進めるとともに、適切な維持管理を行
ってきている。

　　県では、本県のすぐれた自然の風景地
を県立自然公園として５か所を指定する
とともに良好な自然環境を適正に保全す
るため、１１地域の自然環境保全地域を指
定しており、これらの地域についてはで
きるだけ自然のままの姿で保護し、すぐ
れた自然を後世に伝えていくよう努めて
いるほか、都市近郊の身近なすぐれた風
景地１２か所を県定公園に指定し、関係市
町村が歩道や広場等の整備を進め、管理
している。
　　県内の自然公園等の現況は、図１‐３２、
県定公園の概要は、表１‐４７のとおりであ
る。

　図１‐３２　自然公園等の現況

　　また、自然博物園や野鳥の園などの県
民公園でも、自然とふれあうための施設
整備が進められている。
　　県民公園は、置県百年を記念して、県
民の誰もが利用できる総合レクリエーシ
ョンの場として整備されたもので、表１‐

４８のとおり、都市公園である新港の森、
太閤山ランド及び自然風致公園である頼
成の森、自然博物園（ねいの里）、野鳥の
園がある。また、県民公園と有機的かつ
一体的に機能する施設として、自然博物
園センターや中央サイクリングロード、
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いこいの村がある。
　　このほか、太閤山ランドから野鳥の園、

自然博物園を経て、頼成の森に至る延長
１９kmの公園街道が整備されている。

　表１‐４７　県定公園の概要

備　　　考指定年月日面積［ha］名　　称（所在地）

昭和４２年１０月７日１，１６０神　通　峡（大沢野町・細入村）

一部都市公園と重複〃４８７呉羽丘陵（富山市）

都市公園と重複〃２２高岡古城（高岡市）

〃７５８倶利伽羅（小矢部市）

一部都市公園と重複昭和４３年４月１６日８３５庄　川　峡（庄川町）

昭和４４年１０月２５日２，８８０大岩眼目（上市町）

平成４年３月２６日１，０８３松倉城跡（魚津市）

一部都市公園と重複〃３４５増山城跡（砺波市）

〃２２１夢　の　平（　〃　）

〃７５７稲葉山宮島峡（小矢部市）

一部都市公園と重複〃４８５桜　ヶ　池（城端町）

一部都市公園と重複〃６３３八乙女山・閑乗寺（井波町 ･庄川町）

９，６６６計

開設年月
（昭和）

設置の目的規　　　模名　　　　称種　　別

５７年１０月

①公害の防止のための緩衝緑地の
確保

②県民に休息、散歩、遊戯、運動
等総合的なレクリエーションの
場の提供

２３ha県 民公園新港の森
都
市
公
園

５８年７月
　県民に休息、観賞、散歩、遊戯、運
動等総合的なレクリエーションの
場の提供

１１８ha県民公園太閤山ランド

５０年４月
　県民に森林を生かした休養の場
の提供

１１０ha県 民公園頼成の森
自
然
風
致
公
園

５６年６月
　県民に自然に関する学習の場の
提供

１３ha
県民公園自然博物園

（ねいの里）

６０年１０月
①野鳥の保護
②県民に自然の探勝の場の提供

７３ha県 民公園野鳥の園

５２年４月　県民公園と有機的かつ一体的に
機能する公園その他のレクリエー
ション施設

延長　１９㎞中央サイクリングロード指
定
公
園

５６年６月０．８ha自然博物園センター

５４年５月１７haい こ い の 村

５８年４月県民公園を結ぶ自然歩道延長　１９㎞公 園 街 道（遊歩道）

注　中央サイクリングロードには、富山市花ノ木から小杉町黒河までの間、遊歩道が併設されている。

　表１‐４８　県民公園の概要
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　　また、家族づれや若者たちが、恵まれ
た自然の中で健全なレクリエーション活
動を楽しむ場として、立山山麓の大山町
あわすの平に「立山山麓家族旅行村」が、
福岡町五位地区に「とやま・ふくおか家
族旅行村」が設置されている。

�　自然とのふれあいの確保
　ア　自然保護思想の普及啓発
　　�ア 　ナチュラリスト等による普及啓発
　　　　自然公園を訪れた人々に、より一

層自然への理解を深めてもらうとと
もに、訪れる利用者によって、すぐ
れた自然環境が損なわれないよう、
ナチュラリスト、バードマスター、
自然公園指導員等の活動を通じて自
然環境保全のための知識とモラルや
マナーについて普及啓発を行った。

　　　　また、�とやま環境財団内に設置
したナチュラリストバンクでは、個
別団体の要請に対し、ナチュラリス
トを派遣している。

　　　　なお、ナチュラリスト活動の充実
を図るため、自然保護講座（ナチュ
ラリスト養成コース）を開催し、新
たに６９名を認定した。

　　�イ 　鳥獣保護員等の配置
　　　　鳥獣保護員を県内に５０名配置し、

鳥獣保護の実施と啓発を図った。
　　�ウ 　愛鳥思想の普及啓発
　　　　５月１０日からの愛鳥週間に開催さ

れる各種行事により、愛鳥思想の普
及啓発を図るとともに、鳥獣保護員
やバードマスター制度の活用により、

野生動物の保護と保護思想の啓発を
図った。

　　�エ 　ジュニアナチュラリストの活動支援
　　　　ジュニアナチュラリストが関心を

持って活動を続けられるよう、自然
観察会への参加やナチュラリストに
よる自然解説活動の体験の機会を提
供した。

　イ　自然公園等の管理
　　�ア 　現 地 管 理
　　　　中部山岳国立公園一帯においては、

春から秋にかけて利用者が集中する
室堂及び剣沢地区に管理職員が常駐
（室堂地区４月～１１月、剣沢地区７
月～９月）し、自然保護パトロール、
施設の維持管理、登山者、キャンパ
ー等の利用者指導を行った。

　　　　自然環境保全地域においては、５
月から１１月までの間、各地域に巡視
員を配置し、巡回を行っているほか、
日尾御前自然環境保全地域において
巡視歩道の整備を行った。

　　　　なお、県定公園の管理は、県定公
園規則の趣旨にのっとり、関係市町
村が行っている。

　　�イ 　Ｎ．Ｐ．Ｃ．（ナショナルパーククリ
ーン）作戦

　　　　国立公園利用者及び事業者の美化
意識の向上を図り、ごみ持ち帰り運
動を一層推進するキャンペーンとし
て、Ｎ．Ｐ．Ｃ．作戦により、ごみ
袋、ポスター等を配布した。また、

愛鳥週間行事（バードウオッチング）

ジュニアナチュラリスト
の活動
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立山黒部環境保全協会が実施するご
み持ち帰り運動に助成するとともに、
各施設のごみを国立公園区域外へ搬
出し、自然環境の保全に努めた。

　　�ウ 　美化清掃、施設維持管理等
　　　　全国統一の自然公園クリーンデー

に合わせて、ごみの持ち帰り運動な
ど、美化清掃活動を行った。また、
一ノ越と剣沢の公衆トイレでは利用
者に対する普及啓発とトイレ管理に
役立てるため、チップ制システムを
導入するとともに、剣沢公衆トイレ
では、し尿とペーパー類の分別を促
すため、使用済みペーパーの回収ボ
ックスを引き続き配置した。

　　�エ 　山岳遭難防止等
　　　　毎年、１２月１日から翌年５月１５日

までの登山届出条例適用期間に、剱
岳一帯での遭難事故を防止するため、
馬場島をはじめ各主要地点に登山指
導員を配置し、登山届出内容のチェ
ック、装備、行程等の指導、現場の
登山者との緊急連絡にあたっている。
また、春山スキー（４月～５月）、初
滑り（１１月）の両シーズンには、室
堂を中心に指導員を配置し、スキー
ヤーの遭難事故防止や環境保全に努
めている。

　　　　さらに、利用最盛期には、室堂
（５月１日～５月６日と７月１７日
～８月１６日）に立山診療所、剣沢
（７月２０日～８月２０日）と雷鳥沢（７
月１５日～８月２５日）に山岳診療所を
開設して、負傷者や急患の診療を行
っている。そのほか、県山岳遭難対
策協議会が実施している登山者への
登山指導等の事業に対し、県費助成
を行った。

　ウ　自然公園等の施設整備
　　�ア 　登山道等の整備
　　　　すぐれた自然の風景地を保護しな

がら、その地区の特性や利用状況に
応じ、県民が自然にふれ、親しみ、
自然への関心を高めることができる

よう、中部山岳国立公園の特に利用
が集中している室堂平、太郎平等に
おいて、日本百名山と称される山々
に至る登山道等の整備を行った。

　　�イ 　山岳公衆トイレの整備
　　　　剱岳登山の拠点である剣沢野営場

において、自然エネルギーの利用や
処理水を浄化循環し再利用するなど
自然環境に配慮した、外部に排水し
ない自己完結型の山岳公衆トイレの
整備に着手したほか、能登半島国定
公園の二上山城山園地においても、
処理水循環型の公衆トイレを整備し
た。

　　　　また、生態系への影響が懸念され
るし尿や雑排水の処理に対応した施
設の新設、増設等を行う山小屋３件
にその経費の一部を補助した。

　　�ウ 　環境共生推進計画調査
　　　　立山・黒部・有峰地域の自然環境

の保全と快適な自然公園利用のため
に、利用実態や現況調査を踏まえ、
登山道、山岳公衆トイレの整備のあ
り方や自然との共生の仕組みづくり
の方針を策定する立山地域環境共生
推進計画調査に着手した。

　エ　国際山岳年記念事業の実施
　　�ア 　山岳トイレについて考える第４回

全国山岳トイレシンポジウム in 富
山を開催し、最新の整備手法、管理
方法などについての意見交換や山岳
トイレ技術セミナーなどを行った。

　　�イ 　立山のシンボルであり、県鳥であ
るライチョウの保護を図るため、県
民にライチョウの理解を深めてもら
う「富山らいちょうシンポジウム」
を開催した。

　　　　また、全国のライチョウ研究者に
よる「第３回ライチョウ会議」が立
山で開催された。

　　�ウ 　環日本海地域の山の生物多様性の
保全を考える国際シンポジウムを開
催した。

　　�エ 　立山自然保護センターにおいて、
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高山植物、山岳写真などのパネルを
展示し、山岳景観や植生保存などの
活動を紹介する企画展を開催した。

　　�オ 　親子を対象に、みくりが池周辺を
散策しながら、ナチュラリストとと
もに立山の自然環境について学習す
る親子自然観察ツアーを行った。

　オ　有峰森林文化村の開村
　　　有峰の豊かな森林や文化を守り、森
林環境学習等に活用していくため、「水
と緑と命の森を永遠に」を基本理念と
して、有峰森林文化村憲章を制定する
とともに、１４年８月３日に有峰森林文
化村を開村した。
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�　生物多様性の状況
　　本県は、３，０００m級の山岳地帯から海
岸まで、変化に富む地形を有し、高山植
生から海浜植生まで多様な植生、ライチ
ョウやカモシカといった動物、大小の河
川や各所に見られる湧水、清水等多様な
自然環境に恵まれている。
　ア　植　　　生
　　　本県の植生は、図１‐３３のとおり地
形・地質が多岐にわたり、かつ、標高
差が大きいことから、標高別の植物の
分布状況は複雑で興味あるものになっ
ている。また、高さ別の植物の分布状
況は、図１‐３４のとおり、いろいろな種
類の植物がみられ興味のあるものにな
っている。

　　�ア 　平野・海岸地帯
　　　　平野部は、主に農耕地や住宅地、

工場用地などに利用されているが、
一部の扇状地の末端部には、ハンノ
キ群落やスギ植林地のみられるとこ
ろもある。

　　　　クロマツに代表される海岸林は、
おおむね保安林として管理されてお
り、県東部の園家山には砂丘植生が
残されている。

　　　　また、氷見海岸や宮崎海岸の一部
には、スダシイやタブノキなど暖帯
性の樹林がみられるところもある。

　　�イ 　丘陵帯（標高およそ５００ｍ以下）
　　　　射水丘陵をはじめとして、県内に

広く分布する丘陵帯は、古くから人
間が生活の場として利用してきた地
域で、大部分がコナラ、アカマツな
どの二次林＊やスギの植林地となり、
また ､近年 ､公園やゴルフ場などの
レクリエーション施設用地として利
用されてきている ｡

　　�ウ 　山地帯（標高およそ５００ｍ～１，６００ｍ）
　　　　山地帯は、主な河川の上・中流域

３　生物多様性の確保

にあって、そのほとんどが保安林な
どになっており、県土を保全するう
えにおいて重要な地域となっている。
植生はブナを主体とする天然林が中
心で、標高の高い地域にはクロベ、
コメツガなどの常緑針葉樹林が局地
的に群生している。また、標高が低
い地域は、かつては薪炭林として利
用されていたが、現在はミズナラの
二次林やスギの植林地などになって
いる。

　　�エ 　高山帯、亜高山帯（標高およそ
１，６００ｍ以上）

　　　　高山帯は、植物にとって厳しい生
育条件であるため、わずかにハイマ
ツ群落と高山草原がみられるだけで
ある。なお、後立山一帯の白馬連山
高山植物帯は、国の特別天然記念物
に指定されている ｡亜高山帯になる
とオオシラビソ、ダケカンバなどの
植生となっている。

　イ　野生動物
　　　本県は、海岸地帯から標高３，０００m
の北アルプスまで、日本有数の大きな
標高差を有しており、この垂直な広が
りの中に海岸、河川、湖沼、農耕地、
原野、丘陵、森林、高山などの多様な
自然環境が含まれている。このため、
図１‐３５のとおり多種の野生動物が生
息している。

　　�ア 　哺　乳　類
　　　　平野部ではイタチやハタネズミの

ほかには特徴のある種類は見られな
いが、丘陵や山地の森林域では、ニ
ホンザル、ノウサギ、タヌキ、カモ
シカ、ツキノワグマ等の中・大型哺
乳類が多く生息しており、帰化動物
のハクビシンの生息地も広がってき
ている。

＊二次林 … ミズナラ林、コナラ林など、森林の伐採、火災跡地に見られる自然に生じた森林をいう。
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　図１‐３３　現存植生図

　図１‐３４　植物の垂直分布
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　　　　また、亜高山帯から高山帯では厳
しい気象条件のため、生息種はトガ
リネズミ類やオコジョ等に限られて
いる。

　　�イ 　鳥　　　類
　　　　海辺や河川にはカモ類、シギ・チ

ドリ類、カモメ類などが生息するほ
か、湖沼や水田などの水辺にはセキ
レイ類、サギ類、カモ類、クイナ類
などのほかカワセミやオオハクチョ
ウなども見られ、これらの生息地は
都市や農村に近いため、自然とのふ
れあいの感じられる場となっている。

　　　　丘陵から山地帯の森林、特に原生
林には、シジュウカラ類、キツツキ
類、ウグイス類、ホオジロ類、フク
ロウ類、ワシタカ類といった多様な
鳥類が生息し、繁殖の場となってい
る。

　　　　亜高山、高山帯では、カヤクグリ、
イワヒバリ、ホシガラス等のほか、
貴重なライチョウが生息するものの、

標高の低い森林域に比較すると種類
は少なくなっている。

　　　　また、本県はツグミやキビタキな
ど渡り鳥の主要な飛行ルートや越冬
地・繁殖地となっており、これらの
渡り鳥を研究するため婦中町高塚に
国設１級婦中鳥類観測ステーション
が設置されている。

　　　　このステーションで１２年１０月に足
環を付け放鳥したカシラダカが、１３
年１０月に本県の支援で設置している
ロシアのナホトカステーションで再
捕獲されており、両ステーションで
捕獲が確認されたことは、渡り鳥が
日本海を一気に渡る幻のルート解明
に結びつく画期的な手がかりとなっ
た。

　　�ウ 　両生・は虫類
　　　　両生類は、幼生期を水中で生活す

る動物で、ホクリクサンショウウオ、
ヤマサンショウウオ、ナガレタゴガ
エル、モリアオガエルなど特徴のあ

　図１‐３５　富山県にみられる鳥獣の生態的地位（食物及び天敵関係）
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る種が生息している。
　　　　は虫類では、帰化動物のミシシッ

ピーアカミミガメが増え、逆にイシ
ガメが減少している。毒蛇であるマ
ムシは県内に広く分布している。

　　�エ 　淡水魚類
　　　　扇状地の扇端部などの湧水地帯に

はトミヨやイトヨ、氷見市の万尾川
を中心とする沖積平野には、イタセ
ンパラをはじめとしたタナゴ類やハ
ゼ類といった多様な魚類が生息して
いる。

　　�オ 　昆　虫　類
　　　　平野部、海岸部は、植生が単純で

あり、生息環境も限定されるため、
昆虫相も限られるが、丘陵、低山地
帯は、ギフチョウやオオムラサキな
ど貴重なチョウの重要な生息地とな
っている。

　　　　山地帯は、ミズナラ、ブナを幼虫
の食餌植物とするミドリシジミ類が
多く見られ、高山帯は、タカネヒカ
ゲやクモマベニヒカゲに代表される
ように、高山蝶の宝庫になっている。

　ウ　希少野生動植物
　　　「絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律」により国内希
少野生動植物種として、動物５１種、植
物１１種の合計６２種（１５年３月末現在）
が指定され、捕獲や譲渡が禁止されて
いるが、県内ではこのうち、ライチョ
ウ、イヌワシ、オジロワシ、オオワシ、オ
オタカ、クマタカ、ハヤブサ、カラフ
トアオアシシギ及びウミガラスの鳥類
９種と淡水魚のイタセンパラが確認さ
れている。そのほか、レッドリスト＊に
掲載選定されている動植物も県内で多
く見られる。

　　　県では、適切な鳥獣保護行政を推進
するため、５年ごとに事業計画を策定

し、野生鳥獣の保護繁殖を図るための
鳥獣保護区（１５年３月末現在３９か所合
計１０７，３２５ha）の設定や、ツバメの生
息調査等の各種施策を行っている。

　　　特に、絶滅が危惧されるイヌワシに
ついては、９年度に全国で初めてイヌ
ワシの保護を目的とした特別保護指定
区域の指定を含む鳥獣保護区を設定し
たほか、１１年度には、人とイヌワシの
共生の観点から、イヌワシ保護の基本
方針を示す「富山県イヌワシ保護指針」
を策定している。

　　　また、鳥類、ほ乳類以外の野生生物
についても、環境の変化により生存が
危ぶまれる種は、その生息・生育地を
自然環境保全条例に定める自然環境保
全地域の野生動植物保護地区に指定し、
捕獲、採取等の規制を行っている。

　　　さらに、県内の絶滅のおそれのある
野生生物の種を明確にし、保全対策に
資するために、１３年度に県レベルでの
実情に即したレッドリストを選定した。
そして、これらの貴重な動植物への理
解を深めていただくために、対象種の
特徴や分布状況、保全対策等をとりま
とめた手引書として県版レッドデータ
ブックを刊行した。

　　　この「富山県の絶滅のおそれのある
野生生物（レッドデータブックとや
ま）」では、絶滅危惧種に鳥類ではライ
チョウやイヌワシ、昆虫ではカトリヤ
ンマやコオイムシ、淡水魚類ではナマ
ズやイタセンパラが、また植物では、
富山県固有種であるエッチュウミセバ
ヤが選定されている。この他にも、オ
オハクチョウやオミナエシなど環境省
では選定されていない種や、環境の指
標となるクイナやゲンジボタルなどが
選定されている。

 

＊レッドリスト … 絶滅のおそれのある野生動植物の種と個々の種の生息状況等の報告書。国際自然保護連合が初め
て発行したものの表紙が赤かったため、このように呼ばれている。各国でそれぞれ作成しているが、我が国では環
境省等が作成している。
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瀬地区において、イヌワシが営巣し
ている現地にカメラを設置し、継続
的に生態観察を行い、公共工事等各
種開発行為との調整を図るとともに
映像を自然博物園「ねいの里」に送
り、貴重な野生生物の保護の普及啓
発を図っている。

　　�ウ 　その他の野生生物の保護
　　　　貴重種以外の野生生物についても、

鳥獣保護区の拡充やビオトープマニ
ュアルを活用した自然と共生した地
域づくりを進め、生態系の保全を図
った。

　　　　また、生息・生育環境の悪化や消
失が見られる地域では、ビオトープ
事業の導入、外来植物除去事業やブ
ナ保全対策事業などの施策を行い、
環境の復元や創出を図った。

　　　　このほか、１４年度には、自然博物
園「ねいの里」において、多様な動
植物が生息・生育する森林空間をモ
デル的に整備した。

　イ　第９次鳥獣保護事業計画に基づく事
業の実施

　　　人と野生鳥獣との共生の確保及び生
物多様性の保全を基本方針として、野
生鳥獣を適切に保護管理することによ
り、生活環境の保全及び農林水産業の
振興を図ることを目的とし ､「鳥獣保
護及狩猟ニ関スル法律」に基づき、第
９次鳥獣保護事業計画を策定しており、
この計画に基づく事業を実施した。

　　�ア 　鳥獣保護区の拡充
　　　　鳥獣の保護繁殖を図るため、新た

に神通川河口鳥獣保護区を設定（富
山市７５ha）するとともに、朝日山鳥
獣保護区（氷見市）および小瀬鳥獣
保護区（上平村）の区地の拡大を行
った。

　　�イ 　有害鳥獣駆除対策の充実
　　　　人とのあつれきが深刻化している

　エ　ビオトープ事業
　　　県では、各種開発行為を行う際の自
然環境保全及び創造に対する配慮や工
法を明らかにするための、空間別の配
慮方針や取組事例、野生生物に配慮し
た環境づくり造成試案などをビオトー
プ＊マニュアル（「ふるさと生き物環境
づくり」）として８年度に取りまとめ、
これをもとにしたビオトープ事業を推
進している。１１年度には、専門的な立
場から情報提供や指導助言を行うビオ
トープアドバイザーを設置しているほ
か、１３年度には、学校でのビオトープ
づくりの参考となるよう、考え方や県
内の事例などをまとめた「学校ビオト
ープづくりモデル技術集」を作成した。

　　　なお、ビオトープ事業とは、ビオト
ープの保全・復元・創造を行う事業の
ほか、開発事業でもビオトープに配慮
したものや、ビオトープの活用を図っ
た事業も含んでおり、生き物の住む環
境の保全と創造を図り、生物多様性の
確保を図ること等を目的としている。

　　　ビオトープ事業の進め方は、図１‐３６
のとおりである。

�　生物多様性の確保
　ア　野生生物の保護
　　�ア 　法令等による規制
　　　　絶滅のおそれのある野生動植物の

種の保存に関する法律により、国内
希少野生動植物種及び緊急指定種の
生きている個体は、捕獲、採取、殺
傷又は損傷をしてはならないことと
なっている。

　　�イ 　貴重な野生生物の保護
　　　　ライチョウ、イヌワシ、イタセン

パラ、ホクリクサンショウウオなど
貴重な野生生物については、生態調
査を行い、生態系、種及び遺伝子の
多様性の保全を図っている。このう
ち、イヌワシについては、上平村小

＊ビオトープ … 生き物を意味するＢｉｏと、場所を意味するＴｏｐｅという言葉から成り立っているドイツ語で「野
生生物の生息・生育空間」を意味する。特に生態学の分野では「特定の種または種群が生存するために必要な最小
の環境条件を備えた空間単位」の意として使われる。
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　図１‐３６　ビオトープ事業の進め方
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ニホンザルについて、１５年度を目途
に富山県ニホンザル保護管理計画を
策定するため、基礎調査を実施した。

　　�ウ 　本県の貴重な鳥獣の保護対策の推
進

　　　　県鳥であるライチョウや絶滅のお
それのあるイヌワシの生息状況等に
ついて保護対策調査等を継続し、適
正な保護を進めた。

　　�エ 　環日本海地域の視点を踏まえた鳥
獣保護対策の充実

　　　　生物多様性の保全に関する国際シ
ンポジウムの開催や、ロシア沿海地
方との渡り鳥に関する共同調査を実
施した。

　ウ　野生鳥獣の保護
　　　野生鳥獣と人とが同じ土地に共存し
ていることから、人畜や農林業に被害
を与える鳥獣の駆除は避けられない現
状であり、１４年度においても人畜への
危害防止と農作物の被害の軽減を図る
ため、鳥獣の捕獲を行った。

　　　ツキノワグマについては、里山で捕
獲したクマが人里に近づかないよう仕
置きを加えたうえで、奥山に放獣する

クマとの共生推進事業をモデル的に行
った。

　エ　狩猟の安全性確保
　　�ア 　法令等による規制
　　　　「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」

に基づき、新たに狩猟免許を取得し
ようとする者に試験を実施し、１４年
度は２１名が合格した。また、免許更
新をしようとする者を対象に講習会
を開き、１４年度は６３名が受講した。

　　�イ 　狩猟事故、狩猟違反の防止
　　　　休猟区解除地７か所を「安全狩猟

重点パトロール地域」として、重点
パトロールを実施したほか、鳥獣保
護区位置図等に学校区域等を図示し、
その周辺での安全狩猟を徹底させる
とともに、安全狩猟推進のパンフレ
ットを狩猟登録者全員に配布した。

　オ　内水面における在来種の保護
　　　内水面における在来種を保護し、持
続的な利用を図るため、外来魚（ブラ
ックバス、ブルーギル等）や生息調査
を行った。
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第 ５ 節 快適な環境づくり
　近年、生活水準の向上や余暇の増大に伴
って、県民の環境に対するニーズも多様化
してきており、単なる公害防止や自然環境
の保全にとどまらず、清らかな水辺や豊か
な緑、美しい街並みや歴史的雰囲気に満ち
た落ち着いたたたずまいなど私たちの生活

にうるおいとやすらぎをもたらす、より質
の高い快適な環境が求められている。
　また、身近な自然の価値を高め、日常生
活、余暇活動等の様々な場の中で自然とふ
れあえる環境を形成することも求められて
いる。

１　県土美化推進運動の展開

　県民の美化意識やモラルの高揚に努める
とともに、県土美化を促進し、うるおいと
やすらぎのある住みよい郷土をつくるため、
富山県県土美化推進県民会議が中心となり、
「まちやむらを美しくする運動」、「川をき
れいにする運動」、「山や海岸をきれいにす
る運動」、「空カンゼロ運動」が展開された
ほか、児童・生徒等による「ふるさと大ク
リーン作戦」が行われ、延べ約４０万人によ
る清掃美化活動が行われた。

　図１‐３７　県土美化推進運動の概要（１４年度）

・県土美化推進県民会議の運営等

・県土美化モデル地区の設置（２２か所）
・アダプト ･プログラム事業の実施（登録団体３３団体）

・県土美化推進運動
　「まちやむらを美しくする運動」 ４月、５月　　
　　県土美化強調週間 ４月１４日～２０日
　　ごみゼロの日 ５月３０日　　　
　「川をきれいにする運動」 ６月、９月　　
　　県土美化の日 ６月２日　　　
　「山や海岸をきれいにする運動」 ７月～８月　　
　　海岸美化の日 ７月７日　　　
　　自然公園クリーンデー ８月４日　　　
　「空カンゼロ運動」 ９月　　　　　
　　空カンゼロの日 ９月１５日　　　
　　２０００年国体開催記念美化の日 １０月１３日　　　
・児童・生徒・ＰＴＡによるふるさとの
　　　　大クリーン作戦の展開 ７月～８月　　
・第１９回富山県清掃美化大会の開催（大山町）
 ５月２６日　　　

・ラジオ、新聞等による広報啓発
・啓発ビデオの貸出
・運転者等へのごみ持ち帰り袋の配布
・ポスターの募集、展示

広 報 啓 発 活 動

県 民 総 ぐ る み 運 動
（大クリーン作戦）

地 域 活 動 の 推 進

県民総ぐるみ体制の推進

日本一のきれい
な県土をつくる

県土美化推進県民会議総会
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２　心地よい水辺環境の創造

�　水辺環境の状況
　　本県は、立山連峰などに源がある大小
３００余りの河川により、全国に誇る水辺環
境を形成している。これらの水辺環境は、
豊かな情緒をはぐくむ場として、また、
スポーツや憩いの場として活用されてい
るほか、従来から漁業や観光など多様な
産業活動の場としても活用されている。
　　なかでも、いわゆる名水として古くか
ら引き継がれてきた湧水や河川等５５か所
を「とやまの名水」として選定している
が、これらの名水は県民の日常生活の中
で身近な場所として親しまれている。こ
のうち黒部川扇状地湧水群、 穴  の  谷 の霊

あな ん たん

水、立山玉殿の湧水及び 瓜  裂  清水 の全国
うり わり しょうず

最多の４か所が環境省が選定した「全国
名水百選」に選ばれている。
　　また、歴史や文化にすぐれた水環境の
維持保全に努め、水をいかしたまちづく
りにすぐれた成果をあげている４市町が
国の「水の郷百選」に選ばれている。
　　滝については、代表的な名瀑３７か所を
「とやまの滝」として選定しており、そ
のうち称名滝は「全国滝百選」にも選ば
れている。
　　海岸については、松田江の長浜、雨晴
海岸（いずれも能登半島国定公園）や宮
崎・境海岸（朝日県立自然公園）のよう
に自然公園に指定され、「日本の渚・百選」
にも選定されているところがあるが、富
山湾特有の海岸侵食に対処するため、海
岸延長に占める人工海岸の比率が高くな
っている。
　　なお、全国的にみて特に優れた水浴場
として、島尾及び雨晴・松太枝浜が１３年

に環境省が選定した「日本の水浴場８８選」
に選ばれている。
　　近年、都市化の進展に伴い、身近な自
然が失われつつある中で、川や海等は水
と緑の貴重な空間として、それぞれの地
域にあった環境整備や活用が一層求めら
れている。また、水とのふれあいを取り
戻すことによって、水への関心を高める
ため、地域住民の連携など県民参加によ
る良好な水辺環境づくりの推進に努めて
いる。

�　心地よい水辺環境の確保
　ア　水辺環境の整備
　　　個々の水辺に求められる本来の機能
との整合を図りながら、クリーンウオ
ーター計画において示している快適な
環境に親しむ場としての水辺空間の創
出、自然性の確保を図るため、次の諸
施策を展開した。

　　・　河川については、親水機能の保全
と整備を図るため、低水護岸工等を
整備する河川環境整備事業や水環境
整備事業を推進した。また、親水型
公園の整備を図るため、ポートルネ
ッサンス２１計画を推進するとともに、
富岩運河環水公園の整備を図った。

　　・　海辺については、美しい海岸を守
り、さらに快適な環境づくりに配慮
して、自然海岸に近い景観を維持、
回復するため、構造物や工法等に工
夫した海岸整備を推進した。

　　・　農業用排水路、ダム、ため池等に
ついては、保全管理又は整備と一体
に、これらの有する水辺空間を活用

＊アダプト ･プログラム事業 … ボランティア市民や地元企業が「里親」となって、河川や海岸等の一定区間を「養
子」とみなし、清掃美化活動を行い、回収したごみは行政が引き取るなど、市民と行政が二人三脚で協力しながら、
継続的に活動を進めていく事業をいう。

　地域の住民等が主体となり、海岸や公園
等における継続的な美化活動を促進するた
め、「アダプト ･プログラム事業＊」が４市

町で３３団体の参加により行われた。県土美
化推進運動の概要は、図１‐３７のとおりであ
る。
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３　里や街における豊かな緑の保全と創造

�　里や街における緑の状況
　　緑は水源の涵養や大気の浄化、防風・
防砂等の防災の機能など人や動物が共存
していく上で重要な機能を有している。
また、人々の心を和ませ、心身をリフレ
ッシュさせる働きも持っており、緑は快
適な環境を創造していくための貴重な資
源となっている。
　　県では、代表的な森林６０か所を「とや
ま森林浴の森」として選定しており、そ
のうち立山の美女平と県民公園頼成の森
は「全国森林浴の森百選」にも選ばれて
いる。
　　また、置県百年を記念して、県民のだ
れもが利用できる総合レクリエーション
の場として県民公園を整備しており、都
市公園として新港の森、太閤山ランド、
自然風致公園として頼成の森、自然博物
園（ねいの里）、野鳥の園がある。
　　都市の中の自然を保全し、防災上の拠
点となる都市公園は、１３年度末現在
１，４００．４haで、人口１人当たり１２．８７㎡
（全国８．３５㎡）と全国に比べ大きく上回
っており、５９年度末の７．７３㎡�人と比較
しても着実に増加している。なお、農村
公園の面積は３８．３ha（１２年度）である。
　　また、公共施設等の緑化の現況（１３年
度）は、県管理道路は２０２．６㎞、学校（県
立学校）は５７．４ha、工場緑地は５３９．３ha
であり、さらに緑化の推進が必要である。
　　今後、すぐれた県土を守り、自然との
調和を図っていくため、多様な生物相に
配慮しながら良好な緑の保全と創造に努

めていく。

�　里や街における豊かな緑の確保
　ア　富山県花と緑の新世紀プラン等の推進
　　　花と緑の県づくりを推進するため、
「富山県花と緑の新世紀プラン」及び
全県域公園化推進プランに基づき、次
の各種施策を展開した。

　　�ア 　花と緑の推進
　　　　花と緑の銀行において次の施策等

を実施した。
　　　・　家庭や地域における緑化を進め

るために、花の苗や緑化木の配布
を行うとともに、グリーンキーパ
ー（花と緑の指導員）を１３年度の
１，０８８名から１４年度は１，２１６名に増
員した。

　　　・　花と緑のあふれるまちづくりを
進めるため、「地域をはぐくむ花壇
づくり事業」、「花づくりクオリテ
ィアップ推進事業」、「花だより花
壇維持管理事業」を実施した。

　　　・　花と緑に親しむ機会を創出する
ため、フラワーグリーンバスの運
行や、花と緑の冬のフェスティバ
ルを開催したほか、県内の花だよ
り情報を提供した。

　　　・　県民が親しみやすいドングリを
媒体として、自ら木の実を拾い、
植え、育てる「みんなで木を植え
る運動事業」を実施し、県民参加
の植樹運動を展開した。 

した親水施設、景観保全施設等の整
備を図るため、親水水路や湧水広場
等を整備する水環境整備事業や水辺
環境整備事業を推進した。

　　・　名水を保全するため、市町村が実
施する名水等の環境保全整備計画作
成事業に対して助成を行った。

　　・　「とやまの名水」の飲用に起因す
る健康被害の発生を防止するために、

市町村が実施する水質検査、看板の
設置や周辺の環境整備に対する助成、
衛生管理マニュアルの策定、配布を
行うとともに、「とやまの名水ネット
ワーク協議会」を設置し、管理者、
市町村等における情報交換や技術の
向上を図るなど、「とやまの名水」を
安心して利用できるよう衛生管理の
徹底に努めた。
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　　�イ 　うるおいある環境づくり
　　　　街路樹整備を推進したほか、河川

沿いの並木の保全や創出、堤防法面
の緑化、海岸線の砂防林、防潮・防
砂林の整備・保全を推進した。

　　�ウ 　都市緑化
　　　　都市空間での緑の創出のため、都

市部の県有施設の緑化を推進した。

　イ　県民公園等の整備
　　　県民公園等については、身近な緑に
配慮した適切な管理に努めた。

　　　新港の森については、２０００年国体野
球競技の実施にあたり、１０年度にスコ

アボード、内野スタンドの改修、１１年
度にグランドの改修、１２年度には公衆
便所１基を改築する等の整備を行った。
なお、１４年度の施設利用状況は、１３，５５８
人であった。

　　　一方、空港スポーツ緑地は、常緑広
葉樹を中心とした多層構造の植栽が施
されており、１４年度の施設利用状況は
１７，２５０人であった。

　ウ　その他の対策
　　　緑花推進県民会議や県土美化推進県
民会議の取組みにより、県民が主役の
花と緑の県づくりの推進に努めた。

４　ゆとりのある空間と美しい景観の創造

�　景観の状況
　　本県は、山、川、平野が一望できるま
とまりのある地形の中に、雄大な立山連
峰や緑豊な砺波平野等の散居村のほか、
水に彩られた富山湾や多くの河川や水路、
歴史や文化が息づく伝統的な町並みなど、
多様で個性豊かな景観が形成されている。
　　近年、地球環境問題の顕在化やライフ
スタイルの多様化などに伴い、うるおい
や安らぎを感じることができるゆとりあ
る空間や調和のとれた景観がますます重
視されてきている。
　　しかし、農村部における沿道立地型の
大型商業施設の進出、大規模な宅地開発
の進行、都市部における建築物の高層化
や大規模化、街路の拡幅整備などによる
町並みの変化、さらに、屋外広告物の無
秩序な設置や大型化など、景観を取り巻
く環境の変化には著しいものがある。
　　このようなことから、うるおいのある
景観づくりを総合的、計画的に推進する
ため、１４年９月に「富山県景観条例」を
制定したところであり、今後、条例に基
づき、景観の保全及び創造に関する施策
を実施していくことにしている。

�　ゆとりのある空間と美しい景観の整備
　ア　景観条例の制定

　　　うるおいある景観づくりを全県的に
推進するために「富山県景観条例」を
制定した。

　イ　各種計画等に基づく施策
　　�ア 　各種公共事業や民間の開発事業の

際に、景観について適切な配慮が払
われるよう誘導や指導を行った。こ
の際、地域ごとの目標に沿った景観
整備を推進するため、ふるさと環境
総合整備ガイドライン、都市景観形
成ガイドライン、新とやまのみちＢ
ＩＧ作戦、河川環境管理基本計画等
に基づいて、次の諸施策を推進した。

　　　・　景観に配慮した多自然型川づく
りをめざし、広域基幹河川改修事
業等を推進した。

　　　・　自然景観と調和した海岸を形成
するため、雨晴海岸について、エ
コ・コースト事業を実施した。

　　　・　伏木富山港海岸（新湊地区）に
おいて、ふるさと海岸整備事業に
より、階段式護岸と離岸堤を整備
した。

　　　・　砂防事業の実施にあたっては、
渓流の持つ優れた景観や生態系等
の自然環境と調和し、個々の渓流
の特色を活かした水と緑が豊かな
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渓流づくりを推進した。
　　　・がけ崩れ対策の実施にあたっては、

斜面が有する優れた景観や生態系
を保全する観点から自然環境や景
観上良好な状態を保ちつつ、緑豊
な斜面空間の創出を推進した。

　　　・　道路景観の向上、沿道景観の向
上、とやまらしいみちづくり、道
路緑化等を目指す「新とやまのみ
ちＢＩＧ作戦」を推進した。

　　　・　安全かつ円滑な道路の確保と景
観の整備等を図るため、オフイス
街や景観の優れた地域で電線類の
地中下を図った。

　　�イ 　田園空間整備実施計画（となみ野）
に基づき中核施設や地域拠点の整備
を進めた。また、地域住民や関係団
体、企業、市町村、県等で構成され
た散居村保全委員会及び地域懇談会
で、ソフト、ハードを含めたプログ
ラムの検討などに取り組んだ。

　　　　さらに、緑豊かな散居景観を保全・
育成するため、散居景観保全事業に
より、屋敷林の維持管理など、住民
の活動を支援した。

　　�ウ 　棚田地域の農地等の有する県土の
保全、水資源の涵養、景観の保全、

伝統・文化の継承等の多面的機能の
良好な発揮と集落の活性化を図るこ
とを目的として、「富山県棚田地域水
と土保全基金」を造成しており、棚
田保全の必要性等を啓発するため、
棚田保全活動に対する都市住民の参
加促進や活動推進、棚田オーナー制
等への活動支援を実施した。

　　�エ 　農山漁村地域において、自然景観
の保全や農山漁村の持つ多面的機能
の維持向上などを推進するため、自
然文化や人々との交流を楽しむ滞在
型の余暇活動（グリーン・ツーリズ
ム）の普及啓発を図るとともに、市
町村の取組みに対しても支援した。

　ウ　屋外広告物の規制
　　　公衆への危害防止と美観風致の維持
のため、屋外広告物規制制度の普及啓
発に努めた。

　エ　土地対策要綱等による対策
　　　土地対策要綱等において、大規模な
開発行為を行おうとする際には、開発
行為届出書の提出を求め、周辺の景観
との調和の観点からも審査を行った。

５　歴史や文化が生かされた環境の保全と創造

�　歴史や文化がいかされた環境の状況
　　歴史や文化がいかされた環境は、地域
をとりまく自然的、社会的条件から生ま
れ、私たちにうるおいややすらぎ、文化
のかおりといった精神的な恵みを与えて
くれることから、これを保全し創造する
ことが求められている。
　　県内には、山、川、海、そして雪には
ぐくまれた風土により、生活に根ざした
祭りや生活習慣が各地に伝えられている
ほか、世界遺産に登録されている五箇山
の合掌造り集落、国宝に指定されている
瑞龍寺をはじめすぐれた名勝、天然記念
物、埋蔵文化財等が多くある。
　　環境省では、地域のシンボルとなって

いる音の聞こえる環境（音風景）で保全
することに意義のあるものを「日本の音
風景百選」として認定しており、本県か
らは、立山町の「称名滝」、八尾町の「エ
ンナカの水音とおわら風の盆」、井波町の
「井波の木彫りの音」の３か所が選ばれ
ている。
　　さらに、県では、自然や伝統産業など
地域のシンボルとして親しまれ、県民が
大切にし、将来残していきたい音風景５０
件を「とやまの音風景」として認定して
いる。
　　また、環境省では、地域の自然・文化・
生活に根ざした良好なかおりのある風景
１００地点を「かおり風景百選」として認定
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しており、県内からは、富山市の「富山
の和漢薬のかおり」、砺波市の「砺波平野
のチューリップ」、宇奈月の「黒部峡谷の
原生林」の３件が選定されている。

�　歴史や文化がいかされた環境の保全と
創造
　ア　ふるさと環境整備事業ガイドライン
等による対策

　　・　ふるさと環境整備事業ガイドライ

ンに基づき、県民と県、市町村が協
力して、歴史的文化的資産をいかし
た街づくりを推進した。

　　・　市町村が実施するまちなみ保全環
境整備や景観整備等の優れた景観整
備事業に対して助成を行った。

　　・　市町村等が実施する史跡、名勝等
の積極的な活用を図ったいわゆる文
化財公園等に対して助成を行った。

　イ　うるおい環境とやま賞
　　　人々が心に ｢ゆとり ｣や ｢うるお
い」を感じる富山県内の建造物や施設
等によって形成される景観で、地域の
魅力やシンボルとなっているものや地
域住民等の創造工夫や努力によって魅
力が創出されている景観のうち、特に
すぐれたものを「富山県うるおい環境
づくり会議」が「うるおい環境とやま
賞」に選定しており、１４年度は表１‐４９
のとおり５物件が受賞した。

所在地市町村顕　彰　物　件　名

八 尾 町桂樹舎和紙文庫

滑 川 市中川放水路「のぞみ川」

八 尾 町八尾町ゆめの森交流施設

砺 波 市夢の平「展望台」周辺

細 入 村割山森林公園「天湖森」

　表１‐４９　「うるおい環境とやま賞」顕彰物件（１４年度）

６　快適トイレの推進

�　快適トイレ推進プランの推進
　　生活水準の向上などに伴い、快適な生
活環境に対するニーズも多様化してきて
いるため、公共トイレ以外のトイレにつ
いても、“いつでも、どこでも、だれでも、
安心して、快適に”利用できる、安らぎ
ある「人間空間」であることが強く求め
られている。さらに、バリアフリー等の
福祉面や省資源・省エネルギー等の環境
面、その他青少年教育、防災等の面にも

配慮したトイレが必要となってきている。
　　このようなことから、県では公共トイ
レに限らず、学校、山岳地、事業所等様々
な場所（分野）に設置されているトイレ
を快適にするための総合的な取組みを推
進するため、１２年３月に「富山県快適ト
イレ推進プラン」を策定しその普及を図
っている。その概要は表１‐５０のとおりで
ある。

かおり風景百選「黒部峡谷の原生林」
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“いつでも、どこでも、だれでも、安心して、快適に”利用できる、“環境に配慮した”トイレの推進基本目標

公共トイレ、学校のトイレ、山岳地のトイレ、事業所のトイレ、家庭のトイレ、工事現場などの仮設
のトイレ対象施設

・快適性の向上
・環境への配慮
・バリアフリーからユニバーサルデザインへ

（可能な限りすべての人が便利に、快適に利用できるための配慮）
・災害時の備え
・適切な維持管理
・利用マナーの教育・啓発

配慮指針

普及啓発の推進
・研修会等の開催
・グッドトイレコンテスト等の実施
・クリーンキャンペーン等の実施
財政的な支援等
・市町村等に対する支援
・山岳地トイレに対する支援
調査研究
・「準公共トイレ」制度の創設
・チップ制又は有料制の導入

推進施策

　表１‐５０　快適トイレ推進プランの概要

�　快適なトイレの整備
　　きれいで利用しやすい快適なトイレの
整備促進を図るため、民間の山小屋事業
者が設置する環境に配慮したトイレの整
備に助成した。
　　このほか、快適なトイレ推進セミナー

を開催するとともに、国、県、市町村、
事業者等が設置するトイレを対象にグッ
ドトイレ及びグッドメンテナンスの部門
について、コンテストを行い、表１‐５１の
施設をさわやか賞として表彰した。

所在地施　　　設　　　名部　　　　門

立 山 町立山一ノ越公衆トイレ

グッドトイレ

高 岡 市二上山鉢伏園地公衆トイレ

福 光 町福光駅前公衆トイレ

砺 波 市砺波市立出町小学校

富 山 市Ａ・Ｏ・Ｚ・Ｏ・Ｒ・Ａ（あおぞら）

城 端 町東海北陸自動車道城端サービスエリアグッドメンテナンス

　表１‐５１　グッドトイレコンテスト「さわやか賞」受賞トイレ（１４年度）
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第 ６ 節 地球環境の保全への行動と積極的貢献
　地球環境問題＊１は人類共通の最重要課題
の一つとなっているが、これらの問題は、
資源やエネルギーの消費と関連し、県民の
日常生活や通常の事業活動に深くかかわっ
ており、県民や事業者等と連携、協力した
積極的な行動が求められている。
　また、地方自治体は現場に最も近いとこ
ろで利害関係者の調整を行うことができる
こと、我が国が産業公害を克服する過程で
環境保全施策をリードしてきたことから、

その役割は非常に大きいものと期待されて
いる。
　本県は、交流の歴史や産業の集積、日本
のほぼ中央に位置するという地理的条件を
有していることから、このような条件をい
かして、環日本海諸国との様々な交流や国
際協力に取り組んでいる。今後とも、「世界
に開かれ貢献する富山」の実現を目指し、
環日本海地域の環境の保全と創造に積極的
に貢献する。

１　地球環境保全のための対策の推進

�　地球環境問題の状況
　　地球温暖化は、地表から放射された熱
を吸収し、再び地表に放射して温度を上
昇させる効果をもつ二酸化炭素等の温室
効果ガス＊２が、近年の人間活動の拡大に
伴って大量に排出されることによりおき
るといわれている。地球温暖化による、
海面水位の上昇、異常気象の頻発化、健
康、生態系、食糧生産への悪影響が懸念
されている。
　　県内の温室効果ガス排出量（二酸化炭
素換算）は、２年度は１２，４２４千ｔ‐CO２�
年、１２年度は１３，１８０千ｔ‐CO２�年であり、
１０年間で６．１％増加した。
　　主要な温室効果ガスである二酸化炭素
の県内における排出量は、図１‐３８のとお
り、２年度は１１，５７４千ｔ‐CO２�年、１２
年度は１２，４３２千ｔ‐CO２�年であり、１０年
間で７．４％増加しており、部門別排出量で
は、民生部門での割合が高くなっていた。

また、１２年度の二酸化炭素排出量は、全
国の１．０％に相当し、県民一人当たりでは
１１．１ｔ‐CO２であった。
　　一方、本県は、森林が多く緑が豊かな
ことから、植物により相当量の二酸化炭
素が吸収されていると見込まれる＊３。

　　しかしながら、最も主要な温室効果ガ
スである二酸化炭素は、人間活動のあら
ゆる場面において排出されており、その
削減に当たっては、現代の大量生産、大
量消費、大量廃棄の社会経済システムの
変革に向けた取組みが必要である。
　　また、その他の温室効果ガスであるメ
タン、一酸化二窒素、代替フロンについ
ても、それぞれの排出実態を踏まえた対
策が必要である。
　　オゾン層は、地球を取り巻いている成
層圏にあって、有害な紫外線から地球上
の生物を守っているが、近年、私たちが
使用したフロン類＊４が成層圏まで達して

＊１地球環境問題 … 人の活動による地球温暖化、オゾン層の破壊、海洋の汚染、野生生物の種の減少、有害廃棄物
の越境移動に伴う環境汚染、酸性雨、砂漠化、森林（特に熱帯雨林）の減少をいう。

＊２温室効果ガス … ９年１２月に採択された気候変動枠組条約京都議定書では、対象となる温室効果ガスを二酸化炭
素のほか、メタン、一酸化二窒素、さらに冷媒やエアゾール分野等で使用されているハイドロフルオロカーボン
（HFC）、半導体エッチングガス等やイナートリキッド（不活性液体）用に使用されているパーフルオロカーボ
ン（PFC）、及び電気絶縁ガスや半導体エッチングガス等に使用されている六ふっ化硫黄の６種類と定めた。な
お、HFC以下の３種類のガスは代替フロンとも呼ばれている。同条約に基づく我が国の報告書（１９９７年）によれ
ば、主要な発生源は、メタンは燃料の燃焼・漏出（１８％）、家畜の腸内発酵・糞尿管理（２９％）、稲作（２５％）及
び固形廃棄物の埋め立て（２４％）とされており、一酸化二窒素は燃料の燃焼（６３％）、アジピン酸等製造プロセ
ス（２２％）とされている。温室効果ガスの総排出量は、各温室効果ガスの排出量を二酸化炭素に換算し、合算し
て算定する。環境省によれば、我が国が排出する温室効果ガスのうち、地球温暖化への直接的寄与度は二酸化炭
素が９２．９％を占めると報告されている（２０００年度）。

＊３二酸化炭素の吸収量 … 大気中の二酸化炭素は、植物等により吸収されている。我が国全体の吸収量（７年度）
は９４，６１９千トンと発表されている。

＊４フロン類 … 正式にはクロロフルオロカーボン (CFC) 等と称されるフッ素を含む炭化水素で溶剤や冷媒等に多
量に使用されてきた。大気中に放出されたフロン類は、ほとんど分解されず上空の成層圏まで到達し、ここで放
出された塩素原子が成層圏中のオゾンを破壊していく。このため、いわゆるウィーン条約やモントリオール議定
書により国際的な枠組みで生産規制等が実施されている。また、近年、フロン類の代わりに使用できてオゾンの
破壊能力がないか相対的に小さい物質が開発されており、これらを代替フロンと呼んでいる。
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オゾン層を破壊している。フロン類の生
産、輸入は法令等により段階的に廃止さ
れつつあるが、過去に生産された冷蔵庫
等に充填されているフロン類の大気中へ
の放出を防いでいく必要がある。
　　酸性雨は、硫黄酸化物や窒素酸化物が
地域の大気を汚染するだけでなく、地域
や国境を越えて移動し、雲粒に取り込ま
れ、離れた地域で酸性の度合いが強い雨
が降るものである。県内の雨水の酸性度
は、６１年度以降年平均 pH＊で４．５～５．１の
範囲で推移している。
　　このように人類に共通する重要課題と
なっている地球環境問題は、県民の日常
生活や通常の事業活動における資源やエ
ネルギー等の消費と密接な関係があり、
「地球規模で考え、足元から行動する」
といわれるようにすべての県民や事業者
を含むあらゆる主体が各々の役割に応じ
て自主的に環境保全に資するよう行動す
る必要がある。このため、１０年３月に

「富山県地球環境保全行動計画（地球に
やさしいとやまプラン）」を策定している。

�　地球環境の保全対策
　ア　地球環境保全行動計画（地球にやさ
しいとやまプラン）の推進

　　　地球環境保全行動計画に示す各種施
策を推進したほか、その着実な推進を
図るため、県民、事業者、行政それぞ
れの行動を盛り込んだリーフレットに
より、普及啓発を行った。計画の概要
は次のとおりである。

　　�ア 　県民、事業者、行政の役割
　　　・　県　民……環境にやさしいライ

フスタイルの形成
　　　・　事業者……環境にやさしい事業

活動の展開
　　　・　行　政……環境にやさしい地域

づくりの推進
　　�イ 　具体的な行動
　　　・　省エネルギ－及びエネルギ－の

　図１‐３８　富山県の二酸化炭素排出量

＊ pH … 水素イオン濃度指数のこと。７付近を中性、これより小さいものを酸性、大きいものをアルカリ性という。
雨水は空気中の二酸化炭素を吸収するため、大気が酸性物質に汚染されていなくても弱い酸性を示すことがあり、
pH５．６以下になった雨水等を酸性雨という。
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有効利用
　　　・　省資源やリサイクルの推進
　　　・　環境に配慮した自動車の利用と

交通対策
　　　・　フロン等の対策
　　　・　自然環境の保全と緑の創出
　　　・　身近な水環境や海洋環境の保全
　　　・　環境に配慮した企業活動
　　　・　調査研究等の推進
　　　・　国際環境協力の推進
　　�ウ 　計画の推進
　　　・　普及啓発と地域の環境保全活動

の推進
　　　・　県民や事業者の行動の支援・誘

導
　　　・　行政の率先行動
　　　・　県民、事業者、県、市町村、各

種団体等の協力体制の整備
　　　・　計画の点検と見直し

　イ　地球温暖化
　　�ア 　地球温暖化防止対策
　　　　地球温暖化対策に関する普及啓発

等を図るため、｢富山県地球温暖化
防止活動推進センター」に指定した
（財）とやま環境財団と連携した講演
会の開催やポスター等による普及啓
発、小学校高学年向けの地球環境問
題について自ら考え行動するための
啓発用冊子の作成・配布等を行い、
温暖化防止に資するライフスタイル
への変革等を呼びかけるとともに、
地球温暖化防止活動推進員の養成及
び推進員マニュアルの作成を行った。

　　　　また、省資源・省エネルギ－やリ

サイクルの推進、水力発電の導入等
自然エネルギーの利用、二酸化炭素
の吸収源になる森林の保全や緑化の
推進、温室効果ガスの環境調査等を
実施するとともに、低公害車や住宅
用太陽光発電システムの導入に対す
る支援を行った。さらに県職員のノ
ーマイカーデーや県民にマイカー自
粛を呼びかける「ノーマイカーデー
県民運動」を実施したほか、市町村
によるコミュニティバス導入実証実
験やパークアンドライド施設整備な
ど、公共交通活性化に向けた取組み
に対する支援を行った。

　　�イ 　温室効果ガス排出削減計画策定基
礎調査等の実施

　　　　本県の自然的、社会的特性と温暖
化の関係を検討するとともに、県民
及び事業者の地球温暖化対策や温室
効果ガス排出の実態を把握した。ま
た、温室効果ガス排出量の将来予測
を行い、今後の排出削減案等を検討
した。さらに、とやま２１世紀水ビジ
ョン推進会議に地球温暖化専門委員
会を設置し、地球温暖化が本県の水
資源に与える影響（特に河川流量の
変動等）について、シミュレーショ
ン予測を実施した。

　ウ　オゾン層の破壊
　　　オゾン層を保護するためには、オゾ
ン層を破壊するフロン等の使用を削減
するとともに、製品中に冷媒として使
用されているフロンについては、製品
が廃棄される際に回収するなど、大気
中への放出を抑制する必要がある。

　　　このため、フロン類が使用されてい
る業務用冷凍空調機器及びカーエアコ
ンの廃棄の際に、フロン類の適切な回
収、破壊等を推進するために、１３年６
月に制定された「特定製品にかかるフ
ロン類の回収及び破壊の実施の確保等
に関する法律（フロン回収破壊法）」に
より、回収等を行う事業者の登録業務
を行うとともに、立入検査を実施した。地球温暖化防止活動推進養成講座
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　表１‐５２　フロン回収破壊法に基づく回収業者等の登録者数

登　録　者　数
（１５年３月３１日現在）

内　　　　　　　　　　　　容名　　　　　　　称

１５９
使用済みとなった第一種特定製品（業務用冷凍空
調機器でフロン類が充てんされているもの）から
フロン類を回収する事業者

第一種フロン類回収業者

９８３
使用済みとなった第二種特定製品（カーエアコン
でフロン類が充てんされているもの）を引き取る
事業者

第二種特定製品引取業者

３４４
使用済みとなった第二種特定製品からフロン類を
回収する事業者

第二種フロン類回収業者

メタン
（ppm）

二酸化炭素
（ppm）

四塩化炭素
（ppb）

１，１，１－トリクロ
ロエタン（ppb）

フロン１１３
（ppb）

フロン１２
（ppb）

フロン１１
（ppb）

調査項目

１．７８～１．９３３３３～３８８０．０８～０．１００．０３～０．０４０．０７～０．０９０．４５～０．６００．２２～０．３５調査結果

　表１‐５３　フロン等の環境調査結果（１４年度）

　図１‐３９　主要フロン等の年平均値の経年変化

また、「富山県フロン回収・処理推進協
議会」において、フロン類の回収等に関
する普及啓発活動等を進めた。さらに、
フロン等の環境濃度を把握するため、
フロン１１や二酸化炭素等の７物質につ
いて、県内３地点で調査を行った。フ
ロン等の環境調査結果及び主要フロン
等の年平均値の経年変化は表１‐５３及
び図１‐３９のとおりであり、主な物質に
ついては、フロン１１が０．２２～０．３５ppb、
フロン１２が０．４５～０．６０ppb、二酸化炭
素が３３３～３８８ppmであり、全国的な水
準と同程度の値であった。

　エ　酸　性　雨
　　　硫黄酸化物及び窒素酸化物について

は、酸性雨の主な原因物質として排出
が抑制されるよう、ブルースカイ計画
に示す施策を推進した。

　　　酸性雨の調査については、引き続き
雨水や湖沼、森林のモニタリング、生
成機構・影響の調査研究を進めた。雨
水（降雪を含む。）及び湖沼の pH等に
ついての調査結果は、次のとおりであ
る。

　　�ア 　雨水
　　　・pH
　　　　　１週間降雨毎（自動採取法）の

測定値は、小杉町が４．１～５．９（平
均４．７）、立山町は４．３～６．６（平均
４．８）であり、全国の調査結果と同
程度であり、経年変化については、



１００

例年と比べて大きな変動はなかっ
た。

　　　・イオン成分降下量
　　　　　調査結果は表１‐５４のとおりで

あった。このうち主な項目につい
て、月別の降下量の推移をみると

季節風が吹き、大陸からの影響が
強いといわれている秋期から冬期
にかけて高い傾向がみられた。

　　　　　また、主な項目の経年変化につ
いては、例年と比べて大きな変動
はなかった。

　表１‐５４　イオン成分降下量調査結果（１４年度）

Na ＋K ＋Mg２＋Ca２＋NH４＋H ＋Cl －NO３－nss‐SO４２－SO４２－区　分

３３２１０７６３７５８６１３７８５１９４１３４小杉町

１１２５．３２９３１５７４７１３５４０８１９４立山町

（meq���年）

注　nss‐SO４２－（nss とは nonseasalt の略）は、海洋に由来しない成分、即ち陸上由来の硫酸イオン
降下量を表す。

成　　　分　　　濃　　　度（㎎��）アルカリ度
（meq ／ �）

pH
項　目

沼　名 T-AlNa ＋K ＋Mg２＋Ca２＋NH４＋Cl －NO３－SO４２－

０．１４４．２０．６３１．５７．１０．６４．７０．９１．５０．６７６．９最大
縄ヶ池

＜０．０５３．６０．３１１．０４．１＜０．１３．５０．２０．９０．３７６．５最小

　　�イ 　湖　　沼
　　　　縄ヶ池（城端町）で行った調査結

果は表１‐５５のとおりであり、pHに
ついては、６．５～６．９、アルカリ度に
ついては０．３７～０．６７meq/�であっ

た。また、湖沼の上層水及び下層水
の pH及びアルカリ度の経年変化に
ついては、例年と比べて大きな変動
はなかった。

　表１‐５５　湖沼調査結果（１４年度）

　　�ウ 　その他の関連調査
　　　　県内の森林地４地点（魚津市、八

尾町、福光町、小矢部市）について、雨

水の pHを調査したところ、年平均
値は４．６～４．８の範囲であり、森林地
以外の地域とほぼ同程度であった。

２　国際環境協力と環日本海地域の環境保全

�　国際環境協力と環日本海地域の環境保
全の状況
　　環日本海地域は、沿岸諸国にとって、
様々な恩恵をもたらす共有財産であり、
これらの海洋環境を保全するためには、
沿岸の諸国、地域、団体が連携協力し、
国際的な取組みを推進していく必要があ
る。
　　しかしながら、この地域での工業化の
発展や都市部への人口集中、漁業、海上

交通などの海域利用の拡大などは、閉鎖
性水域である北西太平洋の海洋環境に深
刻な影響をもたらすことが懸念されてい
る。
　　このため、県では、９年４月に任意団
体として環日本海環境協力センターを設
立し、対岸諸国の環境情報の収集や国際
会議の開催等の事業を実施してきた。こ
れらの実績が評価され、１０年９月に政府
所管の公益法人として�環日本海環境協
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力センター（ＮＰＥＣ＊１）が許可され、
環日本海地域の海洋保全に関する交流推
進事業、調査研究事業等を実施している。

�　国際環境協力の推進と環日本海地域の
環境保全対策
　　ＮＰＥＣと連携し、次の環境保全に関
する交流推進、調査研究及び施策支援事
業を推進した。
　ア　本県が１１年７月からコーディネート
自治体を務める「北東アジア地域自治
体連合環境分科委員会」や環日本海地
域「山の生物多様性」国際シンポジウ
ムを１４年７月に開催し、環日本海地域
の環境保全についての情報交換や環境
協力事業についての検討を行った。

　イ　環境協力についての技術・ノウハウ
を有する国内及び中国の専門家を招き、
国際環境協力推進会議を開催し、環境
協力に関する意見及び情報の交換を行
った。

　ウ　対岸地域と環境実務協議団を相互に
派遣し、協力事業の協議や環境の状況
等の情報交換を行った。

　エ　環日本海地域の環境保全の基礎資料
とすること及び、地域住民の環境保全
意識の醸成を図ることを目的に、日本、
韓国、ロシアにくわえ、新たに中国の
自治体やＮＧＯの参加を得て、日本海
や黄海の海辺の埋没・漂着物調査を引
き続き実施した。また、１０年度から実
施しているロシア沿海地方との渡り鳥
に関する共同調査や中国遼寧省との水
質環境に関する共同調査研究について
も引き続き実施した。

　オ　北東アジア地域の地方自治体行政担
当者が、国際環境協力に関するノウハ
ウや環境保全対策技術等の情報を交換
するため、韓国忠清南道において「北
東アジア地域国際環境シンポジウム」
を開催した。

３　北西太平洋行動計画（NOWPAP）の推進

�　ＮＯＷＰＡＰの状況
　　国連環境計画（ＵＮＥＰ）では、閉鎖
性海域の環境保全がきわめて重要である
ことから、閉鎖性海域の沿岸国が海洋環
境の保全、海洋汚染緊急時への対応など

について「地域海行動計画」を策定する
ことを提唱している。そのうち、ＮＯＷ
ＰＡＰ＊２は、日本海及び黄海を対象とし
た地域海行動計画であり、日本、中国、
韓国、ロシアの４か国により６年に採択

海辺の埋没・漂着物調査

＊１NPEC … Northwest Pacific Region Environmental Cooperation Center(（財）環日本海環境協力センタ
ー）の略称。
＊２NOWPAP … Northwest Pacific Action Plan（北西太平洋行動計画）の略称。
＊３CEARAC … Special Monitoring and Coastal Environmental Assessment Regional Activity Center

（特殊モニタリング・沿岸環境評価地域活動センター）の略称。

ロシア沿海地方との渡り鳥共同調査
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された。
　　また、その後の政府間会合により各種
プロジェクトが決定されており、１１年４
月、北京で開催されたＮＯＷＰＡＰ第４
回政府間会合においては、ＮＰＥＣがＮ
ＯＷＰＡＰの特殊モニタリング・沿岸環
境評価地域活動センター（ＣＥＡＲＡ
Ｃ＊３）として指定され、国際的な役割を
担っていくことになった。１５年２月には、
各国の政府代表者及び専門家や国連環境
計画（ＵＮＥＰ）事務局の代表者等が出
席してＣＥＡＲＡＣフォーカルポイント
会議が富山市において開催され、２００３年
の活動計画等が承認された。
　　一方、１２年１２月に東京で開催されたＮ
ＯＷＰＡＰ第６回政府間会合において、
ＮＯＷＰＡＰの活動の連絡調整等を担う
地域調整部（ＲＣＵ＊）を、日本の富山市、
韓国の釜山市に共同設置することがメン
バー国間で合意され、１３年２月のＵＮＥ
Ｐ管理理事会において、このＲＣＵの共
同設置が正式に承認された。さらに、１４
年３月にウラジオストクで開催されたＮ
ＯＷＰＡＰ第７回政府間会合では、ＲＣ
Ｕ富山事務所と釜山事務所の業務分担や
職員配置等ＲＣＵの設置体制についてメ
ンバー国が合意した。
　　ＲＣＵ富山事務所の設置については、
ＵＮＥＰと我が国政府との間で、合意文
書（ホスト国アグリーメント）の締結に
ついて協議が行われるなど、設立に向け
て準備が進められている。 

�　ＮＯＷＰＡＰの推進
　　ＮＯＷＰＡＰのＣＥＡＲＡＣとして指
定されたＮＰＥＣと連携し、環境省の支
援のもとに、次のＮＯＷＰＡＰ推進事業
を実施した。
　ア　ＮＯＷＰＡＰのモニタリングプログ
ラムの策定に関する基礎資料を得るた
め、河口海域モニタリング調査や大気
降下物による海洋環境への負荷量モニ
タリング調査等日本海等の環境影響調
査を実施した。

　イ　リモートセンシングによる環境モニ
タリング手法の開発を推進するため、
国内の学識者等による研究会を引き続
き開催し、リモートセンシングの活用
に関する基本的な進め方の検討等を行
った。

　ウ　赤潮を含む有害藻類の異常繁殖（Ｈ
ＡＢ）に関する調査を進めるため、国
内の学識者による助言委員会を開催し、
ＮＯＷＰＡＰ地域における取組状況の
調査結果について検討した。

　エ　生物評価法（バイオアッセイ）を活
用した海洋環境モニタリング手法の開
発を推進するため、国内の学識者等に
よる研究会を引き続き開催するととも
に、「北西太平洋地域における海洋環境
のバイオアッセイに関する国際ワーク
ショップ」を開催した。

　オ　富山県環境科学センター内に設置し
た「環日本海海洋環境ウオッチシステ
ム」により衛星から受信した、海洋環
境データを解析し、ＮＯＷＰＡＰ関係
国を含む国内外に発信した。

＊RCU … Regional Coordinating Unit（地域調整部）の略称。

CEARACフォーカルポイント会議
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４　日本海学の推進

�　日本海学の概要
　　環日本海域は、２１世紀に大きく発展す
る可能性を有している一方で、急激な近
代化・工業化や人口の集中により、国境
を越えた環境破壊、生態系の崩壊が懸念
されている。
　　こうしたなか、県では、環日本海域の
２１世紀における持続的発展を可能とする
ためには、環日本海域が抱える問題をト
ータルに据え直し、今後のあり方を探っ
ていくことが重要であるとの認識のもと、
「日本海学」の確立を提唱している。
　　日本海学は、日本海及び環日本海域の
過去・現在・未来にわたる人間と自然の
かかわり、地域間の人間と人間のかかわ
りについて、総合学として学際的に調査
研究するものであり、「循環」、「共生」、
「日本海」の３つの視点に基づき、①環
日本海自然環境、②環日本海交流、③環
日本海文化、④環日本海の危機と共生、
という４つの研究対象分野で構成されて
いる。
　　日本海学の取組みは、環日本海地域の
様々な危機を回避し、持続的な発展に向
けた環境との共生をめざすものであり、

県では、２１世紀の諸問題への提言を環日
本海地域から世界に発信することをめざ
し、日本海学を推進していくことにして
いる。

�　日本海学の推進
　　１４年度は、日本海学の確立・普及のた
め、１３年度に発刊した日本海学の新世紀
の第２集「還流する文化と美」に引き続
き、第３集「循環する海と森」を発刊し
た。また、日本海学シンポジウムを東京
及び富山で開催するとともに、日本海学
の視点から分かりやすく様々な分野を解
説した「日本海学講座」を開催したほか、
利賀サマー・アーツ・プログラム２００２で
の講演会、環日本海政策提言フォーラム
の開催協力などを行った。
　　また、日本海学を国内外に広く普及推
進していくため、�富山国際センター内
に「日本海学推進機構」を設立した。今
後、研究プロジェクトの企画や研究成果
のデータベース化に取り組むほか、研究
委託事業の実施や大学連携講座をはじめ
とした各種セミナーを開催することにし
ている。
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第 ７ 節 環境の保全及び創造に向けたみんなの行動
　健やかに暮らせる良好な環境、環境にや
さしい循環型社会、そして自然と共生した
うるおいのある環境などを実現するために
は、行政のみならず、県民、事業者等の社
会の構成員すべてが公平な役割分担のもと、
自主的かつ積極的に環境にやさしい行動に
取り組むことが必要である。そのためには、
人間と環境とのかかわりについて幅広く理
解を深め、環境保全意識を体得し、身近な
ところから具体的に行動することが必要で

あり、さらにこうした活動を支援する仕組
みを構築することが重要である。
　このような観点から、環境の保全及び創
造に向け、みんなが環境にやさしい行動を
する社会の実現をめざして取組んでいる。
　また、県は事業者や消費者としての側面
を持っており、県民、事業者、市町村の自
主的な行動を促すためのモデルとなるよう、
環境に配慮した事業活動の率先実行に努め
ている。

１　環境保全活動へのみんなの参加

�　環境保全活動の状況
　　県では、環境意識の高揚や環境保全に
関する知識の普及、環境保全活動の支援
などを継続的に実施していくための財源
を安定的に確保するため、元年度に基本
財産４億円の環境保全基金を設置した。
　また、県民、事業者、行政が一体となっ
て、地域に根ざした環境保全活動を推進
するための拠点として、３年に「財団法

人とやま環境財団」を設立した。同財団
では、表１‐５６のとおり、各種事業を行っ
ている。
　　今後、環境保全活動への参加を一層推
進するためには、事業のより一層の推進
が必要なことから、同財団の財政基盤の
充実に努めているところである。
　　一方、事業者においては、経営管理の
一環として、ISO１４００１等の環境マネジメ

・環境情報等収集・提供事業
・環境教育資料作成・提供事業

環境情報基盤整備事業

・啓発パンフレット等作成事業
・新聞・ラジオ等による普及啓発事業
・講演会等啓発行事開催事業
・自然解説事業
・リサイクル認定事業

普及・啓発事業

・環境保全活動の相談・指導
・講演等への講師の派遣

相談・指導事業

・環境保全活動実践モデル校の交流事業
・環境に関する出前講座
・ケナフを教材とした総合的体験学習の推進
・ふるさと環境学習クラブの育成事業
・廃棄物減量等推進員研修

指導者養成事業

・環境保全団体の育成・助成事業
・普及啓発事業の後援・助成事業
・後援・協賛事業

支援事業

・循環資源活用懇談会事業
・環境問題についての意識調査

調査・研究事業

・ナチュラリストの派遣ナチュラリストバンク事業

・シンポジウム、講演会の開催
・啓発ポスターの作成
・地球温暖化防止活動推進員の養成

地球温暖化防止活動推進セ
ンター事業

・機関紙等の発行その他の事業

　表１‐５６　�とやま環境財団の主要事業の概要（１４年度）
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ントシステムを導入する等環境保全への
自主的取組みが進みつつあり、県では、
こうした取組みや、中小企業が整備する
公害防止施設、廃棄物の再資源化・再生
利用施設、また、低公害車の購入など様々
な取組みに対し、低利融資を実施してい
る。
　　このほか、特定工場においては、公害
防止組織の整備に関する法律に基づき、
公害防止統括者、公害防止主任管理者、
公害防止管理者を選任し、公害防止体制
の整備を図ることになっており、１４年度
末現在で公害防止統括者が２０７人、公害防
止主任管理者が２３人、公害防止管理者が
３８２人選任されている。
　　環境保全活動を各地域で普及し推進す
る環境保全活動推進員については、２年
度から７年度までに２８９名養成されてお
り、さらに環境保全活動に関心のある県
民が情報を交換し、活動の推進やレベル
の向上を図るため、環境保全活動推進員
を中心に「環境ネットワークとやま」が
１０年１０月に設立され、機関紙の発行など
を行っている。
　　さらに、県公共交通利用促進協議会が、
企業、行政機関等をはじめ、県民にマイ
カー自粛を呼びかける「ノーマイカーデ
ー県民運動」を実施し、車から徒歩、自
転車、公共交通機関の利用へと移動手段
の転換の推進を図っている。
　　このほかにも、県内には、環境保全活
動に取り組む個人、団体（ＮＰＯ）が多
くあり、環境の美化・整備、環境の調査、動
植物の愛護・保全、県民への普及啓発な
ど、多様な取組みが行われており、県で
は、�とやま環境財団に環境保全相談室
を設け、情報提供するなど支援を図って
いる。
　　さらに、県では、各種計画の策定にあ
たっては、県民等の意見（パブリックコ
メント）を募集するなど、県民参画の開
かれた行政を推進し、県民等とのパート
ナーシップのもと環境の保全と創造に取
り組んでいるところである。
　　なお、１４年８月２６日から９月４日にか

けて、南アフリカのヨハネスブルグにお
いて、持続可能な開発に関する世界首脳
会議（通称「ヨハネスブルグサミット」）が
開催された。会議では、政治宣言、世界
実施文書が合意されたほか、多くの国、
国際機関、ＮＧＯ等により約束文書が提
出された。県内でも、環日本海政策提言
フォーラムが約束文書の提出に向けた活
動を行った。

�　環境保全活動の推進
　ア　�とやま環境財団への支援等
　　　６月の環境月間には、６月５日の環
境の日を中心に、ポスターの募集や展
示、講演会や環境を考えるバス教室の
開催、企業に対する環境行事の実施の
呼びかけ等を行ったほか、地域に根ざ
した環境保全活動に県民、事業者、行
政が一体となって取り組むため、�と
やま環境財団が実施する環境情報の収
集や提供、環境教育資料等の作成、新
聞やテレビ等による普及啓発の各種事
業に対して支援を行った。

　　　また、県民、事業者等に対して環境
保全活動の普及を図るため、�とやま
環境財団内に設置した環境保全相談室
において、ボランティア団体等の活動
支援及び環境保全に関する情報提供や
相談業務を実施した。

　　　このほか、環境保全活動推進団体等
の活動や普及啓発事業に対し助成する
とともにナチュラリストを派遣するナ
チュラリストバンク事業を実施した。

環境の日記念行事
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　イ　企業への支援等
　　　企業における環境保全活動を支援す
るため、次の事業等を推進した。

　　�ア 　事業活動に伴う環境への負荷の低
減を促進するため、環境に配慮した
企業行動のマニュアル等を利用し、
環境マネジメントシステムの普及に
努めた。

　　�イ 　幅広い事業者が自主的かつ効果的
に環境保全の取組みに着手できるよ
う、環境活動評価プログラム（エコ
アクション２１）の周知に努めた。

　　�ウ 　中小企業者の環境問題への適切な
対応を図るため、�富山県新世紀産
業機構において、専門家による相談

指導や情報提供を行った。
　　�エ 　中小企業者における環境の保全及

び創造に資する施設の整備を促進す
るため、長期で低利な中小企業環境
施設整備資金を融資した。この制度
は、中小企業者が設置する公害防止
施設、廃棄物の資源化・再生利用施
設、地下水の保全施設及び山岳地ト
イレの整備や低公害車の購入等に融
資するものであり、１４年度の融資状
況は、表１‐５７のとおりである。

　　�オ 　事業者における環境管理に関する
国際規格の認証取得を支援するため、
低利な資金融資を行った。

　表１‐５７　公害防止施設等に対する融資制度の実績（１４年度）

金　額（千円）件　数種　　　　　　　類

１１３，０００４中小企業環境施設整備資金融資

――小規模企業者等設備導入資金

――中小企業高度化資金

――中小企業振興融資資金

　３，０００１農業近代化資金

１１６，０００５計

２　県自らの事業活動における環境への配慮の率先行動

　ア　本庁舎におけるＩＳＯ14001の取
組み

　　　持続可能な社会を実現するためには、
あらゆる事業者が環境への負荷の低減
を図る必要があることから、そのため
の手段としてＩＳＯ１４００１＊の認証を取
得する事業者が増えており、本県にお
ける認証取得件数は１４２件（全国は
１１，４７７件、１５年２月末現在）となって
いる。

　　　県では、１２年１２月に環境科学センタ
ーと工業技術センター生活工学研究所
において認証を取得した後、県庁本庁

舎においても、１４年１月に表１‐５８のと
おり環境方針を定め、環境マネジメン
トシステムの構築を開始し、１４年９月
に認証を取得した。

　　　この環境マネジメントシステムに基
づき、事業活動における環境への配慮
の率先実行として、オフィス活動にお
ける環境への配慮に取り組み、継続的
な改善を行った。また、県の開催する
会議、大会等における環境への負荷を
低減するため、「エコイベント実施方
針」を策定し、１５年度から運用するこ
ととした。さらに、県が実施する公共

＊ ISO１４００１　…　ISO（国際標準化機構）とは、１９４７年に設立された国際的な非政府組織（NGO）であり、設立以来、
工業製品等に関する規格を制定している。ISO１４００１は、環境マネジメントに関する国際規格で、企業活動、製品及
びサービスの環境負荷の低減など継続的な改善を図る仕組みを構築するための要求事項を規定している。
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工事による環境への負荷の低減のため
の配慮事項について検討を行った。

　イ　新県庁エコプランの推進
　　　１４年３月に策定した「新県庁エコプ
ラン（地球温暖化防止のための富山県
庁行動計画）」に基づき、県自らの事務
及び事業に伴い排出される温室効果ガ
スの排出抑制のための取組みを推進し
た。

　　　新県庁エコプランの概要は、次のと
おりである。

　　�ア 　計画期間
　　　　１４年度から１８年度までの５年間
　　�イ 　対象機関
　　　　県が自ら管理運営するすべての機

関
　　�ウ 　削減目標
　　　ａ　温室効果ガスの排出に係る削減

目標
　　　　　県の事務事業に伴う二酸化炭素

の排出量を１８年度までに１２年度比
で５％削減する。

　　　ｂ　項目ごとの削減目標
　　　　　電気使用量 ……………５％削減
　　　　　庁舎燃料使用量 ………５％削減
　　　　　公用車燃料使用量 ……５％削減
　　　　　水（上水道、地下水）使用量
　　　　　　　　　　　　　 ……５％削減
　　　　　紙（コピー用紙）購入量
　　　　　　　　　　　　　 ……２５％削減
　　　　　廃棄物の廃棄処分量 …２５％削減
　　�エ 　具体的な行動例
　　　　・照明や事務機器等の適正な使用
　　　　・冷暖房等の効率化
　　　　・公用車の使用抑制、環境に配慮

した運転
　　　　・節水、水の有効利用
　　　　・用紙類の使用削減、再使用
　　　　・グリーン購入の推進
　　　　・省資源・省エネルギーに配慮し

た施設の整備

県庁本庁舎における ISO１４００１の認証取得
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　表１‐５８　環境方針

環　　境　　方　　針
１　基本理念
　富山県は、立山連峰などの世界的な山岳景観や蜃気楼がみられる不思議の海富山湾など、豊かな
水と緑に恵まれています。この素晴らしい本県の環境は、先人の知恵と努力により守り育てられて
きたものであり、次の世代に引き継いでいくことは、現代に生きる私たちの責務です。
　しかしながら、私たちの今日の豊かな生活は、都市・生活型公害や廃棄物問題に加え、温室効果
ガスによる地球温暖化、酸性雨による森林や湖沼の被害、さらにはフロン等の排出によるオゾン層
の破壊など、地域や国境を越えた地球規模での環境に深刻な影響を与えています。
　これらの環境問題は、私たちの日常の生活や事業活動と密接に関わっていることから、大量生産、
大量消費、大量廃棄といったこれまでの社会経済システムや生活様式を見直し、自然環境との共生
を図りながら、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会を築いていくことが極めて重
要です。
　このため、県では、２１世紀の県づくりの指針となる「富山県民新世紀計画」に、新たに「環境立
県」を掲げたところであり、今後とも環境と調和した美しい地域づくりを積極的に推進していきま
す。
　

２　基本方針
　県では、基本理念を実現するため、循環と共生の視点に立ち、環境の保全と創造に関する施策の
展開や、事業活動における環境への配慮を自ら率先して実行します。また、県民、事業者、行政が
協力して環境にやさしい行動をする社会をめざし、県民や事業者の自主的かつ積極的な行動を支援
します。
　�　環境の保全と創造に関する施策の展開
　　・県内の環境の状況について十分監視するとともに、工場・事業場に対しては環境関連法規等

に基づき適切な指導を行い、安全で健康な生活環境を確保します。
　　・廃棄物の計画的かつ適正な処理を確保しながら、廃棄物の減量・リサイクルや省資源・省エ

ネルギーを推進し、環境への負荷が少ない循環型社会を構築します。
　　・すぐれた自然環境を保全するとともに、自然とのふれあいや生物多様性を確保し、自然と共

生したうるおいのある環境を実現します。
　　・心地よい水辺環境や豊かな緑の保全と創造、歴史や文化を活かした街づくりなど、快適な環

境づくりを推進します。
　　・環日本海域における海洋環境保全や国際環境協力を推進し、地球環境保全への行動と積極的

貢献に努めます。
　�　事業活動における環境への配慮の率先実行
　　・事業者であり消費者でもある県が、県民、事業者、市町村の自主的な行動を促すためのモデ

ルとなるよう、環境に配慮した事業活動の率先実行に努めます。
　　・県の事業活動においては、環境関連法規等の遵守や環境汚染の防止はもとより、環境への負

荷を最小限に抑えることに努めます。
　　・特に、本庁舎における様々な事業活動においては、廃棄物の減量やリサイクルの徹底、省資

源・省エネルギーの推進に努めます。
　�　県民や事業者における自主的かつ積極的な行動の支援・促進・定着
　　・県民や事業者が公平な役割分担のもとで、自主的かつ積極的に環境にやさしい行動をする社

会をめざし、環境の保全及び創造に向けたみんなの行動を推進します。
　　・みんなの行動の定着を図るため、環境問題の理解と対応のための教育、学習を進めます。
　
　これらの取り組みについては、環境目的及び環境目標を定めて積極的に推進するとともに、定期
的に見直しを行い、継続的に改善していきます。
　
　　平成１４年１月４日

富山県知事　　中　沖　　　豊　
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　　�オ 　そ　の　他
　　　　１０年１月に策定した「環境にやさ

しい県庁行動計画（県庁エコプラ
ン）」については、１３年度が最終年度
であった。この計画の１３年度の実施
状況は、表１‐５９のとおりである。

　ウ　グリーン購入の推進
　　　環境物品等（環境に配慮した製品や
役務）を積極的に調達することは、環
境物品等の市場形成や開発促進に寄与
し、環境負荷の少ない持続可能な社会
を構築するうえで、大きな意義がある
ことから、１２年５月に制定された「国
等による環境物品等の調達の推進に関

する法律（グリーン購入法）」に基づい
て、１３年４月に「富山県グリーン購入
調達方針」を策定している。県ではこ
の方針に基づき、紙類、納入印刷物、
文具類、ＯＡ機器など１４分野９９品目を
特定調達品目（重点的に環境物品等の
調達を推進する品目）に指定し、環境
物品等の積極的な調達に努めた。また、
１５年３月に特定調達品目を見直し、１４
分野１４４品目に拡大するとともに、富山
県リサイクル認定製品の優先的な調達
に努めることとした。

　エ　その他の率先実行
　　　公共交通機関の利用促進の観点から、

エコプラン
目 標 数 値

１３年度／
８ 年 度
Ｂ／Ａ×１００

　１３ 年 度
実　 績

Ｂ

８ 年 度
実　 績

Ａ
区　　　　　　　　分

増加させない７１．８％５５６．９７７５．３コピー用紙使用量（ｔ）紙

１１１．８％８８，０５１，４７８７８，７７１，４３４電気使用量（kWh）
電　
　

気
１０７．６％１，２４８，４３３１，１６０，３０５庁舎床面積（㎡）

抑制する１０３．９％７０．５６７．９単位面積当たり電気使用量（kWh／㎡）

９３．５％２，２９６，３６０２，４５６，３０８水使用量（ｍ３）

水 １２２．３％１，２３９，３１３１，０１３，５８５庁舎床面積（㎡）

１０％削減７６．４％１．８５２．４２単位面積当たり水使用量（ｍ３／㎡）

１０５．５％１５４３１，４６３ガソリン使用量（k �）
車
燃
料

９３．３％３０５３２７軽油使用量（k �）

１０％削減１０２．９％４，４４４４，３１７CO２排出量換算（ｔ－CO２）

９０．１％５，０１３５，５６２Ａ重油（k �）
庁　

舎　

燃　

料

８５．０％３，５６８４，１９６灯油（k �）

１２９．０％４，７１４３，６５３都市ガス（千ｍ３）

９０．５％９５１０５ＬＰガス（千ｍ３）

１０％削減９６．９％３２，４９３３３，５２８CO２排出量換算（ｔ－CO２）

２５％削減８０．０％２，７１３３，３９０廃棄物廃棄処分量（ｔ）廃
棄 １６０．４％１，１４５７１４リサイクル量（ｔ）

　表１‐５９　県庁エコプラン（８～１３年度）の実施状況について
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職員を対象にノーマイカーデーを実施
した。

　　　また、県は、低公害車の率先導入を
推進するため、「低公害車導入方針」を
策定しており、これに基づき、一般公
用車の導入にあたって低公害車を導入
した。

　なお、産業の発展と地球環境との共生を
目指し、環境保全活動に熱心に取り組む企
業や地方公共団体を表彰する第１２回地球環
境大賞において、本県が「優秀環境自治体

賞」を受賞した。
　本県の受賞は
　・�環日本海環境協力センターと連携し
た、対岸諸国との国際協力を通じた環
境保全

　・環日本海地域の交流と相互発展を目指
す「日本海学」の提唱

　・立山における環境保全
等の取組みが評価されたものであり、１５年
４月９日に東京都において授賞式が行われ
た。

３　環境問題の理解と対応のための教育・学習

�　環境教育・学習の状況
　　子どもたちの自主的な環境学習を推進
するため、７年６月から環境省の呼びか
けで「こどもエコクラブ（ふるさと環境
学習クラブ）」事業が各地で進められてい
る。県内では１４年度末で、４３クラブ、１，４２４
名の会員が登録されており（１４年度末現
在、全国では３，９９３クラブ、７７，４１７名）、
その活動の普及、支援を行っている。
　　また、小学生とその親を対象にした「親
子の水とのふれあいバス教室」を開催し、
川の水生生物の観察、下水処理場の見学
など体験学習を通じて、水環境の保全や
水の大切さについて啓発している。この
ほか、環境科学センターにおいて「夏休
み子供環境科学研究室」を開催している
ほか、県教育委員会では、環境教育実践
講座を実施するとともに、国の環境教育
担当教員講習会などに教員を派遣し、教
員の環境に関する意識や指導力の向上を

図るなど、環境教育基本方針に基づき、
学校における環境教育・学習の充実に努
めている。
　　さらに、小中学校における環境教育・
学習を支援するため、リサイクル推進や
地球温暖化防止に関する副読本を配布し
ているほか、愛鳥週間にあわせ、野鳥を
中心とした自然教室やバードウォッチン
グを開催している。

�　環境教育・学習の推進
　ア　バス教室等による教育・学習
　　　黒部川、庄川における水生生物の観
察等を組み入れた「親子の水とのふれ
あいバス教室」や「名水めぐりバス教
室」を実施し、水環境の保全や水の大
切さについて啓発した。また、森林に
対する関心を高めるため、森林浴等を
組み入れた「森林浴バス教室」、循環型
社会の構築について理解と関心を深め

夏休み子供環境科学研究室 親子の水とのふれあいバス教室（川の水生生物の観察）
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るため、廃棄物処理施設等を巡る「エ
コ・ライフバス教室」、野鳥観察につい
ての知識を得るとともに、野鳥保護に
ついて正しい理解を深めるため、「野鳥
とのふれあいバス教室」を実施した。

　イ　学校等における教育・学習
　　・　子供たちによる自主的な取組みを

推進するため、ふるさと環境学習ク
ラブの登録や環境保全活動実践モデ
ル校の交流発表会を行うとともに、
その活動を支援した。

　　・　県民の環境意識の高揚や環境保全
に関する知識の普及を図るため、希
望する学校、地域団体、企業などに
講師を派遣する「出前講座」を実施
した。

　　・　環境教育・学習の一環として、小
学生向け副読本「地球環境保全啓発
パンフレット（紙から地球を考え
る）」、「ごみ減量化・リサイクルハン
ドブック（リサイクルにアタック）」
を作成、配布した。

　　・　環境教育研修講座を開催し、学校
における環境教育の計画を作成した
ほか、環境教育に関する講演、実習

等を行った。
　　・　環境保全に積極的に取り組む児童

を育てるため、「こども県議会」での
提案を受けて、生長が早く紙の原料
となるケナフで作った手漉き葉書や
カードを活用して、地域の人々と交
流を深めるなど、県内２０の小学校に
おいて、ケナフを教材とする総合的
な体験学習を実施した。

　　・　小学校、中学校、高等学校、特殊
教育諸学校の教諭を対象に、環境教
育研修講座を開催し、環境教育に関
する講演、実習や学校における環境
教育の計画作成等を行った。

　　・　希望する小学校の教員を対象とし
て、環境保全に積極的に取り組む児
童を育てるため、「水質検査の方法」
や「水生昆虫の調べ方」など、総合
的な学習と関連する実験・観察巡回
研修を実施した。　

　　・　小学生を対象にした夏休み子供環
境科学研究室を開催し、県内の酸性
雨の状況やいろいろな水の pHの測
定、家庭からの排水の汚れや簡単な
測定方法等について実習を行ったほ
か、ビデオ、リーフレット等の各種
啓発用教材の整備を図った。

　　・　愛鳥思想の普及啓発のため、バー
ドウォッチングの開催や、野鳥を中
心とした自然教室を開催した。

　　・　ジュニアナチュラリストが、関心
を持って活動を続けられるよう、自
然観察会への参加やナチュラリスト
による自然解説活動の体験の機会を
提供し、活動を支援した。

環境保全活動実践モデル校交流発表会
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第 ８ 節 総合的視点で取り組む環境の保全と創造
　総合的視点で環境の保全と創造に取り組
み、今日の複雑化した環境問題に的確に対
応するため、公害防止計画を引き続き推進

するとともに、環境影響評価条例に基づき、
事業の実施による環境の悪化の未然防止に
努める。

１　環境問題の解決に向けた公害防止計画

�　公害防止計画の状況
　　県は、富山・高岡地域において、４９年
度以来５回にわたり公害防止計画を策定
し、各種の公害防止施策を推進してきた
結果、全般的には環境の改善が図られた
ところである。しかしながら、本地域に
おいては、道路交通公害対策、富山湾海
域の水質汚濁など、改善すべき課題が残
されていたことから、１１年１０月の内閣総
理大臣の指示に基づき、新たな公害防止
計画を策定し、１２年２月に内閣総理大臣
の承認を得た。
　　新たな計画では、１１年度から１５年度ま
での５か年において、富山市、高岡市、
新湊市及び婦中町の３市１町を対象地域
として、総合的な環境対策を推進するこ
とにしている。
　　なお、１３年３月３０日には、「公害の防止
に関する事業に係る国の財政上の特例措
置に関する法律（公害財特法）の一部を
改正する法律」が公布され、公害財特法

の有効期限が２３年３月３１日までの１０年間
延長されることとなっている。

�　公害防止計画の推進
　　神通川流域の農用地土壌汚染対策地域
については、公害防除特別土地改良事業
を引き続き推進し、復元工事が終了した
地域について、農業用水の水質・土壌・
植物体等の調査を実施した。
　　また、富山湾海域の水質汚濁対策とし
て、下水道の整備、合併処理浄化槽の設
置を推進した。
　　自動車騒音については、交通管制シス
テムの整備拡充、信号制御機能の高度化
などの交通流対策を講じた。
　　また、土地利用計画の適切な運用や住
工分離等の土地利用対策、固定発生源及
び移動発生源に対する大気汚染防止対策、
産業廃棄物処理計画や一般廃棄物処理基
本計画に基づいた廃棄物処理対策等の公
害防止対策を推進した。

２　事業実施に当たっての環境への影響評価の推進

�　環境影響評価条例の概要
　　県では、これまで２年６月に策定した
環境影響評価要綱に基づき、規模が大き
く環境に著しい影響を及ぼすおそれのあ
る事業について、事業者にあらかじめ事
業の実施による環境への影響を調査、予
測、評価させるとともに、関係住民の説
明会の開催等を指導してきた。
　　その後、県において制定した、「富山県
環境基本条例」及び「富山県環境基本計
画」で環境影響評価の推進が位置づけら
れたことや、国において、従来の環境影
響評価制度を見直し、充実するため、新
しい考え方を盛り込んだ環境影響評価法

が９年６月に制定されたことから、１１年
６月に「富山県環境影響評価条例」を制
定し、１１年１２月に施行した。環境影響評
価条例の概要及び特徴は、次のとおりで
ある。

　ア　環境影響評価法の制定に合わせ審査
手続等を充実（図１‐４０参照）

　　�ア 　審査手続を法対象事業とそれ以外
の事業でできるだけ共通化

　　　・個々の事業毎に環境影響評価の方
法を絞り込む仕組み（スコーピン
グ）を導入

　　　・評価項目を公害 ､自然のほか廃棄
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　図１‐４０　環境影響評価条例に基づく手続き
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物など環境基本条例の施策対象全
体まで拡大

　　　・関係地域の住民に限定している意
見提出者の地域限定を撤廃

　　　・住民による意見提出の機会を前記
スコーピング段階にも拡大

　　　・事業者が手続を再実施できる制度
を導入

　　�イ 　必要に応じて県が直接住民等から
意見を聴取する制度を導入

　　�ウ 　事業着手後の調査報告 ､立入検査
制度を継続

　イ　環境影響評価制度に係る対象事業の
拡大（表１‐６０参照）

　　�ア 　横出し事業（対象事業のうち法対
象事業以外の種類のもの）を拡大

　　�イ 　法対象事業より規模が小さいもの
も条例対象事業に追加

　ウ　富山県の特徴への配慮等
　　�ア 　豊かな緑の恩恵を受けている本県

の特徴に鑑み、環境保全等を目的と
して指定された地域（国立公園等）
内では、環境影響評価制度に係る対
象事業を拡大

　　�イ 　新たな事業計画の熟度を高めてい
く過程で、決定済みの事業計画など
の情報収集を幅広く行い、適切な予
測、評価を行うことにより、周辺の
環境との調和を確保

 

�　環境影響評価条例等の運用
　　本県では、これまで環境影響評価法及
び環境影響評価条例に基づき、環境影響
評価を実施した事業はないが、環境影響
評価要綱に基づき、レクリエーション施
設用地造成事業２件、事業場の建設１件、
廃棄物処理施設１件の４事業について環
境影響評価が実施されている。
　　また、環境影響評価条例の対象事業に
ならない開発事業については、公害防止
条例や土地対策要綱において、環境への
影響について事前審査制度を設けており、
これらの制度を十分活用して、大規模な
開発などによる環境の悪化の未然防止に
努めている。

�　公害防止協定と事前協議
　　富山県公害防止条例の規定に基づき、
工場等の新増設に当たっては、事業者と
事前に公害防止対策等について協議を行
い、計画段階からの公害の未然防止を図
っている。
　　また、この際、必要に応じて事業者と
地元市町村等との公害防止協定の締結を
指導している。

�　土地対策要綱等に基づく指導
　　土地対策要綱等において、一定規模以
上の土地の開発に当たっては、事前届出
制とし、また、開発事業者に環境影響評
価に準じた調査等を指導するなど、自然
環境や生活環境の保全等を図ることとし
ている。

３　環境の保全及び創造を支える調査研究等の推進

　環境のモニタリングは、環境保全目標の
達成状況や大気、水質等様々な環境質の現
況の解析や将来予測のために、また、環境
影響評価の基礎資料等として不可欠である。
　また、地球環境問題の解決、生物多様性
の確保、長期的な環境リスクの評価等の分
野において知見の集積等を進めるための調
査研究の推進が求められている。
　さらに、地方の試験研究機関では、地域

の環境保全に密着した取組みの推進が求め
られている。
　このため、県では環境科学センターにお
いて、大気汚染、水質汚濁、地下水障害等
の状況について定期的な監視調査、酸性雨
の影響調査、環境に係る調査分析手法の研
究などの調査研究を行っているほか、他の
試験研究機関等でも、自然環境や工業、農
林水産業等の分野において、環境に関する
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　表１‐６０　環境影響評価条例の対象事業

対 象 事 業 の 規 模事　　業　　の　　種　　類 自然環境特別配慮地域の特例

Ｂ地域Ａ地域

４車線以上・長さ５㎞以上２車線以上・長さ２㎞以上４車線以上・長さ７．５㎞以上一般道路など ※
１　道　路

幅員６．５ｍ以上・長さ１０㎞以上幅員６．５ｍ以上・長さ２㎞以上幅員６．５ｍ以上・長さ１５㎞以上林道 ※

貯水面積５０ha 以上貯水面積１ha 以上貯水面積７５ha 以上ダム ※

２　河　川 湛水面積５０ha 以上湛水面積１ha 以上湛水面積７５ha 以上堰 ※

土地改変面積５０ha 以上土地改変面積　１ha 以上土地改変面積７５ha 以上放水路、湖沼開発 ※

長さ７．５㎞以上すべて
（５㎞未満の仮設を除く。）

長さ７．５㎞以上普通鉄道・軌道 ※３　鉄道・軌
道 ――――特殊鉄道・索道など

すべて滑走路長１，８７５m 以上４　飛行場 ※

出力１．５万 kW 以上出力２．２５万 kW 以上水力発電所 ※

５　電気工作
物

出力７．５万 kW 以上出力１１．２５万 kW 以上火力発電所 ※

出力５，０００kW 以上出力７，５００kW 以上地熱発電所 ※

――電圧１７万Ｖ以上・長さ１㎞以上――送電線路

――面積２５ha以上廃棄物最終処分場 ※

６　廃棄物処
理施設 ――処理能力１５０ｔ / 日以上廃棄物焼却施設

――処理能力１５０k � / 日以上し尿処理施設

計画書人口１万人以上計画書人口１０万人以上７　下水道終末処理場

――牛５００頭以上　豚５，０００頭以上８　畜産施設

合計燃料使用量８k �  / 時以上合計燃料使用量１２．５k � / 時以上

９　工場・事業場（製造業等）
排出水量５，０００� / 日以上排出水量１万� / 日以上

地下水合計採水量４，０００� / 日以上地下水合計採水量８，０００� / 日以上

敷地面積２０ha 以上敷地面積１ha 以上敷地面積７５ha以上

――面積４０ha以上１０　埋立て、干拓 ※

――面積７５ha以上

１１　土地区画整理事業 ※

１２　新住宅市街地開発事業 ※

１３　新都市基盤整備事業 ※

１４　流通業務団地造成事業 ※

１５　工業団地造成事業

１６　住宅団地造成事業

――面積５０ha以上
１７　ゴルフ場・スキー場造成事業

１８　岩石等採取

――（［事業の実施規模］／［対象事業
の要件下限値］）の総和が１以上

複合開発事業
（１１から１８までの事業）１９　その他

面積２０ha 以上面積１ha 以上――土地の形状変更など

注１　対象となる事業の詳細は、富山県環境影響評価条例施行規則を参照。
　２　「自然環境特別配慮地域」とは、国立公園、国定公園、県立自然公園、自然環境保全地域などの区域を指

す。
　　　また、自然環境特別配慮地域のうち、「Ａ地域」とは特別地域などに指定された区域、「Ｂ地域」とは普通

地域などに指定された区域を指す。
　３　※の事業は、規模によっては環境影響評価法の対象となる。
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調査研究を行っている。
　近年の環境問題の広がりに対応するため、
今後とも環境のモニタリングを実施してい
くとともに、メカニズムや影響など未解明
な点が多い地球環境問題や有害化学物質等
に関する調査研究を充実していく必要があ
る。また、県の研究機関相互の連携や国や
大学などのほかの機関との連携を図るなど、
体制を充実していくことも不可欠である。
　このほか、環境基本計画の推進や複雑・
多様化する環境問題に対応するため、地域
の環境情報等を総合的、体系的に収集管理
し、多角的な検討やシミュレーションを行
う環境情報管理システムの整備を図ってい
る。

　１４年度に実施した調査研究等の概要は次
のとおりである。
　ア　環境科学センターにおいて、樹木に
よる大気浄化作用や酸性雨の影響、水
質汚濁の防止等に関する次の調査研究
を行った。

　　・樹木による大気浄化作用に関する研
究

　　・酸性降下物の影響因子に関する研究
　　・酸性雨による金属腐食に関する研究
　　・化学物質の測定方法に関する研究
　　・海域の富栄養化に関する研究
　　・湖沼における水質特性とプランクト

ンに関する研究
　　・産業廃棄物最終処分場の安定化に関

する研究
　　・騒音レベルの面的評価に関する研究
　　・廃棄物の循環利用に関する研究
　イ　衛生研究所において、イタイイタイ
病の予防に関する研究のほか、化学物
質の汚染の評価や不快昆虫の防止対策
等に関する次の調査を行った。

　　・環境汚染物質と生体影響に関する調

査研究
　　・食品中の残留農薬及びその他の有害

物質に関する調査研究
　　・不快昆虫の多発防止対策の調査研究
　ウ　工業技術センターにおいて、環境調
和型プラスチック材料の開発やリサイ
クル応用技術に関する研究のほか、高
分子材料の識別技術、マグネシウム合
金のリサイクル技術、微生物による環
境有害物質の除去システムの検討や非
鉛系はんだの電子材料について研究を
行った。

　エ　農業技術センター農業試験場におい
て、神通川流域等のカドミウム汚染田
のうち、公害防除特別土地改良事業に
より復元が完了した客土水田について、
施肥改善効果の確認調査や産米等の安
全確認調査を行った。

　オ　水産試験場において、富山湾におけ
る赤潮の発生状況を調査するとともに、
漁場環境の把握等に関する次の調査を
行った。

　　・漁場環境状況に関する調査
　　・富山湾の底生生物調査
　カ　林業技術センター林業試験場におい
て、酸性雨等による森林影響の基礎資
料を得るため、酸性雨等森林影響予察
に関する調査を行った。

　キ　畜産試験場において、畜産環境の改
善を図るため、牛ふんの堆肥化過程に
発生する悪臭を未利用地域資源を活用
して低減化する試験を行うとともに、
重金属など環境負荷物質排泄量を低減
するため、豚の栄養管理技術に関する
試験を行った。

　ク　環境情報管理システムの整備につい
ては、データベースの整備を図るとと
もに、富山県公害防止条例の届出処理
に係るシステムを構築した。
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第２２章

平成１５年度において講じようとする
環境の保全及び創造に関する施策　

　平成１５年度においては、第１章に述べた
ような環境の状況を踏まえ、環境基本計画
に基づき各種の環境保全施策を総合的かつ
計画的に実施する。

１ 基本的施策の推進１　基本的施策の推進

　１０年３月に策定した現行の環境基本計画
については、策定後５年が経過し、環境を
とりまく状況が変化していることから、計
画を改定する。

２ 安全で健康な生活環境の確保２　安全で健康な生活環境の確保

　環境基準の維持達成に向け、ブルースカ
イ計画やクリーンウオーター計画などの個
別計画を推進するとともに、環境の状況の
監視調査を実施する。また、ダイオキシン
類や環境ホルモンなどの化学物質の環境調
査を実施するとともに、土壌汚染対策法や
化学物質排出把握管理促進法の円滑な運用
を図る。さらに、冬期間の地下水位低下対
策を推進する。

�　健康で快適な大気環境の確保
　ア　「健康で快適な生活ができるきれい
な空の確保」を目指し、１１年度に改定
したブルースカイ計画を推進する。

　イ　環境基準の達成状況等を把握し、適
切な対応を図るため、一般環境観測局
２５局及び自動車排出ガス観測局６局で、
二酸化硫黄、二酸化窒素等を測定する
とともに、これらの観測データを通信
衛星を利用した大気環境ネットワーク
により収集、解析し、大気汚染の常時
監視や光化学スモッグの発生などに備
える。また、迅速かつ的確に大気汚染
状況を把握するため、１５年度から３か

年計画で、これまでの衛星通信を利用
したテレメータシステムからインター
ネット網を利用した効率的なテレメー
タシステムに更新する。

　ウ　工場等のばい煙発生施設の排出基準
の遵守状況を監視するため、立入検査
を実施するほか、ばい煙発生防止対策
等を指導する。

　エ　飼料・有機質肥料製造業等における
悪臭の実態を把握するため、アンモニ
アや硫化水素等の悪臭物質について調
査を実施する。

　オ　畜産農家の環境保全対策を推進する
ため、県及び地域で推進指導協議会を
開催し、関係者が一体となって総合的
な指導体制を整備するとともに、畜産
環境保全に係る畜産農家の実態調査、
巡回指導等を行う。

　カ　苦情の発生源となる、悪臭、汚水、
衛生害虫の発生を未然に防ぐため、畜
産農家への徹底した巡回指導を実施す
る。

　キ　環境放射能の実態を把握するため、
大気浮遊じん、降水、日常食等につい
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て調査を実施する。

�　豊かで清らかな水環境の確保
　ア　「きれいな水」と「うるおいのある
水辺」の確保をめざし、１３年度に改定
したクリーンウオーター計画を推進す
る。

　イ　河川や湖沼、海域における環境基準
の達成状況を把握するため、公共用水
域の水質測定計画に基づき、河川、湖
沼及び海域の合計１２４地点において、健
康項目（カドミウム、水銀等）、生活環
境項目（ＢＯＤ、ＣＯＤ等）、要監視項
目（イソキサチオン、フェノブカルブ
等）などについて、水質調査を実施す
る。

　ウ　主要海水浴場において水質調査を実
施する。

　エ　工場排水の排水基準の遵守状況を監
視するため、立入検査を実施する。

　オ　河川及び港湾における底質の実態を
把握するため、重金属（水銀、鉛等）
及びＰＣＢについて調査を実施する。

　カ　富山湾の水質改善を図るため、事業
者、行政等から構成する「富山湾水質
改善対策推進協議会（仮称）」を設置し、
工場・事業場における窒素、りんの削
減対策を推進するほか、汚濁メカニズ
ムの未解明な部分について調査を継続
する。また、水質の悪化がみられる富
山新港海域の汚濁原因について調査を
継続する。

　キ　主要な湖沼の水質の現況を把握し、
汚濁の未然防止を図るため、室牧ダム
貯水池、子撫川ダム貯水池、五位ダム
貯水池において、水質調査を実施する。

　ク　地下水質の環境基準達成状況を把握
するため、地下水の水質測定計画に基
づき、平野部の７６地点において水質調
査を実施する。

　ケ　漁場環境の監視のため調査指導員に
よる漁場環境の監視や漁業公害に関す
る情報の収集を行う。また、漁業者に
対し漁場環境保全に関する知識の普及
に努める。

　コ　定置網漁場を中心とした３６地点にお
いて、水質調査を実施する。

　サ　富山湾東部海域の漁場環境の現状を
明らかにするため、水質、底質の調査
を実施する。

　シ　全県域下水道化新世紀構想に基づき、
小矢部川流域下水道、神通川左岸流域
下水道、公共下水道（９市１５町１事務
組合）及び特定環境保全公共下水道（９
市１７町５村１事務組合）の整備を推進
し、下水道の普及を図る。また、農村
下水道やコミニティ・プラントの整備
を進める。

　ス　生活排水による公共用水域の汚濁を
防止するため、合併処理浄化槽設置推
進事業実施要綱に基づき、市町村と協
力して、設置者に助成するなど、合併
処理浄化槽の普及促進に努める。

�　健やかで豊かな生活を支える土壌環境
と地下水の確保
　ア　神通川流域農用地土壌汚染対策地域
の第３次地区の復元事業を推進すると
ともに、作付可能となった客土水田に
展示ほを設置して技術指導を推進し、
客土水田の水稲収量やカドミウム濃度
等の調査を行う。

　イ　神通川流域及び黒部地域の産米流通
対策地域については、復元事業を推進
する。

　ウ　土壌汚染対策法の円滑な運用を図る
ため、引き続き、法の普及啓発を図る
とともに、新たに「土壌汚染リスク情
報管理システム（仮称）」を整備する。

　エ　福光射撃場における鉛汚染について
は、引き続き汚染土壌の除去を進める。

　オ　地下水位の変動状況を把握するため、
３３観測井において地下水位の常時観測
を実施する。

　カ　地下水塩水化の実態を把握するため、
富山市と連携して、海岸部１３０地点にお
いて地下水の塩素イオン濃度調査を実
施する。

　キ　地下水指針を推進するとともに、消
雪設備の増加等による冬期間の地下水
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位低下対策を推進するため、高岡・砺
波地域を対象に冬期間における安全水
位の調査研究を進めるとともに、消雪
設備維持管理マニュアルに基づき、消
雪設備の維持管理の徹底と節水意識の
高揚を図る。

　ク　人間の諸活動と水循環系との調和を
図り、環境保全に果たす水の機能を適
正に確保していく必要があることなど
から、本県の「健全な水循環系の構築」
に向け、その現状や課題について調査
研究する。

�　騒音、振動のないやすらかな環境の実
現
　ア　北陸新幹線鉄道として工事認可され
た沿線地域の騒音環境基準の類型あて
はめを行う。

　イ　道路交通騒音等の防止対策や環境基
準達成のための基礎資料を得るため、
高速道路等の沿道において騒音や振動
の実態を調査する。

　ウ　交通流の円滑化を図るため、信号機
の多現示化や右折感応化を進める。

　エ　航空機騒音に係る環境基準の達成状
況について調査を実施する。

�　化学物質による環境汚染の防止
　ア　１５年４月より化学物質排出把握管理
促進法に基づくPRTR制度の対象物
質の把握要件が年間取扱量１ｔ以上の
事業者に拡大されることに伴い、中小
企業を対象とした届出方法等に関する
説明会を開催し、法の周知徹底を図る。
さらに、国から通知される届出データ
を活用し、排出量等についての集計、
公表を行う。

　イ　「ダイオキシン類対策特別措置法」
に基づき、大気、水質（水底の底質を
含む。）、地下水質及び土壌のダイオキ
シン類濃度の環境調査を実施する。

　ウ　工場・事業場におけるダイオキシン
類の排出状況等を監視するため、立入
検査を実施するほか、ダイオキシン類
発生防止対策等を指導する。

　エ　富岩運河の底質のダイオキシン類に
ついて、対策方法の検討を行うととも
に、そのしゅんせつ土砂を搬出した富
山新港東埋立地について、引き続き遮
水シートと土砂で覆う対策工事を実施
し完了する。また、周辺環境の監視調
査を引き続き実施する。

　オ　ベンゼン、トリクロロエチレン、テ
トラクロロエチレン等の有害大気汚染
物質の環境調査を実施する。

　カ　環境ホルモンによる汚染状況を把握
するため、主要７河川において水質調
査を実施する。

　キ　ゴルフ場における農薬の実態を把握
するため、排水の水質調査を実施する。

　ク　地下水の有機塩素系化合物等の汚染
状況を定期的に監視するとともに、汚
染井戸周辺において汚染範囲等につい
て詳細な調査を実施する。

　ケ　有機物資源の有効活用や化学肥料・
農薬の削減等に留意した生産活動を通
じて、環境への負荷の軽減や農産物の
安全性に配慮した「環境にやさしい農
業」を推進する。

　コ　土壌消毒剤として使用される臭化メ
チルは、オゾン層を破壊する物質であ
り、２００５年までに全廃することとなっ
たため、使用状況等を調査するととも
に、代替技術の確立・普及を図る。

　サ　食品中における水銀、ＰＣＢ等有害
物質の汚染状況を把握するため、食品
等の検査を行う。

�　公害被害等の防止と解決
　ア　イタイイタイ病患者等の治療の促進
と発病の予防を図るため、家庭訪問指
導や管理検診を実施するほか、神通川
流域における住民健康調査を実施する。

　イ　黒部市の旧日鉱亜鉛㈱周辺住民のう
ち観察を要する者に対し健康調査を実
施し、住民の健康管理に努める。

　ウ　地域住民の健康管理対策のため、市
町村が生活環境要因の変化に係る健康
調査を実施するにあたっては、技術協
力を行う。
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　エ　公害審査会や公害苦情相談員を設け、
県民からの苦情相談等に対し速やかで

適切な解決に努める。

３ 環境への負荷が少ない循環型社会の構築３　環境への負荷が少ない循環型社会の構築

　とやま廃棄物プランに基づき、廃棄物の
減量化やリサイクルを県民総ぐるみの「ご
みゼロ推進大運動」として展開するため、
「ごみゼロ推進県民会議（仮称）」の設置な
どによる推進体制の整備、市町村をはじめ
地域住民やＮＰＯ等の取組みへの支援など
を進めるほか、ごみゼロ推進全国大会を開
催する。
　また、富山市エコタウン事業等の先駆的
な取組みが拡大するよう必要な支援を行う
とともに、容器包装リサイクル法等の各種
リサイクル法の円滑な施行を図る。
　さらに、廃棄物の適正な処理を図るため、
市町村等に対して、一般廃棄物処理計画の
策定や計画的な施設整備等について指導す
るとともに、事業者に対しては講習会等に
よる減量化やリサイクルの普及啓発を行う
ほか、処理業者等に対する監視・指導を行
う。

�　廃棄物の減量・リサイクルの推進
　ア　とやま廃棄物プランの着実な推進を
図るため、県民、事業者、行政の代表
からなる「ごみゼロ推進県民会議（仮
称）」を設置する。また、ごみゼロアイ
ディアコンテストの実施や日本海側で
は初となる「ごみゼロ推進全国大会」
の開催等により県民意識の一層の高揚
を図り、県民総ぐるみの「ごみゼロ推
進大運動」を展開する。

　イ　（財）とやま環境財団に循環型社会形
成推進アドバイザーを設置し、廃棄物
の減量化・リサイクルに関する県民や
事業者の取組みを側面的に支援する。
また、新たに補助制度を創設し、ＮＰ
Ｏやボランティア団体の活動に助成す
るとともに、市町村が減量化・リサイ
クルを重点的に推進する地区において
実施する生ごみの堆肥化事業等に対し
て助成する。

　ウ　産業廃棄物の発生抑制や有効利用に
積極的に取り組むため、事業者や関係
団体、学識経験者などからなる循環資
源活用懇談会を開催し、廃棄物の減量
化やリサイクルの手法、事業者間ネッ
トワークの構築等の検討を行う。

　エ　１４年７月に作成した「第３期富山県
分別収集促進計画」に基づき、円滑な
分別収集の促進を図るとともに、その
普及啓発を行う。また、市町村等によ
る容器包装廃棄物の分別収集処理施設
の整備事業に対し引き続き助成する。

　オ　家電リサイクル法に基づき廃家電品
の小売店への円滑な引き渡しの促進を
図るため、県民等に対し、ポスター等
による広報啓発を行う。

　カ　資源有効利用促進法に基づき家庭系
パソコンの円滑な回収の促進を図るた
め、県民等に対し、広報啓発を行う。

　キ　リサイクル製品の利用拡大や、店舗、
事業所の自主的な取組みを推進するた
め、リサイクル製品やリサイクルに積
極的に取り組む店舗や事業所を認定す
るとともに、パンフレットや県のホー
ムページ等により、認定リサイクル製
品等を広報啓発する。

　ク　産業廃棄物の減量化、循環利用の促
進を図るため、中間処理施設の計画的
な整備を指導する。また、産業廃棄物
の多量排出事業者に対し、減量化・リ
サイクルを推進する処理計画の作成を
指導するほか、学識経験者による助言
指導事業等により、廃棄物の減量化や
循環利用について指導する。

　ケ　産業廃棄物の減量化、循環利用を進
めるために、先進的取組みを進めてい
る製造工場や処理業者の協力を得て、
関係者への普及・啓発を行うほか、講
習会等の機会を利用し啓発を行う。

　コ　堆肥の有効利用を促進するため、家
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畜ふん尿の良質堆肥化を指導するとと
もに、堆肥マップの配布等を通じて、
需給調整ネットワークシステムを充実
する。

　サ　建設リサイクル法に基づき、建設廃
棄物の再資源化の促進を図るため、事
業者に対して、分別解体や再資源化に
ついて指導する。

　シ　公共工事に伴う建設系廃棄物につい
ては、引き続き発生の抑制及び再利用
の促進に努め、その進捗状況を把握す
るため建設副産物実態調査を実施する。

　ス　富山市エコタウン事業については、
今後実施が検討されている事業に対し
て、富山市と連携し、国から技術的・
財政的支援を得て推進する。

�　廃棄物の適正な処理
　ア　一般廃棄物の計画的かつ適正な処理
を行うため、市町村等に対して、一般
廃棄物処理計画の策定や処理施設の計
画的な整備等について指導する。また、
環境への負荷を低減するため、処理施
設の適正な維持管理等について必要な
助言を行う。

　イ　ごみ焼却施設から排出されるダイオ
キシン類を削減するとともに、効率的
なごみ処理を図るため、ごみ処理広域
化計画に基づき、ごみ処理施設の統合
を推進する。

　ウ　産業廃棄物情報管理システムを運用
し、ＰＣＢ使用電気機器等の保管事業
者に対して、その適正な保管管理を指
導する。

　エ　産業廃棄物の最終処分場や焼却施設
の適切な設置を図るため、廃棄物処理
法及び産業廃棄物適正処理指導要綱に
基づいて、生活環境影響調査の実施や
住民への説明会の開催等について事業
者を指導する。また、公共関与による
産業廃棄物処理施設の整備の必要性や
産業廃棄物処理の動向などについて検
討を行う。

　オ　産業廃棄物焼却施設から排出される
ダイオキシン類について、点検調査を

行うとともに、削減に向けた技術指導
や助言を行う。

　カ　県外から搬入される産業廃棄物につ
いては、指導要綱に基づく事前協議に
より、搬入される産業廃棄物の量を把
握するとともに、県外排出事業者及び
県内処理業者に対して計画的な処理に
ついて指導する。

　キ　特別管理産業廃棄物の排出事業所や
処理業者等の最終処分場について重点
的に監視し、適正処理やマニフェスト
システムの運用の徹底を図り、処理処
分状況を把握するよう指導する。

　ク　不法投棄等の不適正処理の防止を図
るため、ヘリコプターを活用したスカ
イパトロールを実施するとともに、不
法投棄監視連絡員によるパトロールの
実施や不法処理防止連絡協議会の開催、
講習会やポスター等による啓発を行う。
また、産業廃棄物の不法投棄など広域
的・組織的事犯、暴力団が介入する事
犯、行政指導を無視する事犯等につい
て、県警察本部環境犯罪対策室などの
関係機関との連携を図りながら、適正
処理について一層の指導を行う。

　ケ　農業用廃プラスチックや廃農薬など
農業生産資材廃棄物についてはパンフ
レット等による啓発活動や農業協同組
合を窓口とした地域回収により、適正
処理を推進するとともに、再生処理や
生分解性資材の利用等による排出抑制
対策について検討する。

　コ　下水汚泥処理基本計画に基づき、下
水汚泥の有効利用や安定的、効率的な
汚泥処理の推進に努める。

　サ　生活環境の保全と公衆衛生の向上を
図るため、浄化槽の設置者に対し、浄
化槽の構造、維持管理方法、法定検査
等について正しい知識の普及啓発に努
め、適正な維持管理を推進する。

　シ　生活雑排水対策として、合併処理浄
化槽の普及促進を図るため、市町村が
行う浄化槽設置整備事業に助成する。
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�　省資源・省エネルギーの推進
　ア　省資源、省エネルギー運動を推進す
るため、「省資源・省エネルギー運動富
山県民大会」を開催するほか、ポスタ
ー等の啓発物品の配布や、省資源・省

エネルギー運動リーダーの研修を行う。
　イ　環境マネージメントシステムの啓発
等をとおして、省資源・省エネルギー
に配慮した事業活動の普及を図る。

４ 自然と共生したうるおいのある環境の実現４　自然と共生したうるおいのある環境の実現

　立山地域のすぐれた自然環境を保全する
ため、「山岳携帯トイレネットワーク」シス
テムの構築に対し支援を行うほか、立山を
訪れる利用者のマナー向上を図る啓発ビデ
オを制作する。
　また、別山乗越と太郎兵衛平に自然環境
に配慮した公衆トイレを整備するほか、剱
岳地域や薬師岳地域で登山歩道の整備や植
生の復元を行う。
　生物多様性の保全については、セミナー
の開催による意識啓発を行うとともに、県
内の動植物の実情などを解説した冊子の作
成により環境教育等の推進を図る。また、
人とニホンザルとの共存を図るため、ニホ
ンザル保護管理計画を策定する。

�　すぐれた自然環境の保全
　ア　各種開発事業に対する自然環境保全
上の指導や助言を適切に行うための自
然環境指針に係る指標の見直しを行う。

　イ　自然環境の現況を把握するため、自
然環境保全基礎調査を継続して行うほ
か、地球温暖化等の環境変化が立山の
植生にどのように影響を与えているか
把握するため、科学的なモニタリング
調査を継続して行う。

　ウ　国立公園、国定公園等の開発行為に
ついては、法令に基づき厳正に許認可
を行うとともに、自然公園指導員、自
然保護指導員等による自然保護パトロ
ールや利用者指導を行う。

　エ　自然環境保全地域においては、巡視
員による巡回を行うほか、自然環境保
全計画に基づき、標識等の保全事業を
実施する。

　オ　中部山岳国立公園の立山地区及び黒
部峡谷地区において実施しているごみ

持ち帰り運動を引き続き行う。また、
アルペンル－ト沿線のタ－ミナルやホ
テル、山小屋等の施設で生じるごみを
公園外へ搬出し、自然環境の保全に努
めるとともに、室堂平を中心に美化清
掃活動を引き続き行う。

　カ　立山黒部環境保全協会が中心となっ
て行う「山岳携帯トイレネットワーク」
システムの構築に対し支援を行う。

　キ　山岳自然環境の保全と適正な利用を
図るため、登山道整備のあり方、し尿
処理対策、利用マナー向上策、利用分
散と利便性向上策、環境保全の仕組み
づくりなどについて、県内外の有識者
から幅広く意見を求める立山懇談会を
開催する。

�　自然とのふれあいの確保
　ア　県民の自然への関心を高め、自然保
護思想の普及啓発を図るため、自然博
物園「ねいの里」において、四季を通
じての自然観察会等を実施する。

　イ　愛鳥思想の普及啓発を図るため、愛
鳥週間において、ツバメの調査、バー
ドウオッチング、愛鳥ポスターの表彰
など各種行事を行う。

　ウ　自然公園を訪れた人々に、より一層
自然への理解を深めてもらうため、立
山地区の室堂、弥陀ヶ原をはじめとし
た県内５地区の自然公園等にナチュラ
リストを配置し、自然解説を行うほか、
（財）とやま環境財団と連携してナチュ
ラリストの個別派遣を行う。

　エ　自然に対する関心を深め、自然を尊
び、自然を愛する気持ちを身につける
ことを目的に、小学５年生から中学３
年生までの者を対象とした自然保護講
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座（ジュニアナチュラリスト養成コー
スⅠ）を開催する。

　オ　ジュニアナチュラリストに対し、県
ナチュラリストと連携し、自然解説活
動や自然観察会への参加機会を提供し、
ジュニアナチュラリストによる自然体
験活動を推進する。

　カ　バードマスターや自然公園指導員等
の活動を通じて、自然環境保全のため
の知識とモラルやマナーについて普及
啓発を図る。

　キ　立山を訪れる利用者一人ひとりに適
正利用のためのマナーを啓発するマナ
－アップビデオを制作する。

　ク　自然公園等の施設整備を推進するた
め、次の事業を行う。

　　�ア 　山岳の景観と環境の保全、そして
登山者の安全性の確保を図るため、
剱岳地域と薬師岳地域において、利
用集中特定山岳地域登山歩道整備事
業（日本百名山登山歩道整備）によ
り、歩道の整備と植生の復元、侵食
防止のための木製土留工などを実施
する。

　　�イ 　立山三山の縦走路として多くの登
山者が訪れる別山乗越と薬師岳や奥
黒部地域への中継地となる太郎兵衛
平に、自然エネルギーの利用や処理
水を浄化循環させて再利用するなど
自然環境に配慮した公衆トイレを整
備する。

　　�ウ 　立山・黒部・有峰地域を対象とし
て、利用実態や現況調査を踏まえた、
登山道、山岳公衆トイレの整備のあ
り方や自然との共生の仕組みづくり
を策定する。

　　�エ 　県立自然公園や県定公園について
は、引き続き県の補助事業で施設整
備を実施する。また、県定公園のあ
り方について検討する。

　　�オ 　山岳環境の保全のため中部山岳国
立公園において、山小屋等のトイレ
の整備に対して補助を行う。

　ケ　県民公園新港の森、太閤山ランド、
自然博物園、野鳥の園及び頼成の森に

ついては、諸施設の有機的かつ一体的
な利用が図られるよう適切な管理に努
める。

　コ　立山山麓家族旅行村、とやま・ふく
おか家族旅行村については、利用の増
進が図られるよう適切な管理運営に努
める。

　サ　山岳遭難防止対策として、テレフォ
ンサービスや立山センターで山岳等の
総合情報を提供するなど安全登山を推
進する。

　シ　有峰の豊かな森林や文化を守り、森
林環境学習等に活用していくため、有
峰語り部講等の開催や「飛越交流サマ
ー in 有峰」への支援、有峰ハウス、ビ
ジターセンター等の施設の管理・運営
などを行い、「水と緑と命の森を永遠
に」を基本理念として設立された有峰
森林文化村の活動を推進する。

�　生物多様性の確保
　ア　ライチョウの保護のため、立山一帯
で生態・生息環境、生息数調査や病理
検査を実施するとともに、従来からの
室堂山周辺に加え、みくりが池、地獄
谷周辺の区域において繁殖期のスキー
ヤー等の立入りを規制する。

　イ　イヌワシの生息環境を守るため、営
巣地に設置した観察カメラを利用し、
生態観察を行うとともに、保護指針を
もとにイヌワシと人との共生を目指す。

　ウ　ツキノワグマの保護対策として、奥
山放獣の技術の蓄積を図るため、引き
続きクマとの共生推進事業を実施する。

　エ　ビオトープマニュアルの活用により、
地域の自然環境に配慮した各種開発行
為の実施の推進を図り、生き物の棲む
環境の保全と創造を目指す。

　オ　立山の植生の復元を図るため、引き
続き室堂平地区においてヒロハノコメ
ススキやヨツバシオガマなどの現地の
植物の種子を使った緑化を行う。

　カ　美女平からブナ坂にかけてのアルペ
ンルート沿線において、ブナ林の更新
を図るため、ブナ苗木の保育等を行う。
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　キ　立山の高山植物を保護するため、ア
ルペンルート沿線に見られるセイヨウ
タンポポ等の外来植物を除去する。

　ク　ナチュラリストやバードマスターの
野外活動を通じ、種の多様性や生態系
の保全に関し、普及啓発を図る。

　ケ　生物多様性の保全についての意識啓
発を図るため、生物多様性について楽
しく学ぶセミナーを開催する。

　コ　人とニホンザルとの共存を図るため、
ニホンザル保護管理計画を策定する。

　サ　生物多様性の重要性や県内の動植物
の生態の実情などを具体的にわかりや
すく解説した冊子を作成する。

　シ　内水面における在来種を保護し、持
続的な利用を図るため、外来魚（ブラ
ックバス、ブルーギル等）の生息調査
とカワウ駆除を行う。

５ 快適な環境づくり５　快適な環境づくり

　清らかな水辺や豊かな緑、美しい街並み
や歴史的雰囲気に満ちた落ち着いたたたず
まいなど、魅力ある郷土づくりに欠くこと
のできない快適な環境づくりのため、水や
緑の保全等を推進する。また、景観条例に
基づき、総合的、計画的にうるおいのある
景観づくりを進める。

�　県土美化推進運動の展開
　ア　日本一きれいな県土づくりをめざし、
県民の美化意識やモラルの高揚に努め
るとともに、県民総ぐるみの運動とし
て展開するため、県土美化推進功労者
表彰の実施、ポスター・ごみ持ち帰り
袋等の配布、ラジオスポット等による
啓発活動を実施する。

　イ　県土美化推進県民会議が中心となり、
地域住民や関係団体等の協力を得て、
４月から９月にかけて、「まちやむらを
美しくする運動」、「川をきれいにする
運動」、「山や海岸をきれいにする運動」、
「空カンゼロ運動」を実施する。

　ウ　ごみゼロの日（５月３０日）、県土美化
の日（６月１日）等の統一行動事業を
引き続き推進し、「日本一のきれいな県
土」の実現をめざす。

　エ　「清掃美化大会」や児童・生徒等に
よる「ふるさとの大クリーン作戦」を
引き続き実施する。

　オ　地域住民等が主体となり、海岸や公
園等における継続的な美化活動を促進
するため、「アダプト・プログラム事業」
を実施し、行政と地域住民との協働体

制づくりを推進する。

�　心地よい水辺環境の創造
　ア　「とやまの名水」の飲用に起因する
健康被害の発生を防止するために、市
町村が実施する水質検査、周辺の環境
整備に対する助成や「とやまの名水」
の衛生管理に関する調査研究を行うと
ともに、「とやまの名水ネットワーク協
議会」を開催して、管理者、市町村等
における情報交換を行い、衛生管理の
技術向上を図るなど、「とやまの名水」
を安心して利用できるよう衛生管理の
徹底に努める。

　イ　河川や農業用水路等の親水機能の保
全と整備を図るため、河川環境整備事
業や水環境整備事業等を推進する。

　ウ　親水型公園の整備を図るため、ポー
トルネッサンス２１計画を推進するとと
もに富岩運河環水公園の整備を行う。

　エ　美しい海岸を守り、快適な環境をつ
くるため、ふるさと海岸整備事業を推
進する。

�　里や街における豊かな緑の保全と創造
　　「花と緑といのちが輝く富山」をめざ
し、緑の保全と県土の緑化を推進するた
め、「富山県花と緑の新世紀プラン」に基
づき、花と緑の銀行等と連携しながら各
種施策を展開する。
　ア　家庭や地域における緑化活動を進め
るため、花の苗や緑化木の配布を行う
とともに、グリーンキーパー（花と緑
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の指導員）の増員を図る。
　イ　県民に親しまれる花と緑の豊かな拠
点施設づくりを推進するため、中央植
物園の整備を行うとともに、花と緑の
県づくりの推進を図るため、「みんなで
木を植える運動事業」を実施し、県民
参加による植樹運動を展開する。

　ウ　花と緑の富山を印象的にアピールす
るため、駅前や空港に設置した花だよ
り花壇の維持管理を行う。

　エ　子供から大人まで幅広く花と緑に親
しむ機会を創出するため、花と緑の冬
のフェスティバルを開催するとともに、
インターネット等を活用して県内の花
や緑の見ごろにあわせた開花状況等の
情報提供を行う。

　オ　都市部の公共施設等の敷地等の緑化
を推進するため、「都市の森林づくり推
進事業」を実施する。

　カ　県内のさくらの名所を選定し、広く
紹介するためのガイドブックの作成や
さくらの保護・育成を担う「さくら守」
を養成する。

　キ　富山新港地区の「県民公園新港の森」
及び富山空港地区の「空港スポーツ緑
地」について、県民に親しまれる公園
として運営、管理を図る。

�　ゆとりのある空間と美しい景観の創造
　ア　県の景観づくりを総合的、計画的に
推進するため、景観条例に基づき、景
観づくりの基本方針、大規模行為の景
観づくり基準、公共事業の景観づくり
指針等を策定する。また、県民や市町
村等の景観づくりの取組みを支援する
ために、景観アドバイザーの派遣及び
景観づくり補助事業を実施する。さら
に、景観に関する意識の向上や景観づ
くりの取組みを奨励するため、顕彰を
実施する。

　イ　地域の特性に配慮した景観整備の具
体化を推進するため、全県域公園化推
進プランやふるさと環境総合整備ガイ
ドライン等に基づき、優れた景観整備
事業等のまちづくり総合支援事業を推

進する。
　ウ　国土の保全とあわせ良好な海岸環境
の形成を図ることを目的とし、自然環
境と調和した海岸整備を行うエコ・コ
ースト事業を伏木富山港海岸（雨晴地
区）において実施する。

　エ　海浜空間の面的な整備により住民が
海と親しみ憩える場の形成を目指し、
ふるさと海岸整備事業やコースタル・
コミュニティ・ゾーン整備事業を推進
する。

　オ　河川が本来有している生物の良好な
生息生育環境に配慮し、併せて美しい
自然景観を保全あるいは創出するため、
河川改修にあたっては多自然型川づく
り工法を推進する。

　カ　渓流の持つ優れた景観や生態系等の
自然環境と調和し、個々の渓流の特色
を活かした砂防事業を展開し、水と緑
が豊かな渓流づくりを推進する。

　キ　がけ崩れ対策の実施にあたっては、
斜面が有する優れた景観や生態系を保
全する観点から、自然環境や景観上良
好な状態を保ちつつ、緑豊かな斜面空
間の創出を推進する。

　ク　道路景観の向上、沿道景観の向上、
とやまらしいみちづくり、道路緑化等
を目指す「新とやまのみちＢＩＧ作戦」
を進める。

　ケ　自然とやすらぎの空間として農村や
山村を楽しむことにも配慮しつつ、農
道や林道の整備を進める。

　コ　田園空間整備実施計画（となみ野）
に基づき中核施設や地域拠点の整備を
進める。また、美しい散居景観を保全
するため、地域住民が主体となる中核
施設の運営方法や活動計画について、
地域住民や関係団体、市町村と連携し、
検討を行う。

　サ　屋敷林（カイニョ）に覆われた緑豊
かな散居景観を保全・育成するため、
散居景観保全に関する住民協定締結を
促進するとともに、散居景観保全事業
により、屋敷林の維持管理など住民の
活動を支援する。
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　シ　棚田地域における多面的機能の良好
な発揮と集落の活性化を図るため、「富
山県棚田地域水と土保全基金」により、
棚田保全に関する意見交換会の開催、
棚田保全活動に対する都市住民の参加
促進や活動推進、子供の農作業体験等
への活動支援を実施する。

　ス　「都市との交流による農山漁村地域
の活性化に関する条例」や「とやまグ
リーン・ツーリズム推進プラン」に基
づき、農山漁村地域における自然景観
の保全や農山漁村の持つ多面的機能の
維持向上などを推進する。

�　歴史や文化がいかされた環境の保全と
創造
　ア　開発事業の際に、ふるさと環境総合
整備ガイドラインに基づき、歴史的文

化的資源を活かした街づくりの誘導や
指導を行う。

　イ　市町村が実施するまちなみ保全の環
境整備事業に対して助成を行う。

　ウ　市町村が実施する史跡等を利用した
公園（いわゆる文化財公園）の環境整
備に対し、助成を行う。

�　快適トイレの推進
　ア　快適なトイレの整備、維持管理等を
推進するため、「富山県快適トイレ推進
プラン」の普及に努めるとともに、セ
ミナーやグッドトイレコンテスト等を
実施し、設置者や利用者の意識啓発を
図る。

　イ　民間の山小屋事業者が整備する環境
保全に十分な配慮がなされたトイレの
整備、改良に対し、助成を行う。

６ 地球環境の保全への行動と積極的貢献６　地球環境の保全への行動と積極的貢献

　温室効果ガス排出削減計画を策定するほ
か、黄砂の実態解明調査の実施や県民によ
る太陽光発電システムの導入に対する支援
を行う。
　また、国際的なレベルで環境協力が実施
できる中核拠点として１０年９月に政府所管
の公益法人として設立された（財）環日本海
環境協力センタ－の運営を支援し、各種の
環境協力や調査研究及び施策支援事業を推
進するほか、国連環境計画の提唱する北西
太平洋行動計画（ＮＯＷＰＡＰ）の地域活
動センタ－（ＣＥＡＲＡＣ）として実施す
る事業に対し、必要な支援を行う。

�　地球環境保全のための対策の推進
　ア　「富山県地球環境保全行動計画」の
周知を図るとともに、地球環境問題啓
発用冊子等の作成・配布、地球にやさ
しいライフスタイルの定着を目的とし
た講演会の開催等を行い、地球環境保
全のための自主的な取組みを推進する。

　イ　本県の温室効果ガスの排出実態等に
ついての基礎調査結果を踏まえて、本
県の自然的社会的特性に応じた温室効

果ガスの削減目標や県民、事業者、行
政が取り組むべき具体的な行動を明ら
かにした温室効果ガス排出削減計画を
策定する。

　ウ　「富山県地球温暖化防止活動推進セ
ンター」に指定されている（財）とやま
環境財団の地球温暖化防止に関する啓
発活動等の支援を行う。

　エ　地球温暖化防止等の効果にすぐれた
太陽光発電システムや低公害車の普及
を図るため、一般住宅における太陽光
発電システムやバス事業者による低公
害車の導入に対して助成する。また、
中小企業者の低公害車の購入に対し、
低利資金を融資する。

　オ　地球温暖化防止に資する二酸化炭素
吸収源としての森林資源のデータを精
査するとともに、森林吸収源対策推進
プランを策定する。

　カ　太陽光、風力などの新エネルギーの
技術開発を促進するための産学官連携
による公募型研究事業に取り組むとと
もに、国等の支援制度も活用し、本県
の地域特性を活かした新エネルギーの
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導入の取組みを進める。
　キ　地球温暖化等の社会環境の変化に的
確に対応するため、地域公共交通のあ
り方及び具体的施策を提示する「富山
県地域公共交通ビジョン」を策定する。

　ク　オゾン層の保護や地球温暖化の防止
のため、業務用冷凍空調機器及びカー
エアコンが廃棄される際のフロン類の
回収、破壊等について定めた「フロン
回収破壊法」により、回収業者等の登
録を進める。

　ケ　二酸化炭素等の温室効果ガスやフロ
ン等のオゾン層破壊物質の環境調査を
実施する。

　コ　酸性雨の実態を把握するため、雨水
や湖沼等への影響を継続的に調査する。

　サ　黄砂の実態解明調査を実施するとと
もに、黄砂に関するシンポジウムを開
催する。

�　国際環境協力の推進と環日本海地域の
環境保全
　ア　１０年９月に政府所管の公益法人とし
て設立された（財）環日本海環境協力セ
ンター（ＮＰＥＣ）の活動を、国、国
際機関等と連携を図りながら、引き続
き支援し、環日本海地域における国際
環境協力を推進する。

　イ　ＮＰＥＣとともに、次の環境保全に
関する交流推進、調査研究及び施策支
援事業を推進する。

　　�ア 　本県がコーディネート自治体を務
める「北東アジア地域自治体連合環
境分科委員会」を開催するほか、イ
ンターネットを利用した情報交流シ
ステムの構築等の個別プロジェクト
の推進に努める。

　　�イ 　北東アジア地域の自治体が連携し、
それぞれの地域でニーズのある環境
問題をテーマとするシンポジウムを、
ハバロフスクにおいて、環境省と共
同で開催する。

　　�ウ 　対岸地域と環境実務協議団を相互
に派遣し、協力事業の協議や環境の
状況等の情報交換を行うとともに、

地球温暖化、水質保全等に関する環
境技術研修員の受入れを行う。

　　�エ 　環日本海地域の環境保全をテーマ
としたシンポジウムを開催する。

　　�オ 　環日本海地域の環境保全の基礎資
料とするとともに地域住民の環境保
全意識の醸成を図るため、日本及び
対岸諸国の自治体やＮＧＯが参加し
て海辺の漂着物調査を実施するほか、
ロシア沿海地方との渡り鳥に関する
共同調査、中国遼寧省との水質環境
に関する共同調査研究を実施する。

　　�カ 　北東アジア地域各国の環境専門家
が、同地域の環境問題や環境協力に
ついて対話し、情報交換する「環日
本海環境協力会議」を国等と共同で
開催する。

�　北西太平洋行動計画（NOWPAP）の
推進
　ア　ＮＯＷＰＡＰの地域活動センター
（ＣＥＡＲＡＣ）に指定されたＮＰＥ
Ｃは、赤潮を含む有害藻類の異常繁殖
やリモートセンシングによる海洋環境
の観測について優先的に取組むことと
なっており、ＮＰＥＣがそれら国際的
な役割を担えるよう支援する。

　イ　ＮＯＷＰＡＰの推進に資するため、
ＮＰＥＣが実施する次の事業を支援す
る。

　　�ア 　衛星を活用した海洋環境モニタリ
ングを進めるため、富山湾をモデル
として、海色の衛星データを活用し
た水質測定手法の開発や、水温の衛
星データを活用した流動解析プログ
ラムの構築を行う。

　　�イ 　ＮＯＷＰＡＰ地域の赤潮発生に関
する情報を交換し、モニタリング手
法の開発等を推進するための国際ワ
ークショップを開催する。

　　�ウ 　リモートセンシングや生物評価法
（バイオアッセイ）を活用した海洋
環境モニタリング手法の開発を推進
するため、国内の学識者による研究
会を開催し、その活用に関する基本
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的な進め方の検討等を行う。
　　�エ 　衛星データを活用して、海洋環境

データを受信・解析し、ＮＯＷＰＡ
Ｐ関係国を含む国内外に発信するシ
ステムを構築することを目的とした
「環日本海海洋環境ウオッチ推進事
業」を環境省と連携し推進する。

　ウ　ＮＯＷＰＡＰのＲＣＵ富山事務所の
活動を、国、国際機関等と連携を図り
ながら支援する。

�　日本海学の推進
　　本県の環日本海施策の学術的根拠とな
る日本海学の推進について、引き続き、
北東アジア地域自治体連合や他の自治体、

研究機関などとの連携を図りながら取り
組む。また、１４年度に設立した「日本海
学推進機構」を通して様々な普及・啓発
や調査研究事業を実施していく。
　ア　シリーズ「日本海学の新世紀」の第
４集や中高生向きの「日本海学読本ジ
ュニア版」、「絵本日本海学」を発刊す
るとともに、日本海学シンポジウムや
日本海学講座を開催する。

　イ　日本海学の視点から、中国遼寧省と
の水質環境に関する共同調査研究等の
環日本海環境協力やロシア沿海地方と
の渡り鳥に関する共同調査等の生物多
様性に関する調査を引き続き実施する。

７ 環境の保全及び創造に向けたみんなの行動７　環境の保全及び創造に向けたみんなの行動

　６月の環境月間や６月５日の環境の日を
中心に、各主体の公平な役割分担のもとで
自主的かつ積極的に環境にやさしい行動を
する社会への展開を図るための各種活動を
実施する。また、子ども達による自主的な
取組みを推進するため、こどもエコクラブ
の登録やその活動支援を通じて環境教育・
学習を推進する。

�　環境保全活動へのみんなの参加
　ア　６月の環境月間には、６月５日の環
境の日を中心に、ポスターの募集や展
示、講演会の開催、企業に対する環境
行事の実施の呼びかけ等を行う。

　イ　地域に根ざした環境保全活動に県民、
事業者、行政が一体となって取り組む
ため、マイバッグキャンペーン、環境
フェアの開催、環境情報の収集や提供、
環境教育資料等の作成、新聞やラジオ
等による普及啓発、リサイクル認定や
環境に関する出前講座、環境保全活動
団体への助成やナチュラリストバンク
事業等の（財）とやま環境財団が実施す
る各種事業に対して支援する。

　ウ　県民、事業者等に対する環境保全活
動の普及を図るため、（財）とやま環境
財団内に設置した環境保全相談室にお

いて、ボランティア団体等の活動支援
及び環境保全に関する情報提供や相談
業務を実施する。

　エ　県民、事業者、行政が一体となって、
ごみゼロ型社会の実現に向けた取組み
を推進するため、「ごみゼロ推進全国大
会」を開催する。

　オ　環境負荷の低減を目的とする「ノー
マイカーデー県民運動」の一層の展開
を図るため、公共交通事業者に対し、
ノーマイカーデーに連動した利用者利
便の向上策拡充を要請していく。

　カ　中小企業者の環境問題への適切な対
応を図るため、�富山県新世紀産業機
構において、専門家による相談指導や
情報提供を行う。

　キ　中小企業者における環境の保全及び
創造に資する施設の整備を促進するた
め、中小企業者が設置する公害防止施
設、廃棄物の資源化・再生利用施設、
地下水の保全に資する施設及び山岳地
トイレの整備や低公害車の購入等に長
期で低利な資金を融資する。

　ク　事業者における環境管理に関する国
際規格ＩＳＯ１４００１の認証取得を支援
するため、低利な資金融資を行う。

　ケ　畜産環境保全に係る施設導入に対し、
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補助や資金の融資を行うとともに、リ
ース事業の積極的活用についても指導
を行う。

�　県自らの事業活動における環境への配
慮の率先実行
　ア　循環型社会システムの構築が社会全
体で求められていることに加え、県庁
が地域の一大事業所であるという観点
から、１４年９月に認証を取得したＩＳ
Ｏ１４００１による環境マネジメントシス
テムに基づき、環境にやさしいオフィ
ス活動やエコイベント実施方針による
取組みを推進するとともに、「公共事業
環境配慮方針（仮称）」を策定する。

　イ　「新県庁エコプラン（地球温暖化防
止のための富山県庁行動計画）」を推進
するとともに、その実施状況をとりま
とめ、適切な進行管理を行う。

　ウ　「富山県グリーン購入調達方針」の
特定調達品目（重点的に環境物品等の
調達を推進する品目）を１４分野１４４品目
に拡大し、引き続き、環境物品等の調
達の推進に努める。また、富山県リサ
イクル認定製品の優先的な調達に努め
る。

　エ　「低公害車導入方針」に基づき、県
自らが率先して低公害車を導入するほ
か、導入可能な低公害車がない場合で
あっても、できるだけ低排出ガスかつ
低燃費の自動車を導入する。

�　環境問題の理解と対応のための教育・
学習
　ア　水に対する関心を高めるため、水生
生物の観察等を組み入れた親子の水と
のふれあいバス教室や名水めぐりバス
教室を実施する。また、森林に対する
関心を高めるため、フォレストリーダ

ーによる森林教室の開催や森林浴等を
組み入れた森林浴バス教室、循環型社
会の構築について理解と関心を深める
ため、廃棄物処理施設等を巡るエコ・
ライフバス教室を実施する。

　イ　子ども達による自主的な取組みを推
進するため、こどもエコクラブ（ふる
さと環境学習クラブ）の登録やその活
動の支援を行うとともに、希望する学
校、地域団体、企業などに講師を派遣
する出前講座を実施する。また、夏休
み子供環境科学研究室の開催やビデオ、
リーフレット等の各種啓発用教材の整
備を進める。

　ウ　環境教育・学習の一環として、小学
生向け副読本「地球環境問題を考えよ
う」、「ごみ減量化・リサイクルハンド
ブック（リサイクルにアタック）」を作
成するほか、消費者啓発活動の一環と
して中学生用ハンドブック「みなおそ
うわたしたちのくらし」を作成し、環
境問題について啓発普及を図る。

　エ　小学校、中学校、高等学校、特殊教
育諸学校の教諭を対象に、環境教育研
修講座を開催し、学校における環境教
育の計画を作成するほか、環境教育に
関する講演、実習等を行う。

　オ　環境保全に積極的に取り組む児童を
育てるため、小学校の教員を対象に「水
質検査の方法」や「水生昆虫の調べ方」
など、総合的な学習と関連する実験・
観察巡回研修を実施する。

　カ　自然に対する関心を深め、自然を尊
び、自然を愛する気持ちを身につける
ことを目的に、小学５年生から中学３
年生までの者を対象とした自然保護講
座（ジュニアナチュラリスト養成コー
スⅠ）を開催する。

８ 総合的視点で取り組む環境の保全と創造８　総合的視点で取り組む環境の保全と創造

　今日の環境問題に総合的視点で取り組む
ため、公害防止計画に基づいて、総合的な
環境対策を推進する。また、環境影響評価

条例に基づき、環境に著しい影響を及ぼす
おそれのある事業について、適切な環境影
響評価の実施を指導する。 
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�　環境問題の解決に向けた公害防止計画
　ア　富山・高岡地域公害防止計画に基づ
いて、道路交通公害、富山湾の水質汚
濁、神通川流域の農用地土壌汚染、廃
棄物・リサイクルなどの課題に対して
各種の公害防止施策の推進を図る。

　イ　公害防止計画の成果を把握するため、
計画に基づいて実施された各種施策の
実施状況、環境質の改善状況等を調査
する。

�　事業実施に当たっての環境への影響評
価の推進
　ア　大規模開発による環境汚染の未然防
止を図るため、１１年度に制定した環境
影響評価条例に基づき、適切な環境影
響評価を推進する。

　イ　公害防止条例の規定に基づき、工場
等の新増設に当たっては、事業者と事
前に公害防止対策等について協議を行
い、計画段階からの公害の未然防止を
図る。また、この際、必要に応じて事
業者と地元市町村等との公害防止協定
の締結を進める。

　ウ　土地対策要綱に基づき、一定規模以
上の土地の開発に当たっては、開発事
業者と事前に生活環境や自然環境の保
全について協議を行い、環境汚染の未
然防止を図る。

�　環境の保全及び創造を支える調査研究
等の推進
　ア　環境科学センターにおいて、黄砂や
大気浄化作用や酸性雨の影響、水質汚
濁の防止等に関する次の調査研究を行
う。

　　・積雪中の黄砂成分等に関する研究
　　・酸性降下物の影響因子に関する研究
　　・ほう素化合物による大気汚染の測定

技術及び除害技術等の開発
　　・化学物質の測定方法に関する研究
　　・海域の富栄養化に関する研究

　　・湖沼における水質特性とプランクト
ンに関する研究

　　・産業廃棄物最終処分場の安定化に関
する研究

　　・廃棄物の循環利用に関する研究
　　・自然的要因による地下水汚染に関す

る研究
　イ　衛生研究所において、イタイイタイ
病の予防に関する研究のほか、化学物
質の汚染の評価や不快昆虫の防止対策
等に関する次の調査研究を行う。

　　・環境汚染物質と生体影響に関する調
査研究

　　・食品中の残留農薬及びその他の有害
化学物質に関する調査研究

　　・不快昆虫の多発防止対策の調査研究
　ウ　工業技術センターにおいて、産業廃
棄物の有効利用を図り、また、環境へ
の影響や負荷を最小限に抑えるため、
プラスチックの識別技術、繊維強化複
合材料リサイクル技術、微生物利用技
術について研究を行う。

　エ　農業技術センター農業試験場におい
て、神通川流域等のカドミウム汚染の
うち、公害防除特別土地改良事業によ
り復元が完了した客土水田について、
施肥改善効果の確認調査や産米等の安
全確認調査を行う。

　オ　農業技術センター畜産試験場におい
て、家畜ふん尿処理時に発生する悪臭
低減化技術や環境負荷物質の排泄量低
減化技術等について調査研究を行う。

　カ　水産試験場において、富山湾におけ
る赤潮の発生状況を調査するとともに、
漁場環境の把握等に関する次の調査を
行う。

　　・漁場環境状況に関する調査
　　・富山湾の底生生物調査
　キ　林業技術センター林業試験場におい
て、酸性雨等による森林影響の基礎資
料を得るため、酸性雨等森林影響予察
に関する調査を行う。
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　表２‐１　一般環境観測局の概要

測　定　項　目　等調査機関設置年度所 在 地観　測　局市　町区分

・二酸化硫黄（溶液導電
率法又は紫外線蛍光
法）

・浮遊粒子状物質（β線
吸収法）

・窒素酸化物（ザルツマ
ン試薬を用いる吸光光
度法又はオゾンを用い
る化学発光法）

・光化学オキシダント
（中性ヨウ化カリウム
溶液を用いる吸光光度
法又は紫外線吸収法）

・風向風速（光パルス式）
・テレメータ化

市５０水 橋 畠 等富 山 水 橋

富 山 市富
山
地
区

市４２蓮 町富 山 岩 瀬

市３芝 園 町富 山 芝 園

市４８高 田富 山 神 明

市４８赤 田富 山 蜷 川

県、町４８笹 倉婦 中 速 星婦 中 町

県４２伏木東一宮高 岡 伏 木

高 岡 市

高
岡
・
新
湊
地
区

県、市５１能 町 南高 岡 能 町

県、市４３中 川高 岡 本 丸

市４７美 幸 町高 岡 波 岡

県、市４７戸出大清水高 岡 戸 出

県４２三 日 曽 根新湊三日曽根

新 湊 市 県、市４５今 井新 湊 今 井

県、市４８東 明 中 町新湊海老江

県４７中 太 閤 山小杉太閤山小 杉 町

県３入 膳入 善入 善 町

そ
の
他
の
地
区

県、市４植 木黒 部 植 木黒 部 市

県３北 鬼 江魚 津魚 津 市

県、市３上 島滑 川 上 島
滑 川 市

県、市５０大 崎 野滑川大崎野

県４窪氷 見氷 見 市

県４土 屋福 岡福 岡 町

県４泉 町小 矢 部小矢部市

県４太 田砺 波砺 波 市

県４柴 田 屋福 野福 野 町

２５計

第１　図表
　�　安全で健康な生活環境の確保

（１５年３月３１日現在）
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　表２‐２　二酸化硫黄濃度の年度別推移（年平均値）

１４１３１２１１１０
年　　　度

観　測　局

０．００３０．００４０．００４０．００３０．００３富 山 水 橋

富 山 市富
山
地
区

０．００５０．００４０．００５０．００４０．００３富 山 岩 瀬

０．００３０．００３０．００３０．００３０．００３富 山 芝 園

０．００２０．００３０．００３０．００３０．００３富 山 神 明

０．００１０．００１０．００１０．００００．００２富 山 蜷 川

０．００１０．００３０．００４０．００４０．００３婦 中 速 星婦 中 町

０．００１０．００１０．００１０．００１０．００３高 岡 伏 木

高 岡 市

高
岡
・
新
湊
地
区

０．００２０．００３０．００３０．００３０．００３高 岡 能 町

０．００１０．００１０．００１０．００１０．００１高 岡 本 丸

０．００３０．００３０．００３０．００３０．００３高 岡 波 岡

０．００００．００００．００１０．００１０．００３高 岡 戸 出

０．００２０．００３０．００４０．００３０．００３新湊三日曽根

新 湊 市 ０．００２０．００４０．００４０．００３０．００４新 湊 今 井

０．００００．００１０．００４０．００３０．００３新湊海老江

０．００１０．００１０．００１０．００１０．００３小杉太閤山小 杉 町

０．００２０．００３０．００４０．００３０．００３入 善入 善 町

そ
の
他
の
地
区

０．００３０．００３０．００４０．００３０．００３黒 部 植 木黒 部 市

０．００３０．００３０．００３０．００３０．００３魚 津魚 津 市

０．００１０．００３０．００２０．００３０．００２滑 川 上 島
滑 川 市

０．００２０．００３０．００３０．００３０．００３滑川大崎野

０．００２０．００２０．００３０．００２０．００２氷 見氷 見 市

０．００２０．００３０．００３０．００３０．００２福 岡福 岡 町

０．００２０．００３０．００３０．００４０．００３小 矢 部小矢部市

０．００２０．００３０．００３０．００３０．００３砺 波砺 波 市

０．００２０．００２０．００３０．００３０．００３福 野福 野 町

０．００２０．００３０．００３０．００３０．００３年平均値

注　測定は、溶液導電率法又は紫外線蛍光法による。

（単位：ppm）
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　表２‐３　二酸化硫黄に係る環境基準の達成状況

注１　測定は、溶液導電率法又は紫外線蛍光法による。
　２　短期的評価による適（〇）とは、１日平均値がすべての有効測定日（１日２０時間以上の測定が行
われた日をいう。）で０．０４ppm以下であり、かつ、１時間値がすべての測定時間において０．１ppm
以下であることをいう。

　３　長期的評価による適（〇）とは、年間における１日平均値のうち測定値の高い方から２％の範囲
にあるものを除外した後の最大値が０．０４ppm以下であり、かつ、年間を通じて１日平均値が
０．０４ppmを超える日が２日以上連続しないことをいう。

長期的評価によ
る 適（〇）、否
（×）

短期的評価によ
る 適（〇）、否
（×）

１日平均値の２％除外値（ppm）項　目

観　測　局

０．０４ppm以下であること基　準

１４１３１２１１１０１４１３１２１１１０１４１３１２１１１０年　度

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００６０．００８０．００８０．００６０．００５富 山 水 橋

富 山 市富
山
地
区

〇〇〇〇〇〇〇×〇〇０．０１００．０１００．０１００．００８０．００６富 山 岩 瀬

〇〇〇〇〇〇〇×〇〇０．００７０．００９０．００８０．００７０．００５富 山 芝 園

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００６０．００８０．００６０．００７０．００８富 山 神 明

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００２０．００４０．００５０．００２０．００５富 山 蜷 川

〇〇〇〇〇〇〇×〇〇０．００３０．００８０．０１００．００８０．００６婦 中 速 星婦 中 町

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００３０．００４０．００４０．００５０．００６高 岡 伏 木

高 岡 市
高
岡
・
新
湊
地
区

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００５０．００６０．００７０．００５０．００７高 岡 能 町

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００２０．００４０．００５０．００３０．００５高 岡 本 丸

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００６０．００８０．００６０．００６０．００６高 岡 波 岡

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００１０．００２０．００２０．００７０．００７高 岡 戸 出

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００５０．００８０．００７０．００６０．００６新湊三日曽根

新 湊 市 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００６０．００９０．００７０．００６０．００８新 湊 今 井

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００２０．００６０．００８０．００６０．００５新湊海老江

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００２０．００２０．００４０．００５０．００６小杉太閤山小 杉 町

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００４０．００７０．００７０．００５０．００７入 善入 善 町

そ
の
他
の
地
区

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００５０．００８０．００７０．００７０．００５黒 部 植 木黒 部 市

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００４０．００９０．００７０．００６０．００５魚 津魚 津 市

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００３０．００６０．００６０．００６０．００４滑 川 上 島
滑 川 市

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００５０．００８０．００８０．００７０．００６滑川大崎野

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００４０．００５０．００５０．００６０．００５氷 見氷 見 市

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００４０．００６０．００６０．００６０．００５福 岡福 岡 町

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００４０．００８０．００６０．００９０．００６小 矢 部小矢部市

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００４０．００６０．００６０．００６０．００５砺 波砺 波 市

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇０．００３０．００６０．００７０．００９０．００７福 野福 野 町
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　表２‐４　二酸化窒素濃度の年度別推移（年平均値）

１４１３１２１１１０
年　　　度

観　測　局

０．０１００．０１１０．０１１０．０１１０．００９富 山 水 橋

富 山 市富
山
地
区

０．０１４０．０１５０．０１４０．０１４０．０１３富 山 岩 瀬

０．０１３０．０１３０．０１３０．０１３０．０１３富 山 芝 園

０．０１２０．０１２０．０１３０．０１２０．０１２富 山 神 明

０．０１１０．０１２０．０１２０．０１１０．０１１富 山 蜷 川

０．００７０．００８０．００８０．０１００．０１０婦 中 速 星婦 中 町

０．００９０．００９０．００９０．００９０．００９高 岡 伏 木

高 岡 市

高
岡
・
新
湊
地
区

０．０１３０．０１３０．０１２０．０１２０．０１３高 岡 能 町

０．０１４０．０１３０．０１４０．０１４０．０１４高 岡 本 丸

０．０１１０．０１１０．０１１０．０１００．０１１高 岡 波 岡

０．０１１０．０１１０．０１００．０１００．０１１高 岡 戸 出

０．０１００．０１２０．０１３０．０１３０．０１３新湊三日曽根

新 湊 市 ０．０１１０．０１３０．０１００．０１３０．０１３新 湊 今 井

０．０１００．０１１０．０１００．０１１０．００９新湊海老江

０．０１２０．０１３０．０１２０．０１２０．０１３小杉太閤山小 杉 町

０．０１１０．０１１０．０１３０．０１２０．０１３入 善入 善 町

そ
の
他
の
地
区

０．００９０．０１００．０１２０．０１１０．０１１黒 部 植 木黒 部 市

０．０１１０．０１２０．０１３０．０１３０．０１３魚 津魚 津 市

０．０１４０．０１３０．０１２０．０１００．０１０滑 川 上 島
滑 川 市

０．００３０．００３０．００４０．００４０．００５滑川大崎野

０．００６０．００６０．００６０．００６０．００７氷 見氷 見 市

０．００６０．００８０．００８０．００８０．００９福 岡福 岡 町

０．００９０．００９０．０１００．０１００．０１１小 矢 部小矢部市

０．００８０．００８０．００８０．００８０．００８砺 波砺 波 市

０．００８０．００７０．００８０．００７０．００８福 野福 野 町

０．０１００．０１１０．０１１０．０１１０．０１１年平均値

注　測定は、ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法による。

（単位：ppm）
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　表２‐５　二酸化窒素に係る環境基準の達成状況

注１　測定は、ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法による。
　２　長期的評価による適（○）とは、年間における１日平均値のうち、低い方から数えて９８％目にあ
たる値が、０．０４ppmから０．０６ppmのゾーン内又はそれ以下であることをいう。

環境基準の適（〇）、
否（×）

１日平均値の９８％値（ppm）項　目

観　測　局

０．０４ppmから０．０６ppmまでのゾーン内又
はそれ以下であること基　準

１４１３１２１１１０１４１３１２１１１０年　度

〇〇〇〇〇０．０２３０．０２２０．０２３０．０２２０．０２２富 山 水 橋

富 山 市富
山
地
区

〇〇〇〇〇０．０２８０．０２７０．０３００．０２８０．０２８富 山 岩 瀬

〇〇〇〇〇０．０２６０．０２７０．０２８０．０２５０．０２９富 山 芝 園

〇〇〇〇〇０．０２５０．０２３０．０２８０．０２６０．０２７富 山 神 明

〇〇〇〇〇０．０２２０．０２２０．０２６０．０２２０．０２４富 山 蜷 川

〇〇〇〇〇０．０１７０．０１９０．０１９０．０２００．０２２婦 中 速 星婦 中 町

〇〇〇〇〇０．０２２０．０２２０．０２３０．０２４０．０２４高 岡 伏 木

高 岡 市
高
岡
・
新
湊
地
区

〇〇〇〇〇０．０３１０．０２８０．０２７０．０３００．０２９高 岡 能 町

〇〇〇〇〇０．０２９０．０２６０．０２７０．０３１０．０３０高 岡 本 丸

〇〇〇〇〇０．０２６０．０２４０．０２６０．０２５０．０２８高 岡 波 岡

〇〇〇〇〇０．０２７０．０２４０．０２４０．０２３０．０２７高 岡 戸 出

〇〇〇〇〇０．０２７０．０３００．０２７０．０３１０．０３３新湊三日曽根

新 湊 市 〇〇〇〇〇０．０２８０．０２７０．０２７０．０２９０．０３０新 湊 今 井

〇〇〇〇〇０．０２２０．０２３０．０２３０．０２８０．０２４新湊海老江

〇〇〇〇〇０．０２３０．０２６０．０２６０．０２４０．０２７小杉太閤山小 杉 町

〇〇〇〇〇０．０２２０．０２００．０２４０．０２３０．０２６入 善入 善 町

そ
の
他
の
地
区

〇〇〇〇〇０．０２００．０２００．０２３０．０２３０．０２４黒 部 植 木黒 部 市

〇〇〇〇〇０．０２４０．０２２０．０２６０．０２６０．０２７魚 津魚 津 市

〇〇〇〇〇０．０２７０．０２５０．０２５０．０２２０．０２３滑 川 上 島
滑 川 市

〇〇〇〇〇０．００９０．０１００．０１００．００９０．０１２滑川大崎野

〇〇〇〇〇０．０１６０．０１５０．０１７０．０１５０．０１８氷 見氷 見 市

〇〇〇〇〇０．０１６０．０１９０．０２００．０２００．０２２福 岡福 岡 町

〇〇〇〇〇０．０２２０．０２００．０２４０．０２３０．０２７小 矢 部小矢部市

〇〇〇〇〇０．０１８０．０１６０．０２００．０１７０．０２２砺 波砺 波 市

〇〇〇〇〇０．０２１０．０１６０．０１９０．０１９０．０２０福 野福 野 町
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　表２‐６　浮遊粒子状物質濃度の年度別推移（年平均値）

１４１３１２１１１０
年　　　度

観　測　局

０．０２５０．０２７０．０２９０．０２５０．０２４富 山 水 橋

富 山 市富
山
地
区

０．０２８０．０２９０．０３２０．０２７０．０２７富 山 岩 瀬

０．０２４０．０２８０．０３１０．０２６０．０２５富 山 芝 園

０．０２６０．０３１０．０３３０．０２８０．０２８富 山 神 明

０．０２１０．０２４０．０２６０．０２１０．０２４富 山 蜷 川

０．０２３０．０２１０．０１８０．０１５０．０２２婦 中 速 星婦 中 町

０．０２１０．０２４０．０２６０．０２２０．０２５高 岡 伏 木

高 岡 市

高
岡
・
新
湊
地
区

０．０２５０．０２５０．０２９０．０２６０．０２９高 岡 能 町

０．０２６０．０２６０．０２７０．０２６０．０２７高 岡 本 丸

０．０２２０．０２６０．０２８０．０２４０．０２７高 岡 波 岡

０．０２５０．０２６０．０２７０．０２３０．０２６高 岡 戸 出

０．０２４０．０２７０．０２７０．０２３０．０２６新湊三日曽根

新 湊 市 ０．０２４０．０２７０．０３１０．０２５０．０２９新 湊 今 井

０．０２２０．０２４０．０２１０．０１５０．０１９新湊海老江

０．０２２０．０２５０．０２７０．０２１０．０２１小杉太閤山小 杉 町

０．０１８０．０２１０．０２３０．０１９０．０２３入 善入 善 町

そ
の
他
の
地
区

０．０２１０．０２３０．０２６０．０２００．０２３黒 部 植 木黒 部 市

０．０１４０．０１６０．０２２０．０２００．０２２魚 津魚 津 市

０．０２２０．０１６０．０２３０．０１６０．０２１滑 川 上 島
滑 川 市

０．０１６０．０１６０．０２００．０１７０．０１９滑川大崎野

０．０２３０．０２３０．０２２０．０１８０．０２２氷 見氷 見 市

０．０１９０．０２００．０２２０．０１９０．０２３福 岡福 岡 町

０．０２６０．０２６０．０２９０．０２６０．０２６小 矢 部小矢部市

０．０２５０．０２５０．０２７０．０２２０．０２６砺 波砺 波 市

０．０１６０．０３１０．０２５０．０２１０．０２４福 野福 野 町

０．０２２０．０２４０．０２６０．０２２０．０２４年平均値

注　測定は、β線吸収法による。

（単位：mg／m３）
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　表２‐７　浮遊粒子状物質に係る環境基準の達成状況

注１　測定は、β線吸収法による。
　２　短期的評価による適（〇）とは、１日平均値がすべての有効測定日（１日２０時間以上の測定が行
われた日をいう。）で０．１mg／m３以下であり、かつ、１時間値がすべての測定時間において０．２mg
／m３以下であることをいう。

　３　長期的評価による適（〇）とは、年間における１日平均値のうち測定値の高い方から２％の範囲
内にあるものを除外した後の最大値が０．１０mg／m３以下であり、かつ、年間を通じて１日平均値が
０．１０mg／m３を超える日が２日間以上連続しないことをいう。

　４　※については、全国的に黄砂の確認された数日を含めて評価すると全局で否（×）である。

長期的評価によ
る 適（〇）、否
（×）

短期的評価によ
る 適（〇）、否
（×）

１日平均値の２％除外値（mg／m３）項　目

観　測　局

０．１０mg／m３以下であること基　準

１４※１３１２１１１０１４※１３１２１１１０１４１３１２１１１０年　度

○〇〇〇〇×××〇〇０．０６３０．０５８０．０７００．０５２０．０５９富 山 水 橋

富 山 市富
山
地
区

○〇〇〇〇○×××〇０．０７００．０６７０．０７００．０５７０．０５７富 山 岩 瀬

○〇〇〇〇○××〇〇０．０６５０．０６２０．０７００．０５４０．０５８富 山 芝 園

○〇〇〇〇○××〇〇０．０６９０．０６９０．０６９０．０５８０．０６５富 山 神 明

○〇〇〇〇○××〇〇０．０６２０．０５５０．０６６０．０４８０．０６２富 山 蜷 川

○〇〇〇〇○×〇〇〇０．０６６０．０４８０．０４６０．０３８０．０６６婦 中 速 星婦 中 町

○〇〇〇〇○××〇〇０．０５８０．０６１０．０６３０．０４９０．０５９高 岡 伏 木

高 岡 市
高
岡
・
新
湊
地
区

○〇〇〇〇×××〇〇０．０６７０．０６６０．０７２０．０６１０．０６３高 岡 能 町

○〇〇〇〇○〇×〇〇０．０６９０．０６００．０６３０．０５５０．０６０高 岡 本 丸

○××〇〇××××〇０．０６３０．０６９０．０７３０．０５７０．０５８高 岡 波 岡

○〇〇〇〇×××〇〇０．０６３０．０６４０．０６８０．０５４０．０６５高 岡 戸 出

○〇〇〇〇×××〇〇０．０６７０．０６７０．０６８０．０５５０．０６０新湊三日曽根

新 湊 市 ○〇〇〇〇×××〇×０．０６９０．０６４０．０６７０．０５７０．０６７新 湊 今 井

○〇〇〇〇○××〇〇０．０６５０．０５９０．０５５０．０４１０．０４８新湊海老江

○〇〇〇〇○××〇〇０．０６１０．０５９０．０６００．０４８０．０５１小杉太閤山小 杉 町

○〇〇〇〇○××〇×０．０５１０．０５４０．０６００．０４５０．０５４入 善入 善 町

そ
の
他
の
地
区

○〇〇〇〇××××〇０．０５８０．０５６０．０６５０．０４８０．０５７黒 部 植 木黒 部 市

○〇〇〇〇×××〇〇０．０５００．０５１０．０６３０．０４９０．０６４魚 津魚 津 市

○〇〇〇〇×××〇〇０．０６８０．０４８０．０５６０．０４２０．０５３滑 川 上 島
滑 川 市

○〇〇〇〇○××〇〇０．０４８０．０４６０．０５５０．０４３０．０５４滑川大崎野

○〇〇〇〇○××〇〇０．０５９０．０５９０．０６１０．０４４０．０５６氷 見氷 見 市

○〇〇〇〇×××〇〇０．０５５０．０５４０．０５６０．０４８０．０５４福 岡福 岡 町

○〇〇〇〇○××〇〇０．０６４０．０６１０．０６９０．０５５０．０６０小 矢 部小矢部市

○〇〇〇〇×××〇〇０．０６４０．０５５０．０６６０．０５２０．０６０砺 波砺 波 市

○〇〇〇〇××××〇０．０５１０．０６４０．０６１０．０５２０．０５９福 野福 野 町
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　図２‐１　黄砂の確認された日における浮遊粒子状物質濃度の状況（一般観測局）



１３９

資
料
編

資
料
編

　

��
　

安
全
で
健
康
な
生
活
環
境
の
確
保

安
全
で
健
康
な
生
活
環
境
の
確
保

　表２‐８　光化学オキシダント濃度の年度別推移（年平均値）

１４１３１２１１１０
年　　　度

観　測　局

０．０３３０．０２９０．０３００．０３２０．０２８富 山 水 橋

富 山 市富
山
地
区

０．０３１０．０３００．０２９０．０３２０．０３２富 山 岩 瀬

０．０３３０．０２９０．０２８０．０３００．０２８富 山 芝 園

０．０３２０．０３００．０３１０．０３２０．０２９富 山 神 明

０．０３２０．０２９０．０３１０．０３１０．０２９富 山 蜷 川

０．０３１０．０２３０．０３００．０３４０．０２９婦 中 速 星婦 中 町

０．０３４０．０３５０．０３３０．０３４０．０３０高 岡 伏 木

高 岡 市

高
岡
・
新
湊
地
区

０．０３００．０２８０．０２８０．０２８０．０２４高 岡 能 町

０．０２９０．０２９０．０２７０．０３００．０２５高 岡 本 丸

０．０２８０．０２６０．０２７０．０２９０．０２８高 岡 波 岡

０．０３００．０２９０．０２８０．０２９０．０２５高 岡 戸 出

０．０３４０．０３２０．０３１０．０３３０．０２８新湊三日曽根

新 湊 市 ０．０２７０．０２６０．０２７０．０３００．０２５新 湊 今 井

０．０３２０．０３１０．０３００．０３４０．０２８新湊海老江

０．０２６０．０２７０．０２７０．０３００．０２７小杉太閤山小 杉 町

０．０３３０．０３３０．０３１０．０３４０．０２９入 善入 善 町

そ
の
他
の
地
区

０．０３２０．０２８０．０３２０．０３１０．０２７黒 部 植 木黒 部 市

０．０３２０．０３００．０２９０．０３３０．０２８魚 津魚 津 市

０．０３１０．０２９０．０２９０．０３１０．０２８滑 川 上 島
滑 川 市

０．０４４０．０４２０．０３５０．０４１０．０３６滑川大崎野

０．０３２０．０３５０．０３３０．０３５０．０３１氷 見氷 見 市

０．０２９０．０３１０．０２９０．０３２０．０２８福 岡福 岡 町

０．０２９０．０２８０．０２８０．０３００．０２７小 矢 部小矢部市

０．０２９０．０３２０．０３１０．０３００．０２８砺 波砺 波 市

０．０２９０．０３１０．０３１０．０３４０．０３０福 野福 野 町

０．０３１０．０３００．０３００．０３２０．０２８年平均値

注　測定は、中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法又は紫外線吸収法による。

（単位：ppm）
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　表２‐９　光化学オキシダントに係る環境基準の達成状況

注　測定は、中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法又は紫外線吸収法による。

１時間値が０．０６ppmを超えない
場合の割合（％）

１時間値の最高値（ppm）項　目

観　測　局

０．０６ppm以下であること基　準

１４１３１２１１１０１４１３１２１１１０年　度

９４．９９６．１９５．１９４．４９７．７０．０９９０．０９００．０９６０．０９７０．０９２富 山 水 橋

富 山 市富
山
地
区

９６．１９５．１９６．５９３．０９３．３０．０９６０．０９５０．０９６０．０９７０．１００富 山 岩 瀬

９２．９９５．７９５．９９５．１９７．３０．１１６０．０９９０．０９１０．０９８０．０９７富 山 芝 園

９３．８９３．６９３．１９２．４９６．１０．０９９０．１０１０．１０４０．１０７０．１０１富 山 神 明

９４．９９６．０９５．１９４．１９６．７０．０９８０．１０００．１０８０．０９７０．１０１富 山 蜷 川

９５．２９７．１９４．０９２．４９７．６０．１１３０．０９５０．１０６０．１０４０．０９６婦 中 速 星婦 中 町

９４．１９２．６９５．６９２．８９７．７０．１０００．１０１０．０９３０．０９７０．０８８高 岡 伏 木

高 岡 市
高
岡
・
新
湊
地
区

９４．３９５．６９５．５９５．０９８．８０．１０２０．０９００．１０２０．０９１０．０７８高 岡 能 町

９６．３９５．５９６．９９３．０９９．１０．０９８０．０９６０．０９８０．１０４０．０８４高 岡 本 丸

９７．６９６．７９６．５９３．９９８．６０．０８４０．０９１０．０９３０．０９７０．０８８高 岡 波 岡

９３．３９４．９９６．１９３．６９９．２０．１１２０．１０２０．１０１０．１０００．０８７高 岡 戸 出

９０．３９０．９９４．０９０．１９７．２０．１０４０．１０８０．１０４０．１１５０．０８６新湊三日曽根

新 湊 市 ９５．２９５．２９６．１９３．７９９．００．１０３０．０９９０．０９９０．０９８０．０７８新 湊 今 井

９２．７９３．４９５．８９０．５９８．１０．０９８０．１０６０．０９９０．１０８０．０８９新湊海老江

９６．９９５．９９５．９９１．８９７．２０．１０１０．１０００．１０２０．１０７０．０９３小杉太閤山小 杉 町

９４．３９３．３９５．５９２．３９７．５０．１０７０．１０８０．１０４０．１０７０．０９２入 善入 善 町

そ
の
他
の
地
区

９４．１９７．２９３．９９４．２９８．８０．１０２０．０９８０．１０１０．０９８０．０８３黒 部 植 木黒 部 市

９５．７９４．８９５．０９１．５９７．４０．０９２０．１１００．０９４０．１０７０．０８８魚 津魚 津 市

９２．３９３．７９４．０９２．２９６．４０．１２９０．１０８０．１０４０．１０５０．０９３滑 川 上 島
滑 川 市

８７．６８８．７８８．９８９．８９６．５０．１２７０．１１６０．１１３０．１１００．０９５滑川大崎野

９３．１８９．８９３．０８９．２９６．２０．０９８０．１０８０．１１５０．１１６０．０９５氷 見氷 見 市

９５．４９３．７９５．３９２．２９７．８０．１０００．１０４０．０９１０．１０９０．０９５福 岡福 岡 町

９５．６９３．６９４．１９２．６９７．７０．０９１０．１０６０．１０５０．１０７０．０９７小 矢 部小矢部市

９６．８９４．１９４．６９５．０９８．１０．０９５０．１０５０．１０１０．０９６０．０９２砺 波砺 波 市

９５．７９３．２９４．７９１．３９７．１０．１０００．１０１０．１０５０．１０８０．０９８福 野福 野 町
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　図２‐２　光化学オキシダントの環境基準を超えた時間の割合と１時間値の最高値の推移

　表２‐１０　自動車排出ガス観測局の概要

測　定　項　目　等調査機関設置年度所　在　地観　測　局市　町

・一酸化炭素（非分散型赤外分
析計を用いる方法）

・窒素酸化物（ザルツマン試薬
を用いる吸光光度法）

・炭化水素（水素炎イオン化法）
・浮遊粒子状物質（β線吸収法）
・テレメータ化

市４７本 丸富 山 城 址
富 山 市

市５豊 田 町富 山 豊 田

県４９あ わ ら 町高岡広小路高 岡 市

県３前 沢黒 部 前 沢黒 部 市

県３上 田 島婦 中 田 島婦 中 町

県３鷲 塚小 杉 鷲 塚小 杉 町

６計

（１５年３月３１日現在）
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　表２‐１１　自動車排出ガス観測局における測定結果の年度別推移（年平均値）

１４１３１２１１１０年　度
項目（単位）観測局

０．５０．６０．６０．６０．７（ppm）一酸化炭素

富
山
城
址

富
山
市

０．０１４０．０１７０．０１８０．０１７０．０１７（ppm）一酸化窒素
０．０１９０．０１８０．０２１０．０２２０．０２２（ppm）二酸化窒素
０．０３３０．０３５０．０３８０．０３９０．０３９（ppm）窒素酸化物
０．１９０．２１０．２５０．２３０．２４（ppmC）非メタン炭化水素
１．８５１．８７１．９１１．８８１．８９（ppmC）メタン
２．０４２．０８２．１６２．１１２．１３（ppmC）全炭化水素
０．０２５０．０２９０．０３００．０２６０．０２８（mg／m３）浮遊粒子状物質
０．６０．６０．６０．６０．７（ppm）一酸化炭素

富
山
豊
田

０．０２１０．０２３０．０２５０．０２３０．０２４（ppm）一酸化窒素
０．０２４０．０２３０．０２５０．０２５０．０２５（ppm）二酸化窒素
０．０４６０．０４５０．０５００．０４８０．０５０（ppm）窒素酸化物
０．２００．２１０．２２０．２００．２６（ppmC）非メタン炭化水素
１．８１１．８３１．８４１．８４１．８６（ppmC）メタン
２．０１２．０４２．０６２．０４２．１２（ppmC）全炭化水素
０．０２６０．０２９０．０３３０．０３００．０３１（mg／m３）浮遊粒子状物質
０．５０．６０．６０．７０．７（ppm）一酸化炭素

高
岡
広
小
路

高
岡
市

０．０１４０．０１５０．０１７０．０１６０．０１７（ppm）一酸化窒素
０．０１９０．０１９０．０２１０．０２１０．０２２（ppm）二酸化窒素
０．０３３０．０３４０．０３９０．０３７０．０３９（ppm）窒素酸化物
０．１８０．２００．２２０．２３０．２４（ppmC）非メタン炭化水素
１．８３１．８４１．８６１．８４１．８４（ppmC）メタン
２．００２．０４２．０８２．０７２．０８（ppmC）全炭化水素
０．０３００．０２９０．０２７０．０２３０．０３０（mg／m３）浮遊粒子状物質
０．３０．４０．４０．４０．４（ppm）一酸化炭素

黒
部
前
沢

黒
部
市

０．０１７０．０１７０．０１９０．０１６０．０１９（ppm）一酸化窒素
０．０１８０．０１６０．０１８０．０１６０．０１８（ppm）二酸化窒素
０．０３４０．０３４０．０３６０．０３３０．０３７（ppm）窒素酸化物
０．０９０．１３０．１２０．１３０．１５（ppmC）非メタン炭化水素
１．８１１．８４１．８６１．８３１．８２（ppmC）メタン
１．９０１．９６１．９８１．９６１．９７（ppmC）全炭化水素
０．０２３０．０２２０．０２３０．０１８０．０２１（mg／m３）浮遊粒子状物質
０．３０．３０．４０．３０．４（ppm）一酸化炭素

婦
中
田
島

婦
中
町

０．０１１０．０１２０．０１５０．０１４０．０１６（ppm）一酸化窒素
０．０１７０．０１８０．０１９０．０１９０．０２０（ppm）二酸化窒素
０．０２８０．０３００．０３４０．０３２０．０３６（ppm）窒素酸化物
０．１３０．１６０．１００．０８０．１０（ppmC）非メタン炭化水素
１．８０１．８０１．８４１．８５１．８５（ppmC）メタン
１．９３１．９６１．９５１．９３１．９４（ppmC）全炭化水素
０．０２２０．０２５０．０２３０．０２００．０２５（mg／m３）浮遊粒子状物質
０．３０．４０．４０．４０．４（ppm）一酸化炭素

小
杉
鷲
塚

小
杉
町

０．００８０．００８０．０１２０．００９０．０１１（ppm）一酸化窒素
０．０１６０．０１４０．０１７０．０１５０．０１７（ppm）二酸化窒素
０．０２３０．０２２０．０２８０．０２５０．０２８（ppm）窒素酸化物
０．１２０．１１０．１１０．１６０．１４（ppmC）非メタン炭化水素
１．８８１．８７１．８８１．８７１．８１（ppmC）メタン
２．０１１．９８１．９９２．０２１．９５（ppmC）全炭化水素
０．０２２０．０２４０．０２６０．０２４０．０２９（mg／m３）浮遊粒子状物質
０．４０．５０．５０．５０．６（ppm）一酸化炭素年平

均値
０．０１９０．０１８０．０２００．０２００．０２１（ppm）二酸化窒素
０．０２５０．０２６０．０２７０．０２４０．０２７（mg／m３）浮遊粒子状物質

注１　測定は、一酸化炭素は非分散型赤外分析計を用いる方法、非メタン炭化水素及びメタンは水素炎
イオン化法、その他の項目は一般環境観測局の測定方法と同じである。

　２　窒素酸化物は、一酸化窒素と二酸化窒素とを加えたものである。
　３　全炭化水素は、非メタン炭化水素とメタンとを加えたものである。



１４３

資
料
編

資
料
編

　

��
　

安
全
で
健
康
な
生
活
環
境
の
確
保

安
全
で
健
康
な
生
活
環
境
の
確
保

　　�　浮遊粒子状物質

　表２‐１２　自動車排出ガス観測局における環境基準の達成状況

注１　測定は、非分散型赤外分析計を用いる方法による。
　２　長期的評価による適（○）とは、年間における１日平均値のうち測定値の高い方から２％の範囲

にあるものを除外した後の最高値が１０ppmを超えず、かつ、年間を通じて１日平均値が１０ppmを
超える日が２日以上連続しないことをいう。

長期的評価による
適（○）、否（×）

１日平均値が１０ppm
を超えた日が２日以
上連続の有無

１日平均値の２％除外値
（ppm）項　目

観測局
無１０ppm以下であること基　準

１４１３１２１１１０１４１３１２１１１０１４１３１２１１１０年　度
○○○○○無無無無無１．００．９１．０１．０１．２富 山 城 址

富山市
○○○○○無無無無無０．９０．９１．０１．０１．１富 山 豊 田
○○○○○無無無無無０．９１．０１．１１．３１．４高岡広小路高岡市
○○○○○無無無無無０．６０．６０．６０．６０．７黒 部 前 沢黒部市
○○○○○無無無無無０．６０．６０．６０．６０．６婦 中 田 島婦中町
○○○○○無無無無無０．７０．６０．６０．６０．７小 杉 鷲 塚小杉町

　　�　一酸化炭素

注１　測定は、ザルツマン試薬を用いる吸光光度法による。
　２　長期的評価による適（○）とは、年間における１日平均値のうち、低い方から数え

て９８％目にあたる値が、０．０４ppmから０．０６ppmのゾーン内又はそれ以下であること
をいう。

長期的評価による適
（○）、否（×）

１日平均値の９８％値（ppm）項　目

観測局

０．０４ppmから０．０６ppmまでのゾー
ン内又はそれ以下であること基　準

１４１３１２１１１０１４１３１２１１１０年　度
○○○○○０．０３２０．０３２０．０３５０．０３５０．０３６富 山 城 址

富山市
○○○○○０．０４００．０３９０．０４３０．０４２０．０４４富 山 豊 田
○○○○○０．０３２０．０３２０．０３６０．０３８０．０４０高岡広小路高岡市
○○○○○０．０３１０．０３１０．０３２０．０３１０．０３４黒 部 前 沢黒部市
○○○○○０．０３００．０３１０．０３４０．０３００．０３８婦 中 田 島婦中町
○○○○○０．０３００．０２９０．０３２０．０２８０．０３３小 杉 鷲 塚小杉町

　　�　二酸化窒素

注１　測定はβ線吸収法による。
　２　短期的評価による適（○）とは、１日平均値がすべての有効測定日（１日２０時間以上の測定が行わ

れた日をいう。）で０．１mg／m３以下であり、かつ、１時間値がすべての測定時間において０．２mg／
m３以下であることをいう。

　３　長期的評価による適（○）とは、年間における１日平均値のうち測定値の高い方から２％の範囲内
にあるものを除外した後の最大値が０．１０mg／m３以下であり、かつ、年間を通じて１日平均値が
０．１０mg／m３を超える日が２日間以上連続しないことをいう。

　４　※については、全国的に黄砂の確認された数日を含めて評価すると全局で否（×）である。

長期的評価による
適（○）、否（×）

短期的評価による
適（○）、否（×）

１日平均値の２％除外値（mg／m３）項　目

観測局

０．１０mg/m３以下であること基　準

１４※１３１２１１１０１４※１３１２１１１０１４１３１２１１１０年　度
○○○○○×××○×０．０６５０．０６４０．０７００．０５４０．０６４富 山 城 址

富山市
○○○○○○××○×０．０６９０．０７１０．０７６０．０６５０．０６８富 山 豊 田
○○○○○×××○○０．０８３０．０６２０．０６８０．０５１０．０６５高岡広小路高岡市
○○○○○×××○○０．０６２０．０５２０．０６２０．０４３０．０５７黒 部 前 沢黒部市
○○○○○○○×○○０．０５８０．０５７０．０５９０．０４４０．０５６婦 中 田 島婦中町
○○○○○○○×○○０．０６２０．０６２０．０６７０．０５６０．０６８小 杉 鷲 塚小杉町



１４４

　表２‐１３　自動車排出ガス環境調査結果（１４年度）

窒 素 酸 化 物
測定地点名路　線　名番号

平 均 値測 定 値

０．０１７０．０２４～０．０１１魚 津 市 本 江魚 津 バ イ パ ス１

０．０１６０．０２６～０．００９滑 川 市 法 花 寺国 道 ８ 号２

０．０１８０．０２３～０．０１２立 山 町 日 置富 山 立 山 公 園 線３

０．０１２０．０１５～０．００７大 沢 野 町 上 二 杉国 道 ４ １ 号４

０．０１８０．０３０～０．０１０大 島 町 北 野富 山 高 岡 線５

０．０２００．０３０～０．０１１新 湊 市 坂 東国 道 ８ 号６

０．０１２０．０２２～０．００６高 岡 市 立 野国 道 ８ 号７

０．０１５０．０２４～０．００８氷 見 市 上 田 子国 道 １ ６ ０ 号８

０．０１８０．０３１～０．０１０砺 波 市 十 年 明国 道 １ ５ ６ 号９

０．０２５０．０３６～０．０１５小 矢 部 市 岡国 道 ８ 号１０

（単位：NO２ppb）

　表２‐１４　ばい煙発生施設数の年度別推移

１４１３１２１１１０
年　　度

種　　類

２，０３１２，００５１，９６５１，９１９１，８８３ボ イ ラ ー

１５１１４９１４６１４９１５２金 属 溶 解 炉

１７２１６３１６１１５６１５９金 属 加 熱 炉

８０８０８２８３８４焼 成 炉 ・ 溶 融 炉

１０３１０５１０６１１３１１６乾 燥 炉

２７２７２７２７３２電 気 炉

５３７５８０８１８７廃 棄 物 焼 却 炉

１１１１１４１３１３銅・鉛・亜鉛精錬用施設

８０８１８１８１８１塩素・塩化水素反応施設

７７７６７０６３５７ガ ス タ ー ビ ン

２６７２６０２５９２４９２３０デ ィ ー ゼ ル 機 関

４９５０５１５１４７そ の 他

３，１０１３，０８２３，０４２２，９８５２，９４１
合　　　　　計

（１０５）（１０５）（１０３）（１０１）（１００）

注　（　）は、１０年度を１００とした指数である。
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　表２‐１５　大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設の届出状況

ば　　　い　　　煙　　　発　　　生　　　施　　　設　　　数

工
場
・
事
業
場
数

地　
　
　
　
　

域

計

３１３０２９２７２４２１１９１４１３１２１１１０９７６５４３２１

ガ

ス

機

関

デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン

用

施

設

硝

酸

製

造

精
錬
溶
解
炉

鉛
の
第
二
次

反

応

施

設

複
合
肥
料
製
造
用

反
応
施
設
等

塩
素
・
塩
化
水
素

精
練
用
施
設

銅
・
鉛
・
亜
鉛

廃
棄
物
焼
却
炉

電

気

炉

乾

燥

炉

直

火

炉

反

応

炉

溶

融

炉

焼

成

炉

石
油
加
熱
炉

金
属
加
熱
炉

金
属
溶
解
炉

溶

鉱

炉

転
炉
・
平
炉

炉
・�

焼
炉

焙
焼
炉
・
焼
結

加

熱

炉

ガ
ス
発
生
炉

ボ

イ

ラ

ー

８６０１１１３１９０１０００９８９８１１１０４０２００４６２５３６２富 山 市

５１９０２９１３０００４６０１３４１５０３０２６４３１３０３２３２４１高 岡 市

２４５０８３０００００２９４０００６３３００１０１２５５４新 湊 市

１２６０１５８０００３２０１０５０３００００００６２４６魚 津 市

６５０８００００００３０６０１０１６０１０３９４１氷 見 市

７６０７１０００００００５００００００００６３３６滑 川 市

１８００１９３００００１１１０８０００１６１８０００１０４４３黒 部 市

１１９０１０１５０００００４０３０００４１２０００７１４９砺 波 市

９７０５３０００００１０７０５０３２０００７１５１小矢部市

１０９０５１０００００２０００５３００００００４８３４上新川郡

１２５０４３０００００５１１００１０５２３０００７３４９中新川郡

９９０１３３０００００５０００００３９０００６６４６下新川郡

１８２０７２７０６２０１０１７２３２０００１１１３１７４婦 負 郡

１０８０１１１０００００４５３０００１２０００８１５２射 水 郡

１０８０１１１０００００１０３００００１０００９１６９東砺波郡

８３０２１０００００１０８０００１０３０００５８４３西砺波郡

３，１０１１２６７７７７１６８０１１５３２７１０３１０８０１２１７２１５１１６５２，０３１１，２９０合　　計

（１５年３月３１日現在）
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　表２‐１６　大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設の届出状況

計
一　般　粉　じ　ん　発　生　施　設　数

工場・
事業場数

地　　域
ふるい

破砕機
摩砕機

ベルトコンベア
バケットコンベア

堆積場

１４３９４０１９７５４０富 山 市

１３９４３０６９３６３１高 岡 市

６６２１４１２２９新 湊 市

２７２１５３７１１魚 津 市

２８２７１２７８氷 見 市

１６１４５６６滑 川 市

６３５２５１０２３１０黒 部 市

４３４１４９１６９砺 波 市

５８１０１７８２３２１小 矢 部 市

３０４１３９４７上 新 川 郡

１１５１２４５３７２１１９中 新 川 郡

９５５２３５６１１１１下 新 川 郡

６５１２１３２１１１０婦 負 郡

３０４５２１６射 水 郡

８２１１９３８２４２０東 砺 波 郡

２２３４１０５４西 砺 波 郡

１，０２２６５２８２３６３３１２２２２合　 　 計

（平成１５年３月３１日現在）
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　表２‐１７　大気関係立入調査状況（１４年度）

合　

計

そ

の

他

廃
棄
物
処
理
業

電

気

業

そ
の
他
の
製
造
業

製

造

業

輸
送
用
機
械
器
具

製

造

業

電
気
機
械
器
具

製

造

業

一
般
機
械
器
具

金
属
製
品
製
造
業

非
鉄
金
属
製
造
業

鉄

鋼

業

製

造

業

窯
業
・
土
石
製
品

ゴ
ム
製
品
製
造
業

製

造

業

石
油
・
石
炭
製
品

化

学

工

業

紙
加
工
製
造
業

パ
ル
プ
・
紙
・

製

造

業

木
材
・
木
製
品

繊

維

工

業

食
料
品
製
造
業

業種

区分

１８１４１１６３１１
ば い じ ん

基
準
の
適
合
状
況

（２５）（１）（７）（１）（１）（１０）（３）（１）（１）

３８１４３１５６１６１１有 害 物 質
及 び
有 害 ガ ス （５１７）（１）（７）（５３）（１）（９３）（２２）（３３８）（１）（１）

３５３１４３１１４２３１１６３１１燃 料 中 の
硫 黄 分 （１３２）（５）（２）（７）（７）（２）（２）（２５）（１６）（２６）（２）（４）（２０）（１０）（１）（３）

９１５１１２７２６１４１４３１０１２５５０１３
小 計

（６７４）（７）（２）（２１）（６１）（２）（９５）（２）（２５）（４８）（２６）（２）０（４）（３６１）（１２）０（１）（５）

５４３１７１９１５１１６５３２ば い 煙
発 生 施 設

届
出
確
認

（４６１）（１３）（１）（１０８）（１０）（４４）（４）（２５）（２９）（１８６）（２７）（７）（７）

１４１４堆積場等の
粉 じ ん
発 生 施 設 （１２９）（１２９）

６８３１０７１９１５１０１４００１６５０３２
小 計

（５９０）（１３）（１）０（１０８）（１０）（４４）（４）（２５）（２９）０（１２９）００（１８６）（２７）０（７）（７）

１５９８２１２１４３１５２９１５３１５０１４１１００４５
合 計

（１，２６４）（２０）（３）（２１）（１６９）（１２）（１３９）（６）（５０）（７７）（２６）（１３１）０（４）（５４７）（３９）０（８）（１２）

１６１０００１０１２０１７００２１０００指 導 件 数

注　表中の数字は工場 ･事業場数、（　）は施設数である。



１４８

　表２‐１８　大気汚染緊急時の措置

措　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置
区　分物質

自 動 車 等緊急時協力工場一　 　 般

・　不要不急の燃焼を自
粛すると共に注意報等
の発令に備えて、注意
報等の措置が行える体
制をとることを要請す
る。

・　ばい煙を排出する者
に対し、不要不急の燃
焼の自粛、燃焼方法の
改善等による硫黄酸化
物排出量の減少につい
て協力を要請する。

情 報
硫

黄

酸

化

物

・　通常硫黄酸化物排出
量の２０％以上削減する
よう勧告する。

〃注意報

・　通常硫黄酸化物排出
量の５０％以上削減する
よう勧告する。

〃警　報

・　硫黄酸化物排出許容
量の８０％以上削減する
よう命令する。

〃
重 大
警 報

・　不要不急の自動車を
使用しないこと並びに
当該地域への運行を自
粛することについて協
力を要請する。

・　不要不急の燃焼を自
粛すると共に注意報等
の発令に備えて、注意
報等の措置が行える体
制をとることを要請す
る。

・　ばい煙を排出する者
に対し、不要不急の燃
焼の自粛、燃焼方法の
改善等によるばい煙排
出量の減少について協
力を要請する。
・　次の事項について注
意するよう周知する。
　�　屋外になるべく出

ないようにする。
　�　屋外運動はさしひ

かえるようにする。
　�　光化学スモッグの

被害を受けた人は、
最寄りの厚生センタ
ー（保健所）に連絡
する。

情　報オ

キ

シ

ダ

ン

ト

〃

・　燃料使用量等を通常
使用量の２０％以上削減
（これに準ずる措置を
含む）するよう勧告す
る。

〃注意報

〃

・　燃料使用量等を通常
使用量の３０％以上削減
（これに準ずる措置を
含む）するよう勧告す
る。

〃警　報

・　不要不急の自動車を
使用しないこと並びに
当該地域への運行を自
粛することについて協
力を要請する。

・　県公安委員会に対し、
道路交通法の規定によ
る措置をとるべきこと
を要請する。

・　燃料使用量等を通常
使用量の４０％以上削減
（これに準ずる措置を
含む）するよう命令す
る。〃

重 大
警 報
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措　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置
区　分物質

自 動 車 等緊急時協力工場一　 　 般

・　不要不急の自動車を
使用しないこと並びに
当該地域への運行を自
粛することについて協
力を要請する。

・　不要不急の燃焼を自
粛すると共に注意報等
の発令に備えて、注意
報等の措置を行える体
制をとることを要請す
る。

・　ばい煙を排出する者
に対し、不要不急の燃
焼の自粛、燃焼方法の
改善等によるばい煙排
出量の減少について協
力を要請する。

情 報浮

遊

粒

子

状

物

質

・　燃料使用量等を通常
使用量の２０％以上削減
（これに準ずる措置を
含む）するよう勧告す
る。

〃注意報

・　不要不急の自動車を
使用しないこと並びに
当該地域への運行を自
粛することについて協
力を要請する。

・　県公安委員会に対し、
道路交通法の規定によ
る措置をとるべきこと
を要請する。

・　燃料使用量等を通常
使用量の４０％以上削減
（これに準ずる措置を
含む）するよう命令す
る。〃

重 大
警 報

・　不要不急の自動車を
使用しないこと並びに
当該地域への運行を自
粛することについて協
力を要請する。

・　不要不急の燃焼を自
粛すると共に注意報等
の発令に備えて、注意
報等の措置を行える体
制をとることを要請す
る。

・　ばい煙を排出する者
に対し、不要不急の燃
焼の自粛、燃焼方法の
改善等によるばい煙排
出量の減少について協
力を要請する。

情　報二　
　

酸　
　

化　
　

窒　
　

素

・　燃料使用量等を通常
使用量の２０％以上削減
（これに準ずる措置を
含む）するよう勧告す
る。

〃注意報

・　不要不急の自動車を
使用しないこと並びに
当該地域への運行を自
粛することについて協
力を要請する。

・　県公安委員会に対し、
道路交通法の規定によ
る措置をとるべきこと
を要請する。

・　燃料使用量等を通常
使用量の４０％以上削減
（これに準ずる措置を
含む）するよう命令す
る。〃

重 大
警 報
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　表２‐１９　燃料使用量の年度別推移

１４年度１３年度１２年度１１年度１０年度

２６８２７２２８９２７１２７９
Ａ 重 油

（９６）（９７）（１０４）（９７）（１００）

２９６３０９３４９４０９３５７
Ｃ 重 油

（８３）（８７）（９８）（１１５）（１００）

１９７１７９３０９４１１３４３
原　 油

（５７）（５２）（９０）（１２０）（１００）

８０２８６０７１８９７１７３８
石 炭 等

（１０９）（１１７）（９７）（１３２）（１００）

１，５６３１，６２０１，６６５２，０６２１，７１７
小　 　 計

（９１）（９４）（９７）（１２０）（１００）

３６５３４７３６０３６９３７０
灯　 油

（９９）（９４）（９７）（１００）（１００）

３４４３４４３４６４０１４２８
軽　 油

（８０）（８０）（８１）（９４）（１００）

５４１５２７５１７５２４５２７
ガ ソ リ ン

（１０３）（１００）（９８）（９９）（１００）

２，８１３２，８３８２，８８８３，３５６３，０４２
合　 　 計

（９２）（９３）（９５）（１１０）（１００）

注１　この表は、石油連盟及び県内事業所の資料を基に集計したものである。
　２　（　）は、平成１０年度を１００とした指数である。
　３　石炭等は、石炭及びコークス、オイルコークスの使用量をそれぞれ重油相当に換算し、これらを

合計した量である。

（単位：千 � ）
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　表２‐２０　県内の自動車保有台数の年度別推移

１４１３１２１１１０
年度

用途、種類

２９，２９４３０，１２１３０，９４２３１，１３９３１，３８１普 通
貨物用

５４，５２１５６，８９３５９，００９６０，９３８６２，７４０小　型

８４１８３１８９２９１９９２８普　通
乗合用

１，４６９１，５１１１，５３７１，５６１１，５６２小　型

１３３，００９１２８，０７７１２０，４４１１１１，０８８１０２，７０６普　通
乗 用

３２３，１７８３２５，７８２３３０，１７４３３４，１６８３３８，１０４小　型

５，７５６５，７２３５，６４８５，５４７５，４３４大 型 特 殊 車

２７２，７１９２６５，８７３２５８，８３８２５１，４６３２４３，７２２軽 自 動 車

１１，２４７１１，３６０１１，３７６１１，１６６１０，６００普　通
特 種

１，７６３１，８２４１，８６３１，８７３１，８５９小　型

８３３，７９７８２７，９９５８２０，７２０８０９，８６２７９９，０３６合　　　 計

注　北陸信越運輸局富山運輸支局調べによるもので、それぞれ年度末現在の台数である。

　図２‐３　悪臭苦情の発生源別推移

（単位：台）
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　表２‐２１　公害防止条例に基づく悪臭の届出工場・事業場の概要

工場・事業場数市　町　村工場・事業場数市　町　村工場・事業場数市　町　村

０大 島 町３５上 市 町１１７富 山 市

２２城 端 町８２立 山 町３１高 岡 市

１平　 村２宇 奈 月 町１新 湊 市

０上 平 村２４入 善 町２９魚 津 市

１利 賀 村５朝 日 町３５氷 見 市

０庄 川 町２０八 尾 町２２滑 川 市

５井 波 町１２婦 中 町１０２黒 部 市

６井 口 村０山 田 村３３砺 波 市

２６福 野 町１細 入 村６５小 矢 部 市

１５福 光 町４小 杉 町３５大 沢 野 町

８福 岡 町０大 門 町５大 山 町

７４７計０下　 村３舟 橋 村

　表２‐２２　悪臭実態調査結果（１４年度）

パルプ、
紙、紙加

化学工業
飼料・有機質肥料

製造業
飼料・有機質肥料

製造業
業　　　　　種

１１１１工場・事業場数

排水口排水口周辺環境敷地境界周辺環境敷地境界測　定　場　所

ＮＤ～０．３ＮＤ～０．２０．１～０．４０．１～０．６ア ン モ ニ ア

特　

定　

悪　

臭　

物　

質

ＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤ
メ チ ル メ ル
カ プ タ ン

ＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤ硫 化 水 素

ＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤ硫 化 メ チ ル

ＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤＮＤ二硫化メチル

ＮＤ　　
～０．００１

ＮＤＮＤＮＤ
ト リ メ チ ル
ア ミ ン

ＮＤ　　
～０．０００６

０．００１８　
～０．００２２

ＮＤ
０．０００３　
～０．０００６

プロピオン酸

ＮＤ　　
～０．０００３

０．０００２　
～０．０００３

ＮＤ
ＮＤ　　
～０．００１７

ノルマル酪酸

ＮＤＮＤＮＤ
ＮＤ　　
～０．０００２

ノルマル吉草酸

ＮＤ
ＮＤ　　
～０．０００３

ＮＤ
ＮＤ　　
～０．０００５

イ ソ 吉 草 酸

注１　ＮＤ（検出されず。）とは、定量限界（アンモニア０．１ppm、メチルメルカプタン、硫化水素、硫
化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン０．００１ppm、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル
吉草酸、イソ吉草酸０．０００２ppm）未満をいう。

　２　排水口のＮＤ（検出されず。）とは、定量限界（メチルメルカプタン０．００２ppm、硫化水素０．００１ppm、
硫化メチル０．００５ppm、二硫化メチル０．０１ppm）未満をいう。

（平成１５年３月３１日現在）

（単位：ppm）
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　表２‐２５　各種助成制度に基づく家畜ふん尿処理施設設置実績（１４年度）

事業費（千円）件　数事　　業　　名区　　　　分

１９２，７２３６畜産基盤再編総合整備事業補 助 事 業

１６，６００１畜産環境整備リース事業補助付きリース事業

　表２‐２３　畜産環境保全実態調査結果

主　な　処　理　施　設
調査戸数

区分

畜種 その他浄化処理焼却処理強制発酵堆積発酵火力乾燥天日乾燥

８－２６８１－－８４乳 用 牛

－－７３５９－１６２肉 用 牛

－２２－６３９－－３７豚

－－４２５６０５６４４鶏

８２２１３４０２３９５７２２７計

（１４年７月１日現在）

　表２‐２４　畜産農家の巡回指導等の実施状況（１４年度）

計ブロイラー採 卵 鶏豚肉 用 牛乳 用 牛区　　　分

４０４４６５１１２１１１１１２巡　回　指　導（延）

３８－１２２６－－水　質　検　査（延）

４－１２１－悪　臭　調　査（延）

（単位：件）
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　表２‐２６　公共用水域の水域別測定地点数（１４年度）

測　定　地　点　数
水域数水　　域　　名区

分 計国土交通省富　山　市富　山　県

５（　５）５（　５）４
阿尾川、余川川、上庄川、
仏生寺川

河　
　
　
　
　

川

１５（　８）６（　３）９（　５）１小矢部川

５（　３）３（　２）２（　１）１庄川

８（　４）８（　４）３
内川、下条川、新堀川（主
幹排水路を含む。）

２４（１１）８（　５）１２（　４）４（　２）１神通川（運河を含む。）

３（　２）３（　２）１常願寺川

７（　４）２（　１）５（　３）１白岩川

１０（８）１０（　８）６
上市川、中川、早月川、角
川、鴨川、片貝川

３（　１）３（　１）１黒部川

１０（１０）１０（１０）８
黒瀬川、高橋川、吉田川、
入川、　　小川、木流川、笹
川、境川

９０（５６）２３（１３）１４（５）５３（３８）２７小　　　　計

２（　１）２（　１）１境川ダム貯水池（桂湖）
湖　
　

沼

２（　１）２（　１）１有峰ダム貯水池（有峰湖）

２（　１）２（　１）１黒部ダム貯水池（黒部湖）

６（　３）６（　３）３小　　　　計

６（　３）６（　３）１富山新港
海　

域
２２（２２）２２（２２）１富山湾

２８（２５）２８（２５）２小　　　　計

１２４（８４）２３（１３）１４（　５）８７（６６）３２合　　　　計

注　（　）内は環境基準点数である。
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　表２‐２７　地下水の水質測定地点数（１４年度）

　　�　定期モニタリング調査（環境監視調査）

測 定 機 関地　点　数市　町　村測 定 機 関地　点　数市　町　村

富 山 県５入 善 町富 山 市１３富 山 市

富 山 県３八 尾 町富 山 県８高 岡 市

富 山 県２婦 中 町富 山 県３新 湊 市

富 山 県２小 杉 町富 山 県３魚 津 市

富 山 県１大 門 町富 山 県３氷 見 市

富 山 県２城 端 町富 山 県２滑 川 市

富 山 県２福 野 町富 山 県４黒 部 市

富 山 県４福 光 町富 山 県６砺 波 市

富 山 県１福 岡 町富 山 県５小 矢 部 市

７６合　 　 計富 山 県１大 沢 野 町

富 山 県３大 山 町

富 山 県１上 市 町

富 山 県２立 山 町

測 定 機 関地　点　数市　町　村測 定 機 関地　点　数市　町　村

富 山 県２下　 　 村富 山 県５高 岡 市

富 山 県３井 波 町富 山 県３新 湊 市

富 山 県２福 野 町富 山 県３魚 津 市

富 山 県２福 光 町富 山 県９小 矢 部 市

３９合　 　 計富 山 県３八 尾 町

富 山 県７小 杉 町

　　�　定期モニタリング調査（汚染井戸調査）
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　表２‐２８　水質常時監視所の概要

管　理　者設置年度測　定　項　目測　定　地　点

県
４６年度

（元年度更新）
水温、pH、DO、導電率、濁度、COD城 光 寺 橋

小 矢 部 川

国土交通省
５１年度

（１４年度更新）
水温、pH、DO、導電率、濁度、
有害物質、TOC、TN

国 条 橋

国土交通省１２年度
水温、pH、DO、導電率、濁度、
有害物質

高 岡 大 橋庄　 　 川

国土交通省
４８年度

（１１年度更新）
水温、pH、DO、濁度、塩素、シアン萩 浦 橋神 通 川

国土交通省１２年度
水温、pH、DO、導電率、濁度、
有害物質

常 願 寺 橋常 願 寺 川

国土交通省１２年度
水温、pH、DO、導電率、濁度、
有害物質

愛 本 橋黒 部 川

　表２‐２９　河川の主要測定地点（環境基準点）における水質測定結果（１４年度）

ＢＯＤ
（mg／ � ）

ＳＳ
（mg／ � ）

ＤＯ
（mg／ � ）

ｐＨ水域類型調 査 地 点水 域 名
適否

○１．１９．０１０７．４Ａ阿 尾 橋阿 尾 川

○１．２７．７９．９７．３Ａ間 島 橋余 川 川

○１．８８．２９．６７．４Ｂ北 の 橋上 庄 川

○２．０７．３８．６７．４Ｃ八 幡 橋仏 生 寺 川

○２．４４．４８．０７．７Ｃ中 の 橋湊 川

○２．５６．７９．２７．０Ｄ河 口小 矢 部 川

○１．８８．８９．３７．０Ｃ城 光 寺 橋

○１．４１１１１７．２Ａ国 条 橋

○０．６３．７１１７．５ＡＡ太 美 橋

○２．０３．４９．６７．２Ｄ地 子 木 橋千 保 川

○１．０４．０１１７．３Ｂ新 祖 父 川 橋祖 父 川

○１．５２．８１１７．３Ａ福 野 橋山 田 川

○０．５２．９１０７．６ＡＡ二 ヶ 渕 え ん 堤

○０．６８．３１１７．４Ａ大 門 大 橋庄 川

○０．６１１１２７．４ＡＡ雄 神 橋

○０．５１０１１７．１Ａ末 端和 田 川

○１．７４．５７．９７．０Ｃ山 王 橋内 川

○２．０７．５８．８７．４Ｃ西 橋

○１．４１０９．２７．０Ｂ稲 積 橋下 条 川

○１．５６．３８．６７．０Ｂ白 石 橋新 堀 川
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注１　測定値は、年平均値である。（ただし、ＢＯＤの測定値は、７５％水質値である。）
　２　「７５％水質値」とは、全データをその値の小さいものから順に並べ、０．７５×ｎ番目（ｎはデータ

数）の値であり、適否は、全データのうち７５％以上のデータが環境基準を満足しているものを適
（○印）とした。

　３　「水域類型」のＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＥは、「水質汚濁に係る環境基準（昭和４６年環境庁告示
第５９号）」に示された「河川」の類型をいう。

○１．２７．０１１７．４Ｃ萩 浦 橋神 通 川

○１．０６．３１１７．５Ａ神 通 大 橋

○０．７８．４１１７．２Ａ新 国 境 橋宮 川

○０．６１．０１１７．３Ａ新 猪 谷 橋高 原 川

○１．１８．１１０７．６Ｃ四 ッ 屋 橋いたち川

○１．２７．０１０７．６Ｂ桜 橋松 川

○１．６１６１１７．６Ｂ高 田 橋井 田 川

○１．０１１１２７．６Ａ落 合 橋

○１．０８．９１１７．７Ａ八 幡 橋熊 野 川

○１．２３．３７．７７．２Ｅ千原崎地内水路橋富 岩 運 河

○２．０４．５７．９７．３Ｅ岩 瀬 橋岩 瀬 運 河

○０．９８．６１１７．２Ａ今 川 橋常 願 寺 川

○０．６１０１１７．３ＡＡ常 願 寺 橋

○１．３３．８９．４７．４Ｂ東 西 橋白 岩 川

○１．１５．１１０７．４Ａ泉 正 橋

○２．９８．３１１７．４Ｃ流 観 橋栃 津 川

○０．８６．８１１７．５Ａ寺 田 橋

○０．７３．３１０７．０Ａ魚 躬 橋上 市 川

○１．９４．４１０６．９Ｂ落 合 橋中 川

○＜０．５４．８１１７．２ＡＡ早 月 橋早 月 川

○１．２６．０１１７．２Ａ角 川 橋角 川

○１．４６．３１１７．２Ｂ港 橋鴨 川

○０．６４．９１０７．４Ａ末 端片 貝 川

○０．９５．３１１７．６ＡＡ落 合 橋

○０．８５．２１１７．６Ａ落 合 橋布 施 川

○１．１５．４１１７．２Ａ石 田 橋黒 瀬 川

○０．９４．５１１７．２Ｂ堀 切 橋高 橋 川

○１．０４．２１０７．５Ｂ吉 田 橋吉 田 川

○０．６６．５１２７．５ＡＡ下 黒 部 橋黒 部 川

○０．８４．３１１７．６Ａ末 端入 川

○０．７２．５１１７．３Ａ赤 川 橋小 川

○＜０．５１．８１１７．３ＡＡ上 朝 日 橋

○０．６２．７１１７．３Ａ舟 川 橋舟 川

○１．５５．９１０７．４Ｂ末 端木 流 川

○０．５１４１０７．４Ａ笹 川 橋笹 川

○＜０．５３．３１０７．２Ａ境 橋境 川



１５８

　表２‐３０　河川末端における水質（ＢＯＤ）の年度別推移

１４年度１３年度１２年度１１年度１０年度
水 域 類 型

水 域 名
基準値

２．５２．９３．６３．７３．３８Ｄ小 矢 部 川主

要

５

河

川

１．２２．２２．１２．９２．３５Ｃ神 通 川

０．６０．７１．０１．６１．０２Ａ庄 川

０．９０．９０．９１．０１．３２Ａ常 願 寺 川

０．６０．７０．９０．８０．７１ＡＡ黒 部 川

１．８２．７２．３１．５１．９３Ｂ上 庄 川

都　

市　

河　

川

中

小　

河

川

２２

２．４２．７３．８２．３２．９５Ｃ仏生寺川（湊川）

２．０１．２２．３１．３４．８５Ｃ内 川

１．４２．２１．６１．２１．８３Ｂ下 条 川

１．９２．０２．７２．１２．５３Ｂ中 川

１．２１．０１．５１．４１．３２Ａ角 川

１．４１．８２．４２．０１．８３Ｂ鴨 川

１．１１．３１．６１．３１．３２Ａ黒 瀬 川

０．９０．９１．２１．１１．０３Ｂ高 橋 川

１．５１．３１．６１．４１．１３Ｂ木 流 川

１．１１．２１．５１．０１．１２Ａ阿 尾 川

そ

の

他

の

河

川

１．２１．５１．６１．４１．４２Ａ余 川 川

１．５１．９１．９１．５１．４３Ｂ新 堀 川

１．３１．３１．３１．３１．１３Ｂ白 岩 川

０．７０．６０．９０．７０．６２Ａ上 市 川

０．５未満０．５未満０．５未満０．５未満０．５未満１ＡＡ早 月 川

０．８０．９１．２０．８０．７２Ａ片貝川（布施川）

１．０１．４１．１１．３１．４３Ｂ吉 田 川

０．８０．９０．６０．８０．６２Ａ入 川

０．７０．６０．７０．６０．５未満２Ａ小 川

０．５０．５未満０．８０．５０．５未満２Ａ笹 川

０．５未満０．５未満０．５未満０．５未満０．５未満２Ａ境 川

（単位：mg／ � ）
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　表２‐３１　湖沼の主要測定地点（環境基準点）における水質測定結果（１４年度）

全りん
（mg／ � ）

ＣＯＤ
（mg／ � ）

ＳＳ
（mg／ � ）

ＤＯ
（mg／ � ）

ｐＨ
水　域
類　型

調査地点水域名
適否適否

○０．００３○１．５２８．７６．８Ａ　Ⅱえん堤付近桂　湖

○０．００４○２．０１９．７７．０Ａ　Ⅱえん堤付近有峰湖

○０．００８○１．３５９．５６．９Ａ　Ⅱえん堤付近黒部湖

注１　測定値は、年平均値である。（ただし、ＣＯＤの測定値は、７５％水質値である。）
　２　「７５％水質値」とは、全データをその値の小さいものから順に並べ、０．７５×ｎ番目（ｎはデータ

数）の値であり、適否は、全データのうち７５％以上のデータが環境基準を満足しているものを適
（○印）とした。

　３　「水域類型」のＡ及びⅡは、「水質汚濁に係る環境基準（昭和４６年環境庁告示第５９号）」に示され
た「湖沼」の類型をいう。

　表２‐３２　湖沼における水質（ＣＯＤ、全りん）の年度別推移

１４年度１３年度１２年度１１年度１０年度
水域類型

項　目水域名
基準値

１．５１．４－－－３ＡＣＯＤ
桂　 湖

０．００３０．００３－－－０．０１Ⅱ全りん

２．０１．９１．７１．９２．１３ＡＣＯＤ
有 峰 湖

０．００４０．００４０．００４０．００６０．００５０．０１Ⅱ全りん

１．３１．１１．１１．４１．６３ＡＣＯＤ
黒 部 湖

０．００８０．００４０．００６０．０１００．００７０．０１Ⅱ全りん

注　測定値は、年平均値である。（ただし、ＣＯＤの測定値は７５％水質値である。）

（単位：mg／ � ）
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　表２‐３３　海域の主要測定地点（環境基準点）における水質測定結果（１４年度）

ＣＯＤ
（mg／ � ）

ＤＯ
（mg／ � ）

ｐＨ水域類型調　査　地　点水　域　名
適否

○１．８７．８８．２Ｂ小矢部川河口海域№２

小 矢 部 川
河 口 海 域

富

山

湾

○１．８７．８８．２Ｂ小矢部川河口海域№３

○１．８７．８８．２Ａ小矢部川河口海域№５

○１．９７．９８．２Ａ小矢部川河口海域№６

○１．９８．１８．２Ｂ神通川河口海域№１

神 通 川
河 口 海 域

○２．２８．１８．２Ｂ神通川河口海域№２

○１．９８．１８．２Ｂ神通川河口海域№３

○２．０８．２８．２Ａ神通川河口海域№４

○１．７８．３８．２Ａ神通川河口海域№５

○２．０８．１８．２Ａ神通川河口海域№６

○１．９８．０８．２Ａ小矢部川河口海域№７

そ の 他
富山湾海域

×２．１８．２８．２Ａ神通川河口海域№７

○１．８８．０８．１Ａその他地先海域№１

○１．６７．８８．２Ａその他地先海域№２

○１．８７．８８．２Ａその他地先海域№３

○２．０８．１８．１Ａその他地先海域№４

×２．１８．３８．２Ａその他地先海域№５

×２．２８．２８．２Ａその他地先海域№６

○２．０８．２８．２Ａその他地先海域№７

×２．３８．３８．３Ａその他地先海域№８

○２．０８．１８．２Ａその他地先海域№９

○１．６７．９８．２Ａその他地先海域№１０

○２．６８．２８．１Ｂ富山新港№１富山新港海域

○３．９７．８７．８Ｃ姫野橋第一貯木場

○４．５６．１７．６Ｃ中央中野整理場

注１　測定値は、年平均値である。（ただし、ＣＯＤの測定値は、７５％水質値である。）
　２　「７５％水質値」とは、全データをその値の小さいものから順に並べ、０．７５×ｎ番目（ｎはデータ

数）の値であり、適否は、全データのうち７５％以上のデータが環境基準を満足しているものを適
（○印）とした。

　３　「水域類型」のＡ、Ｂ及びＣは、「水質汚濁に係る環境基準（昭和４６年環境庁告示第５９号）」に示
された「海域」の類型をいう。
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　表２‐３４　海域における水質（ＣＯＤ）の年度別推移

１４年度１３年度１２年度１１年度１０年度
水 域 類 型

水　　　　　　域
基準値

２．０２．４２．０２．５２．７２Ａ
富　山　湾　沿　岸　海　域
（下記を除く富山湾全域）

１．８２．５２．２３．１２．７３Ｂ
河口から１，２００ｍの
範囲内小矢部川

河口海域 １．９２．５２．２３．１２．６２Ａ
河口から２，２００ｍの
範囲内（上記を除く）

２．０２．３２．３２．３２．８３Ｂ
河口から１，８００ｍの
範囲内神 通 川

河口海域 １．９２．６２．２２．５２．４２Ａ
河口から２，４００ｍの
範囲内（上記を除く）

４．２４．２４．４４．７５．０８Ｃ
第１貯木場及び中野
整理場富山新港

海 域 ２．６３．２３．１２．５２．５３Ｂ
富山新港港内（上記
を除く）

注　各調査地点の７５％水質値を各水域毎に平均した値である。

（単位：mg／ � ）
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　表２‐３５　地下水の定期モニタリング（環境監視）調査結果（１４年度）

定量限界環境基準値
環境基
準超過
地点数

測定結果
検出
地点

調　査
地点数

調 査 項 目

０．００１０．０１０ＮＤ０７６カドミウム

０．１検出されないこと０ＮＤ０７６全シアン

０．００５０．０１０ＮＤ０７６鉛

０．０４０．０５０ＮＤ０７６六価クロム

０．００５０．０１０ＮＤ～０．００５１７６ひ素

０．０００５０．０００５０ＮＤ０７６総水銀

０．０００５検出されないこと０ＮＤ００アルキル水銀

０．００２０．０２０ＮＤ０７６ジクロロメタン

０．０００２０．００２０ＮＤ０７６四塩化炭素

０．０００４０．００４０ＮＤ０７６１，２‐ジクロロエタン

０．００２０．０２０ＮＤ０７６１，１‐ジクロロエチレン

０．００４０．０４０ＮＤ０７６シス‐１，２‐ジクロロエチレン

０．０００５１０ＮＤ０７６１，１，１‐トリクロロエタン

０．０００６０．００６０ＮＤ０７６１，１，２‐トリクロロエタン

０．００２０．０３０ＮＤ０７６トリクロロエチレン

０．０００５０．０１０ＮＤ０７６テトラクロロエチレン

０．０００２０．００２０ＮＤ０７６１，３‐ジクロロプロペン

０．０００６０．００６０ＮＤ０７６チウラム

０．０００３０．００３０ＮＤ０７６シマジン

０．００２０．０２０ＮＤ０７６チオベンカルブ

０．００１０．０１０ＮＤ０７６ベンゼン

０．００２０．０１０ＮＤ０７６セレン

０．０５１０ＮＤ～０．１１５７６ほう素

０．０８０．８０ＮＤ～０．２３１４７６ふっ素

０．０６１００ＮＤ～４．６６６７６硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

注　ＮＤ（検出されず）とは定量限界未満をいう。

（単位：mg／ � ）
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　表２‐３６　地下水の定期モニタリング（汚染井戸）調査結果（１４年度）

定量限界
環 境
基 準 値

環 境 基 準
超過地点数

測 定 結 果
検　出
地点数

調　査
地点数

調 査 地 域調査項目

０．００５０．０１

１ＮＤ～０．０３５１２新湊市堀江千石

ひ　　素

１ＮＤ～０．０２４１２小矢部市埴生

０ＮＤ～０．００７１２小矢部市五郎丸

０ＮＤ０２小矢部市棚田

０ＮＤ０２小矢部市臼谷

０ＮＤ０２小杉町三ヶ

０ＮＤ～０．００６１２小杉町白石

０ＮＤ～０．００７１２小杉町黒河

１ＮＤ～０．０１２１２下村加茂

１ＮＤ～０．０１９１２福野町三清

０ＮＤ～０．００８１２福光町舘

０．００２０．０３
１ＮＤ～０．０３４２３小矢部市埴生ト リ

ク ロ ロ
エチレン ０ＮＤ～０．０１２１３八尾町福島

０．０００５０．０１

０ＮＤ～０．００５８２３高岡市戸出
テ ト ラ
ク ロ ロ
エチレン

０ＮＤ～０．００１３２３魚津市三ヶ

０ＮＤ～０．０４４２３小矢部市埴生

１ＮＤ～０．０６８２３井波町本町

０．０００５０．０００５０ＮＤ０２小杉町黒河総 水 銀

０．０５１．０１０．４０～２．５２２高岡市長慶寺ほ う 素

注１　ＮＤ（検出されず）とは定量限界未満をいう。
　２　測定結果は年平均値である。

（単位：mg／ � ）
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　表２‐３７　汚染井戸における水質の年度別推移

１４年度１３年度１２年度１１年度１０年度９年度調査地域調査項目

ＮＤ～０．０３５ＮＤ～０．０３６ＮＤ～０．０２３ＮＤ～０．０３９ＮＤ～０．０４２ＮＤ～０．０１８
新湊市堀江千石

ひ 素
［０．０１］

（０．０３５）（０．０３６）（０．０２３）（０．０３９）（０．０４２）（０．０１８）

ＮＤ～０．０２４ＮＤ～０．０１９ＮＤ～０．０１０ＮＤ～０．０１２ＮＤ～０．０１２ＮＤ～０．００７
小矢部市埴生

（０．０２４）（０．０１９）（０．０１０）（０．０１２）（０．０１２）（０．００７）

ＮＤ～０．００７ＮＤ～０．００８ＮＤ～０．００７ＮＤ～０．００８ＮＤ～０．００９ＮＤ～０．００５
小矢部市五郎丸

（０．００７）（０．００８）（０．００７）（０．００８）（０．００９）（０．００５）

ＮＤ
ＮＤ～０．００５

ＮＤ
ＮＤ～０．００６

－－小矢部市棚田
（０．００５）（０．００６）

ＮＤＮＤＮＤ－－－小矢部市臼谷

ＮＤ
ＮＤ～０．００６ＮＤ～０．００８ＮＤ～０．０１０ＮＤ～０．００９ＮＤ～０．０１０

小杉町三ヶ
（０．００６）（０．００８）（０．０１０）（０．００９）（０．０１０）

ＮＤ～０．００６ＮＤ～０．００８ＮＤ～０．００７ＮＤ～０．００８ＮＤ～０．００８ＮＤ～０．００５
小杉町白石

（０．００６）（０．００８）（０．００７）（０．００８）（０．００８）（０．００５）

ＮＤ～０．００７ＮＤ～０．００６
ＮＤ

ＮＤ～０．０２３ＮＤ～０．０２６ＮＤ～０．０１７
小杉町黒河

（０．００７）（０．００６）（０．０２３）（０．０２６）（０．０１７）

ＮＤ～０．０１２ＮＤ～０．０１４ＮＤ～０．００９ＮＤ～０．０１４ＮＤ～０．０１７ＮＤ～０．００８
下村加茂

（０．０１２）（０．０１４）（０．００９）（０．０１４）（０．０１７）（０．００８）

ＮＤ～０．０１９ＮＤ～０．０２４ＮＤ～０．０１６ＮＤ～０．０１０ＮＤ～０．０２４
－福野町三清

（０．０１９）（０．０２４）（０．０１６）（０．０１０）（０．０２４）

ＮＤ～０．００８ＮＤ～０．００８ＮＤ～０．００８ＮＤ～０．０２０
－－福光町舘

（０．００８）（０．００８）（０．００８）（０．０２０）

ＮＤ～０．０４０ＮＤ～０．０５６ＮＤ～０．０３４ＮＤ～０．０２５ＮＤ～０．０８５ＮＤ～０．０５６
小矢部市埴生トリクロロ

エチレン
［０．０３］

（０．０２１）（０．０４５）（０．０２６）（０．０１９）（０．０５４）（０．０５３）

ＮＤ～０．０１４ＮＤ～０．０１１ＮＤ～０．０１５ＮＤ～０．０１９ＮＤ～０．０３７ＮＤ～０．０２４
八尾町福島

（０．０１２）（０．００９）（０．０１３）（０．０１６）（０．０３１）（０．０１７）

ＮＤ～０．００６７ＮＤ～０．０３３ＮＤ～０．０９５ＮＤ～０．０４３ＮＤ～０．０８９ＮＤ～０．０９４
高岡市戸出

テトラクロ
ロエチレン
［０．０１］

（０．００５８）（０．０２０）（０．０５３）（０．０２９）（０．０５３）（０．０６３）

ＮＤ～０．００１５ＮＤ～０．０００８ＮＤ～０．００１２ＮＤ～０．００１５ＮＤ～０．０００７
－魚津市三ヶ

（０．００１３）（０．０００８）（０．０００９）（０．００１２）（０．０００７）

ＮＤ～０．０４９ＮＤ～０．１０ＮＤ～０．０１８ＮＤ～０．００８８ＮＤ～０．０３０ＮＤ～０．０４５
小矢部市埴生

（０．０４４）（０．０７８）（０．０１６）（０．００８４）（０．０２２）（０．０３９）

ＮＤ～０．１０ＮＤ～０．１２ＮＤ～０．２５ＮＤ～０．４６ＮＤ～０．４５ＮＤ～０．５３
井波町本町

（０．０６８）（０．１０）（０．１４）（０．２７）（０．２８）（０．３９）

ＮＤ
ＮＤ～０．０００９

－－－－小杉町黒河
総 水 銀
［０．０００５］ （０．０００７）

０．４０～２．５
－－－－－高岡市長慶寺

ほ う 素
［１．０］ （１．５）

注１　調査項目の［　］内は、環境基準値を表す。
　２　ＮＤ（検出されず）とは、定量限界（ひ素０．００５mg／ � 、トリクロロエチレン０．００２mg／ � 、

テトラクロロエチレン０．０００５mg／ � 及び総水銀０．０００５mg／ � ）未満をいう。
　３　測定結果の上段は、最小値～最大値を表す。下段の（　）内は最高濃度検出地点における年平均

値である。

（単位：mg／ � ）



１６５

資
料
編

資
料
編

　

��
　

安
全
で
健
康
な
生
活
環
境
の
確
保

安
全
で
健
康
な
生
活
環
境
の
確
保

　表２‐３８　水質汚濁防止法に基づく特定事業場数

計

そ

の

他

学

術

研

究

機

関

教

育

廃

棄

物

処

理

業

娯
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の
宿
泊
所

そ
の
他
の
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業

洗
濯
・
理
容
・
浴
場
業

そ

の

他

の

小

売

業

飲

食

料

品

小

売

業

水

道

業

電
気
機
械
器
具
製
造
業

金

属

製

品

製

造

業

非

鉄

金

属

製

造

業

窯
業
・
土
石
製
品
製
造
業

化

学

工

業

木
材
・
木
製
品
製
造
業

飲
料
・
た
ば
こ
・
飼
料
製
造
業

食

料

品

製

造

業

非

金

属

鉱

業

農

業

業　種

市郡名

６０７１０２６１０５５５７２１２１５４５３２６３１１２２６２８４１１４０１９２２富 山 市

３９５４７２２３１５４７４４５９５７１４６１１１６１０１２４４３６１５高 岡 市

１０５１３００１０４０１８２２５０１１５４３１００２７００新 湊 市

１６６１４０３３３２４４２３７１６０００１３１１６０４８魚 津 市

２７７１５０１１２９９４１６７１５１７０７０２２６５１４１氷 見 市

１１０７１３１０４１９６２４３５１４６２５３１２１３滑 川 市

１３１９０２００１４４９８１５０１２７０１３２９３３３黒 部 市

１６１１９１３２３９１１１１３２４２６２１２００４２８４３５砺 波 市

１５３２１０２１２１４４１５１７１４０４０８００１３６１１１２小矢部市

１２９８０３２３６６０１０５０４１１０７１０２８２６上新川郡

２０１１９１２２２４７２１１２１４５３０１４５０１２８１２４０中新川郡

２１９１６１１３２７７４２０６０９３３０４０２３３４２２９下新川郡

１８３２９１１３２２５４１８７０５８３０１５９１４２７３１８婦 負 郡

１５４２５１２０２８４１７２７２１１０７０８３０１２２２１２射 水 郡

２７１１９１３２１１１１１１４１２０１０３４０１４２４３３０４３３東砺波郡

１１９８０３３２２１１１１１１１７１６０２１１２２７１１０西砺波郡

３，３８１３７１１５４１３２３０６３４４３３６７２４３７２１１６３１１１８２３１４９７１４０４７５３５７６３２７合　 計

（平成１５年３月３１日現在）
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　表２‐３９　水環境保全活動推進事業の実績（１４年度）

事　　業　　内　　容事 業 区 分市町村名

　清水の里周辺整備検討会の開催及び水環境保全活
動団体の育成

名水等の環境保全整備計
画作成事業

黒 部 市

　小学生による河川、用水等の水生生物調査や広報
誌による意識啓発など水環境保全活動の育成

生活排水対策推進事業小 矢 部 市

　各家庭の排水の状況を把握するための生活排水台
帳の整備や水質調査、生活排水対策のための基礎資
料の収集

生活排水対策推進事業福 光 町

　表２‐４０　水質関係立入調査状況（１４年度）

計
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業
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場
業
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造
業

電
気
機
械
器
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製
造
業

一
般
機
械
器
具
製
造
業

金

属

製

品

製

造

業

非

鉄

金

属

製

造

業

鉄

鋼

業

窯
業
・
土
石
製
品
製
造
業

化

学

工

業

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業

飲
料
・
た
ば
こ
・
飼
料
製
造
業

食

料

品

製

造

業

業　種

区　分

３４６３０７３８３４２２１２２８６１５９３９５８９３１１２１１３０立入調査件数

１０００１００２０００１１００１２０１１
排出水に係る
指 導 件 数
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　表２‐４１　公共用水域の主要測定地点における全窒素・全りんの水質測定結果（１４年度）

全　り　ん全　窒　素調　査　地　点　名水　域　名

０．０５９０．７２阿 尾 橋阿 尾 川

０．０５４０．８１間 島 橋余 川 川

０．０７６０．８５北 の 橋上 庄 川

０．１１１．５八 幡 橋仏 生 寺 川

０．１９１．１中 の 橋湊 川

０．０９１．４河 口小 矢 部 川

０．１１１．５城 光 寺 橋

０．０５７０．９１国 条 橋

０．０１７０．５０太 美 橋

０．１６０．８９地 子 木 橋千 保 川

０．０５８１．２新 祖 父 川 橋祖 父 川

０．０３４０．６５福 野 橋山 田 川

０．０１１０．５４二 ヶ 渕 え ん 堤

０．０１２０．３８大 門 大 橋庄 川

０．０１１０．２９雄 神 橋

０．０２４０．４２末 端和 田 川

０．０８５２．３山 王 橋内 川

０．０８３０．７０西 橋

０．０６９０．９３稲 積 橋下 条 川

０．０８９１．９白 石 橋新 堀 川

０．１２０．９６西 部 排 水 機 場西部主幹排水路

０．１１１．１東 部 排 水 機 場東部主幹排水路

０．０３３１．５萩 浦 橋神 通 川

０．０２５１．１神 通 大 橋

０．０４００．５７新 国 境 橋宮 川

０．０１６０．４８新 猪 谷 橋高 原 川

０．０３９０．６５四 ッ 屋 橋い た ち 川

０．０３７０．８１桜 橋松 川

０．０４０２．５高 田 橋井 田 川

０．０２３０．５９落 合 橋

０．０３００．７３八 幡 橋熊 野 川

０．０６９２．０千 原 崎 地 内 水 路 橋富 岩 運 河

０．０５１２．２岩 瀬 橋岩 瀬 運 河

０．０２５０．５７今 川 橋常 願 寺 川

０．０１８０．４１常 願 寺 橋

０．０４１０．９１東 西 橋白 岩 川

０．０６７０．６３泉 正 橋

０．０４８０．６９流 観 橋栃 津 川

０．０３９０．５９寺 田 橋

０．０４００．６２魚 躬 橋上 市 川

０．０８６０．９５落 合 橋中 川

０．０１５０．４２早 月 橋早 月 川

（単位：mg／ � ）
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０．０５００．６７角 川 橋角 川

０．０６９０．７８港 橋鴨 川

０．０９９０．９２落 合 橋片 貝 川

０．０４００．６２落 合 橋布 施 川

０．０５９０．６３石 田 橋黒 瀬 川

０．０４５０．３５堀 切 橋高 橋 川

０．０４６０．７４吉 田 橋吉 田 川

０．０１８０．２８下 黒 部 橋黒 部 川

０．０４６０．３０末 端入 川

０．０１１０．３１赤 川 橋小 川

０．００７０．３３上 朝 日 橋

０．０１１０．３０舟 川 橋舟 川

０．０６３０．６５末 端木 流 川

０．０１５０．４４笹 川 橋笹 川

０．００７０．４８境 橋境 川

０．０９２０．３７富 山 新 港 № １富 山 新 港

０．０１５０．１６小矢部川河口海域№５富 山 湾

０．０１３０．１４小矢部川河口海域№７

０．０１６０．１８神 通 川 河 口 海 域 №５

０．０１６０．１７神 通 川 河 口 海 域 №７

０．０１２０．１２そ の 他 地 先 海 域 №１

０．０１４０．１２そ の 他 地 先 海 域 №２

０．０１３０．１２そ の 他 地 先 海 域 №３

０．０１７０．１７そ の 他 地 先 海 域 №４

０．０１６０．２０そ の 他 地 先 海 域 №５

０．０１５０．１８そ の 他 地 先 海 域 №６

０．０１５０．１８そ の 他 地 先 海 域 №７

０．０１４０．１５そ の 他 地 先 海 域 №８

０．０１２０．１３そ の 他 地 先 海 域 №９

０．０１２０．１２その他地先海域№１０

注　測定値は、年平均値である。
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　表２‐４２　河川の主要測定地点における要監視項目測定結果（１４年度）
（単位：mg／ � ）

アンチモンモリブデンニッケルフェニトロチオン水　　　域　　　名

ＮＤＮＤ０．００３ＮＤ阿 尾 橋阿 尾 川

ＮＤＮＤ０．００３ＮＤ間 島 橋余 川 川

ＮＤＮＤ０．００３ＮＤ北 の 橋上 庄 川

ＮＤＮＤ０．００３０．００１５八 幡 橋仏 生 寺 川

ＮＤ０．００７０．００４ＮＤ中 の 橋湊 川

ＮＤＮＤ０．００６ＮＤ河 口小 矢 部 川

ＮＤＮＤ０．００５ＮＤ城 光 寺 橋

ＮＤＮＤＮＤＮＤ国 条 橋

ＮＤＮＤ０．０２１０．０００５地 子 木 橋千 保 川

ＮＤＮＤ０．００７０．０００４新 祖 父 川 橋祖 父 川

ＮＤＮＤＮＤ０．０００４福 野 橋山 田 川

ＮＤＮＤＮＤＮＤ大 門 大 橋庄 川

ＮＤＮＤＮＤＮＤ雄 神 橋

ＮＤＮＤＮＤＮＤ末 端和 田 川

ＮＤ０．０１６０．００５ＮＤ山 王 橋内 川

ＮＤＮＤ０．００１ＮＤ西 橋

ＮＤＮＤＮＤＮＤ稲 積 橋下 条 川

ＮＤＮＤＮＤＮＤ白 石 橋新 堀 川

ＮＤＮＤＮＤＮＤ萩 浦 橋神 通 川

ＮＤＮＤＮＤＮＤ神 通 大 橋

ＮＤＮＤＮＤＮＤ新 国 境 橋宮 川

ＮＤ０．０２３ＮＤＮＤ新 猪 谷 橋高 原 川

ＮＤＮＤ０．００１ＮＤ四 ツ 屋 橋いたち川

ＮＤＮＤ０．００１ＮＤ桜 橋松 川

ＮＤＮＤＮＤＮＤ高 田 橋井 田 川

ＮＤＮＤＮＤＮＤ落 合 橋

ＮＤＮＤＮＤＮＤ八 幡 橋熊 野 川

ＮＤＮＤ０．００４ＮＤ千原崎地内水路橋富 岩 運 河

ＮＤ０．０１１０．００５ＮＤ岩 瀬 橋岩 瀬 運 河

ＮＤＮＤＮＤＮＤ今 川 橋常 願 寺 川

ＮＤＮＤＮＤＮＤ常 願 寺 橋

ＮＤＮＤＮＤＮＤ東 西 橋白 岩 川

ＮＤＮＤＮＤＮＤ泉 正 橋

ＮＤＮＤ０．００１ＮＤ流 観 橋栃 津 川

ＮＤＮＤＮＤ０．０００５寺 田 橋

ＮＤＮＤＮＤＮＤ魚 躬 橋上 市 川

ＮＤＮＤＮＤ０．０００８落 合 橋中 川

ＮＤＮＤＮＤＮＤ早 月 橋早 月 川

ＮＤＮＤＮＤＮＤ角 川 橋角 川

ＮＤＮＤＮＤＮＤ港 橋鴨 川

ＮＤＮＤＮＤＮＤ落 合 橋片 貝 川

ＮＤＮＤＮＤＮＤ落 合 橋布 施 川
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ＮＤＮＤＮＤ０．０００８石 田 橋黒 瀬 川

ＮＤＮＤＮＤＮＤ堀 切 橋高 橋 川

０．０００７ＮＤ０．００７０．０００６吉 田 橋吉 田 川

ＮＤＮＤＮＤＮＤ下 黒 部 橋黒 部 川

ＮＤＮＤＮＤ０．００３０末 端入 川

ＮＤＮＤＮＤ０．０００８赤 川 橋小 川

０．０００２ＮＤＮＤ０．０００８舟 川 橋舟 川

ＮＤＮＤＮＤ０．０００５末 端木 流 川

ＮＤＮＤＮＤＮＤ笹 川 橋笹 川

ＮＤＮＤＮＤＮＤ境 橋境 川

－０．０７－０．００３指　針　値

０．０００２０．００７０．００１０．０００３定量限界値

注　ＮＤ（検出されず）とは、定量限界未満をいう。

　　�　調査結果

測　　　　　定　　　　　項　　　　　目
調査
回数

湖 沼 クロロフィルａ
（�／ � ）

全りん
（mg／ � ）

全窒素
（mg／ � ）

ＤＯ
（mg／ � ）

ＳＳ
（mg／ � ）

ＣＯＤ
（mg／ � ）

ｐＨ透明度

３．６０．０１００．２８９．０４１．５７．２１．３２回小牧ダム貯水池

１１０．０２００．４８．０４２．９７．６１．８２回熊野川ダム貯水池

３．３０．０１３０．３４６．５２３．６７．０２．２２回藤 ヶ 池

　表２‐４３　湖沼水質調査結果（平成１４年度）

　　�　調査対象湖沼

主 な 利 水 目 的
湛水面積
（km２）

有効貯水量
（千m３）

所 在 地湖 沼 名

発電、農業１．４０１８，８５８庄 川 町小牧ダム貯水池

発電、農業、水道０．３４７，６００大 山 町熊野川ダム貯水池

農業０．１０６１５婦 中 町藤 ヶ 池



１７１

資
料
編

資
料
編

　

��
　

安
全
で
健
康
な
生
活
環
境
の
確
保

安
全
で
健
康
な
生
活
環
境
の
確
保

　表２‐４４　海水浴場水質調査結果（１４年度）

判　　定　　項　　目

判定海　水　浴　場 病原性大腸
菌Ｏ－１５７

透明度
（ｍ）

油 膜
の有無

ＣＯＤ
（mg／ � ）

ふ ん 便 性
大腸菌群数
（個／１００m �）

不検出全透なし１．３２未満適、水質ＡＡ（氷見市）小 境

不検出全透なし１．５２未満適、水質ＡＡ（氷見市）島 尾

不検出全透なし１．７２未満適、水質ＡＡ（高岡市）雨晴・松太枝浜

不検出全透なし１．６２適、水質Ａ（富山市）八 重 津 浜

不検出全透なし１．７３適、水質Ａ（富山市）岩 瀬 浜

不検出全透なし１．７２適、水質Ａ（富山市）浜 黒 崎

不検出全透なし２．０２未満適、水質ＡＡ（黒部市）石 田 浜

不検出全透なし１．９２未満適、水質ＡＡ（朝日町）宮崎・境海岸

　表２‐４５　重金属底質調査結果（１４年度）
（単位：mg／ kg）

総クロム総水銀ひ素鉛カドミウム調査地点名水域名区分
４００．１１２１６０１．４萩 浦 橋神 通 川

河　
　
　
　
　
　
　
　

川

４００．０２６．３１９００．４神 通 大 橋
３０ＮＤ８．０１０００．６成 子 橋
４５ＮＤ１０１１００．３新 猪 谷 橋高 原 川
３３０．０２４．９７ＮＤ万 歳 橋宮 川
５０００．０６３．６１５０．３四 ツ 屋 橋いたち川
３００．２２１２２３０１．０桜 橋松 川
３００．０２６．６９０．４高 田 橋井 田 川
３００．０１４．０６ＮＤ八 幡 橋熊 野 川
２００．０３４．８４ＮＤ今 川 橋常 願 寺 川
２００．０３３．７５０．２常 願 寺 橋
２５０．０５６．３１２０．１魚 躬 橋上 市 川
ＮＤ０．０２２．１４ＮＤ早 月 橋早 月 川
１５０．０３３．５９ＮＤ角 川 橋角 川
１３０．１６３．１３９ＮＤ港 橋鴨 川
２２０．０２４．９８ＮＤ落 合 橋片 貝 川
３３０．０３６．１７ＮＤ落 合 橋布 施 川
６６０．１０８．８７１．７石 田 橋黒 瀬 川
７６０．０２５．５４０．１堀 切 橋高 橋 川
４７ＮＤ３．７５ＮＤ吉 田 橋吉 田 川
９２ＮＤ４．５４ＮＤ下 黒 部 橋黒 部 川
８００．０２５．０７０．１末 端入 川
３４０．０３６．７５ＮＤ赤 川 橋小 川
６９０１０２２３６０６．６岩 瀬 橋岩 瀬 運 河

運　

河

２，１００５．０１５９５１．３千原崎地内水路橋富 岩 運 河
１３０１．１１８１１０２．８下 新 橋
３１００．４５９．３６４０．７前 川 橋住 友 運 河
１００．０１０．５１０．１定量限界値

注　ＮＤ（検出されず）とは、定量限界未満をいう。
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調査結果（mg／ kg）調 査 地 点 名水　　域　　名

ＮＤ四 ツ 屋 橋い た ち 川

ＮＤ城 光 寺 橋小 矢 部 川

ＮＤ地 子 木 橋千 保 川

０．１　 定 量 限 界 値　

注　ＮＤ（検出されず）とは、定量限界未満をいう。

　表２‐４６　河川底質（ＰＣＢ）調査結果（１４年度）

調 査 結 果（mg／ kg）工　　場　　数

ＮＤ～０．２４

０．１　 定 量 限 界 値　

注　ＮＤ（検出されず）とは、定量限界未満をいう。

　表２‐４７　工場周辺底質（ＰＣＢ）調査結果（１４年度）

　表２‐４８　工場周辺地下水調査結果（１４年度）

定量限界値
（mg／ � ）

環境基準値
（mg／ � ）

環 境 基 準
超過地点数

測定結果
調　査
地点数

調 査 項 目調 査 対 象

０．００２０．０３０ＮＤ１５トリクロロエチレン
トリクロロエチレン
使 用 事 業 所

注　ＮＤ（検出されず）とは、定量限界未満をいう。
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　表２‐４９　立山環境調査（河川等環境調査）結果（１４年度）

ＳＳ
（mg／ � ）

ＢＯＤ
（mg／ � ）

ｐＨ名　　　称区分

１１．２５．８み く り が 池

称
名
滝
上
流

ＮＤＮＤ６．５雷 鳥 沢

４０．７５．２紺谷川合流点下流

２ＮＤ６．７大 谷 上 流

ＮＤＮＤ７．３一 の 谷

ＮＤＮＤ５．５ハ ン ノ キ 谷

ＮＤＮＤ５．０称名第二発電所上流

称
名
滝
下
流

２ＮＤ７．１称 名 川 藤 橋

４ＮＤ７．７真 川 末 端

ＮＤＮＤ７．９牛 首 谷 川 末 端

ＮＤＮＤ８．２和 田 川 末 端

ＮＤＮＤ８．１小 口 川 末 端

１ＮＤ８．２常 願 寺 川 瓶 岩 橋

１０．５－定 量 限 界 値

注１　ＢＯＤの欄中のみくりが池の値は、ＣＯＤ値である。
　２　ＮＤ（検出されず）とは、定量限界未満をいう。

　表２‐５０　水生生物調査結果（１４年度）

調　査　団　体（参加延べ人数）水質階級調査地点調査河川

高岡市立国吉中学校Ⅲ中流（国吉）広 谷 川

氷見市立西條中学校
Ⅰ嶋尾新橋

泉 川
Ⅱ中田橋

Ⅲ向田橋上

小 矢 部 川 福岡町地域活動推進員連絡会Ⅱ土屋橋

Ⅲ三日市橋

富山県立大門高等学校
Ⅰ大門大橋

庄 川
Ⅰ権正寺橋

富山市立大泉中学校Ⅲいたち橋い た ち 川

滑川市立早月中学校Ⅰ早月大橋早 月 川

Ⅰ下流（飛騨地内）

黒 部 川 くろべ水の少年団Ⅰ中流（内山地内）

Ⅰ上流（釣鐘地内）

Ⅲ中流平 曽 川

入善町立入善西中学校Ⅰ上流（舟見神社付近）
舟 川

Ⅱ上流（熊坂橋）

８団体、３１６名１６地点９河川計

注　水質階級の判定と主な指標生物は以下のとおりである。
Ⅰ（きれいな水）　　　　：ウズムシ類、カワゲラ類、ヒラタカゲロウ類
Ⅱ（少し汚れた水）　　　：ヒラタドロムシ類等
Ⅲ（きたない水）　　　　：サホコカゲロウ、ヒル類等
Ⅳ（大変きたない水）　　：セスジユスリカ、イトミミズ類等
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　表２‐５１　公共下水道及び特定環境保全公共下水道の概要
（平成１４年３月３１日現在）

備　　考
人　口
普及率
（％）

処　 理
人　 口
（千人）

認　　可
計画人口
（千人）

処　 理
面　 積
（ha）

汚水管渠
整備面積
（ha）

認　　可
計画面積
（ha）

供用
開始
年度

着手

年度
都市名

特環含む８４２６９．０３１１．８６，０６０６，０６０７，７７５Ｓ３７Ｓ２７富 山 市

特環含む８０１３７．４１４９．０２，９８８３，１０２４，５４３Ｓ４０Ｓ２４高 岡 市

特環含む８３３１．２３５．１６２３６２３８９２Ｓ４９Ｓ３４新 湊 市

特環含む５３２５．０３６．５５９４５９４８３５Ｈ１Ｓ６０魚 津 市

特環含む５８３３．４４１．０８５１８５１１，１９５Ｓ５８Ｓ５０氷 見 市

特環含む４２１４．３１７．８４３９４３９７００Ｈ２Ｓ５４滑 川 市

特環含む４３１５．９２７．１４３５４３５８９１Ｈ３Ｓ６１黒 部 市

特環含む２５１０．３１８．５４３２４３２７９９Ｈ３Ｓ５９砺 波 市

特環含む４０１３．８２２．１４８２４８２６３６Ｈ１Ｓ５７小矢部市

特環含む６１１４．０１８．６４２１４２１４９４Ｈ３Ｓ６１大沢野町

特環含む９０１０．８２８．６３０３３０３４４０Ｓ６２Ｓ５４大 山 町

特環４２２．０４．９６４６４１１７Ｈ４Ｈ３上 市 町

特環２５１．６１３．３５９５９６３Ｓ６１Ｓ５２宇奈月町

特環含む２６７．４１５．７２０２２０２３９５Ｈ１３Ｈ８入 善 町

特環含む１６２．７５．３６５６７１１８Ｈ１３Ｈ８朝 日 町

特環含む２２４．８１４．７８４１３２４０１Ｈ１３Ｈ５八 尾 町

特環含む２７９．６１９．７２９８２９８５５０Ｈ１２Ｈ５婦 中 町

特環７０１．４１．７７１７１７１Ｈ１Ｓ６０山 田 村

特環４．２２４４６Ｈ１０細 入 村

特環含む６９２２．４３５．２５７５５７５８９５Ｓ４５Ｓ４２小 杉 町

特環含む６１８．５８．９２３７２３７２３７Ｈ４Ｓ６３大 門 町

４２４．０８．８９６９６２０３Ｈ９Ｈ５大 島 町

特環含む５０４．８８．５１９２１９２４５２Ｈ６Ｓ６３城 端 町

特環２４０．３４．４１３１３１３Ｈ９Ｈ４平　　村

特環１６０．２０．２１７１７１７Ｈ６Ｈ３上 平 村

特環含む６６４．８５．１１２７１２７１９２Ｈ３Ｓ６０庄 川 町

特環含む８２８．５１１．２２９１２９１３６０Ｈ３Ｓ６０井 波 町

特環１００１．４１．５４７４７４７Ｈ５Ｈ２井 口 村

特環含む８１１２．１１４．２３８６３８６４４５Ｈ１Ｓ５９福 野 町

特環含む６８１４．１１８．８５００５０３６２７Ｈ１Ｓ４６福 光 町

特環含む３２４．７７．７１５７１７８３２５Ｈ１Ｓ５８福 岡 町

特環含む３４１８．９２７．０５８０５８０９４５Ｈ６Ｓ６２中新川＊

６３７０９．３９３７．１１７，６８９１７，９０１２５，７１７計

＊　中新川広域行政事務組合（舟橋村、上市町、立山町）



１７５

資
料
編

資
料
編

　

��
　

安
全
で
健
康
な
生
活
環
境
の
確
保

安
全
で
健
康
な
生
活
環
境
の
確
保

　図２‐４　下水道の普及率の推移
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　表２‐５２　農村下水道の整備状況
（平成１４年３月３１日現在）

備　　　　　　　　　考
計画処理
人口（人）

地区数市町村名区　　分

供用１１地区１３，２１０１３富 山 市

国庫補助
事 業

供用２地区２，５８０４高 岡 市

供用３地区３，２３０３新 湊 市

供用４地区６，３５０６魚 津 市

供用７地区１０，６４０８氷 見 市

供用２地区４，２２０３滑 川 市

供用６地区６，８２０６黒 部 市

供用３地区５，８４０３砺 波 市

供用３地区３，５７０３小矢部市

供用２地区１，６２０２大沢野町

供用５地区３，６２０５大 山 町

供用３地区３，１４０３上 市 町

供用２地区１，５６０３立 山 町

供用５地区５，３８０５宇奈月町

供用１地区４，５５０２入 善 町

供用８地区２，５７０８八 尾 町

供用２地区１，９１０３婦 中 町

供用３地区６２０３山 田 村

供用２地区４４０２細 入 村

供用２地区２，２７０３小 杉 町

供用４地区４，０７０４大 門 町

供用２地区１，９７０２下 村

供用２地区９００２大 島 町

供用２地区２，２００２城 端 町

供用４地区１，１８０４平 村

供用４地区６６０４上 平 村

供用３地区８９０３利 賀 村

供用１地区１，１４０１庄 川 町

供用２地区１，１７０２福 野 町

供用７地区４，３９０１０福 光 町

供用３地区２，６５０３福 岡 町

１０５，３９０１２５ 計

富山市他９市町村で実施１，５８０２１全 体県 単 独
事 業 １，５８０２１計

１０６，９７０１４６ 合　　　　　計
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　表２‐５３　コミニティ・プラントの整備状況

処理人口（人）施設数市町村名

６，６３０４富 山 市

５，５７６３高 岡 市

５００１大 沢 野 町

１７０１舟 橋 村

８００１大 門 町

１３，６７６１０合 計

１４年度１３年度１２年度１１年度１０年度市町村名

１０１６４９２６２４富 山 市

２６３６２３１５７高 岡 市

２新 湊 市

２２５７４９４６４５魚 津 市

６２７６６３４７１９氷 見 市

６４９３９９７４４７滑 川 市

３３３０６１４６２２黒 部 市

４８６１５５砺 波 市

３８６５６８３８１４小 矢 部 市

１５１５２３３４４３大 沢 野 町

１１１１４大 山 町

３２３上 市 町

２８６０５６３１２２入 善 町

２３４７４８２０１１朝 日 町

２２９５８６２２０八 尾 町

３６４７５２４３３７婦 中 町

５２大 島 町

４上 平 村

９１３１７２７７庄 川 町

２１３１３８３１２６福 岡 町

４４６６８１７６３５４３３５２合 計

（１５年３月３１日現在）

　表２‐５４　合併処理浄化槽設置整備事業の状況
（基数）
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表
２‐
５５
　
定
置
漁
場
環
境
調
査
の
定
点
別
の
最
大
値
・
最
小
値
及
び
平
均
値
（
１４
年
度
）

Ｃ
Ｏ
Ｄ
（
m
g
／
 �
 ）

濁
　
　
度
（
p
p
m
）

塩
　
　
分

ｐ
　
　
Ｈ

水
　
　
温
（
℃
）

調
査

回
数

調
査
定
点
名

№
前
　
年

平
均
値

平
均
値

最
大
値

最
小
値

前
　
年

平
均
値

平
均
値

最
大
値

最
小
値

前
　
年

平
均
値

平
均
値

最
大
値

最
小
値

前
　
年

平
均
値

平
均
値

最
大
値

最
小
値

前
　
年

平
均
値

平
均
値

最
大
値

最
小
値

０
．６

０
．６

１
．９

０
．２

０
．９

０
．８

１
．４

０
．２

３１
．１
８

３０
．８
２

３２
．７
２

２８
．２
２

８
．２

８
．２

８
．４

８
．１

１５
．０

１８
．３

２６
．７

９
．４

１１
宮
　
　
　
崎（
沿
）

１
０
．４

０
．５

１
．２

０
．１

０
．９

０
．６

１
．５

０
．１

３０
．９
１

３０
．７
０

３２
．３
４

２８
．３
５

８
．２

８
．２

８
．４

８
．１

１４
．６

１８
．５

２６
．６

９
．７

１１
宮
　
　
　
崎（
沖
）

２
０
．５

０
．６

１
．２

０
．２

１
．４

０
．７

２
．０

０
．１

２８
．８
８

２８
．５
８

３１
．２
３

２５
．９
２

８
．３

８
．２

８
．４

８
．１

１７
．０

１７
．８

２６
．１

９
．９

１１
川
　
　
　
中（
沿
）

３
０
．６

０
．５

１
．３

０
．１

１
．４

０
．７

２
．２

０
．１

２８
．７
７

２８
．３
５

３０
．７
７

２５
．９
３

８
．３

８
．２

８
．４

８
．１

１７
．０

１７
．８

２６
．１

９
．９

１１
川
　
　
　
中（
沖
）

４
０
．６

０
．６

１
．３

０
．１

２
．０

１
．０

４
．９

０
．２

２８
．３
６

２９
．１
６

３１
．１
５

２５
．８
８

８
．３

８
．２

８
．４

８
．１

１７
．１

１７
．６

２６
．１

９
．９

１２
田

茂
前

５
０
．５

０
．４

１
．２

０
．２

１
．８

２
．６

１４
．５

０
．３

１６
．９
４

１５
．８
８

２１
．６
８

１２
．０
３

８
．２

８
．２

８
．３

８
．０

１４
．９

１５
．９

２２
．７

１０
．１

１２
黒
部
川
前

６
０
．４

０
．７

１
．８

０
．２

０
．５

０
．７

１
．６

０
．２

３３
．２
１

３０
．２
１

３２
．１
５

２８
．７
１

８
．２

８
．２

８
．２

８
．２

１４
．６

１４
．３

２３
．３

９
．６

５
高
　
　
　
峰（
沿
）

７
０
．４

０
．４

０
．７

０
．２

０
．４

０
．４

０
．７

０
．１

３３
．２
８

３０
．４
５

３１
．７
９

２９
．４
３

８
．２

８
．２

８
．３

８
．２

１５
．０

１４
．５

２２
．８

９
．８

５
高
　
　
　
峰（
沖
）

８
０
．９

０
．５

１
．７

０
．２

４
．４

１
．２

２
．７

０
．５

２３
．９
８

２４
．３
４

３０
．４
１

１５
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２

８
．３

８
．２

８
．３

８
．０

１５
．４

１８
．４

２５
．１

１１
．１

８
杉

之
端

９
１
．１

０
．８

２
．１

０
．４

５
．０

１
．７

４
．４

０
．２

２１
．３
１

２５
．３
６

２９
．９
４

１８
．７
６

８
．４

８
．３

８
．６

８
．１

１９
．１
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．２

１９
．２

１１
．５

４
伊

古
場

１０
１
．４

１
．０

０
．８

０
．２

７
．０

１
．７

３
．５

０
．６

２１
．３
１

２６
．５
３

２８
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７

１６
．８
３

８
．３

８
．４

８
．５

８
．２
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１９
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１１
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４
鴻
津
一
番

１１
０
．８

０
．７

１
．５

０
．５

１
．２

１
．１

１
．５

０
．５

２６
．２
０

３０
．２
２

３０
．２
２

３０
．２
２

８
．３

８
．３

８
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８
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２６
．２
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５
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吉

１２
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．７

０
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１
．２

０
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０
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１
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１
．６

０
．４

２８
．７
４

３０
．１
０

３０
．１
０

３０
．１
０

８
．３

８
．２

８
．３

８
．２

１２
．２

１６
．４

２６
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７
．２

５
沖

の
網

１３
０
．７

０
．８

２
．５

０
．２

６
．７

１
．４

２
．１

０
．４

１３
．６
１

１９
．４
３

２９
．３
２

２
．０
２

８
．０

８
．０

８
．４

７
．５

９
．１

９
．５

１５
．７

６
．３

６
天
　
念
　
坊（
沿
）

１４
０
．７

０
．９

３
．２

０
．２

４
．３

１
．６

２
．７

０
．５

１７
．９
０

１１
．０
９

１１
．１
７

１１
．０
１

８
．２

８
．２

８
．４

８
．１

９
．３

１１
．２

１７
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沖
）

１５
０
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０
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２
．０

０
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３
．３

１
．６

３
．９

０
．５

２４
．２
１

２２
．３
７

２８
．９
５

１５
．７
９

８
．２

８
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８
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８
．１
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．７
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沿
）
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０
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０
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９
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０
．９

１
．７

０
．３

４
．４

４
．１

４
．９

２
．５

２６
．６
４

２１
．１
０

２５
．６
８

１６
．５
２

８
．３

８
．５

８
．７

８
．４

１７
．６

１５
．８

１９
．８

１１
．８

３
大
神
楽
・
東
三
番

２２
０
．８

１
．０

１
．３

０
．３

３
．１

１
．６

４
．７

０
．６

２２
．３
６

１５
．２
１

２２
．０
４

８
．３
７

８
．３

８
．２

８
．５

８
．１

１５
．１

１５
．９

２４
．３

６
．８

１０
黒

山
２３

１
．０

０
．９

１
．５

０
．５

２
．８

２
．２

３
．３

１
．１

９
．５
５

１３
．２
１

２５
．６
７

２
．３
９

８
．０

８
．２

８
．６

７
．９

１３
．７

１３
．２

２０
．８

３
．３

１０
庄

川
前

２４
１
．４

１
．５

３
．３

０
．１

２
．５

３
．６

１５
．８

１
．４

９
．７
８

１５
．６
１

２７
．８
１

６
．３
４

７
．９

７
．９

８
．４

７
．６

１４
．９

１４
．２

２２
．８

５
．８

１０
小
矢
部
川
前

２５
１
．０

０
．８

１
．６

０
．３

３
．０

１
．５

３
．８

０
．４

２１
．７
７

１７
．５
０

２６
．２
６

８
．７
３

８
．２

８
．１

８
．４

８
．０

１５
．０

１５
．７

２５
．３

７
．３

１０
大

中
瀬

２６
０
．７

０
．８

１
．５

０
．２

２
．０

１
．６

６
．１

０
．４

３０
．５
７

２８
．３
９

３２
．５
５

２０
．９
０

８
．３

８
．２

８
．７

８
．１

１７
．７

１５
．２

２３
．２

８
．７

１１
青
塚
三
番

２７
０
．６

０
．５

０
．９

０
．１

２
．３

２
．１

４
．７

０
．７

３１
．５
１

２８
．１
２

３２
．０
９

２０
．３
９

８
．３

８
．３

８
．６

８
．２

１７
．２

１７
．９

２３
．４

１３
．０

１１
茂
淵
一
番

２８
０
．６

０
．５

０
．９

０
．１

２
．２

１
．７

５
．１

０
．５

３１
．５
８

２８
．７
９

３２
．６
３

２１
．５
８

８
．３

８
．３

８
．７

８
．１

１７
．７

１７
．０

２３
．３

１０
．５

１２
茂
淵
二
番

２９
０
．４

０
．５

０
．９

０
．１

１
．３

１
．３

４
．４

０
．２

３２
．１
８

３０
．０
４

３３
．４
８

２３
．９
１

８
．３

８
．３

８
．７

８
．２

１３
．３

１６
．９

２７
．１

８
．６

１０
茂
淵
三
番

３０
０
．６

０
．４

１
．１

０
．３

１
．７

０
．８

１
．８

０
．２

３２
．２
２

３２
．８
１

３２
．９
９

３２
．６
２

８
．２

８
．２

８
．３

８
．２

１５
．０

１７
．３

２６
．３

９
．８

１０
前

網
岸

３１
０
．５

０
．６

１
．０

０
．１

１
．５

０
．８

１
．９

０
．２

３２
．４
４

３２
．７
６

３２
．９
２

３２
．５
９

８
．２

８
．２

８
．３

８
．２

１４
．６

１８
．０

２６
．８

１０
．８

８
前

網
３２

０
．５

０
．４

０
．６

０
．２

１
．１

２
．０

４
．６

１
．０

３３
．１
２

２７
．７
６

３２
．９
２

１７
．８
８

８
．２

８
．３

８
．６

８
．２

１２
．１

１７
．６

１７
．６

１７
．６

６
八

幡
岸

３３
０
．４

０
．３

１
．２

０
．１

１
．０

１
．３

４
．０

０
．２

３２
．８
０

２９
．４
１

３３
．２
３

２５
．５
９

８
．２

８
．３

８
．６

８
．２

１８
．３

１７
．８

２４
．３

１０
．２

１１
千

ヶ
淵

３４
０
．５

０
．３

１
．０

０
．２

１
．３

１
．１

２
．２

０
．３

３１
．２
４

３２
．８
３

３３
．１
７

３２
．４
８

８
．２

８
．３

８
．５

８
．２

１８
．１

１９
．０

２４
．０

１１
．８

１０
大
境
突
堤
沖

３５
－

０
．９

１
．８

０
．４

－
１
．３

３
．５

０
．３
０

－
２６
．７
８

３０
．３
１

１９
．９

－
８
．３

８
．７

８
．２

－
１７
．０

２５
．０

７
．０

９
大

垣
３６



１８０

全　　　体右　　　岸左　　　岸玄米中カドミ
ウム濃度
（ppm） 比率（％）点　　数比率（％）点　　数比率（％）点　　数

６２１，５８９７４８６０５２７２９０．４０未 満

２９７５１２０２２８３７５２３０．４０～０．９９

８１９８６６５９１３３１．００～１．９９

１３２０６２２６２．００以 上

１００２，５７０１００１，１５９１００１，４１１計

全　　　体右　　　岸左　　　岸土壌中カドミ
ウム濃度
（ppm） 比率（％）点　　数比率（％）点　　数比率（％）点　　数

１１１８５６５０１６１３５０．５０未 満

４４７２５３４２７８５２４４７０．５０～０．９９

３０５００３５２８１２６２１９１．００～１．９９

１５２５７２５２０５６５２２．００以 上

１００１，６６７１００８１４１００８５３計

土　壌　中（ppm）玄　米　中（ppm）

地域区分 次　層　土作　　　土
平均最低最高点数

平均最低最高点数平均最低最高点数

０．６４０．０６４．８６２０３１．０９０．４６４．５０３６２１．０２０．２５４．２３３６２左岸地域

０．７２０．０９５．１７１０１１．１６０．４７４．８５１８２０．９３０．２５２．７４１８２右岸地域

０．７００．０６５．１７３０４１．１２０．４６４．８５５４４０．９９０．２５４．２３５４４全 体

　表２‐５６　玄米及び土壌中カドミウム濃度（神通川流域）
（４６～５１年度調査）

　表２‐５７　対策地域内の玄米及び土壌中カドミウム濃度（神通川流域）

　表２‐５８　玄米及び土壌中のカドミウム濃度（黒部地域）

比　率
（％）

点　数
土壌中カドミ
ウム濃度
（ppm）

比　率
（％）

点　数
玄米中カドミ
ウム濃度
（ppm）

１３２９２．００未 満２６８００．４０未 満

５８１３０２．００～５．９９７２２２９０．４０～０．９９

２０４５６．００～９．９９２７１．００～１．９９

９２１１０．００以上２０２．００以 上

１００２２５計１００３１６計

（４６～４８年度調査）
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（単位：ha）

土　壌　中（ppm）玄　米　中（ppm）

地域区分 次　層　土作　　　土
平均最低最高点数

平均最低最高点数平均最低最高点数

０．８５０．１４３．２４１９７．５７３．８５２２．６０４４０．７９０．４７１．３４４４黒部地域

①のう
ち農用
地以外
として
利用す
る面積

①のうち農用地として利用する面積
対 策 地 域 の 面 積

計 画 区 分
計

事業対
象外面
積（砂利
採取）田

事 業 対 象 面 積

計畑田計農用地
以　外

①農用地
（田）

８．１８８．６１１．８７６．８０．６７６．２１０８．０１１．３９６．７第１次地区

２１．０
５０．４

４０６．２
３７６．８

７３．７
８０．９

３３２．５
２９５．９

５．９
３．８

３２６．６
２９２．１

４８１．１５３．９４２７．２第２次地区

５３８．７４２１．８１４．３４０７．５５．５４０２．０１，０５５．３９４．８９６０．５第３次地区

５６７．８
５９７．２

９１６．６
８８７．２

９９．８
１０７．０

８１６．８
７８０．２

１２．０
９．９

８０４．８
７７０．３

１，６４４．４１６０．０１，４８４．４計

第 ３ 次 地 区第 ２ 次 地 区第 １ 次 地 区区　　分

区画整理方式
現状回復方式

区画整理方式
現状回復方式

区画整理方式復 旧 方 式

埋込客土工法
上乗せ客土工法

埋込客土工法
上乗せ客土工法

埋込客土工法
上乗せ客土工法

対 策 工 法

八尾町卯花地内の山林大沢野町市場地内の山林
八尾町横ノ手地内の山林

大沢野町市場地内の山林客土母材の採土地

注　第２次地区及び計の上段は当初計画、下段は変更計画

　表２‐５９　対策地域内の玄米及び土壌中カドミウム濃度（黒部地域）

　表２‐６０　神通川流域における土地利用区分と面積（実測）

　表２‐６１　神通川流域における第１～３次地区の復旧方式等



１８２

第３次地区第２次地区第１次地区区　　　分

４年２月３日第　９８号５９年１月２０日第　４２号
３年９月４日第 ６３５号

５５年２月６日第　９４号
５９年７月２８日第 ６４１号

告 示 年 月 日

農用地の土壌の特定有害物質による汚染を除去するための客土その他の
事業

公 害 防 止 事 業 の 種 類

三井金属鉱業株式会社費用を負担させる事業者の名称

１９，２９１，９００千円１０，９４０，０００千円
９，０５４，８６５千円

１，７８３，０００千円
２，２４７，４３６千円

公害防止事業費
①

算

定

基

礎

負

担

総

額

及

び

０．５９０８０．５９０８０．５２７ 
０．５９０８

汚 染 寄 与 度
②

２／３２／３２／３概 定 割 合
③

０．３９３９０．３９３９０．３５１３
０．３９３９

負 担 率
②×③

７，５９９，０７９千円４，３０９，２６６千円
３，５６６，７１１千円

６２６，３６８千円
８８５，２６５千円

負 担 総 額
①×②×③

物価等の変動により、事業費に変更が生じたときは、変更後の事業費に
上記の負担率を乗じて得た額を負担総額とする。

そ　 の　 他

（単位：ha）

注　第１次・第２次地区の告示年月日、負担総額及び算定基礎の上段は当初計画、下段は変更計画

　表２‐６２　公害防止事業に係る費用負担計画の概要（神通川流域）

　表２‐６３　神通川流域における公特事業の計画面積

注　第２次地区及び計の上段は当初計画、下段は変更計画

　表２‐６４　神通川流域における１５年度に作付可能な面積
（単位：ha）

内　　　　　　訳
全　　　体区　　　分

併 せ 地 域隣 接 地 域指 定 地 域

１１．６６．２７３．４９１．２第１次地区

９２．５
６６．０

１６．５
９．８

３３２．５
２９５．９

４４１．５
３７１．７

第２次地区

２０．４２２．０３９４．５４３６．９第３次地区

１２４．５
９８．０

４４．７
３８．０

８００．４
７６３．８

９６９．６
８９９．８

計

合　計
畑田

区　　　分
非客土客　土非客土客　土

９０．２－１．２１３．２７５．８第１次地区

３５６．６０．３３．９７２．５２７９．９第２次地区

３０６．８－６．９９．５２９０．４第３次地区

７５３．６０．３１２．０９５．２６４６．１計
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（単位：ha）

①②のうち
農用地以外
として利用
する面積

①のうち農用地
として利用する
面積

対 策 地 域 の 面 積

市　名 左のうち
事業対象面積　

計
　

　
農用地
以　外

②
農用地
（畑）

①
農用地
（田） 計畑田計畑田

７１．８
７５．３

４４．０
４０．５

－４４．０
４０．５

４４．２
４０．７

０．２
０．２

４４．０
４０．５

１３２．１１６．１０．２１１５．８黒部市

黒 部 地 域区　　分
現状回復方式復 旧 方 式
排土客土工法対 策 工 法
黒部市田籾地内の山林客土母材の採土地

注　上段は当初計画、下段は変更計画

　表２‐６５　黒部地域における土地利用区分と面積（実測）

　表２‐６６　黒部地域における対策地域の復旧方式等

３年１１月１９日第 ７９８号
８年９月３０日第 ６２４号告 示 年 月 日

農用地の土壌の特定有害物質による汚染を防除するための客土そ
の他の事業公 害 防 止 事 業 の 種 類

株式会社ジャパンエナジー費用を負担させる事業者の名称

２，９３６，０００千円
４，００５，７００千円公 害 防 止 事 業 費　①

び

算

定

基

礎

負

担

総

額

及

１汚 染 寄 与 度　②

２／３概 定 割 合　③

０．６６６７負　　担　　率　②×③

１，９５７，４３１千円
２，６７０，６００千円負 担 総 額　①×②×③

物価等の変動により、事業費に変更が生じたときは、変更後の事
業費に上記の負担率を乗じて得た額を負担総額とする。そ の 他

注　告示年月日、負担総額及び算定基礎の上段は当初計画、下段は変更計画

　表２‐６７　公害防止事業に係る費用負担計画の概要（黒部地域）
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　表２‐６８　地下水観測井の位置と構造

標高
（ｍ）

井戸の構造
管理者

設置
年度

位　　　　置
観　測　井
の　名　称

地域 ストレーナ位置
（ｍ）

口径
（㎜）

深度
（ｍ）

５．６３
３２～３８

２５０８０県４氷見市朝日丘朝 日 丘
氷
見
地
域

７１～７７

５．４８７９～９０２５０１００県４氷見市柳田柳 田

３．４８１５６～１７８３００２６０県４２高岡市荻布能 町

高　

岡　

・　

砺　

波　

地　

域

１２．５９１６４～１７５３００２４０県４２高岡市京田上 関

１４．１１３４～３９２５０４０県３４高岡市二塚二 塚

２５．１９
１１～１６．５４００２７

県１４高岡市中田中 田
５７～６４．５２００８０

６．２２１０２～１２４３５０１５０県４２新湊市寺塚原寺 塚 原

２．４１４０～５４２５０１００県５４新湊市殿村作 道

４１．０８７８～８９２５０１００県５２砺波市日詰日 詰

７２．５４
４８～５９

２５０８０県６０砺波市五郎丸五 郎 丸
６５～７０

４１．２１

４３～４９

２５０８０県６０小矢部市水島水 島 ５４～６０

６５～７１

６０．４２
４３～５４

２５０８０県６０福野町布袋布 袋
６０～６５

２０．４６
５６～６７

２５０８０県６０福岡町江尻江 尻
７２～７８

７．１１１０６～１３９２５０２００県４９富山市下飯野下 飯 野

富　

山　

地　

域

６．４４６５～８２２５０９３県４９富山市下新北町奥 田 北

２９．０５１５～２０２５０２０県５７富山市山室山 室

８８．９６５０～８３２５０１００県４９富山市西の番西 の 番

１０．１８１０６～１３９２５０１５０県５９富山市三郷三 郷

６３．１８２３～５０２５０１００県４９立山町前沢前 沢

１４．１８８４～９５２５０１００県５３婦中町速星速 星

６．６７２３～３４２５０５０県６１魚津市住吉住 吉魚
津
・
滑
川
地
域

１２．６４５９～７１２５０７０県６１魚津市北鬼江北 鬼 江

５．８４６６～７７２５０８０県６１滑川市下島下 島

３５．４８６５～８２２５０１００県６１滑川市四ツ屋四 ツ 屋

１５．８４１１２～１３４２５０１５０県５１黒部市金屋金 屋

黒　

部　

地　

域

１８．８５５１～７３２５０１００県５１黒部市三日市三 日 市

４７．１１３９～５０２５０５０県５１黒部市荻生五 郎 八

１．３０８５～９６２５０１００県３黒部市生地経新生 地

２５．５８１１７～１４５２５０１５０県５１入善町青木青 木

２７．６３７３～９５２５０１００県５１入善町入膳入 膳

６９．６７３４～５０２５０５０県５１入善町小摺戸小 摺 戸

１．９２４０～５１２５０５５県３入善町下飯野園 家

２３．３９５６～７８２５０１００県５１朝日町月山新月 山
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　表２‐６９　地下水位年平均値の年度別推移

平均地下水位（㎝）井 戸 の
深さ（ｍ）

所 在 地
観 測 井
の 名 称

地域
１４年度１３年度１２年度１１年度１０年度

－　　３７－　　４７－４８－　　３５－　　５０８０氷 見 市朝 日 丘氷
見
地
域 －　１８６－　２２２－２３２－　２０９－　１９２１００〃柳 田

－　１６６－　１５７－２１２－　２０４－　１８３２６０高 岡 市能 町

高

岡

・

砺

波

地

域

３９０３８３３７５３８５３８８２４０〃上 関

－　１８７－　１８８－１８９－　１９１－　１８３４０〃二 塚

－　２１４－　１９８－２４８－　２３５－　２１７１５０新 湊 市寺 塚 原

－　　７５－　　６５－８７－　　８７－　　７８１００〃作 道

－１，４０３－１，４２０－１，４３１－１，４１９－１，４１１１００砺 波 市日 詰

－３，２６８－３，２９０－３，３０５－３，２８６－３，２５５８０〃五 郎 丸

－　８２２－　８４３－８５７－　８５１－　８４０８０小矢部市水 島

－１，１２７－１，１４３－１，１５１－１，１５０－１，１５０８０福 野 町布 袋

７７７０６０６４７２８０福 岡 町江 尻

－　　８２－　　７５－８３－　　９６－　　８８２００富 山 市下 飯 野
富　
　

山　
　

地　
　

域

－　２３７－　２３７－２５４－　２５１－　２４６９３〃奥 田 北

－　１５５－　１４８－１４６－　１６４－　１５２２０〃山 室

－１，４８５－１，４８２－１，４７４－１，４７４－１，４４８１００〃西 の 番

－　１８８－　１８０－２２４－　２１８－　１６２１５０〃三 郷

－　３８７－　３８６－３７７－　３８６－　３８１１００立 山 町前 沢

－　１５５－　１４０－１５５－　１６３－　１５７１００婦 中 町速 星

－　１１７－　１１７－１２４－　１１７－　１１７５０魚 津 市住 吉魚
津
・
滑
川
地
域

－　５８６－　５９０－６１５－　５８８－　５６４７０〃北 鬼 江

－　　８２－　　８８－１０２－　　８７－　　８１８０滑 川 市下 島

－２，３０５－２，２９４－２，３０７－２，２８４－２，２５６１００〃四 ッ 屋

－　６４６－　６３２－６４０－　６６５－　６４９１５０黒 部 市金 屋

黒　
　
　

部　
　
　

地　
　
　

域

－　７８３－　７８３－８２４－　８４１－　８３６１００〃三 日 市

－１，６３０－１，５４０－１，６０３－１，７２４－１，６９２５０〃五 郎 八

８２８３８３８３８５１００〃生 地

－１，４４０－１，４２２－１，４４６－１，４８５－１，４３５１５０入 善 町青 木

－１，９５２－１，９８２－２，００６－２，０２１－１，９９２１００〃入 膳

－１，２４９－１，２５４－１，２７０－１，２８１－１，２６８５０〃小 摺 戸

３２７３３０３２６３２１３２６５５〃園 家

－　８３７－　８０１－７７０－　７３５－　７１５１００朝 日 町月 山

注　地下水位は、地表面を基準として地上を＋、地下を－で表す。
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　図２‐６　主な観測井の地下水位（月平均）
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　　�　用途別

　表２‐７０　地下水条例に基づく揚水設備の届出状況

　　�　市町村別
（１５年３月３１日現在）

合　　　　　計観　察　地　域規　制　地　域区分

市町村

地
域 揚水設備数事 業 所 数揚水設備数事 業 所 数揚水設備数事 業 所 数

１，５８８１，２４５２３１１８８１，３５７１，０５７富 山 市

富　

山　

地　

域

１３１９４１３１９４大沢野町

３５２６３５２６大 山 町

５４５４舟 橋 村

１５６１２１１５６１２１上 市 町

９０７５９０７５立 山 町

３０２３３０２３八 尾 町

１９１１３９１９１１３９婦 中 町

２，２２６１，７２７８６９６７０１，３５７１，０５７小 計

７９３５９８３７２８７５６５７０高 岡 市

高　

岡　

地　

域

１１０８９１１０８９新 湊 市

５２４３２３１６２９２７大 門 町

４５３１４５３１大 島 町

２８１２４２２８１２４２砺 波 市

５９５２５９５２小 杉 町

１３１３１３１３下 村

９６８２９６８２福 岡 町

１，４４９１，１５０５０９４３３９４０７１７小 計

３，６７５２，８７７１，３７８１，１０３２，２９７１，７７４合　　計

合　　　　　計観　察　地　域規　制　地　域区分

用途 揚水設備数事 業 所 数揚水設備数事 業 所 数揚水設備数事 業 所 数

８３３４５０３２７１８５５０６２６５工 業 用

１，３６３１，１５９３９５３３９９６８８２０建 築 物 用

６６４３５１３９１５４水 道 用

８１６７６４５１１７１６農業・水産業用

１，３３１１，１５７５４０４８８７９１６６９道路等消雪用

１１１１その他（試験用）

３，６７５２，８７７１，３７８１，１０３２，２９７１，７７４合　　　計



１９１

資
料
編

資
料
編

　

��
　

安
全
で
健
康
な
生
活
環
境
の
確
保

安
全
で
健
康
な
生
活
環
境
の
確
保

　表２‐７１　地下水採取状況（１４年度 )

　　�　市町村別

　　�　用途別

合 計観 察 地 域規 制 地 域
区分

市町村
地
域

４５．２８．５３６．７富 山 市

富　

山　

地　

域

４．９４．９大 沢 野 町

２．１２．１大 山 町

０．００．０舟 橋 村

７．７７．７上 市 町

２．０２．０立 山 町

３．２３．２八 尾 町

２３．１２３．１婦 中 町

８８．２５１．５３６．７小 計

１６．９１．０１５．９高 岡 市

高　

岡　

地　

域

１．９１．９新 湊 市

３．１２．２０．９大 門 町

２．８２．８大 島 町

１１．３１１．３砺 波 市

０．６０．６小 杉 町

０．１０．１下 村

２．６２．６福 岡 町

３９．３１７．８２１．５小 計

１２７．５６９．３５８．２合　　　　計

( 単位：百万m３／年）

合 計観 察 地 域規 制 地 域
区　分

用　途

７４．５４０．５３４．０工 業 用

１６．３５．２１１．１建 築 物 用

１７．２１５．０２．２水 道 用

３．８２．４１．４農 業 ・ 水 産 業 用

１５．７６．２９．５道 路 等 消 雪 用

１２７．５６９．３５８．２合　　　　計

( 単位：百万m３／年）



１９２

　図２‐８　騒音・振動苦情の発生源別推移

　図２‐９　一般地域の環境騒音の環境基準達成状況（１４年度）
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　表２‐７２　自動車交通騒音の環境基準達成状況（１４年度）

環境基準達成率（面的評価）測　定
地点数

調 査 地 域 の
環境基準の類型 １００％８０％～１００％未満５０％～８０％未満０％～５０％未満

００１０１Ａ＋Ｂ

１０００１Ａ＋Ｃ

００１０１Ｂ

２００１３Ｂ＋Ｃ

４２００６Ｃ

７２２１１２計

注　環境基準達成率は、当該地域内の全ての住居等で昼間及び夜間ともに環境基準を達成していた。
　　戸数の割合を把握して面的評価したものである。

　表２‐７３　道路に面する地域の環境騒音調査結果（１４年度）

夜　　間
（２２時～６時）

昼　　間
（６時～２２時）

平　　均測定地点数
環境基準の
地域の類型

３９～６１４５～７３５８１９Ａ

４２～６７４９～７４６１３７Ｂ

４６～７２５１～７４６３５９Ｃ

３９～６６５２～７１６０２０その他

（単位：ｄＢ）

注　騒音の測定は、１５市町が１３５地点で実施した。



１９４

　表２‐７４　高速自動車道における自動車交通騒音調査結果（１４年度）

交　通　量
（台／日）

夜間（ｄＢ）
（２２時～６時）

昼間（ｄＢ）
（６時～２２時）

測　　定　　地　　点

２４，４７８６９７０砺波市宮村
北 陸 自 動 車 道

１７，２３７７１７２滑川市栗山

　２，９００５３５８福野町上川崎東海北陸自動車道

注１　調査は、各高速自動車道の敷地境界で行った。
　２　交通量は、日本道路公団北陸支社富山管理事務所の調べによる。

　表２‐７５　航空機騒音の年度別推移

１４年度１３年度１２年度１１年度１０年度調査時期
調　査
地点名

地点
番号

７０６８６９６９７０春　季

富 山 市
萩 原

１

７１７０６８７０７０夏　季

７１７０６９７０７２秋　季

７２６６６９６９６９冬　季

７１６９６９７０７０年　間

６９６８６８６７６９春　季

富 山 市
塚 原

２

７０６８６８６８６９夏　季

７２６９６９６８６８秋　季

６９６６６８６７６８冬　季

７０６８６８６８６８年　間

６３５８６３６４６３春　季

富 山 市
新 保

３

６８６３６０６２６４夏　季

６６５８６０６５６６秋　季

６８６４５８６７６６冬　季

６７６２６１６５６５年　間

７３７２６８７１７０春　季

婦 中 町
萩 島

４

７４６８７３７１７２夏　季

７３７２６９７１７０秋　季

７０７２６７７１６９冬　季

７３７１７０７１７０年　間

類型Ⅱ（７５以下）環境基準

（単位：WECPNL）

注１　騒音調査は各調査時期においてそれぞれ７日間連続測定した。
　２　環境基準との評価は、年間値で行う。
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　表２‐７６　騒音規制法に基づく特定施設の届出状況
（１５年３月３１日現在）

計

鋳

型

造

型

機

合
成
樹
脂
用
射
出
成
形
機

印

刷

機

械

抄

紙

機

木

材

加

工

機

械

穀

物

用

製

粉

機

建
設
用
資
材
製
造
機
械

織

機

土
石
用
破
砕
機
等

空

気

圧

縮

機

等

金

属

加

工

機

械

特定施設

　工場・
　　事業場数

市町

４，０１６４１５２４０９４２２１２２１４４４１４２１，９０８７０９４９５富 山 市

３，６２６１１６８０１３２９２６８０５６４５６４１，６１９６８８４４６高 岡 市

１，４０９０６１７０１９６１３０４８７８７３５１８０新 湊 市

１，４３６０２０１８０２５００１，１５９２０１７１２３４６魚 津 市

２１５５０５０４０４２０５７６９６２８氷 見 市

３８６００２８０９０２０１９１９３１３５３０滑 川 市

３，８８７５９１０３３０１４００１，８３２４８７４６６２３２９黒 部 市

４０３０６２１２０１７０７２１５２０５８１２４３砺 波 市

１８３０３７２４２２３２４３３２１１２２５４２小矢部市

３２４０１１３０６０００２３２２６５５３５大沢野町

１０００００００００１０１大 山 町

１，５４８０１３３０５１１１，４３５０８９１１８上 市 町

８２００３４４０００２５１１８１９立 山 町

２１９４００７０００１１４７８１６１７入 善 町

７７０２３０３６００００３２４１０朝 日 町

５２０７１１０００００３２６５２２八 尾 町

２９６０７１７０００１０３２６３５１４婦 中 町

１１８０２２０１４０１２１１３７４０３２小 杉 町

３９２００４０３０２２６５０１１５３１０大 門 町

１１５００００８０１１０２３５１２２１６大 島 町

３３１００１０３１０３２１０５０９城 端 町

１６７０３３００２８００００１０６０１８庄 川 町

１５８０１７０４６００５０２５１１２４井 波 町

１７４０１１５０２６００４８０７３１１２４福 野 町

１６８０２１１００４３００３６０５８０２４福 光 町

８４００５０８０２０５１９４５２０福 岡 町

１９，８６７７２０４６５７５２２６１，００７２９６３６，６３７４３６６，８５４２，８７８１，５５２計
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　表２‐７７　公害防止条例に基づく騒音の届出工場・事業場の状況
（１５年３月３１日現在）

工場・事業場数市 町 村工場・事業場数市 町 村工場・事業場数市 町 村

１１大 島 町５２上 市 町３１０富 山 市

５５城 端 町５４立 山 町３７０高 岡 市

９平 村２６宇 奈 月 町３６新 湊 市

１２上 平 村４１入 善 町７３魚 津 市

１０利 賀 村２９朝 日 町９０氷 見 市

２２庄 川 町４８八 尾 町１３７滑 川 市

２８井 波 町８８婦 中 町１３３黒 部 市

２井 口 町０山 田 村８５砺 波 市

６４福 野 町７細 入 村１４３小 矢 部 市

７５福 光 町２２小 杉 町１８大 沢 野 町

４３福 岡 町１８大 門 町３８大 山 町

２，１５５計１下 村５舟 橋 村

　表２‐７８　騒音関係立入検査状況（１４年度）

合

計
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電

気
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電
気
機
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具
製
造
業
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機
械
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業

金

属

製

品

製

造

業

非

鉄

金

属

製

造

業

鉄

鋼

業

窯
業
・
土
石
製
品
製
造
業

石
油
製
品
・
石
炭
製
品
製
造
業

化

学

工

業

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
製
造
業

木
材
・
木
製
品
製
造
業

繊

維

工

業

飲
料
・
た
ば
こ
・
飼
料
製
造
業

業　種

区　分

５２３１８４５３５１１１２４３１１
立入検査
件 数

　表２‐７９　道路交通振動の調査結果（１４年度）

夜間（dB）
（１９時～翌日８時）

昼間（dB）
（８時～１９時）

測定地点数区　　　域　　　区　　　分

＜３０～４１
（６０）

＜３３～４７
（６５）

３３

第１種低層住居専用地域、第２種低層
住居専用地域、第１種中高層住居専用
地域、第２種中高層住居専用地域、第
１種住居地域、第２種住居地域、準住
居地域

第 １ 種 区 域

＜３０～５４
（６５）

＜３０～６８
（７０）

４３
近隣商業地域、商業地域、準工業地
域

第 ２ 種 区 域

＜３０～４５＜３０～５３１９上記の区域以外

注１　（　　）は、道路管理者又は公安委員会に対する要請限度である。
　２　区域区分の地域は、都市計画法第８条第１項第１号に掲げる用途地域である。
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（平成１５年３月３１日現在）
　表２‐８０　振動規制法に基づく特定施設の届出状況

計

鋳

型

造

型

機

射

出

成

形

機

合

成

樹

脂

用

樹
脂
練
用
ロ
ー
ル
機

ゴ
ム
練
用
又
は
合
成

印

刷

機

械

木
材
加
工
機
械

建
設
用
資
材
製
造
機
械

織

機

土
石
用
破
砕
機
等

圧

縮

機

金
属
加
工
機
械

１，９１１４１３３１１６３２２８４４０６６４３７６３７２５６富 山 市

２，４６２９８８２０４２３５０５３９６０６６６９４０２９０高 岡 市

１７６０６０３３０００４４４４４９３８新 湊 市

１，２９２０１０００３０１，１５９５８６２９１９魚 津 市

４２０３００００２００１３６６氷 見 市

２６７０００１３３００７１１１１３３１７滑 川 市

４６５０１４９３０１５３０８０２５６２１０１１６黒 部 市

２８９０６１０２０１００１６８１１４１５１２砺 波 市

１２８０３２２５５６３８０７３３２３小矢部市

１９９０１１００６００１８１０８５６２６大沢野町

００００００００００００大 山 町

１，４９７０１３００００１，４５３０３１０１１上 市 町

５３０３０２０００１３５１２１２立 山 町

１７２３００１００１１４２４４８１２入 善 町

２７０００３２１００００３６朝 日 町

３６０７０００００３２１５１９八 尾 町

１１４０００００２０１０５０７６婦 中 町

１００００００００１６３１１小 杉 町

２６５００００００２６５０００１大 門 町

３１０００００００１６１１４４大 島 町

３２６０１００１０３２１０３０８城 端 町

４５０３３００００００１２０８庄 川 町

６３００００２０５００１１０３井 波 町

１１９０１１０２００４８０３８２０１１福 野 町

７００１９００３０３６０１２０９福 光 町

７８０００３０１２０３１４４６１０福 岡 町

１０，１３７１０５５７４３３２７２１４４２８４，７３１３５７１，７８６２，１０７８３４計

工場・
事業場

市町

特定施設
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　表２‐８１　振動関係立入検査状況（１４年度）
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１８７２１２１１２１１立入検査件数

　表２‐８２　ダイオキシン類環境調査結果（１４年度）

調査機関
調　　査　　結　　果調査時期

地　点　名 平　均冬　季秋　季夏　季春　季

富山市０．０２００．０１９０．０１９０．０１７０．０２４芝 園 町富 山 市

住 居 地 域
（一般環境）

〃０．０２９０．０４７０．０２００．０２７０．０２０水 橋 畠 等〃

高岡市０．１１０．１１０．１３０．１５０．０３５本 丸 町高 岡 市

〃０．０６９０．０３００．１４０．０４２０．０６４戸 出〃

富山県０．０５１０．０３２０．０７６０．０５５０．０４２上 島滑 川 市

〃０．０２５０．０１３０．０３９０．０２２０．０２４入 膳入 善 町

〃０．０３４０．０１８０．０５３０．０３４０．０２９中 太 閤 山小 杉 町

〃０．０５００．０２２０．０９５０．０４６０．０３７柴 田 屋福 野 町

〃０．０３９０．０２９０．０６６０．０３１０．０２９土 屋福 岡 町

富山市０．０２７０．０２９０．０２７０．０２００．０３２蓮町４丁目富 山 市
工 業 地 域
（発生源周辺）

富山県０．０５９０．０３１０．１１０．０６４０．０３０伏木東一宮高 岡 市

〃０．０５６０．０３３０．０８４０．０３７０．０７０東 明 中 町新 湊 市

〃０．０１３０．００７００．０１９０．０１２０．０１４熊 無氷 見 市廃棄物焼却
施 設 周 辺
（特定発生源周辺）

〃０．０３００．０１１０．０３７０．０２５０．０４５泊 新立 山 町

〃０．０１４０．０１２０．０１５０．０１２０．０１８月 山朝 日 町

０．６－－－－環　　境　　基　　準

　　�　大　気
（単位：pg-TEQ／m３）
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（単位：pg-TEQ／ � ）

調査機関調査結果調査地点名水　域　名

富 山 県０．０４０阿 尾 橋阿 尾 川

〃０．１２間 島 橋余 川 川

〃０．０７０北 の 橋上 庄 川

〃０．０５４八 幡 橋仏 生 寺 川

〃０．０５６中 の 橋湊 川

国土交通省０．６３※城 光 寺 橋小 矢 部 川

高 岡 市０．０９９地 子 木 橋千 保 川

〃０．１１新 祖 父 川 橋祖 父 川

国土交通省０．０７０※大 門 大 橋庄 川

富 山 県０．０９１山 王 橋
内 川

〃０．０８２西 橋

〃０．１１稲 積 橋下 条 川

〃０．２０白 石 橋新 堀 川

国土交通省０．１１※神 通 大 橋神 通 川

富 山 市０．１３四 ツ 屋 橋い た ち 川

〃０．１９桜 橋松 川

〃１．７千原崎地内水路橋富 岩 運 河

〃０．２８岩 瀬 橋岩 瀬 運 河

国土交通省０．０７２※常 願 寺 橋常 願 寺 川

富 山 市０．１２東 西 橋白 岩 川

富 山 県０．１５魚 躬 橋上 市 川

〃０．１５落 合 橋中 川

〃０．０２０早 月 橋早 月 川

〃０．０８９角 川 橋角 川

〃０．０６５港 橋鴨 川

〃０．０２０落 合 橋片 貝 川

〃０．０２７落 合 橋布 施 川

〃０．９８石 田 橋黒 瀬 川

〃０．０６０堀 切 橋高 橋 川

〃０．０９５吉 田 橋吉 田 川

国土交通省０．０７３※下 黒 部 橋黒 部 川

富 山 県０．０７８末 端入 川

〃０．０３３赤 川 橋小 川

〃０．１５末 端木 流 川

〃０．０５１笹 川 橋笹 川

〃０．０２２境 橋境 川

１環　　境　　基　　準

　　�　公共用水域
　　　ア　水　質（河川）

注１　調査結果は年平均値である。
　２　国土交通省の調査結果（※）については、平成１３年度実施分である。



２００

（単位：pg-TEQ／ � ）

調査機関調査結果調査地点名水　域　名

富山県０．０３８№１富 山 新 港 海 域

〃０．０７２№２小矢部川河口海域

〃０．０３９№２神通川河口海域

〃０．０１８№２その他富山湾海域

〃０．０２３№４〃

〃０．０１７№６〃

〃０．０１７№８〃

〃０．０１６№１０〃

１環　　境　　基　　準

　　　イ　水　質（海域）

（単位：pg-TEQ／ｇ）

調査機関調査結果調査地点名水　域　名

国土交通省１４城 光 寺 橋小 矢 部 川

〃０．３７大 門 大 橋庄 川

富 山 県１３白 石 橋新 堀 川

国土交通省０．７９神 通 大 橋神 通 川

富 山 市０．８３※四 ツ 屋 橋い た ち 川

〃６４０※千原崎地内水路橋富 岩 運 河

国土交通省０．２４常 願 寺 橋常 願 寺 川

富 山 市０．２９※東 西 橋白 岩 川

富 山 県１．２魚 躬 橋上 市 川

〃０．７７落 合 橋中 川

〃０．０６４早 月 橋早 月 川

〃３．１角 川 橋角 川

〃０．４６港 橋鴨 川

〃０．２２落 合 橋片 貝 川

〃０．０６９落 合 橋布 施 川

国土交通省０．３７下 黒 部 橋黒 部 川

１５０環　　境　　基　　準

　　　ウ　底　質（河川）

注１　※については、底質の環境基準が適用される平成１４年９月１日より前の測定である。
　２　国土交通省の調査結果については、平成１３年度実施分である。
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　　�　地下水質
（単位：pg-TEQ／ � ）

調査機関調査結果調査地点名市町村名

富 山 市０．０９１四 方 荒 屋富 山 市

〃０．０６７江 本〃

〃０．０６７大 島〃

〃０．０６７蓮 町〃

富 山 県０．０１９麻 生 谷高 岡 市

〃０．０１９五 十 里〃

〃０．０１９若 杉〃

高 岡 市０．０１６手 洗 野〃

〃０．０１６和 田〃

富 山 県０．０１９新 湊新 湊 市

〃０．０１６上 口魚 津 市

〃０．０１９阿 尾氷 見 市

〃０．０１７阿 弥 陀 堂黒 部 市

〃０．０２０苗 加砺 波 市

〃０．０２２狐 島〃

〃０．０１９水 牧小 矢 部 市

〃０．０１６東 福 沢大 山 町

〃０．０１８吉 原入 善 町

〃０．０１６下 山 新〃

〃０．０１７八 尾八 尾 町

〃０．０１７河 原 町婦 中 町

〃０．０１８戸 破小 杉 町

〃０．０２２舘福 光 町

１環　　境　　基　　準



２０２

　　�　土　壌
（単位：pg-TEQ／ｇ）

調査機関調査結果調査地点名市町村名区　　分
富 山 市０．００２０八 幡富 山 市

一 般 環 境

〃０．００１８高 田〃
〃０．２２太 田〃
〃０．００１３鍋 田〃

富 山 県０．０２５宮 田 町高 岡 市
〃０．２９二 塚〃
〃３０中 田〃
〃０．５５鏡 宮新 湊 市
〃２．６吉 野魚 津 市
〃０．０２０経 田〃
〃０．２１島 尻〃
〃０．２２大 浦氷 見 市
〃０．１２大 崎 野滑 川 市
〃０．２２前 沢黒 部 市
〃０．０９０荻 生〃
〃０．０３９千 保砺 波 市
〃８．０頼 成〃
〃０．４５林〃
〃０．７２平 桜小 矢 部 市
〃１．７笹 津大 沢 野 町
〃０．１５下 大 久 保〃
〃０．１９善 名大 山 町
〃０．２３広 野上 市 町
〃０．９５二 ツ 塚立 山 町
〃０．１６内 山宇 奈 月 町
〃０．０２７上 野入 善 町
〃０．３８小 摺 戸〃
〃０．５３南 保朝 日 町
〃０．３０黒 田八 尾 町
〃０．０８９羽 根婦 中 町
〃０．１９田 島〃
〃０．０１８地 角〃
〃０．０５７島大 門 町
〃０．１６戸 破小 杉 町
〃０．０１４北 野大 島 町
〃０．５７大 鋸 屋城 端 町
〃０．０３４布 袋福 野 町
〃０．５８小 坂福 光 町
〃０．２０土 屋福 岡 町

富 山 市０．１４水 橋 上 桜 木富 山 市

発生源周辺
〃２．６水 橋 狐 塚〃
〃２．１水 橋 小 池〃
〃１５水 橋 下 砂 子 坂 新〃

１，０００環　　境　　基　　準
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（１５年３月３１日現在）

計

５４３２１

工
場
・
事
業
場
数

地 域

廃

棄

物

焼

却

炉

焙
焼
炉
、
溶
解
炉
及
び
乾
燥
炉

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
の
製
造
の
用
に
供
す
る

炉
、
溶
鉱
炉
、
溶
解
炉
及
び
乾
燥
炉

亜
鉛
の
回
収
の
用
に
供
す
る
焙
焼
炉
、
焼
結

製

鋼

の

用

に

供

す

る

電

気

炉

焼
結
鉱
の
製
造
の
用
に
供
す
る
焼
結
炉

３０２３５２２５富 山 市

３６１８１８２１高 岡 市

２５８１６１１２新 湊 市

４４４魚 津 市

５４１４氷 見 市

１１１滑 川 市

９５４８黒 部 市

１３１３１２砺 波 市

６５１６小 矢 部 市

３３３上 新 川 郡

９９５中 新 川 郡

７７５下 新 川 郡

１５１５１２婦 負 郡

９９６射 水 郡

１５１４１１５東 砺 波 郡

１３１０３１０西 砺 波 郡

２００１４８４９０３０１４９合 計

　表２‐８３　ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の届出状況

　　�　大気基準適用施設
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（１５年３月３１日現在）

計

１４１３１２１１１０９８７６５４３２１

工
場
・
事
業
場
数

地 域

特
定
施
設
を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
水
の
処
理
施
設

末
処
理
施
設

特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
又
は
廃
液
を
含
む
下
水
を
処
理
す
る
下
水
道
終

処
理
物
の
洗
浄
施
設

廃
Ｐ
Ｃ
Ｂ
等
又
は
Ｐ
Ｃ
Ｂ
処
理
物
の
分
解
施
設
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｂ
汚
染
物
又
は
Ｐ
Ｃ
Ｂ

廃
棄
物
焼
却
炉
に
係
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
、
湿
式
集
じ
ん
施
設
、
灰
の
貯
留
施
設

る
精
製
施
設
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
、
湿
式
集
じ
ん
施
設

集
じ
ん
機
に
よ
り
集
め
ら
れ
た
も
の
か
ら
の
亜
鉛
の
回
収
に
限
る
。）の
用
に
供
す

亜
鉛
の
回
収
（
製
鋼
の
用
に
供
す
る
電
気
炉
か
ら
発
生
す
る
ば
い
じ
ん
で
あ
っ
て
、

燥
炉
に
係
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
、
湿
式
集
じ
ん
施
設

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
又
は
そ
の
合
金
の
製
造
の
用
に
供
す
る
焙
焼
炉
、
溶
解
炉
又
は
乾

浄
施
設
、
ジ
オ
キ
サ
ジ
ン
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
洗
浄
施
設
、
熱
風
乾
燥
施
設

及
び
還
元
誘
導
体
分
離
施
設
、
ニ
ト
ロ
化
誘
導
体
洗
浄
施
設
及
び
還
元
誘
導
体
洗

ジ
オ
キ
サ
ジ
ン
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
製
造
の
用
に
供
す
る
ニ
ト
ロ
化
誘
導
体
分
離
施
設

ガ
ス
洗
浄
施
設

ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
又
は
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
製
造
の
用
に
供
す
る
水
洗
施
設
、
廃

施
設
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

カ
プ
ロ
ラ
ク
タ
ム
製
造
の
用
に
供
す
る
硫
酸
濃
縮
施
設
、
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
分
離

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー
製
造
の
用
に
供
す
る
二
塩
化
エ
チ
レ
ン
洗
浄
施
設

ア
ル
ミ
ナ
繊
維
製
造
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

硫
酸
カ
リ
ウ
ム
製
造
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

カ
ー
バ
イ
ド
法
ア
セ
チ
レ
ン
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ア
セ
チ
レ
ン
洗
浄
施
設

に
よ
る
漂
白
施
設

硫
酸
塩
パ
ル
プ
又
は
亜
硫
酸
パ
ル
プ
製
造
の
用
に
供
す
る
塩
素
又
は
塩
素
化
合
物

１１１１８１７富 山 市

３０２１２２３２１２高 岡 市

６１２３３新 湊 市

１１１魚 津 市

０氷 見 市

０滑 川 市

１０４６３黒 部 市

２２２砺 波 市

０小矢部市

２２２上新川郡

３３２中新川郡

０下新川郡

１１１婦 負 郡

０射 水 郡

０東砺波郡

０西砺波郡

６６０４２４４０１３００００００１２３３合 計

　　�　水質基準対象施設
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　表２‐８４　有害大気汚染物質の調査概要（１４年度）

分　　析　　方　　法調査回数調 査 対 象 物 質調査地点区　分

VOCs：
　キャニスター採取－低温濃縮
　―GC/MS分析法
アルデヒド類：
　DNPH捕集管採取―溶媒抽出―
　HPLC分析法
重金属類（下記以外のもの）：
　ハイボリウムエアサンプラ－採取
　―酸又は圧力容器分解―原子吸
　光光度分析又は ICP/MS分析法
水銀及びその化合物：
　金アマルガム採取―加熱気化―
　原子吸光光度分析法
ヒ素及びその化合物：
　ハイボリウムエアサンプラ－採取
　―酸又は圧力容器分解―原子
　吸光光度分析（水素化物発生）
　又は ICP/MS分析法
ベンゾ（a）ピレン：
　ハイボリウムエアサンプラ－採取
　―溶媒抽出―HPLC分析法
酸化エチレン：
　固相採取―溶媒抽出―
　GC/MS分析法

環境基準
設定物質：
１回／月

その他優先
取組物質：
１回／季
又は
１回／月
（富山芝園）

環境基準設定物質：
テトラクロロエチレン、トリ
クロロエチレン、ベンゼン、
ジクロロメタン
その他優先取組物質：
VOCs：
アクリロニトリル、　塩化
ビニルモノマー、クロロホ
ルム、１，２‐ジクロロエタ
ン、１，３‐ブタジエン

　アルデヒド類：
ホルムアルデヒド、アセト
アルデヒド

　重金属類：
水銀及びその化合物、ニッ
ケル化合物、マンガン及び
その化合物、ヒ素及びその
化合物、ベリリウム及びそ
の化合物、クロム及びその
化合物

　ベンゾ（a）ピレン
　酸化エチレン

富 山 芝 園
観 測 局

一般環境
魚 津
観 測 局

小杉太閤山
観 測 局

高 岡 伏 木
観 測 局

固定発生
源 周 辺

新湊海老江
観 測 局

環境基準設定物質：ベンゼン
その他優先取組物質：
１，３－ブタジエン、ホルムア
ルデヒド、アセトアルデヒド、
ベンゾ（a）ピレン

小 杉 鷲 塚
観 測 局

幹線道路
沿 道

　表２‐８５　その他優先取組物質の調査結果（１４年度）

調査
機関

年　　　平　　　均　　　値（�／m３）項　目

アセト
アルデ
ヒド

ホルム
アルデ
ヒド

１，３－
ブタジ
エン

１，２－ジ
クロロエ
タン

クロロ

ホルム

塩化ビ
ニルモ
ノマー

アクリ
ロニト
リル

物　質

区　分　　　調査地点

富山市２．１３．００．１７０．０６６０．７００．２４０．０２４富 山 芝 園

一 般 環 境

県

１．４２．５<０．１<０．１０．１１<０．１<０．１魚 津

０．８３１．６<０．１<０．１０．１４<０．１<０．１小杉太閤山

１．６２．３<０．１０．１７０．４０１．３<０．１高 岡 伏 木固 定 発 生
源 周 辺 １．１１．８<０．１<０．１<０．１０．１８<０．１新湊海老江

１．２１．８０．１２－－－－小 杉 鷲 塚幹線道路沿道

調査
機関

年　　　平　　　均　　　値（�／m３）項　目

酸化エチ

レン

ベンゾ�a 

ピレン

クロム及
びその化
合物

ベリリウ
ム及びそ
の化合物

ヒ素及び
その化合
物

マンガン 
及びその
化合物

ニッケル

化合物

水銀及び
その化合
物

物　質

区　分　　　調査地点

富山市０．１６０．００００９８０．００３４０．００００２１０．００１３０．０１３０．００２００．００１９富 山 芝 園

一 般 環 境

県

<０．０５０．０００２３<０．００５<０．０００４<０．００１０．０２２<０．００４０．００２０魚 津

<０．０５０．０００１４０．００９９<０．０００４<０．００１０．０１８<０．００４０．００２０小杉太閤山

<０．０５０．０００１９０．０１２<０．０００４<０．００１０．０７８<０．００４０．００２２高 岡 伏 木固 定 発 生
源 周 辺 ０．０５８０．０００２００．０１３<０．０００４<０．００１０．０２８<０．００４０．００２１新湊海老江

－０．０００２８－－－－－－小 杉 鷲 塚幹線道路沿道
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注　ＮＤ（検出されず）とは、定量限界（０．００１mg／ � ）未満をいう。

　表２‐８６　ゴルフ場排水の農薬調査結果（１４年度）

県指導値暫定指導
指 針 値調査結果検出数／

検 体 数
検出ゴルフ場数／
調査ゴルフ場数農　　　薬　　　名分

類

０．０８０．８ＮＤ０／３２０／１６アセフェート

殺　
　

虫　
　

剤

０．００８０．０８ＮＤ０／３２０／１６イソキサチオン

０．００１０．０１ＮＤ０／３２０／１６イソフェンホス

０．００４０．０４ＮＤ０／３２０／１６クロルピリホス

０．００５０．０５ＮＤ～０．００１２／３２２／１６ダイアジノン

０．０３０．３ＮＤ～０．００３２／３２２／１６トリクロルホン（ＤＥＰ）

０．００２０．０２ＮＤ０／３２０／１６ピリダフェンチオン

０．００３０．０３ＮＤ～０．００２１／３２１／１６フェニトロチオン（ＭＥＰ）

－５ＮＤ０／３２０／１６アゾキシストロビン

殺　
　
　

菌　
　
　

剤

０．０４０．４ＮＤ０／３２０／１６イソプロチオラン

０．３３ＮＤ０／３２０／１６イプロジオン

０．００４０．０４ＮＤ０／３２０／１６エトリジアゾール（エクロメゾール）

０．０４０．４ＮＤ０／３２０／１６オキシン銅（有機銅）

０．３３ＮＤ０／３２０／１６キャプタン

０．０４０．４ＮＤ０／３２０／１６クロロタロニル（ＴＰＮ）

０．０５０．５ＮＤ０／３２０／１６クロロネブ

０．００６０．０６ＮＤ０／３２０／１６チウラム（チラム）

０．０８０．８ＮＤ０／３２０／１６トルクロホスメチル

０．２２ＮＤ０／３２０／１６フルトラニル

－０．５ＮＤ０／３２０／１６プロピコナゾール

０．０４０．４ＮＤ～０．００３３／３２３／１６ペンシクロン

０．０５０．５ＮＤ０／３２０／１６メタラキシル

０．１１ＮＤ０／３２０／１６メプロニル

０．２２ＮＤ～０．００４２／３２２／１６アシュラム

除　
　
　
　

草　
　
　
　

剤

０．００８０．０８ＮＤ０／３２０／１６ジチオピル

－３ＮＤ～０．００３１／３２１／１６シデュロン

０．００３０．０３ＮＤ０／３２０／１６シマジン（ＣＡＴ）

０．０２０．２ＮＤ０／３２０／１６テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）

０．００６０．０６ＮＤ～０．００２１／３２１／１６トリクロピル

０．０３０．３ＮＤ０／３２０／１６ナプロパミド

－０．３ＮＤ～０．００２２／３２２／１６ハロスルフロンメチル

０．０２０．２ＮＤ０／３２０／１６ピリブチカルブ

０．００４０．０４ＮＤ～０．００１１／３２１／１６ブタミホス

－０．３ＮＤ０／３２０／１６フラザスルフロン

０．００８０．０８ＮＤ０／３２０／１６プロピザミド

０．１１ＮＤ０／３２０／１６ベンスリド（ＳＡＰ）

０．０５０．５ＮＤ～０．００１１／３２１／１６ペンディメタリン

０．０８０．８ＮＤ０／３２０／１６ベンフルラリン（ベスロジン）

０．００５０．０５ＮＤ～０．００２２／３２２／１６メコプロップ（ＭＣＰＰ）

０．０３０．３ＮＤ０／３２０／１６メチルダイムロン

（単位：mg／ � ）
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　表２‐８７　農薬使用総量（１４年度）

除 草 剤殺虫殺菌剤殺 菌 剤殺 虫 剤区　　分

１，４０４２，１８８７８９１，５８７使用量（ｔ）

２０７６０２５０２５４農薬種類数

　表２‐８８　魚介類の水銀検査結果（１４年度）

採取場所採取年月日総水銀定量値（ppm）検体名№

氷見市H１４．１１．１９０．０３し い ら１

〃〃０．０３あおりいか２

〃〃０．０２さ け３

〃〃０．０５し ま だ い４

〃〃０．０５そーだかつお５

〃〃０．２６すけとうたら６

〃〃０．０４ま あ じ７

〃〃０．０４か わ は ぎ８

〃〃０．０３か ま す９

〃〃０．０３ぎ ん ふ ぐ１０

魚　津H１４．１１．１９０．０４さ け１１

〃〃０．０２さ わ ら１２

〃〃０．０３し い ら１３

〃〃０．０５ふ く ら ぎ１４

〃〃０．０３め じ な１５

〃〃０．０３あ じ１６

〃〃０．２８そーだかつお１７

〃〃０．０３か わ は ぎ１８

〃〃０．０２い ぼ だ い１９

〃〃０．０４か ま す２０

　表２‐８９　食品中のＰＣＢ検査結果（１４年度）

検 査 機 関
検査結果（ppm）

検体数検　体　名
最低値最高値平均値

高岡厚生センター
新川厚生センター

０．０７０．０１６０．００９４内海内湾魚介類

－－０．００７１遠洋沖合魚介類

ＮＤＮＤＮＤ５牛 乳

０．００２０．００４０．００３４卵 類
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終結区分終結年月対　　　　　象申請年月市町名手続の種類

調 停 成 立５２年９月工 場 騒 音 ・ 振 動５２年４月魚 津 市

調　　　停

一部取下げ
一部打切り

５８年３月工場騒音・粉じん・悪臭５７年８月富 山 市

調 停 成 立６０年１０月事業場悪臭・粉じん・砂じん６０年５月婦 中 町

調停打切り２年８月
住宅マンション建設・
騒 音 ・ 振 動

２年２月富 山 市

調停打切り１４年１１月
ダ ム 排 砂 に 伴 う
水 質 汚 濁

１３年６月

入 善 町
朝 日 町
宇奈月町
黒 部 市

　表２‐９０　公害審査会に係属した事件

　表２‐９１　公害種類別苦情受理状況の年度別推移
（単位：件）

合

計

そ

の

他

産
業
廃
棄
物

小　
　
　

計

典
型
七
公
害

典　　型　　７　　公　　害種類

年度

悪

臭

地
盤
沈
下

振

動

騒

音

土
壌
汚
染

水
質
汚
濁

大
気
汚
染

２１８９１０１９９２０－６４０－２１１１２１０

２１５１１８１９６３５－８４７－２７７９１１

２８９３０７２５２６３－１０５２１４３８３１２

３１０７１４２３５２６－８４０－５６１０５１３

３５３７３９２７１３８－６４２２６５１１８１４

（

）
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　表２‐９２　発生源別苦情受理状況（１４年度）
（単位：件）

計
悪

臭

地
盤
沈
下

振

動

騒

音

土
壌
汚
染

水
質
汚
濁

大
気
汚
染

種　　　類

業　　　種

９１２１１４耕 種 農 業
６４１１畜 産 業
７１１５農 業 ・ 園 芸 サ ー ビ ス 業
０漁 業
３１１１金 属 鉱 業
１１非 金 属 鉱 業
４２１１１８２２建 築 ・ 土 木 工 業
１４４２６２食 料 品 、 飲 料 等 製 造 業

生　
　
　

産　
　
　

工　
　
　

場

５１４繊 維 工 業
１３１１１１木 材 ・ 木 製 品 製 造 業
２１１パルプ・紙・紙加工品製造業
１１出 版 ・ 印 刷 ・ 同 関 連 産 業
７７化 学 工 業
０石 油 ・ 石 炭 製 造 業
３１２プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業
２１１窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業
１７２１７２５鉄鋼・非鉄金属・金属製品
１１機 械 機 具 製 造 業
４１２１そ の 他 の 製 造 業
６９１６０２１４０１１２６小 計
０電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 業
０水 道 業
１１鉄 道 業
８３５道 路 旅 客 （ 貨 物 ） 運 送 業
４１１２そ の 他 の 運 輸 ・ 通 信 業
４１３再 生 資 源 卸 売 業
７１４２卸 売 ・ 小 売 業
６２１１２飲 食 店
０飲 食 店 の カ ラ オ ケ
４１３洗 濯 ・ 理 容 ・ 浴 場 業
３１１１生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 、 旅 館 業
０娯 楽 業 ・ ゴ ル フ 場
１３３１４５自 動 車 整 備 業
１１機 械 ・ 家 具 等 修 理 業
１１専 門 サ ー ビ ス 業
４１１１１廃 棄 物 処 理 業
２２医 療 業 ・ 保 健 衛 生
０社 会 保 険 ・ 社 会 福 祉
０教 育 ・ 学 術 研 究 機 関
７２５そ の 他 の サ ー ビ ス 業
０公 務
３７４３１１１９家 庭 生 活
３３事 務 所
２１１道 路
４１３空 地
２２公 園
７１２４そ の 他
１４４１０不 明
２７１３８０６４２２６５１１８合 計
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　表２‐９３　市町村別苦情処理状況（１４年度）
（単位：件）

合

計

そ

の

他

産
業
廃
棄
物

小　
　
　

計

典
型
七
公
害

典　　型　　７　　公　　害種類

市町村名

悪

臭

地
盤
沈
下

振

動

騒

音

土
壌
汚
染

水
質
汚
濁

大
気
汚
染

１１３４１０９１５３２１１４５６富 山 市

４３１４２２２８３２７高 岡 市

６６４１１新 湊 市

３５１１３２１６２６７魚 津 市

６６６氷 見 市

１０４６２２２滑 川 市

１４１４１５１３４黒 部 市

２１１１砺 波 市

４７１９２２６３１４９小矢部市

２７６３９６２３１３４０５３８２４９１０３市 計

００大沢野町

１１０大 山 町

００舟 橋 村

００上 市 町

６３１２１１立 山 町

００宇奈月町

００入 善 町

２２２朝 日 町

００八 尾 町

２２１１婦 中 町

００山 田 村

００細 入 村

３３１１１小 杉 町

２２２大 門 町

００下 村

５１４１２１大 島 町

１２７５１２２城 端 町

００平 村

００上 平 村

００利 賀 村

３２１１庄 川 町

２１１１井 波 町

００井 口 村

７７０福 野 町

４３１３１５２６７福 光 町

４１３３福 岡 町

７７３４３４０４０１４０１６１５町 村 計

３５３７３９２７１３８０６４２２６５１１８合 計

（

）
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（単位：件）
　表２‐９４　苦情の処理状況（１４年度）

合

計

そ

の

他

産
業
廃
棄
物

小　
　
　

計

典
型
七
公
害

典　　型　　７　　公　　害種　　類

内　　訳

悪

臭

地
盤
沈
下

振

動

騒

音

土
壌
汚
染

水
質
汚
濁

大
気
汚
染

３５３７３９２７１３８６４２２６５１１８苦 情 処 理 件 数

３２８７２９２４７３３５３７２６２１０８直接処理（解決）
処　

理　

状　

況

他機関への移送

２５１２４５１５３１０翌年度への繰越

その他（原因不明
等により処理方法
のないもの等）　

（

）

（１５年３月３１日現在）

　表２‐９５　「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づく指定の内容

第２種地域地 域

富山市、婦中町、大沢野町の各一部指定地区（神通川下流地域）区 域

４４年１２月２７日指定年月日

イタイイタイ病指 定 疾 病

計そ の 他八 尾 町大沢野町婦 中 町富 山 市区　　分

４　０　０　０　４　０　患　　者�人 

４　０　１　１　２　０　要観察者�人 

　表２‐９６　市町村別イタイイタイ病患者及び要観察者生存数
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（単位：t）
　表２‐９８　容器包装リサイクル法に基づく分別収集量の年度別推移

１４１３１２１１１０９年　　　　　度

２，６０５．４２，６９１．４２，５３４．０２，１５５．４２，０４３．０２，０２１．８無 色 ガ ラ ス

３，３８０．２３，１３３．７３，１１０．６２，８２０．０２，５２６．３２，３９８．２茶 色 ガ ラ ス

８５８．２８９３．６９７６．９１，０１８．０９１３．２６３５．７そ の 他 ガ ラ ス

１，３４８．９１，２０３．５９２１．０５８６．０２６６．３３０．９ペ ッ ト ボ ト ル

１，８３１．９１，２３７．２５６１．８そ の 他 紙 製 容 器 包 装

４，３１９．３２，８６１．４１，３１３．４その他プラスチック製容器包装

１，７６９．５２，０４４．３２，２８７．１２，３２５．４２，１９６．９２，１０９．８ス チ ー ル 缶

１，３３３．６１，２１９．０１，２７４．９９９４．７８４２．９６９２．７ア ル ミ 缶

１２６．２１０４．８１０８．８７０．２８１．０６６．６紙 パ ッ ク

６，３７８．４５，７７０．２４，１９６．２段 ボ ー ル

２３，９５１．６２１，１５９．１１７，２８４．７９，９６９．７８，８６９．６７，９５５．７合　 　 　 　 　 計

注１　その他紙製、その他プラスチック製容器包装及び段ボールは、１２年度から法による分
別収集が開始されている。

　２　その他プラスチック製容器は、白色トレイを含めた量である。

（単位：台数）
　表２‐９９　家電リサイクル法に基づく廃家電品の引取り台数

注　県内４か所の指定引取り場所での引取り台数である。

合　計洗濯機冷蔵庫テレビエアコン品　目

７４，１４８１４，５０３１７，７８４３１，５７０１０，２９１１３年度

９７，８２１２０，４１７２３，４３６４０，５８０１３，３８８１４年度

　表２‐９７　ごみ処理状況の年度別推移

計画収

集人口

率（％）

計　　　画　　　処　　　理　　　区　　　域

総人口（人）年度 自　　家
処 理 量
（ｔ／年）

収　集　処　理　量（ｔ／年）総排出量

（ｔ／年）
人　口（人）

計資源化等埋　　立焼　　却

１００７，７５５３７２，２２９２８，８１１２９，０４２３１４，３７６３７９，９８４１，１２８，７１５１，１２８，７１５９

１００１，９２９３８４，００２２９，３５２２９，４６３３２５，１８７３８５，９３１１，１２８，６３３１，１２８，６３３１０

１００１６３８５，１６９３３，６１５２３，８３９３２７，７１５３８５，１８５１，１２８，５２７１，１２８，５２７１１

１００１４３９６，８２６３６，７７７２６，０６１３３３，９８８３９６，８４０１，１２７，４４２１，１２７，４４２１２

１００１７３９，８０３１４２，７７６２７，３０２３２７，９５３３９８，２２７１，１２６，１７０１，１２６，１７０１３

　�　環境への負荷が少ない循環型社会の構築
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　図２‐１０　産業廃棄物の地域別発生量（１３年度）

　表２‐１００　多量排出事業者の処理計画書等の提出状況（１４年度）

注１　提出事業者は、法に定める多量排出事業者（産業廃棄物の年間発生量が１，０００トン以上又は特別
管理産業廃棄物の年間発生量が５０トン以上の事業者）を示す。

　２　その他の業種は、鉱業、医療業である。
　３　多量排出事業者２１９事業所の内、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の両方の計画書を提出した
事業所は、２０事業所である。

合 計
特別管理産業廃棄物処理計画書・
実 施 状 況 報 告 書

産業廃棄物処理計画書・
実 施 状 況 報 告 書

業 種

１０３３７　６６　製 造 業

　８９　０　８９　建 設 業

　２０　０　２０　電気・ガス・水道業

　７　１　６そ の 他 の 業 種

２１９３８１８１合 計
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能力
（t/ 日）処 理 方 式名　　　　　称市　町　村　・　事　務　組　合広域圏

２８固形燃料化南砺リサイクルセンター砺波広域圏事務組合
（城端町・平村・上平村・井口村・福光町）砺　波

　表２‐１０１　ごみ処理施設の整備状況

　　�　ごみ焼却施設
（１５年３月３１日現在）

　　�　粗大ごみ処理施設
（１５年３月３１日現在）

　　�　ごみ固形燃料化施設
（１５年３月３１日現在）

能力
（t/ 日）型　　　式名　　　　　称市　町　村　・　事　務　組　合広域圏

７５破砕・圧縮リサイクルセンター

富山地区広域圏事務組合
富山市・滑川市・大沢野町・大山町・舟橋
村・上市町・立山町・八尾町・婦中町・山田
村・細入村

富 山

４０破砕・圧縮宮沢清掃センター新川広域圏事務組合
（魚津市・黒部市・宇奈月町・入善町・朝日町）新 川

９破砕・圧縮クリーンセンターとなみ
粗大ごみ処理プラント

砺波広域圏事務組合
（砺波市・利賀村・庄川町・井波町・福野町）砺 波

３０破砕・圧縮射水郷清掃センター
粗大ごみ処理施設

射水地区広域圏事務組合
（新湊市・小杉町・大門町・下村・大島町）射 水

１５４４施設計

（ ）

能　力
（t/ 日）型　　　式名　　　　　称市　町　村　・　事　務　組　合広域圏

８１０連続クリーンセンター

富山地区広域圏事務組合
富山市・滑川市・大沢野町・大山町・舟橋
村・上市町・立山町・八尾町・婦中町・山田
村・細入村

富 山

２７０連続環境クリーン工場高　岡　市
高 岡

５０機械化バッチ西部清掃センター氷　見　市

１７４准連続エコぽ～と新川広域圏事務組合
（魚津市・黒部市・宇奈月町・入善町・朝日町）新 川

７０准連続クリーンセンターとなみ砺波広域圏事務組合
（砺波市・利賀村・庄川町・井波町・福野町）砺 波

１３８連続クリーンピア射水射水地区広域圏事務組合
（新湊市・小杉町・大門町・下村・大島町）射 水

１，５１２６施設計

（ ）
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　　�　廃棄物再生利用施設（リサイクルプラザ）
（１５年３月３１日現在）

　表２‐１０２　し尿処理状況の年度別推移

処理 内 訳（ � ／年）収 集 内 訳（ � ／年）衛生処理

人口（人）

水 洗 便 所くみとり
便　　所

総人口
（人）年度 農村還元

そ の 他

公共下水
道マンホ
ール投入

し尿処理

施　　設
計

浄 化 槽

汚　　泥

くみとり

し　　尿

公　　共
下 水 道
人口（人）

浄　化　槽計画収集

人口（人） 人口（人）基数（基）

０２３，２４８２９８，９９６３２２，２４４１４６，５６９１７５，６７５１，１１１，６３１４０９，８９５４４３，２２０１１４，１４４２５８，５１６１，１２８，７１５９

０２２，２０９２８８，０９５３１０，３０４１４６，０３９１６４，２６５１，１１３，０７２４６０，１７９４２５，０２２１１１，４４２２２７，８７１１，１２８，６３３１０

０１９，４２６２６９，６１０２８９，０３６１４４，８５０１４４，１８６１，１１５，５６１５０１，１２３４１４，４５６１１０，５４７１９９，９８２１，１２８，５２７１１

１１９，５１１２６１，１５３２８０，６６５１５０，７５９１２９，９０６１，１１７，６７４５３１，４５８４０６，９５７１０８，４６９１７９，２５９１，１２７，４４２１２

０１８，１６４２５１，７４２２６９，９０６１５１，８１８１１８，０８８１，１１１，４９２５７３，０３７３７２，７１１１０５，０１６１６５，７４４１，１２６，１７０１３

能力
（t/ 日）処 理 方 式名　　　　　称市　町　村　・　事　務　組　合広域圏

４１不燃物処理・
資 源 化リサイクルセンター

富山地区広域圏事務組合
富山市・滑川市・大沢野町・大山町・舟橋村・
上市町・立山町・八尾町・婦中町・山田村・
細入村

富　山

４６併 用高岡市リサイクルプラザ高　岡　市

高　岡 １６選 別 ・ 圧 縮氷見市リサイクルプラザ氷　見　市

２．３６選 別 ・ 圧 縮福岡町リサイクルセンター福　岡　町

８不燃物等粉砕
圧縮・資源化南砺リサイクルセンター砺波広域圏事務組合

（城端町・平村・上平村・井口村・福光町）砺　波

８．７４選 別 ・ 圧 縮ミライクル館射水地区広域圏事務組合
（新湊市・小杉町・大門町・下村・大島町）射 水

１２２６施設計

（ ）
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　表２‐１０３　し尿処理施設の整備状況
（１５年３月３１日現在）

能　力
（ � / 日）型　　式名　　称市町村・事務組合広域圏

９０固 液 分 離つ ば き 園富　　山　　市

富　
　
　

山

３３消化・活性汚泥衛 生 セ ン タ ー滑　　川　　市

２１７高負荷脱窒素万 浄 園富山県中央衛生　富山市・大沢野町・大山町
処　理　組　合　八尾町・細入村

８０標 準 脱 窒 素し 尿 処 理 場富山県中部衛生　　　　　　　（富山市・上市町・立山町）センター組合

１５０消化・活性汚泥四屋浄化センター高　　岡　　市高　

岡 ４５高負荷脱窒素クリーンセンター氷　　見　　市

１５５活 性 汚 泥中部清掃センター新 川 広 域 圏　　　　　　　（魚津市・黒部市・宇奈月町・入善町・朝日町）事　務　組　合　新川

１０４高負荷脱窒素クリーンシステムとなみ砺波地方衛生　砺波市・小矢部市・城端町・利賀村・庄川町
施　設　組　合　井波町・井口村・福野町・福光町・福岡町砺　

波
４酸 化平 ・ 上 平

衛 生 セ ン タ ー
砺 波 広 域 圏　　　　　　　（平村・上平村）事　務　組　合

１１６活 性 汚 泥射水郷衛生センター射水地区広域圏　新湊市・小杉町・大門町・下村・大島町・
事　務　組　合　富山市射水

９９４１０　　施　　設計

（ ）

（ ）

（ ）

合計富山市所管県所管
３７８７７３０１事 業 所 数

７２，３３１１４，３４３５７，９８８台 数 等
１，２３５１２０１，１１５高圧トランス・コンデンサ

内訳
１６，８９７６，１８８１０，７０９蛍 光 灯 安 定 器
１９９３５１６４その他（低圧コンデンサ等）

５４，０００８，０００４６，０００その他（柱上トランス）

注１　保管中及び使用中の事業所数には、重複している事業所があるため、届出数は１，０１２
事業所である。

　２　使用中の柱上トランスの数値は、推定値として事業者から報告のあったものである。

　表２‐１０４　ＰＣＢ特別措置法に基づく届出状況

　　�　保管中
（１４年３月３１日現在）

　　�　使用中

合計富山市所管県所管
１，０４７２２３８２４事 業 所 数

１０９，５８５１５，５３１９４，０５４台 数 等
４，３９２９１２３，４８０高圧トランス・コンデンサ

内訳
３８，６９７１３，４５４２５，２４３蛍 光 灯 安 定 器
３，５５９１，１６１２，３９８その他（低圧コンデンサ等）
６２，９３７４６２，９３３その他（柱上トランス）
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　表２‐１０５　産業廃棄物処理施設の許可（届出）状況
（１５年３月３１日現在）

　注）　 上段は富山県の施設数、下段は富山市の施設数である。

施設数処 理 能 力施 設 区 分
１０４

１０m３／日を超える汚泥の脱水施設
２０
４

１０m３／日を超える汚泥の乾燥施設
０

８５m３／日を超える
２００㎏／時間以上
火格子面積２m２以上

汚泥の焼却施設
１

２
１０m３／日を超える

廃油の油水分離施
設 ０

２１m３／日を超える
２００㎏／時間以上
火格子面積２m２以上

廃油の焼却施設
２

２
５０m３／日超える

廃酸又は廃アルカ
リの中和施設 １

９
５ｔ／日超える

廃プラスチック類
の破砕施設 １

施設数処 理 能 力施 設 区 分
８１００㎏／日超える

火格子面積２m２以上
廃プラスチック類
の焼却施設 ０

１３２
５ｔ／日超える

木くず又はがれき
類の破砕施設 ７０

２
すべて

有害物質等のコンク
リート固型化施設 １

０
すべて

シアン化合物の分
解施設 １

１
すべて

廃ＰＣＢ等の分解
施設 １

１４２００㎏／時間以上
火格子面積２m２以上

産業廃棄物の焼却
施設（汚泥、廃油、廃プラ
スチック類以外の施設） ２

１７
安定型

最終処分場
１
１３

管理型
２

３１８
合　　　　計

１０３

　�　自然と共生したうるおいのある環境の実現

　表２‐１０６　国立公園内における工作物の新築等に係る許認可取扱状況（１４年度）
（単位 : 件）

計認　可（承認）
許　　可（協議・届出含）

国 立 公 園
知　　事大　　臣

６２１５２４２３中 部 山 岳

００００白 山

６２１５２４２３計

計認　　　可（承認）許可（協議・届出含）国 定 公 園

１５１１４能 登 半 島

　表２‐１０７　国定公園内における工作物の新築等に係る許認可取扱状況（１４年度）
（単位 : 件）
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計認　可（承　認）許　可（協　議）県立自然公園

４０４朝 日

２０２有 峰

７０７五 箇 山

７１６白 木 水 無

３０３医 王 山

２３１２２計

　表２‐１０８　県立自然公園内における工作物の新築等に係る許認可取扱状況（１４年度）
（単位 : 件）

摘　　　　　　　要
左のうち、県の持分合　　計

①＋②
そ の 他

②
山　　林

①市町村名
持分比

朝日県立自然公園・朝日城山地内４８，７７６．４５２／３　７３，１６４．６８２１，４８５．６７５１，６７９．０１朝日町

白木水無県立自然公園・杉ヶ平地内２７８，７０４．４２３／４※３７８，８９６．０００．００３７８，８９６．００八尾町

県民公園野鳥の園・古洞池１５６，６５１．９３１／１　１５６，６５１．９３０．００１５６，６５１．９３富山市

県民公園野鳥の園・恩坊池３１，７１１．００１／１　３１，７１１．０００．００３１，７１１．００小杉町

能登半島国定公園・雨晴園地６，７８５．４１２／３　１０，１７８．１１８，０６５．１１２，１１３．００高岡市

縄ヶ池・若杉自然環境保全地域内８４，６１０．６７２／３　１２６，９１６．０００．００１２６，９１６．００城端町

五箇山県立自然公園・相倉地内１５，５０９．６１２／３　２３，２６４．４１２２，５５２．４１７１２．００平 村

五箇山県立自然公園・西赤尾地内１２０，１１２．８０２／３　１８０，１６９．２０８，７０３．０２１７１，４６６．１８上平村

医 王 山 県 立 自 然 公 園 内２４５，４２２．２８２／３※３８１，５１７．６２２，２６８．００３７９，２４９．６２福光町

能登半島国定公園・九殿浜、窪地内５，５７４．６７２／３　８，３６２．００５，２１４．０００３，１４８．００氷見市

９９３，８５９．２４－１，３７０，８３０．９５６８，２８８．２１１，３０２，５４２．７４小 計

（注）※：他の持ち分比率あり。

県 民 公 園 野 鳥 の 園５２，３９４．００１／１　５２，３９４．００地上権設定５２，３９４．００婦中町

１，０４６，２５３．２４－１，４２３，２２４．９５６８，２８８．２１１，３５４，９３６．７４合 計

　表２‐１０９　富山県自然環境保全基金による土地保有状況
（１５年３月３１日現在）（単位：m２）
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施　　　　　設　　　　　概　　　　　要施　　設　　名

１１，０００m２ピ ク ニ カ ル 広 場

１５，４００m２ピ ク ニ ッ ク 緑 地

木造平屋建　１５０m２管 理 棟

全高１５ｍ　５０m２
カ リ ヨ ン 展 望 塔
（とんがりぼうしの時計台）

８０台　２，０００m２駐 車 場

もりの学び舎　７１m２森 林 学 習 展 示 館

ケビン（６人用）１棟　６９m２宿 泊 施 設

２，３００m２林 間 学 習 施 設

６，５５１ｍ森 林 学 習 歩 道

　表２‐１１０　立山山麓家族旅行村の主要施設

　表２‐１１１　とやま・ふくおか家族旅行村の主要施設（富山県整備分）

主　　　　　要　　　　　施　　　　　設地　　　　区

管理棟（鉄筋コンクリート平屋建、３４３m２）、休憩所（合掌造）、駐車場（６０
台収容）、芝生広場（７，８９０m２）、イベント広場

中央管理地区

芝生広場（５，０６９m２）、遊水池ファミリー広場

オートキャンプサイト（３１区画）、野外ステージ、バーベキュー卓、炊事棟、
多目的ハウス、トリムコース、シャワー棟

野 外 広 場

芝生広場（２，２００m２）、石の山、遊水池、パークゴルフコースチビッコ広場

ケビン（４人用１５棟、８人用５棟）、キャンプ場、バーベキュー卓宿泊施設地区

芝生広場（９，２００m２）、フィールドアスレチック、展望広場、ロックガーデン森 の 広 場



２２０

合　　　計
４月１６日
～５月１５日

２月１６日
～４月１５日

１２月１日　　
　～２月１５日

区　　分

１６７パーティー
（５９７人）

１２１パーティー
（４００人）

７パーティー
（１４人）

３９パーティー
（１８３人）

登 山 届

１件
（死亡１人）

１件
（死亡１人）

０件
　

０件
　

遭 難 事 故

　表２‐１１２　登山届出及び遭難事故の概要

　表２‐１１３　自然公園等における主たる施設整備実績（１４年度）

（１４年１２月１日～１５年５月１５日）

備　　考

事　　　　　　　業　　　　　　　内　　　　　　　容

公園事業名地区名
公
園
名 博物展示

施 設公衆便所管 理 所
休 憩 所避難小屋駐 車 場歩 道野 営 場園 地

１棟
Ａ＝７m２

称名室堂線
歩 道

立山周辺
地 区

中
部
山
岳
国
立
公
園

Ｌ＝
１，００２ｍ
植生復元
Ａ＝
２，９６１m２

立山槍ヶ岳
縦走線歩道

Ｌ＝
３，０００ｍ

阿曽原剣沢
線 歩 道

Ｌ＝３８ｍ五色ヶ原周辺
歩 道

Ｌ＝６５６ｍ弥陀ヶ原周辺
歩 道

Ｌ＝
１，１２０ｍ
植生復元
Ａ＝
２，３２４m２

折立太郎山
線 歩 道

１棟
Ａ＝５５m２城 山 園 地二 上 山

地 区

能
登
半
島
国
定
公
園
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　表２‐１１４　愛鳥週間行事（１４年度）

備　　　考行　　　　事　　　　内　　　　容場　　　所行　事　名月日

　調査は県下の小学校
２２６校の６年生を中心
に約１４，１３１名で実施。
調査では２７，９５０羽を確
認。

　第３２回ツバメ生息調査を実施する。県下一斉
に小学校６年生の豆調査員が、ツバメの生息調
査を実施し、ツバメの巣のある家に「ツバメの
お宿」シールを貼った。

県下全域ツバメ調査の
日

５
月　

日�
１０

自然博物園「ねいの里」で正しい野鳥救護のあ
り方など、野鳥に関する各種相談を実施。
　共　催：自然博物園ねいの里

婦中町吉住自
然博物園「ね
いの里」

野鳥相談の日

５
月　

日�
１１

　愛鳥思想の普及啓発のため、広く一般の方を
対象に（第３６回）バードウォッチングを開催。
　　共　催：自然博物園ねいの里
　指導者：富山県野鳥観察指導員

富山市三ノ熊
野鳥の園（古
洞池）
午前７時３０分

～１２時

探鳥の日

５
月　

日�
１２

　入選ポスターの展示
を５月１４日～１９日はフ
ァボーレで、また５月
２２日～６月１７日の間は
自然博物園ねいの里で
実施。

　第４８回愛鳥ポスターの入賞者の表彰式、並び
に野生生物保護功労表彰の伝達式を行った。
・愛鳥ポスター入賞者
　（知事賞、教育委員会賞）
・野生生物保護功労者

県庁大会議室
午後４時

～５時

野鳥保護表彰
の日

５
月　

日�
１３

　富山市安養坊の八幡
社に午前９時に集合し、
呉羽山から八ケ山にか
けて探鳥会を実施。

　富山短期大学幼児教育学科の学生を対象に、
野鳥を中心とした（第２６回）自然教室を開き、
野外教育のあり方を体験。
　共　催：自然博物園ねいの里
　参加者：幼児教育科１年生
　指導者：富山県野鳥観察指導員

呉羽山一帯
午前９時
～午後１時

野鳥観察の日

５
月　

日�
１４

　愛鳥活動に積極的な
小中学校を昭和５０年度
から毎年指定している
もの。

　平成１４年度（第２８回）愛鳥モデル校の指定証
の交付を行った。
　宇奈月町立下立小学校

愛鳥モデル校学校愛鳥の日

５
月　

日�
１５

　富山県野鳥観察指導員（バードマスター）の
解説により野鳥観察についての知識を得るとと
もに、野鳥保護について正しい理解を深めた。
　参加者：一般県民約１５名
　協　力：富山県野鳥観察指導員

県民公園野鳥
の園
自然博物園ね
いの里
海王バードパ
ーク

県政バス「野
鳥とのふれあ
いコース」

５
月　

日�
１６
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富山県で生息が確
認されている種　種　　　　　　　　　　　　　名指定年月日区分

オオタカ（留鳥）
イヌワシ（留鳥）
オジロワシ（冬鳥）
オオワシ（冬鳥）
タマタカ（留鳥）
ハヤブサ（留鳥）
ライチョウ（留鳥）
カラフトアオアシ
シギ（旅鳥）
ウミガラス（冬鳥）

アホウドリ、チシマウガラス、コウノトリ、トキ、シジュウカラガン、
オオタカ、イヌワシ、ダイトウノスリ、オガサワラノスリ、オジロワシ、
オオワシ、カンムリワシ、クマタカ、シマハヤブサ、ハヤブサ、ライチ
ョウ、タンチョウ、ヤンバルクイナ、アマミヤマシギ、カラフトアオア
シシギ、エトピリカ、ウミガラス、キンバト、アカガシラカラスバト、
ヨナクニカラスバト、シマフクロウ、オーストンオオアカゲラ、ミユビ
ゲラ、ノグチゲラ、ヤイロチョウ、アカヒゲ、ホントウアカヒゲ、ウス
アカヒゲ、オオトラツグミ、オオセッカ、ハハジマメグロ、オガサワラ
カワラヒワ、ルリカケス

５年２月１０日
　　　鳥　類

ツシマヤマネコ、イリオモテヤマネコ
ミヤコタナゴ
ベッコウトンボ
レブンアツモリソウ、キタダケソウ

６年１月２８日
　　　哺乳類
　　　魚　類
　　　昆虫類
　　　植　物

イタセンパラ

キクザトサワヘビ
アベサンショウウオ
イタセンパラ
ハナシノブ

７年２月８日
　　　爬虫類
　　　両生類
　　　淡水魚類
　　　植　物

ヤシャゲンゴロウ、ヤンバルテナガコガネ、ゴイシツバメシジミ
８年１月８日
　　　昆虫類

ホテイアツモリ、アツモリソウ
９年９月５日
　　　植　物

ワシミミズク
９年１１月２７日　
　　　鳥　類

アマミデンダ、ヤドリコケモモ、コゴメキノエラン
１１年１１月２５日　
　　　植　物

スイゲンゼニタナゴ
イシガキニイニイ
チョウセンキバナアツモリソウ、オキナワセッコク、クニガミトンボソ
ウ

１４年８月７日
　　　魚　類
　　　昆虫類
　　　植　物

　表２‐１１５　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」による種の指定状況
（１５年３月３１日現在）

　表２‐１１６　野生鳥獣の救護活動実績（１４年度）

合　　　計獣　　　類鳥　　　類

区　　　分 救 護
日 数救護数種類数救 護

日 数
救 護
頭 数種類数救 護

日 数
救 護
羽 数種類数

２０，５５５７１２８２１，７４２３６１１１８，８１３６７６７１富山県鳥獣保護センター

８００４７２２６６３３７３４４４１９富山県鳥獣救護の会

２１，３５５７５９１０４１，８０８３９１４１９，５４７７２０９０合　　　計
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　表２‐１１７　有害鳥獣駆除状況（１４年度）

捕 獲 数（頭）種　　類（獣類）捕 獲 数（羽）種　　類（鳥類）

３５ノ ウ サ ギ４，２５５カ ラ ス

３３ク マ５４５ス ズ メ 類

２１２サ ル４１ド バ ト

１，１８０ム ク ド リ

１８９ヒ ヨ ド リ

２６９カ モ 類

３５９そ の 他

２８０計６，８３８計

注）　甲種：網及びわな
　　　乙種：ライフル銃及び散弾銃
　　　丙種：空気銃及びガス銃

　表２‐１１８　狩猟者登録の実績（１４年度）
（単位：人）

計県　外　者県　内　者区　　　　　分

８２－８２甲 種

免 許 の 種 類 １，０１７２３２７８５乙 種

１４９８１４１丙 種

１，２４８２４０１，００８計

　�　快適な環境づくり

　表２‐１１９　県民公園新港の森の概要

概　　　　　　　　　　　　　　　　要施　設　名

１　規模
　　両翼９０ｍ、センター１２０ｍ
２　施設
　　バックスクリーン、スコアボード、バックネット、ダッグアウト、

放送設備等

野 球 場

１　規模
　　３００ｍトラック（６コース）、直線コース１２５ｍ
２　施設
　　跳躍、投てき、サッカー、ゲートボール、ソフトボール

スポーツ広場

軟式４面テニスコート

４か所（乗用車約２００台駐車）駐 車 場

管理事務所１棟、園路遊歩道６，０００ｍ、芝生広場１０ヵ所（２７，０００m２）、植
栽約１１万本（１６０，０００m２）休憩施設３か所、便所５か所、公衆電話など

そ の 他
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　表２‐１２０　県民公園新港の森施設利用状況
（単位：人）

１４１３１２１１１０年　　　　　度

１３３，７３０１３２，３８５１３３，２８３１３１，２７０１４５，３５０入 園 者 数

９，５９２８，０５８８，３５０３，１０３８，２１１野 球 場

施
設
利
用
人
員

１６１２９７１００１８６３４６テニスコート

３，８０５４，６７５５，２５５５，２１３５，８６０スポーツ広場

１３，５５８１３，０３０１３，７０５８，５０２１４，４１７計

特　　　　　　　　　　　　　　　　徴面積主 な 施 設地区

第３種公認。トラックはウレタンチップ系全天候型舗装。
カラーアスファルト舗装。イベントの会場としても利用可能。
園路、植栽地等。

ha

３．５
陸 上 競 技 場
お 祭 り 広 場
そ の 他

　

Ａ
地
区

ウレタン系全天候型コートが６面ある。
空港スポーツ緑地の「玄関」となる広場。
小高い丘の上にあり、飛行機の離着陸が眺められる。
なだらかな芝生のスロープ。冬はミニスキーに利用できる。
長さ２０８．５ｍに及ぶ滝、流れ、池がある。
園路、植栽地等。

３．３

庭 球 場
入 口 広 場
展 望 広 場
芝 生 ス ロ ー プ
せ せ ら ぎ 広 場
そ の 他

Ｂ　

地　

区

コンビネーション遊具やスプリング遊具、砂場がある。
多目的に利用できる広々とした芝生の広場。
ダスト舗装コートが４面ある。
自動車６２台が駐車可能。
園路。植栽地等。

２．９

わ ん ぱ く 広 場
芝 生 広 場
ゲートボール広場
駐 車 場
そ の 他

Ｃ　

地　

区

ダスト舗装の広場に高木の林
芝生の広場
７色のシャワーモニュメントを配したサンクン広場
自動車２６台駐車可能
園路、植栽地等

１．７

林 間 広 場
緑 陰 広 場
レインボープラザ
駐 車 場
そ の 他

Ｄ　

地　

区

遊具、砂場等１．８児 童 遊 園
駐 車 場

Ｅ
地
区

１３．２合　　　　　計

１４１３１２１１１０年　　　　　度

７８，５１０７９，２２０８３，８９８８６，９４３８９，０００入 園 者 数

６，６６９６，２７４１３，５１２１６，６３０１０，７５９陸上競技場施
設
利
用
人
員

１０，５８１９，５８３１０，４０６１１，６２４９，９２１庭 球 場

１７，２５０１５，８５７２３，９１８２８，２５４２０，６８０計

　表２‐１２１　空港スポーツ緑地の概要

　表２‐１２２　空港スポーツ緑地施設利用状況
（単位：人）
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　�　地球環境の保全への行動と積極的貢献

　表２‐１２３　酸性雨実態調査の概要（１４年度）

調　査　方　法調　査　項　目調 査 期 間調 査 地 点区分

酸性雨等調査マニュアル
（環境庁大気保全局）
湿性沈着モニタリング手引
き書（第２版）
（環境省地球環境局）

・pH
・イオン成分（SO４２－、
NO３－、Na ＋、Cl －

等）降下量等

１４年４月～
１５年３月

（一週間降雨毎）
小 杉 町
（環境科学センター）

雨　
　
　
　
　

水

１４年４月～
１５年３月

（一週間降雨毎）
立 山 町
（国設測定所）

湖沼環境調査指針
［�日本水質汚濁研究協会］

１４年８月、１０月城　 端　 町
（縄ヶ池）

湖　

沼

　表２‐１２４　雨水の pH調査結果（１４年度）
 （１週間降雨毎）………自動採取法

雨　　　　水　　　　の　　　　pH調 査
項 目 立　　山　　町小　　杉　　町

平　均範　　　囲平　均範　　　囲調 査
結 果 ４．８４．３　～　６．６４．７４．１　～　５．９

　表２‐１２５　雨水のｐＨの年度別調査結果（一週間降雨毎）

調　　査　　地　　点
調査年度

全 国 の 状 況立　山　町小　杉　町

第１次調査
（昭和５８年～６２年度）
　　　４．４～５．５
第２次調査
（昭和６３年～平成４年度）
　　　４．５～５．８
第３次調査
（平成５年～９年度）
　　　４．４～５．９
第４次調査
（平成１０年～１２年度）
　　　４．４７～６．１５

－４．９昭和６１年度

－４．９６２年度

－４．７６３年度

－４．６平成元年度

（４．８）４．７２年度

（４．７）４．６３年度

（４．６）４．６４年度

（４．８）４．８５年度

４．７４．７６年度

４．９４．９７年度

４．９４．８８年度

４．８４．８９年度

５．１５．０１０年度

４．８４．９１１年度

４．８４．８１２年度

４．６４．５１３年度

４．８４．７１４年度

注　（　）の値は、大山町での測定値である。
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　図２‐１１　主要イオン成分降下量、降水量の月別推移（１４年度）
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　図２‐１２　主要イオン成分降下量の経年変化
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　表２‐１２６　森林地における pH調査結果（１４年度）

　図２‐１３　縄ケ池における pH及びアルカリ度の経年変化

雨水の年平均 pH（一週間降雨毎・ろ過式採取法）
調査項目

小矢部市福光町八尾町魚津市

４．７４．６４．７４．８調査結果



２２９

資
料
編

資
料
編

　

��
　

地
球
環
境
の
保
全
へ
の
行
動
と
積
極
的
貢
献

地
球
環
境
の
保
全
へ
の
行
動
と
積
極
的
貢
献

　表２‐１２７　�環日本海環境協力センター（ＮＰＥＣ）の事業概要（１４年度）

事　　業　　概　　要事　　業　　名事業の種類

　本県がコーディネート自治体を務める「北東アジア
地域自治体連合環境分科委員会」を開催し、コーディ
ネート自治体業務を支援した。

北東アジア地域自治体連
合環境分科委員会の推進

環境保全に
関する交流
推進事業

　環境協力に関するノウハウを有する専門家を招き、
自治体担当者や研究者等を対象に対岸諸国への効果的
な環境協力を推進するための意見交換及び情報交換を
行った。

国際環境協力推進会議の
開催

　環日本海地域の自治体担当者や大学、民間企業、Ｎ
ＧＯ等との連携を深めるため、関係学会への参加、名
簿の収集、連絡会の開催等を行った。

海洋環境保全パートナー
シップの形成

　対岸地域と環境実務協議団を相互派遣し、環境分野
における協力事業の協議や環境の情報交換等を行った。

対岸地域との環境実務協
議団の相互派遣

　環日本海地域の海洋環境保全対策の基礎資料等とす
るため、日本、ロシア、韓国及び中国の日本海・黄海
沿岸の自治体やＮＧＯの参加を得て海辺の漂着物の実
態調査を実施した。

海辺の漂着物調査環境保全に
関する調査
研究事業

　ロシアからの冬鳥や旅鳥の渡り鳥ルートを解明する
ため、ロシア沿海地方における一連の標識調査の技術
指導を行い、調査体制の確立を図るとともに、研究員
やエコクラブ員等の研修員の受入れを行った。

ロシア沿海地方との渡り
鳥に関する共同調査

　これまでの遼河の上流部汚濁原因調査結果を踏まえ
て、遼寧省と共同で遼河下流及び河口の水質調査を実
施した。

中国遼寧省との水質環境
に関する共同調査研究

　環日本海地域における環境の情報を収集するととも
に、それらを取りまとめて環日本海環境白書を作成し
た。

環日本海環境情報の収
集・整理・提供

環境保全に
関する施策
支援事業

　北東アジア地域自治体連合環境分科委員会の会員と
連携し、対岸自治体のニーズを踏まえた「北東アジア
地域国際環境シンポジウム」を韓国忠清南道で開催し
た。

国際環境協力推進モデル
事業

　環境保全に関する情報の交換・共有化を図るため、
５ヵ国語（日、英、中、韓、ロシア語）の環境用語辞
書システムを構築した。

北東アジア地域環境用語
辞書の作成

　北西太平洋行動計画（ＮＯＷＰＡＰ）に基づくモニ
タリング計画の策定に関する基礎資料とするため、日
本海に流入する代表的な河川の河口海域における水質
調査、漂流物の実態調査等を行うとともに、大気経由
で海域に流入する汚濁負荷量を把握するためのモニタ
リング手法に関する基礎調査を行った。

日本海等の環境影響調査ＮＯＷＰＡ
Ｐ推進事業

　リモートセンシングによる海洋モニタリング手法の
開発を推進するため、国内の学識者による研究会を開
催し、リモートセンシングの活用に関する基本的な進
め方の検討等を行った。

リモートセンシングによ
る環境モニタリング手法
の開発

バイオアッセイを活用した海洋環境モニタリング手法
の開発を推進するため、国内の学識者等による研究会
を開催し、その基本的な進め方の検討等を行った。ま
た、ＮＯＷＰＡＰ地域のバイオアッセイに関する情報
を交換し、手法の開発を推進するため、「北西太平洋地
域における海洋環境のバイオアッセイに関する国際ワ
ークショップ」を開催した。

生物評価法（バイオアッ
セイ）による環境モニタ
リング手法の開発



２３０

事　　業　　概　　要事　　業　　名事業の種類

　赤潮を含む有害藻類の異常繁殖（ＨＡＢ）に関する
調査を進めるため、国内の学識者による助言委員会を
開催し、ＮＯＷＰＡＰ地域における取組状況の調査結
果について検討した。

赤潮・有害藻類の異常繁
殖（ＨＡＢ）に関する調
査

ＮＯＷＰＡ
Ｐ推進事業

　環境省が、平成１４年３月に富山県環境科学センター
内に設置した「環日本海海洋環境ウオッチシステム」
を管理運営し、人工衛星を活用した海洋環境データを
受信、解析するとともに、ＮＯＷＰＡＰ関係国を含む
国内外へ発信した。

環日本海海洋環境ウオッ
チ推進事業

　ＮＰＥＣが指定されているＣＥＡＲＡＣ（特殊モニ
タリング・沿岸環境評価地域活動センター）に対して
助言等を行うため各国の政府代表者・専門家で構成さ
れる第１回フォーカルポイント会議を開催した。 本会
議では、平成１５年のＣＥＡＲＡＣの事業計画及び予算
が承認されるとともに、今後、活動を本格化していく
上で、検討すべき課題が示された。

ＣＥＡＲＡＣフォーカル
ポイント会議の開催
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　表２‐１２８　環日本海地域との相互派遣の概要（１４年度）

相　　互　　派　　遣　　の　　概　　要年　度

・受 入 先：中国遼寧省
・受入人数：３名
・受入期間：４月１０日～４月１２日
・受入目的：遼寧省遼河下流部の水質環境調査研究検討会

１４年度

・派 遣 先：ロシア沿海地方
・派遣人員：３名
・派遣期間：４月２１日～４月２７日
・派遣目的：渡り鳥に関する共同調査

・派 遣 先：韓国忠清南道牙山市
・派遣人員：５名
・派遣期間：５月１３日～５月１７日
・派遣目的：北東アジア地域国際環境シンポジウムの開催・実施

・派 遣 先：中国遼寧省環境監測センター
・派遣人員：２名
・派遣期間：６月２１日～６月２９日
・派遣目的：遼河の水質環境共同調査研究

・受 入 先：韓国江原道
・受入人員：１名
・受入期間：７月１日～３月２０日
・受入目的：海外技術研修員の研修

・派 遣 先：中国遼寧省
・派遣人員：２名
・派遣期間：８月３日～８月５日
・派遣目的：海辺の埋没・漂着物調査に関する事前打合せ

・派 遣 先：ロシアハバロフスク地方
・派遣人員：２名
・派遣期間：８月２７日～９月１日
・派遣目的：北東アジア地域国際環境シンポジウムの開催事前打合せ

・派 遣 先：中国遼寧省
・派遣人員：２名
・派遣期間：９月４日～９月９日
・派遣目的：「都市環境および改造に関する遼寧国際会議」への参加

・受 入 先：韓国忠清南道
・受入人員：２名
・受入期間：９月１１日～９月１４日
・受入目的：海辺の埋没・漂着物調査に関する事前説明会

・受 入 先：中国遼寧省
・受入人員：１名
・受入期間：１０月２日～１０月５日
・受入目的：海辺の埋没・漂着物調査に関する事前説明会

・派 遣 先：中国遼寧省
・派遣人員：２名
・派遣期間：１０月７日～１１月１日
・派遣目的：遼河の水質環境に関する分析技術の指導等

・派 遣 先：韓国江原道
・派遣人員：４名
・派遣期間：１０月７日～１０月１１日
・派遣目的：海洋環境保全国際シンポジウムの参加及び環境実務協議団の相互派遣へ

の参加
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・受 入 先：ロシア沿海地方
・受入人員：１名
・受入期間：１０月１日～１０月３１日
・受入目的：海外技術研修員の研修

１４年度

・派 遣 先：ロシア沿海地方
・派遣人員：２名
・派遣期間：１０月１６日～１０月１９日
・派遣目的：「海洋環境２００２」国際会議への参加

・受 入 先：中国遼寧省
・受入人員：２名
・受入期間：１０月２１日～１２月１４日
・受入目的：海外技術研修員の研修

・受 入 先：ロシア沿海地方
・受入人員：５名
・受入期間：１０月２３日～１１月２日
・受入目的：渡り鳥に関する研修を実施

・派 遣 先：中国上海市
・派遣人員：３名
・派遣期間：１１月２４日～１１月２９日
・派遣目的：ＤＩＮＲＡＣフォーカルポイント会議への参加

・派 遣 先：中国海南省
・派遣人員：４名
・派遣期間：１２月３日～１２月９日
・派遣目的：環日本海環境協力会議への参加

・受 入 先：ロシア（沿海地方、ハバロフスク地方、サハリン州）韓国（忠清南道、
江原環境研究所）中国（遼寧省）

・受入人員：８名
・受入期間：２月１３日～２月１４日
・受入目的：「北西太平洋地域漂着物会議」への出席

・受 入 先：中国、韓国、ロシア
・受入人員：６名
・受入期間：３月１５日～３月１６日
・受入目的：「北西太平洋における海洋環境のバイオアッセイに関する国際ワークショ

ップ」への参加
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　表２‐１２９　主な環境月間行事（１４年度）

　�　環境の保全及び創造に向けたみんなの行動

実　　　　施　　　　概　　　　要行　　　事　　　名

環境保全意識の高揚を図るため、地球環境問題に関する講演会
を開催（６月５日）

環 境 月 間 講 演 会

県内小・中学校の児童生徒から環境に関するポスターを募集し、
優秀作品を表彰するとともに、百貨店、自然博物園ねいの里な
どで展示。

環境ポスターの募集と展示

県内企業の環境保全対策モデル施設等を巡るバス教室を開催
（６月１４日）

環 境 を 考 え る バ ス 教 室

　表２‐１３０　「親子の水とのふれあいバス教室」の開催状況（１４年度）

見　　学　　場　　所　　等開 催 日コース名

①宇奈月ダム管理所
②水生生物調査（黒部川墓の木自然公園内）
③生地の共同洗い場
④黒部浄化センター

８月２日黒 部 川

①アクアなないろ館
②水生生物調査（庄川雄神橋付近）
③中田いきものの里公園
④環境科学センター

７月３１日

庄 川

８月７日
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　表２‐１３１　環境保全相談室の活動状況（１４年度）

　　・相談業務

件　　　数内　　　　　　　　容

１８３件
４９件
２件

環境保全活動に係る相談
ビデオ、資料、図書等の問い合わせ、提供
講演会等の相談、依頼

２３４件計

　　・講師派遣業務

参加人数件　　数講 演 、 助 言 内 容

２３０人２件地球環境問題

２３０人２件計

　　・環境に関する出前講座
　　　　環境保全、地球温暖化等に関する講師を要望に応じて無料で派遣

計自 然 保 護ＩＳＯ関連地球温暖化防止
ご み 減 量 化・
リサイクル推進

区 分

１２件１件２件５件４件利用件数

４４９人４２人２９人３０８人７０人利用者数

　表２‐１３２　中小企業環境施設整備資金融資制度の概要

融資限度額償還期限金　　　利貸付対象者資　金　の　使　途

個別
３，０００万円
団体
５，０００万円

７年以内
（据置１
年以内）

１．７５％以内
Ｈ１３．６．４～
Ｈ１５．２．２８　

１．５５％以内
（Ｈ１５．３．１～）

中小企業者

�　公害防止施設の整備
　（産業廃棄物の処理施設を含む。）
�　公害防止に必要な工場等の移転、
工場に隣接する民家等の買収
�　公害防止又は周辺の景観保持の
ために必要な緑地・囲障等の設置
�　低公害車の購入
�　土砂運搬用トラックによる著し
い道路の汚損又は粉じん発生の防
止のために必要な洗車施設の設置
及び路面清掃車の購入
�　オゾン層を破壊する物質の排出
の抑制及び使用の合理化のために
必要な施設の整備等
�　廃棄物の資源化及び再生利用の
ために必要な施設の整備
�　地下水の保全及び水の循環的な
利用のために必要な施設の整備
�　標高１，０００ｍ以上の自然公園内
で実施する環境に配慮したトイレ
の整備

（ ）



２３５

資
料
編

資
料
編

　

��
　

環
境
の
保
全
及
び
創
造
に
向
け
た
み
ん
な
の
行
動

環
境
の
保
全
及
び
創
造
に
向
け
た
み
ん
な
の
行
動

合
計

そ
の

他
山
岳
地
の

ト
イ
レ
整
備

地
下
水
保
全

施
設

資
源
化
・

再
生
利
用
施
設

低
公
害
車
の

購
入

緑
地
等
の

景
観
整
備

フ
ロ
ン
対
策

施
設

公
　
　
　
　
　
害
　
　
　
　
　
防
　
　
　
　
　
止
　
　
　
　
　
施
　
　
　
　
　
設

年 　 　 　 　 度

産
業
廃
棄
物

騒
音
振
動

有
害
ガ
ス

悪
臭

ば
い
煙・
粉
じ
ん

汚
水

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

２８
，００
０

２
２０
，００
０

１
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
８，
００
０

１
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
１０

６３
，９８
６

３
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
２５
，００
０

１
－

－
－

－
１８
，９８
６

１
２０
，００
０

１
１１

１１
０，
００
０

５
－

－
－

－
－

－
６０
，００
０

２
－

－
１０
，００
０

１
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
４０
，００
０

２
１２

１７
９，
６５
０

７
－

－
２５
，００
０

１
－

－
７０
，００
０

２
－

－
－

－
－

－
４８
，６０
０

２
－

－
－

－
３０
，００
０

１
６，
０５
０

１
－

－
１３

１１
３，
００
０

４
３０
，００
０

１
５３
，００
０

２
３０
，００
０

１
１４　
表
２‐
１３
３
　
中
小
企
業
環
境
施
設
整
備
資
金
融
資
実
績
の
年
度
別
推
移

（
単
位
：
千
円
）
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　表２‐１３４　中小企業環境施設整備資金の融資実績（施工地市町村別）の推移

１４１３１２１１１０年度

市町村
金　額
（千円）

件数
金　額
（千円）

件数
金　額
（千円）

件数
金　額
（千円）

件数
金　額
（千円）

件数

－－－－８０，０００４２０，０００１－－富 山 市

－－６，０５０１－－２５，０００１８，０００１高 岡 市

３０，０００１１８，６００１－－１８，９８６１－－新 湊 市

－－７０，０００２－－－－－－氷 見 市

－－－－－－－－２０，０００１滑 川 市

２３，０００１－－－－－－－－黒 部 市

－－－－－－－－－－小矢部市

－－－－３０，０００１－－－－大沢野町

－－－－－－－－－－上 市 町

３０，０００１２５，０００１－－－－－－立 山 町

－－３０，０００１－－－－－－朝 日 町

－－－－－－－－－－八 尾 町

－－３０，０００１－－－－－－婦 中 町

－－－－－－－－－－大 門 町

－－－－－－－－－－大 島 町

３０，０００１－－－－－－－－城 端 町

－－－－－－－－－－井 波 町

－－－－－－－－－－福 岡 町

１１３，０００４１７９，６５０７１１０，０００５６３，９８６３２８，０００２計
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　表２‐１３５　公害防止施設等に対するその他融資制度の実績の推移

１４年度１３年度１２年度１１年度１０年度

種　　　　　　　類 金　額
（千円）

件数
金　額
（千円）

件数
金　額
（千円）

件数
金　額
（千円）

件数
金　額
（千円）

件数

２，８００１９５，５３０４中小企業設備近代化資金

－－－－中小企業設備貸与資金

－－－－－－小規模企業者等設備導入資金

－－－－－－－－－－中 小 企 業 高 度 化 資 金

－－－－－－－－－－中小企業振興融資資金

３，０００１１３，０５０２１４，８００１９５，１１０５－－農 業 近 代 化 資 金

３，０００１１３，０５０２１４，８００１９７，９１０６９５，５３０４計

　表２‐１３６　公害防止管理者等の選任届出状況

届　出　状　況区　　　　　　　　　　分

２０７（５１）　公 害 防 止 統 括 者

２３（１）　公 害 防 止 主 任 管 理 者

１１（１）　第 １ 種

大気関係公害防止管理者
８　　　第 ２ 種

３３　　　第 ３ 種

７２　　　第 ４ 種

１４　　　第 １ 種

水質関係公害防止管理者
５８（７）　第 ２ 種

１７　　　第 ３ 種

４８（６）　第 ４ 種

１５　　　粉 じ ん 関 係 公 害 防 止 管 理 者

４５（３０）　騒 音 関 係 公 害 防 止 管 理 者

４９（３６）　振 動 関 係 公 害 防 止 管 理 者

１２（２）　ダ イ オ キ シ ン 類 関 係 公 害 防 止 管 理 者

６１２（１３４）総　　　　　　　　　　数

（１５年３月３１日現在）

注　（　）は、市町村事務分で、内数である。



２３８

　�　総合的視点で取り組む環境の保全と創造

　表２‐１３７　富山・高岡地域公害防止計画の概要

内　　　　　　　　　　　　　　容区　　　　　　　　分

富山市、高岡市、新湊市、婦中町地 域 範 囲

１２年２月２４日承 認 年 月 日

１１年度～１５年度計 画 期 間

環境基準大気汚染、水質汚濁、騒音環
境
目
標

大部分の住民が日常生活において支障がない程度振 動

大部分の住民が日常生活において支障がない程度悪 臭

土壌汚染対策地域の指定要件に該当しない程度土 壌 汚 染

・下水道の整備
・ごみ処理施設の設置
・浚せつの実施
・農用地土壌汚染対策
・監視測定施設等の整備

主 な 公 害 防 止 計 画 事 業

２，５０４億円（公害対策２，００９億円、公害関連４９５億円）地方公共団体が講じる対策計
画
事
業
費

６１億円事 業 者 が 講 じ る 対 策

２，５６５億円総 額

　表２‐１３８　富山県環境影響評価要綱に基づく環境影響評価の実施状況

評　　　価　　　書知事意見の提出説明会の開催準　　　備　　　書事業種類・規模事　業　名№

提出　　３年１１月２１日
１１月７日６月１５、１７、１８日

提出　　３年６月５日レクリエーション施設

（ゴルフ場１４０．２ha）

大山カメリア

カントリークラブ
１

縦覧１１月２２日～１２月２４日縦覧６月６日～７月６日

提出　　５年３月２５日

１２月２８日８月１０、１１日

提出　　４年７月２８日レクリエーション施設

（スキー場１７２．３ha）

（ゴルフ場１９８．９ha）

利賀リゾート開発２ 縦覧３月２６日～４月２６日縦覧７月２９日～８月２９日

提出　　６年５月９日
６年３月３１日

１１月２６、３０日

１２月１日

提出　　５年１１月１１日熱供給事業

（最大排出水量１２万m３／日）

富山駅北地区

熱供給事業
３

縦覧５月１０日～６月１０日縦覧１１月１２日～１２月１３日

提出　　１１年２月２３日

１０年１１月２７日

７月４日～

７月１７日

（７回開催）

提出　　１０年６月１９日ごみ焼却施設

（焼却能力２７０ｔ／日／基

×３基）

富山地区広域圏

ごみ処理施設建設

工事

４ 縦覧２月２６日～３月２５日縦覧６月２２日～７月２１日
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　表２‐１３９　県が企業と締結している公害防止協定

締結年月日締結企業の業種締　結　企　業　（工場）

４７年３月３０日
（６１年６月３０日承継）

鉱　　　業三井金属鉱業㈱（神岡鉱業㈱）

４８年６月２３日
（６０年３月２５日承継）
（８年１１月１日承継）
（９年４月１日承継）

産業廃棄物処理
非鉄金属

日 鉱 三 日市 リ サイクル㈱
黒 部 日 鉱 ガ ル バ ㈱

４８年８月３０日
（５４年３月１５日改定）
（５７年７月５日改定）
（６０年３月２５日変更）
（６３年３月３０日変更）
（１４年２月１２日変更）

電　　　力
北 陸 電 力 ㈱
富 山 共 同 火 力 発 電 ㈱

　図２‐１４　環境情報管理システムの構成と処理機能
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　表２‐１４０　環境保全に関する試験・研究

　　�　環境科学センター

結　　　　　　　　　　果目　　　　　的課　　　　　題

　樹木の蒸散速度から、その大気汚染物質吸
収量について検討した。

　樹木による大気浄化
能力の検討

　樹木による大気浄化
作用に関する研究

　山岳地帯において酸性雨の通年調査を行い、
酸性雨の影響因子について検討した。

　酸性雨の影響因子に
ついての検討

　酸性降下物の影響因
子に関する研究

　酸性雨による文化財等への影響を把握する
ため、各種金属板の腐食量と酸性雨等との関
係について検討した。

　酸性雨による金属材
料等の腐食に及ぼす影
響因子の検討

　酸性雨による金属腐
食に関する研究

　環境水中のフタル酸エステル類１０物質につ
いて溶媒抽出法による測定方法を検討した。

　化学物質の測定方法
の検討

　化学物質の測定方法
に関する研究

　海域の富栄養化の実態を把握するため、海
域の富栄養化と溶存有機物質との関係につい
て検討した。

　海域の富栄養化に及
ぼす溶存有機物質の影
響の検討

　海域の富栄養化に関
する研究

　熊野川ダム貯水池において、水質組成とプ
ランクトンの関係や水域周辺の環境状況等を
調査し、湖沼の特性について検討した。

　水質特性やプランク
トン等からの湖沼の特
性の検討

　湖沼における水質特
性とプランクトンに関
する研究

　最終処分場からの有機物や金属類等の浸出
状況、ガスの発生状況及び浸出水量の調査を
行い、閉鎖後の最終処分場の安定化について
検討した。

　閉鎖後の最終処分場
の安定化の検討

　産業廃棄物最終処分
場の安定化に関する研
究

　自動車騒音の実態を測定し、それをもとに
騒音レベルの面的な評価方法について検討し
た。

　騒音レベルの面的評
価方法の検討

　騒音レベルの面的評
価に関する研究

　生ごみ等の推肥（コンポスト）化の熟度や
品質を測定し、処理条件等について検討した。

　生ごみ等の推肥化の
処理条件等の検討

　廃棄物の循環利用に
関する研究
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　　�　衛生研究所

結　　　　　　　　　　果目　　　　　的課　　　　　題

　宅地化が著しい水田地域と、森林が残存す
る丘陵地域の畜舎において、吸血に飛来する
蚊類を比較して、環境の変化（単純化）に伴
う、蚊類の種類構成に及ぼす影響を引き続き
調査したところ、丘陵地では蚊数は少ないが、
蚊種が多いことが再確認された。

　環境の変化により多
発する不快害虫などの
発生防止・駆除対策に
関する継続的検討

　不快昆虫の多発防止
対策の調査研究

　玄米等の県内主要農産物９種２７検体につい
て、有機リン系など７０農薬（但し、なし２及
びかき４検体は２農薬、しろねぎ５、こまつ
な３及びほうれんそう１検体は６３農薬）を分
析したところ、なし及びかきの各１検体から
無登録農薬のカプタホールが検出された。そ
の他の検体では全てが基準値以下であり、食
品衛生上問題となるレベルではなかった。
　富山産魚介類のあじ等１３種２０検体について
総水銀を、めじな等８種１０検体についてトリ
ブチルスズオキサイドをそれぞれ分析したと
ころ、いずれも問題となる残留値ではなかっ
た。

　残留農薬等による食
品の汚染状況の継続調
査

　食品中の残留農薬及
びその他の有害物質に
関する調査研究

　神通川流域のカドミウム汚染地域住民の健
康管理の推進、近位尿細管機能異常の可逆性
及び予後に関する調査研究を継続している。
対象者の尿中β２- マイクログロブリンの値
が高く、長期的な健康影響を明らかにするた
め、検診データを蓄積している。

　カドミウム汚染とイ
タイイタイ病の予防

　イタイイタイ病に関
する研究

　非農業者の有機リン系農薬の尿中代謝物を
測定したところ、居住環境や季節の違いによ
って明らかな濃度レベルの差は認められず、
農作業の影響によらない恒常的な暴露が推測
された。

　環境化学物質の生体
内暴露評価に関する検
討

　環境汚染物質と生体
影響に関する研究



２４２

結　　　　　　　　　　果目　　　　　的課　　　　　題

　汎用プラスチックの高度なマテリアルリサ
イクルのため、近赤外分光測定とケモメトリ
ックス解析を組合せ劣化予測について見当し
たところ、精度良く予測可能となった。

　プラスチック材料の
分別技術について研究
する。

　高分子材料の識別に
関する研究

　塩化ビニル廃棄物と木粉又はＭＤＦ粉等を
複合して新しい工業資材を製造する技術を開
発した。高分子と環境ネットワーク研究会等
を通じ情報の提供及び技術支援を実施した。

　ＰＶＣのリサイクル
と環境への負荷低減技
術の検討を行う。

　廃棄塩化ビニル利用
技術の開発

　カバープランツとしてセンチピートグラス
やイワダレソウが良好であった。生分解性プ
ラスチックの色は、黒色が良好であった。（農
業技術センターとの共同研究）

　畦畔管理にグランド
カバープランツを活用
することにより管理作
業の軽減化を図る。

　グランドカバープラ
ンツを活用した畦畔管
理技術の確立

　塩ビ代替材料及び繊維、ＦＲＰを対象とし、
マテリアルリサイクル（塩化ビニル樹脂代替
軟質材料の開発等）及びケミカルリサイクル
（混合繊維の逐次分解抽出分離技術の開発
等）技術について検討した。

　繊維やエラストマー
のリサイクル技術の開
発を行う。

　繊維・高分子のリサ
イクルに関する研究

　有望な野生担子菌の培養条件の検討や有機
物質分解に対する機構の解明、環境ホルモン
（ビスフェノール系）の分解性の評価等を実
施した。

　有害化学物質の分解
処理システムを構築す
る。

　微生物を利用した環
境有害物質の除去シス
テムの研究

　鉛フリーはんだを金属基板に用いた場合、
はんだ接合部及び実装デバイスに熱サイクル
による応力変動を弾塑性クリープ有限要素解
析により評価し対応策について検討した。

　実用上、有望視され
ている鉛フリーはんだ
の実装上の課題につい
て研究する。

　はんだの鉛フリー化
に伴う金属基板に信頼
性向上の研究

　　�　工業技術センター

　　�　農業技術センター農業試験場

結　　　　　　　　　　果目　　　　　的課　　　　　題

　神通川流域（４ヵ所）、黒部地域（４ヵ所）
の客土水田地帯に設置された実証展示ほ場で、
栽培指針に基づき水稲を栽培し、肥料や土壌
改良資材の施用効果について調査、確認を行
った。

　復元後の客土水田地
帯の稲作の安定化を図
るため、水稲栽培指針
の実証展示を行う。

　カドミウム汚染田復
元後の客土水田におけ
る施肥改善効果等に関
する調査

　神通川流域及び黒部地域の客土水田を対象
に、代表地点から玄米や土壌を採取しカドミ
ウム濃度を調査して、汚染が除去され安全な
農地に復元されたことを確認した。

　復元後の客土水田に
ついて汚染が除去され
たことを確認する。

　カドミウム汚染田復
元後の客土水田の安全
確認調査
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　　�　農業技術センター畜産試験場

結　　　　　　　　　　果目　　　　　的課　　　　　題

　堆肥化過程のアンモニア発生量は、炭化物
を添加した場合が、従来のオガクズより低い
ことを明らかにした。

　林地残材の炭化物添
加による牛ふん堆肥化
過程の悪臭低減効果の
検討

　未利用資源を活用し
た堆肥化処理技術及び
悪臭低減技術の確立

　ＳＰＦ環境下においては、離乳子豚期及び
肥育前期に銅・亜鉛の添加量を減少させても
発育等に一定の傾向はなかった。また、肥育
前期においては銅・亜鉛の添加量が低い区で
も良好な発育を示したが、離乳子豚期では、
わずかながら発育が劣っていた。

　豚からの銅・亜鉛等
重金属排泄量を低減す
るため、飼料中の重金
属の適正水準を検討

　重金属など環境負荷
物質排泄量を低減する
ための豚の栄養管理技
術の開発

　　�　水産試験場

結　　　　　　　　　　果目　　　　　的課　　　　　題

　平成１４年６月５～１０日及び７月１８～２６日に
珪藻（キートセロス、スケルトネマなど）に
よる赤潮を確認した。発生海域は、６月５～１０
日は滑川～黒部沖、７月１８～２６日は氷見～黒
部沖であった。

　赤潮の発生状況の把
握

　赤潮に関する調査

　富山湾沿岸域８か所で採泥を行い、底生生
物の種類数、現存量の調査を行った。汚染指
標種が確認された場所はなく、底質の汚濁は
進行していないと考えられた。

　底生生物からみた富
山湾底質の汚濁状況の
把握

　富山湾の底生生物の
調査

　　�　林業技術センター林業試験場

結　　　　　　　　　　果目　　　　　的課　　　　　題

　定点調査地で酸性雨実態調査、森林土壌調
査、森林健全度調査等のモニタリング調査を
行い、森林環境の実態を明らかにした。

　酸性雨等による影響
予察のための森林環境
の現状把握

　酸性雨等森林影響予
察に関する調査
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第２　日誌（１４年度）

内　　　　　　　　　　　　　　　容月　日

・県、富山県大気汚染緊急時対策要綱を改正
・「自然公園法の一部を改正する法律」公布（１５年４月１日施行）
・県、「化学物質排出把握管理促進法に基づく届出に関する説明会」開催（同５月９日、
５月１３日）

４・１
４・２４
４・２６

・「環日本海政策提言フォーラム」開催
・県、北東アジア地域自治体連合・国際環境シンポジウムに参加（～１７日、於　韓国
忠清南道）
・国、富山市エコタウンプランを承認
・「富山県清掃美化大会」開催（於大山町）
・「土壌汚染対策法」公布（１５年２月１５日施行）
・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」施行（１２年５月３１日公布）

５・８
５・１３

５・１７
５・２６
５・２９
５・３０

・県、「環境の日記念行事」開催
・「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一
部を改正する政令」公布（１４年１０月１日施行）

６・５
６・２５

・県、「クリーンウオーター計画改定説明会」開催（同７月８日、７月１０日）
・県、「北東アジア地域自治体連合・第４回環境分科委員会」開催
・県、環日本海地域「山の生物多様性国際シンポジウム」開催
・県、「国際環境協力推進会議」開催
・県、環境審議会に「鳥獣保護区の設定等について」諮問
・県、「立山懇談会」開催
・「ダイオキシン類対策特別措置法施行令の一部を改正する政令」公布（１４年８月１５日
施行）
・「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令
公布（同日施行）

７・５
７・１１
７・１２
７・１２
７・１５
７・１６
７・３１

７・３１

・県、「循環資源活用懇談会」開催
・鳥獣保護区設定に係る公聴会の開催（同８月５日）
・「富山県リサイクル認定審査会」開催
・県、産業廃棄物のリデュース・リユース・リサイクル等についての技術的な検討テ
ーマを募集（～９月２０日）
・県、「国際山岳年記念富山らいちょうシンポジウム」開催
・「第３回全国ライチョウ会議」開催
・県等、小矢部川ダイオキシン類調査結果を発表

８・２
８・２
８・８
８・２２

８・２５
８・２６
８・３０

・県、「森のビオトープ研究会（ねいの里）」開催
・県、県庁本庁舎ＩＳＯ１４００１に係る本審査の受審（～５日）
・第４回全国山岳トイレシンポジウムｉｎ富山（～７日）
・環境審議会、「鳥獣保護区の設定等について」答申
・環境審議会、富山県廃棄物処理計画（とやま廃棄物プラン）中間とりまとめに係る
意見募集（～１０月２１日）
・県庁本庁舎におけるＩＳＯ１４００１の認証取得
・富山県認定リサイクル製品、エコショップ、エコ事業所を募集（～１０月３１日）
・富山県景観条例が公布（１５年４月１日施行）

９・２
９・４
９・５
９・１０
９・２０

９・２５
９・３０
９・３０

・「富山県自然解説員（ナチュラリスト）認定式」の開催
・県、「海洋環境保全国際シンポジウム」に参加（～１１日、於　韓国江原道）
・「とやま環境フェア２００２」開催（～１０月２０日）
・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令」公布（１５年４
月１日施行）

１０・２
１０・７
１０・１９
１０・２３



２４５

内　　　　　　　　　　　　　　　容月　日

・黒部川のダム排砂に係る公害調停が打ち切り
・「土壌汚染対策法施行令」公布（１５年２月１５日施行）

１１・６
１１・１３

・県、「快適なトイレ推進セミナー」開催
・「環日本海環境協力会議」開催
・「地球温暖化防止月間講演会」開催
・県、横江宮川（小矢部川水系）ダイオキシン類問題原因究明調査結果を公表

１２・２
１２・３
１２・４
１２・１９

・ガンカモ科鳥類の生息調査の実施
・県、環境審議会に「神通川流域農用地土壌汚染対策地域（第３次地区）に係る対策
計画及び費用負担計画の変更について」諮問

１・１２
１・２０

・県、「リサイクル製品等認定証交付式及び循環資源利用推進講習会」開催
・「地球温暖化を考えるとやまシンポジウム」開催
・「北西太平洋地域海辺の漂着物会議」開催
・「土壌汚染対策法」施行
・環境審議会、「富山県廃棄物処理計画（とやま廃棄物プラン）の策定について」答申
・環境審議会、「神通川流域農用地土壌汚染対策地域（第３次地区）に係る対策計画及
び費用負担計画の変更について」答申
・環境審議会、「富山新港地区緩衝緑地（県民公園新港の森）の管理事業に係る費用負
担計画について」答申、２／１３諮問
・北西太平洋地域海計画（ＮＯＷＰＡＰ）の「ＣＥＡＲＡＣフォーカルポイント会議」
が開催
・「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が一部変更（閣議決定）

２・４
２・５
２・１３
２・１５
２・２０
２・２０

２・２０

２・２５

２・２８

・「ＰＲＴＲリスクコミニュケーション説明会」開催
・「バイオアッセイワークショップ」開催
・県、「窒素・りん削減対策技術マニュアル説明会」開催
・国、県、化学物質排出把握管理促進法に基づく、排出量等の集計結果報告
・「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」公布（同日施行）
・県、「環境保全技術講習会」開催
・県、富山県廃棄物処理計画（とやま廃棄物プラン）策定

３・１３
３・１５
３・１９
３・２０
３・２５
３・２７
３・３１
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第３　富山県環境関係行政組織図（平成１５年４月１日現在）
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（１５年４月１日現在）

専門部会等審議事項等根拠法令委員数設置年月日名　称

・大気騒音振動専門
部会

・水環境専門部会
・土壌専門部会
・廃棄物専門部会
・自然環境専門部会
・野生生物専門部会
・温泉専門部会

環境保全及び自然環
境保全に関する基本
的事項及び重要事項
について、調査審議
する。

環境基本法
自然環境保
全法
県環境基本
条例

２３
６年
８月１日

環境審議会

・あっせん委員
・調停委員会
・仲裁委員会

公害紛争について、
あっせん、調停、仲
裁を行うことにより、
解決を図る。

公害紛争処
理法
県公害紛争
処理条例

１２
４５年
１１月１日

公害審査会

・骨病理専門部会
公害に係る健康被害
の認定に関し、審査
する。

公害健康被
害補償法

１５
４９年
１０月１日

公害健康被害
認定審査会

山岳遭難防止につい
て、必要な事項を調
査審議する。

県登山届出
条例

２０
４１年
４月１日

山岳遭難防止
対策審議会

環境影響評価に関す
る技術的な事項につ
いて調査審議する。

県環境影響
評価条例

１３
１１年
６月２８日

環境影響評価
技術審査会

第４　富山県環境関係附属機関
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第５　富山県環境関係分掌事務

（１５年４月１日現在）

　　�　生活環境部
　　　ア　本　庁

主 な 分 掌 事 務係課

環境保全施策の企画及び調整
環境影響評価の実施
公害に係る紛争処理
環境基本計画の推進
環境の状況に関する年次報告書の作成
中小企業環境施設整備資金の貸付
�とやま環境財団の指導
�環日本海環境協力センターとの連絡調整
県民公園新港の森の管理運営
公害防止計画の推進

企 画 係

環境政策課

地球温暖化対策
新県庁エコプランの推進
ＩＳＯ１４００１に基づく環境管理システムの運営
低公害車の普及促進
フロン対策
国際環境協力
地球環境保全対策

地球環境係

一般廃棄物に係る市町村の指導
一般廃棄物処理施設の建設・管理指導
廃棄物減量化・再生利用の推進
県土美化運動の推進
とやま廃棄物プランの推進
合併処理浄化槽の普及促進
浄化槽保守点検業者の登録・指導
快適トイレ整備の啓発
産業廃棄物の許可・届出
産業廃棄物の監視、指導
産業廃棄物の減量化・再生利用の推進
不法処理防止の啓発

廃棄物対策班

公害防止条例による規制、指導
土壌汚染の規制、指導
地下水採取の規制、指導及び地下水指針の推進
公害に係る苦情処理
公害防止組織の整備に関する指導
化学物質に関する指導
毒物及び劇物の業務上取扱者の指導
環境情報システムの運用

指 導 係

環境保全課

大気汚染の監視
大気汚染防止の規制、指導
ブルースカイ計画の推進
騒音、振動及び悪臭の規制、指導
ダイオキシン類の調査、報告
環境放射能の調査

大気保全係



２４９

主 な 分 掌 事 務係課

水質汚濁の監視
水質汚濁防止の規制、指導
クリーンウオーター計画の推進
富山湾の水質保全対策の調査・検討

水質保全係環境保全課

自然保護対策の総合調整
自然環境保全地域の指定及び保全管理
自然保護思想の普及啓発
自然環境保全基金
自然環境指針の推進

自然環境係

自然保護課

鳥獣保護、狩猟取締り、傷病鳥獣の救護
ビオトープづくりの推進
鳥獣保護区等の設定、管理
狩猟免許、有害鳥獣駆除
県民公園（自然博物園及び野鳥の園）の管理

野生生物係

自然公園の指定及び保護管理
立山センターの管理運営
県民公園（頼成の森）及び県定公園の管理
家族旅行村の管理

公園管理係

自然公園等の公共施設の整備
植生復元事業

公園施設係

主 な 分 掌 事 務課

環 境 科 学
セ ン タ ー

環境科学センター各課業務の調整
環境科学センターに属する予算

総 務 課

浮遊粉じん、自動車排出ガスの調査研究
酸性雨、特定ガスに係る調査研究
大気汚染の常時監視

大 気 課

水質環境の測定及び調査研究
工場排水の監視及び測定

水 質 課

騒音、振動、悪臭、土壌汚染、地下水、産業廃棄物、環境放射能
等に係る調査研究及び監視測定

生活環境課

立山における自然環境の保全及び自然保護思想の普及啓発立 山 セ ン タ ー

　　　イ　出先機関
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２５０

　　�　その他の関係機関
　　　ア　本　庁

環 境 関 係 の 分 掌 事 務課部

公害等による健康被害者の救済健 康 課厚 生 部

小規模企業等設備導入資金等の貸付経営支援課商工労働部

汚染米の対策食料政策課

農林水産部

農用地の土壌汚染防止対策、畜産環境保全の対策技術推進課

汚染田の復元耕 地 課

農村下水道の整備、散居、棚田等の農村景観の保全と創出、農業
水利施設の水辺環境の整備

農村環境課

内水面、海面の環境保全対策水産漁港課

下水道の整備下 水 道 課土 木 部

　　　イ　出先機関

環 境 関 係 の 分 掌 事 務機　　　　　　関

公害一般の相談、し尿処理施設の指導取締り厚 生 セ ン タ ー

公衆衛生に必要な試験研究調査及び技術指導衛 生 研 究 所

廃プラスチックの再生・処理高度化技術開発、産業廃棄物を用い
た環境保全材料の開発、マテリアルリサイクル可能なコンポジッ
トの開発

工 業 技 術 セ ン タ ー

農用地の土壌汚染対策に関する試験農業技術センター農業試験場

畜産環境保全の調査研究、環境負荷物質の低減に関する調査研究農業技術センター畜産試験場

畜産環境改善の技術指導、畜産環境の苦情処理及び施設の点検家 畜 保 健 衛 生 所

森林の酸性雨等環境影響に関する調査研究林業技術センター林業試験場

漁場環境保全に関する調査研究水 産 試 験 場



２５１

（１５年４月１日現在）

第６　市町村環境関係担当課一覧

（TEL）廃棄物担当課（TEL）自然公園担当課（TEL）鳥獣担当課（TEL）公害担当課市町村

（０７６‐４４３‐２０５３）環境政策課
（０７６‐４４３‐２１１０）公園緑地課（０７６‐４４３‐２０８２）農林水産課（０７６‐４４３‐２０８６）環境保全課富 山 市

（０７６‐４２９‐５０１７）環境センター

（０７６６‐２２‐２１４４）環境サービス課（０７６６‐２０‐１４１９）緑化対策課
（０７６６‐２０‐１３１６）農地林務課

（０７６６‐２０‐１３５２）環境保全課高 岡 市
（０７６６‐２０‐１３０６）農業水産課

（０７６６‐８２‐８１４１）環境交通課―（０７６６‐８２‐８２４１）農業水産課（０７６６‐８２‐８１４１）環境交通課新 湊 市

（０７６５‐２３‐１０９２）環境交通課（０７６５‐２３‐１０３７）農地林務課（０７６５‐２３‐１０３６）農地林務課（０７６５‐２３‐１０４８）環境交通課魚 津 市

（０７６６‐７４‐８０６５）環 境 課（０７６６‐７４‐８１０６）商工観光課（０７６６‐７４‐８０８６）農 林 課（０７６６‐７４‐８０６５）環 境 課氷 見 市

（０７６‐４７５‐２１１１）生活環境課（０７６‐４７５‐２１１１）企画情報課（０７６‐４７５‐２１１１）農 林 課（０７６‐４７５‐２１１１）生活環境課滑 川 市

（０７６５‐５４‐２１１１）市民環境課（０７６５‐５４‐２１１１）農林水産課（０７６５‐５４‐２１１１）農林水産課（０７６５‐５４‐２１１１）市民環境課黒 部 市

（０７６３‐３３‐１１１１）生活環境課（０７６３‐３３‐１１１１）農 林 課（０７６３‐３３‐１１１１）農 林 課（０７６３‐３３‐１１１１）生活環境課砺 波 市

（０７６６‐６７‐１７６０）生活環境課（０７６６‐６７‐１７８０）商工振興課（０７６６‐６７‐１７６０）農 林 課（０７６６‐６７‐１７６０）生活環境課小矢部市

（０７６‐４６７‐５８１０）町 民 課（０７６‐４６７‐５８１５）農林商工課（０７６‐４６７‐５８１５）農林商工課（０７６‐４６７‐５８１０）町 民 課大沢野町

（０７６‐４８３‐１２１２）町民生活課（０７６‐４８３‐１２１１）企画観光課（０７６‐４８３‐２５９３）農 林 課（０７６‐４８３‐１２１２）町民生活課大 山 町

（０７６‐４６４‐１１２１）住民福祉課―（０７６‐４６４‐１１２１）産業建設課（０７６‐４６４‐１１２１）住民福祉課舟 橋 村

（０７６‐４７２‐１１１１）町 民 課（０７６‐４７２‐１１１１）産 業 課（０７６‐４７２‐１１１１）産 業 課（０７６‐４７２‐１１１１）町 民 課上 市 町

（０７６‐４６３‐１１２１）住民生活課（０７６‐４６３‐１１２１）商工観光課（０７６‐４６２‐９１０７）農 林 課（０７６‐４６３‐１１２１）住民生活課立 山 町

（０７６５‐６５‐０２１１）生活環境課（０７６５‐６５‐０２１１）企画観光課（０７６５‐６５‐０２１１）農 林 課（０７６５‐６５‐０２１１）生活環境課宇奈月町

（０７６５‐７２‐１１００）住民環境課―（０７６５‐７２‐１１００）農 政 課（０７６５‐７２‐１１００）住民環境課入 善 町

（０７６５‐８３‐１１００）住民生活課（０７６５‐８３‐１１００）商工観光課（０７６５‐８３‐１１００）農林水産課（０７６５‐８３‐１１００）住民生活課朝 日 町

（０７６‐４５４‐３１１１）町 民 課（０７６‐４５４‐３１１１）農 林 課（０７６‐４５４‐３１１１）農 林 課（０７６‐４５４‐３１１１）町 民 課八 尾 町

（０７６‐４６９‐２２９４）衛生センター（０７６‐４６５‐２１１１）保健生活課（０７６‐４６５‐２１１１）農林商工課（０７６‐４６５‐２１１１）保健生活課婦 中 町

（０７６‐４５７‐２１１１）住 民 課（０７６‐４５７‐２１１１）産 業 課（０７６‐４５７‐２１１１）産 業 課（０７６‐４５７‐２１１１）総 務 課山 田 村

（０７６‐４８５‐９００１）住民福祉課（０７６‐４８５‐９００３）産業建設課（０７６‐４８５‐９００３）産業建設課（０７６‐４８５‐９００１）住民福祉課細 入 村

（０７６６‐５６‐１５１１）町民生活課（０７６６‐５６‐１５１１）産業振興課（０７６６‐５６‐１５１１）産業振興課（０７６６‐５６‐１５１１）町民生活課小 杉 町

（０７６６‐５２‐６９５２）住 民 課（０７６６‐５２‐６９６１）産 業 課（０７６６‐５２‐６９６１）産 業 課（０７６６‐５２‐６９５２）住 民 課大 門 町

（０７６６‐５９‐２１０１）住民福祉課―（０７６６‐５９‐２１０１）産業建設課（０７６６‐５９‐２１０１）住民福祉課下 村

（０７６６‐５２‐００６５）町民福祉課―（０７６６‐５２‐００６５）産業建設課（０７６６‐５２‐００６５）町民福祉課大 島 町

（０７６３‐６２‐１２１２）住民福祉課（０７６３‐６２‐１２１２）産業振興課（０７６３‐６２‐１２１２）産業振興課（０７６３‐６２‐１２１２）住民福祉課城 端 町

（０７６３‐６６‐２１３１）住民福祉課（０７６３‐６６‐２１３１）産業観光課（０７６３‐６６‐２１３１）産業観光課（０７６３‐６６‐２１３１）住民福祉課平 村

（０７６３‐６７‐３２１１）住民福祉課（０７６３‐６７‐３２１１）農林観光課（０７６３‐６７‐３２１１）農林観光課（０７６３‐６７‐３２１１）住民福祉課上 平 村

（０７６３‐６８‐２１１１）住民生活課（０７６３‐６８‐２１１１）産業振興課（０７６３‐６８‐２１１１）産業振興課（０７６３‐６８‐２１１１）住民生活課利 賀 村

（０７６３‐８２‐１９０２）住 民 課（０７６３‐８２‐１９０４）産業建設課（０７６３‐８２‐１９０４）産業建設課（０７６３‐８２‐１９０２）住 民 課庄 川 町

（０７６３‐６４‐２２１１）住民福祉課（０７６３‐６４‐２２１１）産業建設課（０７６３‐６４‐２２１１）産業建設課（０７６３‐６４‐２２１１）住民福祉課井 口 村

（０７６３‐８２‐７６２４）住 民 課（０７６３‐８２‐１１８０）経 済 課（０７６３‐８２‐７６２５）経 済 課（０７６３‐８２‐７６２４）住 民 課井 波 町

（０７６３‐２２‐１１０５）住民生活課（０７６３‐２２‐１１０６）産業振興課（０７６３‐２２‐１１０６）産業振興課（０７６３‐２２‐１１０５）住民生活課福 野 町

（０７６３‐５２‐１１１１）住 民 課（０７６３‐５２‐１１１１）商工振興課（０７６３‐５２‐１１１１）農 林 課（０７６３‐５２‐１１１１）住 民 課福 光 町

（０７６６‐６４‐５３３３）住民生活課（０７６６‐６４‐５３３３）農 林 課（０７６６‐６４‐５３３３）経済振興課（０７６６‐６４‐５３３３）住民生活課福 岡 町
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２５２

１　愛 鳥 週 間（バードウィーク）
　　毎年、５月１０日からの１週間。この期間は、ちょうど野鳥の繁殖の時期にあたるため、こ
の週間行事を通じて野鳥に対する愛鳥の精神を普及しようとするものである。
　　愛鳥週間には、「全国野鳥保護のつどい」をはじめ各地でいろいろな行事が開催される。
本県でも、小学校６年生によるツバメの県下一斉生息調査や探鳥会など多彩な行事を開
催している。
２　赤　　　潮
　　海中のプランクトンが異常に増え海水が赤く変色する現象で、発生のメカニズムは完
全に究明されていないが、海洋沿岸や河川の注ぐ湾内で、雨天後に強い日射と海面の静
かな日が続くときに発生しやすい。海水中の窒素、燐等の栄養塩類濃度、自然条件の諸
要因が相互に関連して発生すると考えられている。
３　アメニティ
　　Amenity「快適性、快適環境」と訳される。我々の生活環境を構成する自然や施設、
歴史的・文化的伝統などが互いに他を活かしあうようにバランスがとれ、その中で生活
する我々人間との間に調和が保たれている場合に生じる好ましい感覚をいう。
４　上乗せ基準
　　ばい煙又は排出水の排出の規制に関して、全国一律の排出基準又は排水基準に代えて
適用するものとして、都道府県が条例で定めるより厳しい排出基準又は排水基準をいう。
５　エコマネー（地域通貨）
　　環境保全や福祉など、通常の貨幣によって市場価値を生みにくいサービスのやりとり
を地域の人々の発意により活性化させるため、本来の通貨を補完する形で、一定の地域
に限って発行されるもの。地域通貨は、エコノミー・エコロジー・コミュニティを掛け
あわせて「エコマネー」とも呼ばれる。
６　オゾン層の破壊
　　地球をとりまくオゾン層は、太陽光に含まれる有害な紫外線を吸収し、生物を守って
いるが、このオゾン層がフロン等のオゾン層破壊物質により破壊され、地上に到達する
有害な紫外線が増加し、人の健康や生態系などに悪影響が生じる恐れがある。
　　オゾン層保護対策は、国際的には、「モントリオール議定書」に基づくオゾン層破壊物
質の生産量及び消費量の削減が行われており、我が国でも、「オゾン層保護法」に基づく
生産規制等が行われている。また、１３年６月には、業務用冷凍空調機器及びカーエアコ
ンからの冷媒用フロンの回収及び破壊を義務付けた、「フロン改修破壊法」が制定された。
７　汚濁負荷量
　　硫黄酸化物、BOD等の汚濁物質が大気や水などの環境に影響を及ぼす量のことをい
い、一定期間における汚濁物質の濃度とこれを含む排出ガス量や排水量等との積で表さ
れる。（例えばｇ／日）
８　環境影響評価（環境アセスメント）
　　各種開発事業の実施に先立ち、それが大気、水質、生物等環境に及ぼす影響について
事前に調査、予測、評価を行うとともに、環境の保全のための措置を検討し、この措置
が講じられた場合における事業の環境に及ぼす影響を総合的に評価する。
９　環 境 会 計
　　従来、企業の財務分析の中に反映されにくかった環境保全に関する投資及び経費とそ
の効果を正確に把握するための仕組みである。企業にとっては自社の環境保全の取り組
みを定量的に示し、事業活動の環境保全の費用効果を向上させることが可能となる。

第７　環境用語の説明



２５３

１０　環 境 税（炭素税）
　　炭素税は二酸化炭素の排出に対する課徴金制度であり、環境税は二酸化炭素排出も含
めて、もう少し広義な意味で環境に負荷を与えるもの（環境の利用者）に対する課徴金
制度をいう。

１１　環境ビジネス
　　さまざまな分野における環境保全に関する事業活動。従来からの公害防止装置の製造
メーカーや廃棄物処理業者等に加えて、砂漠緑化事業や環境調査・コンサルティング・
サービス、環境への負荷の少ないエコロジーグッズを専門に扱う店等、新しいビジネス
が生まれている。消費者や顧客も環境に優しい商品や企業を積極的に支持する傾向にあ
り、今後の成長分野として期待されている。

１２　環境への負荷
　　人の活動により環境に加えられる影響であって、環境保全上の支障の原因となるおそ
れのあるものをいい（富山県環境基本条例第２条第１項）、工場からの排ガスや排水はも
とより、家庭からの生活排水やごみの排出、自動車の排ガス等通常の事業活動や日常生
活のあらゆるところで環境への負荷が生じている。

１３　環境報告書
　　企業等が環境保全への取組みの状況を社会に公表するため、環境保全に関する方針、
環境負荷の低減に向けた取組、環境マネジメントに関する状況（環境マネジメントシス
テム、環境会計その他）等について取りまとめたものをいう。

１４　環境ホルモン
　　環境ホルモン（外因性内分泌かく乱化学物質）とは、動物の生体内に取り込まれた場
合に、本来、その生体内で営まれている正常なホルモン作用に影響を与える外因性の物
質を意味し、環境ホルモンによる環境汚染により、人や野生生物に生殖機能障害や悪性
腫瘍等を引き起こす可能性が懸念されている。

１５　環境リスク
　　人の活動によって環境に加えられる負荷が環境中の経路を通じ、環境の保全上の支障
を生じさせるおそれを環境リスクといい、人の健康や生態系に影響を及ぼす可能性（お
それ）を示す概念である。人の健康や生態系への影響を未然に防止していくにあたって
は、環境リスクの要因が持つ便益と環境リスクの大きさを比較、分析することにより、
環境リスクを管理していくことが重要である。

１６　休　猟　区
　　狩猟鳥獣の増殖を図るため狩猟行為が禁止される区域で、３年を限度として、狩猟者
に解除される区域である。

１７　京都議定書
　１９９７年１２月に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３）におい
て採択されたもので、先進各国の温室効果ガスの排出量について法的拘束力のある数値
目標が決定されるとともに、国際的に協調して数値目標を達成するための制度として、
排出量取引、共同実施、クリーン開発メカニズムなどの仕組みが合意された。
　　日本においては、２００８年から２０１２年までの間の温室効果ガス排出量を１９９０年レベルと
比べて６％削減することが義務づけられた。

１８　グリーン購入
　　環境への負荷ができるだけ少ない商品やサービスを率先して購入することをいう。
１９　グリーン・ツーリズム
　緑豊かな農山漁村地域において、その自然、文化、人々との交流を楽しむ、滞在型の余
暇活動のこと。
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２５４

２０　クローズドシステム
　　排水、廃棄物等を工場外に出さずに、工場内で循環し、回収する閉鎖系をいう。
２１　公 園 街 道
　　県民公園を結ぶ幹線歩道として整備されているもの。起点は県民公園太閤山ランド、
終点は頼成の森、延長１９．３㎞、平均幅員は１．２ｍである。県民公園地域内の雑木林の中を
いく、昔からの山道、歴史を秘めた峠道、素朴な田園の中の道をできるだけそのまま生
かして、レクリエーションや自然観察のために提供することを目的としている。

２２　高山ハイデ
　　気象条件などの激しい高山にみられるツツジ科などの小低木群落をいう。県内では、
県東部の高山帯の一部にみられる。

２３　国民休養地
　　４５年から実施されている事業であり、その目的は「自然との触れあいを回復するため
に、都市周辺の多様で豊かな自然に恵まれた県立自然公園内に自然との調和を図りなが
ら健全な野外レクリェーションの場を整備するとともに、単に保養の場としてのみなら
ず、積極的に自然に働きかけるという体験を通じて自然と人間との調和のあり方を会得
し、郷土の自然を守り育てていこうとする意識を培う場として整備しようとするもの」
である。施設整備については、都道府県が事業主体の場合に環境庁から事業費の補助が
受けられる。
　　県内には、五箇山、あさひ、有峰湖の３休養地がある。
２４　三 次 処 理
　　排水処理について、通常の活性汚泥処理などを二次処理と言い、更に処理水の水質向
上を図るために窒素やりんを除去する施設などを加えた処理を三次処理という。最近、
BOD、CODの規制強化や窒素、りんの除去、処理水の再利用の面から設置されてきて
いる。

２５　酸　性　雨
　　主として化石燃料の燃焼により生ずる硫黄酸化物や窒素酸化物等から生成した硫酸や
硝酸が取り込まれ、酸性の度合いが強くなった（pHが低くなった）雨、霧、雪のこと
をいい、一般的には pHが５．６以下のものを酸性雨という。

　　また、粒子状（エアロゾル）やガス状の酸の沈着も併せて酸性雨ということもある。
２６　三点比較式臭袋法
　　臭を数量化する方法の一つで、人の嗅覚により評価する官能試験である。パネルの臭
判別可能な希釈倍数から臭気濃度を求める方法である。

２７　自然博物園
　　県民に、自然に関する学習の場を提供することを目的として婦中町に設置された県民
公園のひとつで、この中には�富山県民福祉公園の設置する自然博物園センターの展示
館等の施設がある。

２８　自然保護憲章
　　自然保護の国民的指標として、４９年６月５日、我が国の全国的組織体１４９団体で組織す
る自然保護憲章制定国民会議が制定した全国民的な憲章であり、その大要は次のとおり
である。
　１　自然をとうとび、自然を愛し、自然に親しもう。
　２　自然に学び、自然の調和をそこなわないようにしよう。
　３　美しい自然、大切な自然を永く子孫に伝えよう。 



２５５

２９　循 環 資 源
　　廃棄物等につき、その有用性に着目して資源として捉えなおした概念である。循環型
社会形成推進基本法では、このような循環資源について循環的な利用（再利用、再生利
用、熱回収）を図るべき旨を規定している。

３０　植生自然度
　　自然は、人為の影響を受ける度合によって、自然性の高いものも低いものもある。高
山植物群落や極相林のように人間の手の加わっていないものを１０及び９とし、緑のほと
んどない住宅地や造成地を１、その中間に二次林、植林地、農耕地等をランクし、１０段
階で表示する。

３１　 森 　 林 　 浴 
しん りん よく

　　森の中に入ると、樹木特有のすがすがしい香りが漂ってくる。森林浴とは、この森林
の香気、精気を浴びて心身をいやすことである。

３２　生物多様性
　　地球上には数えきれないほどの生物種が、場所に応じた相互の関係を築きながら、地
球の環境を支えている。自然がつくりだしたこの多様な生物の世界を「生物多様性」と
いう。生物多様性には生態系の多様性（世界の環境に応じて多様な生態系が存在するこ
と）、種の多様性（生態系を支える様々な種が存在すること）、種内（遺伝的）の多様性
（同じ種の中にも、集団や個体によって様々な違いがあること）の３つのレベルがある。

３３　ゼロエミッション
　　国連大学で提唱した概念で、生産・流通工程から排出される廃棄物を別の産業の再生
原料として利用するなど、全体として「廃棄物ゼロ」を目指すことをいう。

３４　潜在自然植生
　　何らかの形で人為的な影響を受けている地域で、今、人間の影響を一切停止したとき、
その土地に生じると判定される自然植生をいう。

３５　戦略的アセスメント
　　戦略的アセスメントは、個別の事業計画に枠組みを与えることになる政策や上位計画
の段階において、環境への影響を評価・把握し、環境への配慮が十分に行われることを
確保するための手続きをいう。

３６　総 量 規 制
　　一定の地域内の汚染（濁）物質の排出総量を環境保全上許容できる限度にとどめるた
め、工場等に対し汚染（濁）物質許容排出量を配分し、この量をもって規制する方法を
いう。大気汚染、水質汚濁に係る従来の規制方式は、工場等の排出ガスや排出水に含ま
れる汚染（濁）物質の濃度のみを対象としていたが、この濃度規制では地域の望ましい
環境を維持達成することが困難な場合に、その解決手段としての総量規制が導入されて
いる。

３７　代 償 植 生
　　太古から人類は森林の伐採や農地の開墾、道路や住宅の整備など、自然に対し人為的
インパクトを加えてきた。このため、わたしたちの周りにみられる現在の植生の多くは
その代償としてうまれたものであり、この植生を代償植生という。

３８　地球温暖化
　　地表から放射された熱を吸収し、再び地表に放射して温度を上昇させる効果をもつ二
酸化炭素、メタン等の温室効果ガスが、近年の人間活動の拡大に伴って大量に排出され
ることによりおきるといわれている。
　　気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の報告によると、平均気温は２０世紀中に
０．６±０．２℃上昇しており、また、１９９０年から２１００年までに１．４～５．８℃上昇すると予測さ
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２５６

れている。
　　地球温暖化による、海面水位の上昇、異常気象の頻発化、健康、生態系、食糧生産へ
の悪影響が懸念されている。

３９　鳥獣保護区
　　野生鳥獣の保護増殖を図るための区域で、捕獲行為が禁止されている。鳥獣保護区内
に設けられる特別保護地区では野生動物の生息に影響を及ぼす行為は許可が必要である。

４０　低 公 害 車
　　大気汚染物質である窒素酸化物や粒子状物質等及び温室効果ガスである二酸化炭素の
排出が少なく、従来の自動車よりも環境への負担が少ない自動車の総称で、１３年７月に
国が策定した「低公害車開発普及アクションプラン」では、電気自動車、天然ガス自動
車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車及び低燃費かつ低排出ガス認定車が低公害
車として位置付けられた。

４１　適正揚水量
　　塩水化の進行や大幅な地下水位の低下等の地下水障害を生じさせない揚水量で、かつ、
地域の特性や住民の意向などの社会的条件を考慮した量である。

４２　デ シ ベ ル
　　騒音の大きさを表す単位として用いられる。これを日常生活における音と対比してみ
ると、「ささやき声、木の葉のふれあう音」で２０デシベル程度、「静かな事務所」で５０デ
シベル程度、「国電の中」で８０デシベル程度、「ジェット機の音」は１２０デシベル程度で、
１３０デシベルを超えると耳に痛みを感じる。
４３　ナチュラリスト
　　本来は、博物学者という意味であるが、富山県のナチュラリストは自然環境等につい
ての知識を持ち、富山県知事が認定した人たちで、４月下旬から１１月上旬の間県内５か
所の自然公園等に駐在して利用者に自然解説を行っている。

４４　ば　い　煙
　　硫黄酸化物、ばいじん及び有害物質の総称である。ばいじんとは、ボイラーや電気炉
等から発生するすすや固体粒子をいい、有害物質とは、物の燃焼、合成、分解等に伴っ
て発生するカドミウム、塩素、ふっ素、鉛、窒素酸化物等の人の健康又は生活環境に係
る被害を生ずるおそれのある物質をいう。

４５　バードマスター（野鳥観察指導員）
　　バードマスターは、野鳥の識別及び生態並びに鳥類学等の知識を持ち、富山県知事が
認定した人たちで、富山新港臨海野鳥園での野鳥解説や、県、市町村及びその他団体が
実施する探鳥会、講習会などの指導にあたっている。

４６　ビオトープ
　　本来、生物が生息する空間という意味であるが、生物学的には、特定の生物群が、生
息できるような環境条件を備えた限られた地域と定義している。

４７　ビジターセンター
　　ビジターセンター（博物展示施設）は、国立公園や国定公園等の利用者に対し、その
公園の自然や人文についてパネル、ジオラマや映像装置などによってわかりやすく展示
解説するとともに、利用指導や案内を行い、自然保護思想の高揚を図るための中心的施
設である。

４８　富 栄 養 化
　　海洋や湖沼で栄養塩類（窒素、りん等）の少ないところは、プランクトンが少なく透
明度も大きい。このような状態を貧栄養状態であるという。これに対し、栄養塩類が多
いところでは、プランクトンが多く透明度が小さい。このような状態を富栄養状態であ



２５７

るという。有機物による水質汚濁その他の影響で、貧栄養状態から富栄養状態へと変化
する現象を富栄養化という。

４９　名　　　水
　　環境庁の「名水百選」及び本県の「とやまの名水」では、「きれいな水で、古くから生
活用水などに使用され、大切にされてきたもの」、「いわゆる名水として故事来歴のある
もの」、「その他、特に自然性が豊かであり、優良な水環境として後世に残したいもの」
を名水として選定している。本県では、名水百選に４か所、とやまの名水に５５か所選定
されている。

５０　野 鳥 の 園
　　野鳥の保護を図るとともに、県民に自然探勝の場を提供することを目的として設置さ
れた県民公園のひとつで、富山市三ノ熊地内の古洞池地区のほか婦中町高�地内の国設
１級鳥類観測ステーション地区がある。

５１　有害大気汚染物質
　　一般に大気中濃度が微量で急性影響はみられないが、長期的に暴露されることにより
健康影響が懸念される物質で、日本の大気汚染防止法では、「継続的に摂取される場合に
は、人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの」と定義されて
いる。この語は、古くから問題となり規制の対象とされてきたNOxや SOxなどの大気
汚染物質とは区別して用いられている。

５２　有機塩素化合物
　　化学組成の中に塩素を含んでいる有機化合物。代表的なトリクロロエチレンやテトラ
クロロエチレンは、溶解性や脱脂力に富んでいるため、金属部品等の脱脂洗浄剤やドラ
イクリーニングの溶剤として使われており、不適切に使用すると地下水や大気の汚染を
招く。

５３　要監視項目
　　人の健康の保護に関連する水質汚濁物質のうち、現時点では直ちに環境基準項目とせ
ずに、継続して水質測定を行うことが必要な物質として、クロロホルム、トルエン、キ
シレン等の２５物質が定められている。

５４　レッドデータブック
　　レッドリストに掲載された種について生息状況等を取りまとめ編さんしたもの。
　　環境省では、レッドデータブックの改訂作業中であり、分類群毎にまずレッドリスト
を作成し、次にリストを踏まえてレッドデータブックを編集するという２段階の作業を
実施している。（平成１３年２月現在、全分類群のリストを公表済み。両生爬虫類及び植物
分野については、レッドデータブックが完成。）

５５　レッドリスト
　　日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト
　　生物学的観点から個々の種の絶滅の危険度を評価し選定したもので、絶滅のおそれの
ある野生生物の保護を進めていくための基礎的な資料として広く活用されることを目的
とするもの。

５６　労働衛生許容濃度
　　職場において、労働者の健康障害を予防するための手引として用いられる値である。
日本をはじめロシア、アメリカ等世界各国で、生体作用等を総合的に検討して定められ
ている。

５７　BOD（生物化学的酸素要求量―Biochemical Oxygen Demand）
　　BODは、水中の汚濁物質（有機物）が微生物によって酸化分解され、無機化、ガス
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２５８

化するときに必要とされる酸素量をもって表し、環境基準では河川の汚濁指標として採
用されている。

５８　COD（化学的酸素要求量―Chemical Oxygen Demand）
　　CODは、水中の汚濁物質（主として有機物）を酸化剤で化学的に酸化するときに消
費される酸素量をもって表し、環境基準では海域及び湖沼の汚濁指標として採用されて
いる。

５９　DO（溶存酸素量―Dissolved Oxygen）
　　水に溶けている酸素のことをいう。河川等の水質が有機物で汚濁されると、この有機
物を分解するため水中の微生物が溶存酸素を消費し、この結果、溶存酸素が不足して魚
介類に影響を及ぼす。さらに、この有機物の分解が早く進行すると、酸素の欠乏ととも
に嫌気性の分解が起こり、有害ガスを発生して水質は著しく悪化する。

６０　ＭＳＤＳ
　　Material Safety Data Sheet （化学物質等安全データシート）の略称
　　ＭＳＤＳ制度は、事業者間で化学物質の取引を行う際、当該化学物質の性状及び取扱
いに関する情報（化学物質等安全データシート：ＭＳＤＳ）を提供することを義務づけ
る仕組み。わが国におけるＭＳＤＳ制度は、化学物質排出把握管理促進法に基づき、１３
年１月から実施されている。

６１　ＮＯＷＰＡＰ（北西太平洋地域海行動計画）
　　NorthWest Pacific Action Plan の略称
　　複数の国で共有される海域について、海洋環境保全に関して関係国の協調による行動
を推進するための「地域海行動計画」がＵＮＥＰ主導の海洋環境保全のための環境協力
として進められている。北西太平洋地域海行動計画（ＮＯＷＰＡＰ）は、１４ある地域海
計画の１つで、日本海及び黄海を対象とするものであり、１９９４年９月の第１回政府間会
合において、日本、中国、韓国及びロシアの４か国により採択された。本計画に基づき、
対象海域の海洋保全に関するデータベース及び情報管理システムの構築など７つのプロ
ジェクトが進められている。また、特殊モニタリングシステム及び沿岸環境評価に関す
る地域活動センター（ＣＥＡＲＡＣ *）として�環日本海環境協力センターが指定され
ている。　* ｐ．１５１参照

６２　ＰＦＩ
　　Private Finance Initiative の略
　　公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術能力を活用し
て行う新しい手法をいう。

６３　ppm（Parts Per Million）
　　ごく微量の物質の濃度や含有率を表すのに使われ、％が１００分の１をいうのに対し、
ppmは１００万分の１を意味する。例えば、空気１�中に１�の物質が含まれているよう
な場合、あるいは水１㎏（約１�）中に１mgの物質が溶解しているような場合、この
物質の濃度を１ ppmという。ppmより微量の濃度を表す場合には、ppb（１０億分の１）
も用いられる。

６４　ppmC
　　炭化水素はメタン、エタン、プロパンなど種類が多いので、全体の濃度を表す場合炭
素数１のメタンに換算した値を使用し、その値を ppmで表したときに用いられる。

６５　PPP（汚染者負担の原則―Polluter Pays Principle）
　　環境汚染防止のコスト（費用）は、汚染者が負担し支払うべきであるとする考え方で
ある。 



２５９

６６　SS（浮遊物質量―Suspended Solid）
　　粒径２㎜以下の水に溶けない懸濁性の物質をいう。水の濁りの原因となるもので魚類
のエラをふさいでへい死させたり、日光の透過を妨げることによって水生植物の光合成
作用を妨害するなどの有害作用がある。また、有機性浮遊物質の場合は河床に堆積して
腐敗するため、底質を悪化させる。

６７　ＵＮＥＰ（国連環境計画）
　　United Nations Enviroment Programme の略称
　　１９７２年６月ストックホルムで開催された国連人間環境会議で採択された「人間環境宣
言」及び「環境国際行動計画」を実施に移すための機関として、同年の国連総会決議に
基づき設立された機関。同機関は、既存の国連機関が行っている環境に関する諸活動を
総合的に調整管理するとともに、国連諸機関が着手していない環境問題に関して、国際
協力を推進していくことを目的としている。

６８　WECPNL（うるささ指数）
　　航空機騒音のうるささを表わす指数として用いられる。これは、１日の航空機騒音レ
ベルの平均と時間帯ごとに重みづけされた飛行回数から算定され、航空機の総騒音量を
評価する単位である。
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富山県環境白書読者アンケート

　　エ　その他

記載すべき事項

不要な記事

ご感想、ご要望等をご自由に記入してください。

　ご協力ありがとうございました。

　富山県環境白書作成の参考にさせていただくために、アンケートにご協力ください。ＦＡＸ、郵送、電子
メール等で送付をお願いします。なお、県環境政策課のページにも、この様式を掲載しております。

問４　環境白書の電子化については、どのように思われますか。該当するものに○を付けてください。
　　ア　総論、第１章、第２章
〔　〕１　従来どおりの出版物が良い。
〔　〕２　インターネットに掲載されれば、出版物は不要。
〔　〕３　ＣＤ‐ＲＯＭ等で電子化されれば、出版物は不要。
〔　〕４　その他　　　　　　（� 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　イ　資料編
〔　〕１　従来どおりの出版物が良い。
〔　〕２　インターネットに掲載されれば、出版物は不要。
〔　〕３　ＣＤ‐ＲＯＭ等で電子化されれば、出版物は不要。
〔　〕４　その他　　　　　　（� 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　差し支えなければ、ご記入ください。

具体的に

具体的に

問１　環境白書を利用され（読まれ）た目的は何でしたか。該当するものに○を付けてください。（複数可）
　〔　〕１　富山県の環境の状況（大気、水質、廃棄物、自然等の現状）を知るため
　〔　〕２　富山県が講じた環境施策を知るため
〔　〕３　富山県が講じようとする環境施策を知るため
〔　〕４　富山県で行われている環境保全活動を知るため
〔　〕５　資料としてデータを利用するため
〔　〕６　なんとなく・その他　（� 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問２　環境白書をどのようにお知りになりましたか。該当するものに○を付けてください。（複数可）
〔　〕１　学校、図書館で
〔　〕２　県刊行物センターで
〔　〕３　県情報公開窓口で
〔　〕４　インターネットで
〔　〕５　県の紹介により
〔　〕６　�とやま環境財団の紹介により
〔　〕７　県からの送付により
〔　〕８　その他　　　　　　（� 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問３　環境白書をどのように評価されますか。番号を選んでください。
　　ア　全体的な評価　　　①良い　　②普通　　③悪い　　　④わからない　　　〔　〕
　　イ　読みやすさ　　　　①良い　　②普通　　③悪い　　　④わからない　　　〔　〕
　　ウ　情報の量・種類　　①多い　　②適切　　③少ない　　④わからない　　　〔　〕

具体的に

具体的に

氏名・機関名・会社名等

連絡先（住所、電話等）

電子メール
①県民として　②事業者として　③研究者として　④児童・生徒・学生として
⑤ＮＰＯ・ＮＧＯ活動者として　⑥行政関係者として　⑦その他お読みになった立場 〔　〕

あて先　ＦＡＸ　０７６－４４４－３４８０
　　　　電子メール　kankyoseisaku1@pref.toyama.lg.jp
　　　　〒９３０－８５０１（住所表記不要）富山県環境政策課
　　　　県環境政策課のページ

　http://www.pref.toyama.jp/sections/1705/1705.htm



平成１５年１１月

編集・発行　富山県生活環境部環境政策課

　　　　　　〒９３０‐８５０１

　　　　　　（住所表記不要）富山市新総曲輪１‐７

　　　　　　電　話（０７６）４４４‐３１４１

　　　　　　ＦＡＸ（０７６）４４４‐３４８０

平成１５年版　富山県環境白書

表紙（裏）写真：イタセンパラ　富山市科学文化センター提供



富山県生活環境部環境政策課�

〒930-8501（住所表記不要）�
富山市新総曲輪1-7�

TEL 076-444-3141　FAX 076-444-3480�
Eメール　kankyoseisaku1@pref.toyama.lg.jp�

富山県ホームページ�
http://www.pref.toyama.jp/�

環境政策課ページ�
http://www.pref.toyama.jp/sections/1705/1705.htm�

環境白書についてご意見・ご感想をお寄せください。�

この印刷物は、古紙配合率100％、白色度70％の再生紙と大豆油インキを使用しています。�
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